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平成３０年第２回名寄市議会定例会会議録

開会 平成３０年６月４日（月曜日）午前１０時００分
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日程第２ 会期の決定
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日程第６ 議案第３号 名寄市農業委員会委員の

任命について
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日程第14 議案第１１号 平成３０年度名寄市立

大学特別会計補正予算（第１号）

日程第15 議案第１２号 名寄市税条例の一部改

正について

日程第16 報告第１号 平成２９年度名寄市一般

会計予算繰越明許費繰越計算書の報告

について

日程第17 報告第２号 平成２９年度名寄市食肉

センター事業特別会計予算繰越明許費

繰越計算書の報告について

日程第18 報告第３号 公害の現況に関する報告

について

日程第19 報告第４号 株式会社名寄振興公社の

経営状況について

日程第20 報告第５号 専決処分した事件の報告

について
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１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 平成３０年度市政執行方針・教育行政

執行方針

日程第４ 議案第１号 名寄市住宅マスタープラ

ン（第２次）の策定について

日程第５ 議案第２号 名寄地区衛生施設事務組

合規約の変更について

日程第６ 議案第３号 名寄市農業委員会委員の

平成３０年６月４日（月曜日）第２回６月定例会・第１号
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任命について
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康保険特別会計補正予算）

日程第９ 議案第６号 専決処分した事件の承認

について（平成２９年度名寄市介護保

険特別会計補正予算）

日程第10 議案第７号 専決処分した事件の承認

について（平成２９年度名寄市下水道

事業特別会計補正予算）

日程第11 議案第８号 専決処分した事件の承認

について（平成２９年度名寄市個別排

水処理施設整備事業特別会計補正予

算）

日程第12 議案第９号 平成３０年度名寄市一般

会計補正予算（第１号）

日程第13 議案第１０号 平成３０年度名寄市介

護保険特別会計補正予算（第１号）

日程第14 議案第１１号 平成３０年度名寄市立

大学特別会計補正予算（第１号）

日程第15 議案第１２号 名寄市税条例の一部改

正について

日程第16 報告第１号 平成２９年度名寄市一般

会計予算繰越明許費繰越計算書の報告

について

日程第17 報告第２号 平成２９年度名寄市食肉

センター事業特別会計予算繰越明許費

繰越計算書の報告について

日程第18 報告第３号 公害の現況に関する報告

について

日程第19 報告第４号 株式会社名寄振興公社の

経営状況について

日程第20 報告第５号 専決処分した事件の報告

について

日程第21 報告第６号 専決処分した事件の報告

について

日程第22 報告第７号 専決処分した事件の報告

について

報告第８号 専決処分した事件の報告

について

日程第23 諮問第１号 人権擁護委員の候補者の

推薦について

１．出席議員（１８名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

１番 浜 田 康 子 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 川 口 京 二 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 奥 村 英 俊 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 東 川 孝 義 議員

１０番 塩 田 昌 彦 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 渡 辺 敏 史

書 記 開 発 恵 美

書 記 長 正 路 慶

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君
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副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 中 村 勝 己 君

参 事 監 松 岡 将 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 小 川 勇 人 君

経 済 部 長 臼 田 進 君

建設水道部長 天 野 信 二 君

教 育 部 長 河 合 信 二 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 局 長

こども・高齢者
廣 嶋 淳 一 君

支 援 室 長

上下水道室長 粕 谷 茂 君

会 計 室 長 常 本 史 之 君

監 査 委 員 鹿 野 裕 二 君
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〇議長（黒井 徹議員） ただいまより平成３０

年第２回名寄市議会定例会を開会いたします。

ただいまの出席議員数は１８名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

６番 奥 村 英 俊 議員

１８番 東 千 春 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ 会期の決定

について、お諮りいたします。

今期定例会の会期は、本日より６月２１日まで

の１８日間といたしたいと思いますが、御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、今期定例会の会期は、本日より６月２

１日までの１８日間と決定をいたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第３ これより平

成３０年度市政執行方針・教育行政執行方針を行

います。

初めに、平成３０年度市政執行方針を行います。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） おはようございます。平

成３０年第２回名寄市議会定例会の開会にあたり、

市政執行への私の基本的な考え方を申し上げ、議

員各位をはじめ、市民の皆様の御理解と御協力を

いただきたいと思います。

私は、このたびの選挙で無投票という結果で引

き続き市政を担わせていただくこととなりました。

市長就任以来、民間出身としての視点や発想、

人脈、そして行動力を活かしたトップセールスと

市民との協働により、地域の財産を磨き、市内外

への情報発信に努めるとともに、市民の満足度の

向上、明るく元気なまちづくりに向けて、全力を

傾けてまいりました。

今後においても、総合計画を政策の基本としな

がら、市民が主体のまちづくりを進めてまいりた

いと考えています。

さて、我が国においては、人口減少や高齢化の

進展により社会保障関連経費は引き続き増加する

と見込まれる中、平成３０年度の地方財政計画で

は、地方交付税において出口ベースで前年度比マ

イナス２パーセント、 ２１３億円の減少として

おり、地方自治体の財政は今後も厳しい状況が続

くものと想定されるところです。

このような情勢のもと、先の第１回臨時会にお

ける所信表明において、総合計画の基本理念であ

る「人づくり」「暮らしづくり」「元気づくり」

の三つの理念を基本とし、市政の発展に全力を傾

注してまいりたいとお話させていただきました。

人口減少、少子高齢化が押し寄せる厳しい時代

を乗り越えていくため、私は、将来を見据えて、

健全な財政運営を基調に、基礎自治体として調和

のあるまちづくりを進めるため、総合計画を政策

の基本としながら、効果的、効率的な市政運営に

努めるとともに、魅力あるこの地域が発展してい

けるよう、議員各位をはじめ、多くの市民の皆様

とともにまちづくりを進めてまいりたいと考えて

いますので、一層の御理解と御協力を賜りますよ

うお願い申し上げます。

次に、平成３０年度の予算編成について申し上

げます。

本市の平成３０年度各会計予算は、４月に市長

選挙を控えていたことから骨格予算として編成し

ましたが、名寄市総合計画（第２次）の将来像の

実現に向けて、継続事業を中心とした様々な事業

を盛り込みました。

一般会計の予算総額は、当初予算額に、本定例

会に提案している肉付予算など１億 ６５９万
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０００円を加え、２１３億 ２７２万 ０００円

となりました。

主な事業では、小規模保育施設整備事業補助金、

産婦健康診査・産後ケア事業、なよろ温泉整備に

係る基本設計委託料、西１条通道路改良舗装事業、

スポーツセンタートイレ改修工事などを予定して

います。

なお、肉付予算の財源として公共施設整備基金

を２億４３０万円繰り入れするとともに、財政調

整基金を １６８万 ０００円繰入れし、収支の

調整を図りました。

引き続き、限られた財源を有効活用し、行財政

改革に取り組むとともに、財政規律を遵守し、健

全な財政運営に努めてまいります。

次に、市民主体のまちづくりの推進について申

し上げます。

市民主体のまちづくりを推進するため、まちづ

くりの理念や基本ルールを示した「名寄市自治基

本条例」に基づき、市民と行政との情報共有や市

民参画などを通じた協働のまちづくりを進めてま

いります。

また、住民参加制度の一つである「名寄市パブ

リック・コメント手続条例」に基づき、市民・議

会・行政が連携・協力しながら「市民主体のまち

づくり」を推進してまいります。

次に、名寄市総合計画（第２次）中期計画策定

について申し上げます。

中期計画の策定に当たっては、学識経験者や市

内関係団体の代表者、公募委員など市民で構成す

る名寄市総合計画審議会に対して、４月２６日に

諮問を行い、審議を重ねていただいているところ

です。

引き続き、この審議会での議論に加え、機会を

捉えて様々な市民参加の場を設け、広く市民の声

を取り入れながら、基本構想で掲げた理念・将来

像の実現に向け、計画の策定を進めてまいります。

また、「名寄の冬を楽しく暮らす条例」の理念

をまちづくりに反映させていくため、名寄市利雪

親雪推進市民委員会との連携を図り、地域におけ

る利雪・親雪の取組を推進するとともに、なよろ

冬カレンダーの配布などを通じて意識啓発及び取

組の周知を図ってまいります。

次に、地方創生について申し上げます。

「名寄市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の

着実な推進に向け、国の交付金を活用した、官民

が連携して冬季スポーツの拠点化を図り交流人口

の拡大を目指す「冬季スポーツ拠点化推進プロジ

ェクト」や、この地域に不足する専門職を確保す

るため、名寄市立大学において人材育成を図って

まいります。また、卒業生の地元定着化、専門職

の定着化・復職支援、リカレント教育を充実させ、

地域のケア力の底上げを図る「名寄市立大学を活

用した地域のケア力向上プロジェクト」などを深

化してまいります。

次に、コミュニティ活動の推進について申し上

げます。

市民にとって最も身近な自治組織である町内会

については、自治意識と地域の連帯感を高める啓

発活動を推進するとともに、町内会の活動や活動

拠点となる会館の整備について積極的な支援を継

続してまいります。

また、町内会相互の連携を図るため、町内会連

合会に対する支援も継続してまいります。

さらに、地域の住民が住民相互、各団体、行政

などと協働して地域づくりを担うことを目的に組

織された地域連絡協議会については、地域コミュ

ニティとして地域の特性を生かしたまちづくりを

推進してまいります。

次に、広報広聴について申し上げます。

広報なよろは、本年３月からスマートフォン用

アプリである「マチイロ」を活用し、幅広く閲覧

していただける環境を整えたところです。

今後も市民の皆様が、より手軽に広報なよろを

楽しんでいただけるよう研究してまいります。

次に、人権尊重と男女共同参画の形成について

申し上げます。いじめや体罰、児童虐待など子ど
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もに関する人権問題、インターネット上の誹謗中

傷、プライバシーの侵害などに加え、特定の民族

や災害などの避難者に対する差別や偏見を背景と

した重篤な事案が社会的な関心を集めています。

市民一人ひとりが人権を尊重することの重要性を

認識し、相手の気持ちを考え、人権に配慮した行

動をとることができるよう、教育機関や企業など

各層に対する啓発活動や相談事業を人権擁護委員

協議会や関係機関と連携を図りながら推進してま

いります。

男女共同参画社会の形成については、昨年３月

に策定した「第２次名寄市男女共同参画推進計

画」を実効性のあるものとするため、市民をはじ

め、各種団体や企業、各関係機関とも連携し、女

性セミナーや推進事業者等表彰など、計画に掲げ

た数値目標達成に向け、取組を進めてまいります。

次に、情報化の推進について申し上げます。

各種情報システムを安定的に運用し、市民の利

便性の向上や業務の効率化を進めていくため、情

報システム機器の計画的な更新を行いシステムの

安定稼働に努めてまいりました。

本年度は、翌年度にサポート期間が終了する財

務会計システムの更新を予定しており、今後も計

画的な更新などを行い、各種システムの安定稼働

と機能向上に努めてまいります。

次に、交流活動の推進について申し上げます。

国内交流については、山形県鶴岡市及び東京都

杉並区との交流がさらに深まるよう、市内小学生

による鶴岡市での剣道を通じた交流をはじめとす

る様々な交流活動を支援してまいります。

ふるさと会については、本市の情報提供や会員

拡大への支援などを通じて活動の充実が図られる

よう支援してまいります。

国際交流については、カナダ国カワーサレイク

ス市リンゼイ及びロシア連邦ドーリンスク市との

友好の絆がさらに深まるよう、両地域への市民訪

問団の派遣をはじめとする様々な交流活動を支援

してまいります。

さらに、台湾との交流については、交流の推進

体制を名寄日台親善協会に一本化し、これまで行

ってきた台湾への市内中学生の派遣や教育旅行の

受入を行うほか、交流の可能性を広げることがで

きるよう取組を進めてまいります。

次に、交流居住の推進について申し上げます。

交流居住の推進については、名寄地区市街地に

「名寄まちなかお試し移住住宅」を１棟整備して

おり、本年度新たに１棟を加えました。移住を希

望するより多くの方々に本市の住みよさを実感し

てもらえるよう、今後とも、本市の魅力情報を様

々な機会、媒体を活用し発信しながら、道内外か

らより多くの方に本市に訪れていただけるよう取

組を進めてまいります。

次に、広域行政の推進について申し上げます。

北海道では、北海道命名から１５０年となる本

年、８月に実施する記念事業をはじめとする様々

な取組を進めています。

１１市町村で構成する「テッシ・オ・ペッ賑わ

い創出協議会」においては、天塩川周辺地域が北

海道の命名者とされる「松浦武四郎」とのゆかり

が深いことに加え、出身地である三重県松阪市と

連携して事業を進めてきていることから、北海道

とも連携を図り、地域独自の記念事業の開催に向

け取り組んでいるところです。

引き続き、北海道遺産である天塩川を軸とした

地域連携をおこない、この地域とその魅力を内外

に情報発信しながら交流人口の拡大に努めてまい

ります。

次に、定住自立圏について申し上げます。

本市は定住自立圏構想に基づく北・北海道中央

圏域の中心市として、新たな広域連携事業の研究

などを進めるとともに、構成市町村との連携を強

化し、定住自立圏共生ビジョンの着実な推進を図

ってまいります。

次に、効率的な行政運営について申し上げます。

昨年４月に平成２９年度から３８年度までを計

画期間とする「第２次名寄市行財政改革推進基本
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計画」を策定し、初年度が終了しました。

今後も、本計画に掲げた「効率的で質の高い行

政運営の推進」、「持続可能な財政運営の推進」、

「市民と協働の行政運営の推進」の３つの基本方

針に基づき、効率的な行政運営に取り組んでまい

ります。

また、公共施設の使用料について見直しを行い、

本年４月から新たな使用料制度の適用を開始しま

した。各施設や地区において共通の基準により使

用料を算出するとともに、使用料の減免基準につ

いても統一を図ったものであり、引き続き新たな

制度について市民周知を行ってまいります。

さらに、組織のスリム化や急激な世代交代によ

り、職員の人材育成やノウハウの継承について引

き続き取り組む必要があることから、「新・名寄

市人材育成基本方針」に基づき、職員研修の充実

や適正な人事管理を行うとともに、本年度も地域

活性化センター及び姉妹都市の山形県鶴岡市へ職

員派遣を実施し、人材の育成に努めてまいります。

次に、平和行政の推進について申し上げます。

本市は平成１９年３月に制定した「非核平和都

市宣言」の趣旨にのっとり、これまで平和首長会

議や日本非核宣言自治体協議会への加盟をはじめ、

各種事業の実施や民間団体などが行う事業との連

携などを図り、昨年度はこれまで取り組んできた

事業の内容や資料などを、市ホームページに掲載

し、積極的に情報発信を行うことで、恒久平和を

念願し平和の尊さを市民と共有してきました。

今後も核兵器の廃絶や恒久平和の実現を全市民

共通の願いとして、様々な平和推進事業に取り組

んでまいります。

次に、健康の保持増進について申し上げます。

健康づくりの推進については、名寄市健康増進

計画「健康なよろ２１（第２次）」に基づき、特

定健診や各種がん検診の受診率向上を図り、生活

習慣病の発症予防と重症化予防の徹底、乳幼児期

から高齢期まで生涯を通じた健康づくりを推進す

ることで、健康寿命の延伸と健康格差の縮小を目

指してまいります。

また、「なよろ健康マイレージ事業」について

は、市民の主体的な健康づくりを促進するための

事業として継続し、若い世代からの健康に対する

関心や健康づくりへの意欲を高める施策として取

り組んでまいります。

母子保健事業については、新たに「産婦健康診

査及び産後ケア事業」の開始に向けた準備を進め

るとともに、平成２９年度から開始した「名寄市

特定不妊治療費助成事業」を引き続き実施し、子

どもが健やかに生まれ育ち、安心して子育てがで

きるよう、妊婦・出産期からの切れ目ない支援体

制の充実を図ってまいります。

感染症対策については、感染症予防に関する正

しい知識の普及啓発や予防接種の充実を図るとと

もに、国・道との連携により感染症に対する迅速

な情報提供などに努めてまいります。

次に、地域医療の充実について申し上げます。

病院事業については、本年度から地方公営企業

法の全部適用移行により、病院事業管理者として

和泉裕一院長が就任しました。

北海道医療計画に定める地域医療構想に沿って、

市立総合病院を中心として主に救急医療及び高度

急性期・急性期医療を担うことにより、市民はも

とより圏域住民が安心して適切な医療が受けられ

るよう、今後も診療体制や経営基盤の整備拡充に

努めてまいります。

市立総合病院の診療体制については、北海道医

師養成確保修学資金貸付制度による地域枠の医師

をはじめ、新たな総合内科専門医プログラムに登

録された医師の配置などにより、過去最大となる

医師総数７４人の充実した診療体制を確保するこ

とができました。

経営面については、本年度のＤＰＣ機能評価係

数は ４２２８と高い評価を受けました。その中

でも、急性期病院の指標ともいわれる医療機能係

数Ⅱは、北海道内で８３のＤＰＣ標準群病院の中

で第１位（全国１７位）となり、これまでの地域
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医療への取組が適切に評価されたものと受け止め

ています。

本年度の診療報酬マイナス改定により病院経営

が大変厳しい状況にありますが、医事課に診療情

報管理士を配置することでＤＰＣコーディングを

強化し、診療報酬を確保するなどの収益安定化に

努めるとともに、急性期病院としての医療の効率

化・標準化とともに医療の質の向上を図ってまい

ります。

今後とも、道北第３次保健医療福祉圏の地方セ

ンター病院として、医療スタッフの人材確保に努

めるとともに、圏域内の限られた医療資源を最大

限に活用して、引き続き地域の病院や診療所と連

携し、診療・看護体制の充実を図ってまいります。

次に、子育て支援の推進について申し上げます。

さらなる子育て支援の促進を図るため、子育て

支援活動を実施する団体への補助事業を開始し、

子育て環境の向上に努めてまいりました。

認可外保育園の認可化移行に向けた支援事業に

ついては、利用者の負担軽減と認可化移行までの

安定した保育園経営を図るため、保育料の平準化

と併せて運営費の補助を実施してまいります。

待機児童解消と保育士などの確保については

「待機児童解消緊急対策事業」として「名寄市保

育士等奨学金返還支援助成事業」「名寄市保育士

等就職支援給付事業」「名寄市保育士等宿舎借り

上げ支援補助事業」を実施し、幼児教育・保育体

制の充実に努めてまいります。

平成２７年度からスタートした「名寄市子ども

・子育て支援事業計画」については、平成３２年

度から３６年度までを計画期間とする次期計画策

定に向けアンケート調査を実施し、地域の子育て

ニーズを踏まえた計画策定に努めてまいります。

障がい児福祉の充実については「名寄市こども

発達支援センター」において、発達のおくれや障

がいのある児童とその家族が身近な地域で適切な

計画相談や支援が受けられる体制を充実してまい

ります。

また、児童虐待などについては、子どもや家庭

を総合的に支援する体制の検討を進め、個々のケ

ースに応じて関係機関と連携を図り、迅速かつ丁

寧な対応に努めてまいります。

次に、地域福祉の推進について申し上げます。

地域福祉の推進については、第２期名寄市地域

福祉計画に基づき、子ども、高齢者、障がい者な

ど、全ての市民が安心して健やかに暮らしていく

ことができる「自立と共生」の地域社会づくりを

進めてまいります。

次に、高齢者施策の推進について申し上げます。

本年度は「名寄市第７期高齢者保健医療福祉計

画・介護保険事業計画」の初年度にあたることか

ら、計画に基づく事業の推進を図るとともに、高

齢者の方々が住み慣れた地域において自分らしい

生活を続けることができるよう、地域包括ケアシ

ステムの深化と推進に向け取組を進めてまいりま

す。

「名寄市介護予防・生活支援サービス事業」に

ついては、地域における「通いの場」の拡充と生

活支援サービスの拡充に向け、名寄市生活支援等

サービスネットワーク会議での検討を継続してま

いります。

認知症施策の推進については、地域や職域にお

いて認知症の方と家族を支える認知症サポーター

の養成に向けた養成講座を引き続き実施してまい

ります。

また、「認知症カフェ」の定期開催のほか、本

年度から「認知症初期集中支援チーム」の配置に

より、早期に認知症診断が行われ、速やかに適切

な医療・介護などが受けられるよう初期対応の体

制を構築してまいります。

喫緊の課題である介護職員の定着・確保につい

ては、介護職員初任者研修受講費用の助成、資格

保持者に対する就職支度金の助成を継続し、引き

続き対策事業に取り組んでまいります。

次に、障がい者福祉の推進について申し上げま

す。
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本年度からスタートする「第３次名寄市障がい

者福祉計画」「第５期名寄市障がい福祉実施計

画」に基づき、住み慣れた地域で安心して生活を

営むことができる「自立と共生の地域社会づく

り」を目指し、各種事業を取り組んでまいります。

「第５期名寄市障がい福祉実施計画」について

は、第４期計画の検証を踏まえ、障害者総合支援

法及び児童福祉法に基づき、障害福祉サービスの

提供体制の確保と業務の円滑な実施に向け、関係

福祉団体などと協働した事業の推進に努めてまい

ります。

また、身体障がい、知的障がい、精神障がい、

発達障がいなどの相談に関する業務をワンストッ

プで総合的に行ない、中核的な役割を担う基幹相

談支援センター事業「ぽっけ」を充足し、障がい

のある方々が生活しやすい環境づくりに努めてま

いります。

次に、国民健康保険について申し上げます。

平成３０年度から国民健康保険の都道府県単位

化が始まり、都道府県が財政運営の責任主体とな

って安定的な財政運営や効率的な事業運営を図る

ことになりました。

本年度から市町村は北海道が示す納付金を納め

ることになりますが、納付金を納めるために必要

な保険税額が現行の保険税率では賄えない状況と

なっています。このため、今後の安定的な運営と

低所得者層への負担を抑えた税率の実現に向けて

協議を進めてまいります。

次に、環境との共生について申し上げます。

霊園、墓地、火葬場などの施設は、定期的な点

検と合わせて日常的な管理や計画的な修繕などを

行いながら運営をしてまいりました。

自然環境と調和した景観に配慮するとともに、

利用者が快適で安らぎを感じる環境空間となるよ

う施設の適切な管理と周辺整備を進めてまいりま

す。

次に、循環型社会の形成について申し上げます。

環境への負荷が少ない循環型社会の形成の実現

には、市民や事業者が自らごみの発生抑制と減量

や資源化を図ることが重要となります。今後も再

生資源集団回収事業、段ボールコンポストの普及、

古着や廃食用油の拠点回収のほか、使用済み小型

家電回収の推進や適正な分別排出に向けた周知活

動に取り組んでまいります。

本年４月に供用開始となった広域最終処分場に

ついては、名寄地区衛生施設事務組合や構成自治

体と情報共有を図りながら適切な施設運営に取り

組んでまいります。

また、同様な広域施設の炭化センターについて

は、設備の老朽化が進んでいることから、リサイ

クル施設や関連施設整備も含めた今後のごみ処理

関連施設のあり方について関係機関と検討してま

いります。

次に、消防について申し上げます。

近年、消防行政を取り巻く環境は著しく変化し

ており、大規模化、複雑化する各種災害に的確に

対応し、市民の安全安心を守るために消防力の充

実と組織体制のさらなる強化を図ってまいります。

具体的には専門化、高度化している救急業務に

対応する救急隊員の資質の向上を図り、ドクター

ヘリやドクターカー、医療機関と連携した出動体

制を構築してまいります。

消防施設及び装備の整備については、老朽化し

た消防車両の更新や資機材の充実など計画的に取

り組んでまいります。

防火対策の推進については、住宅用火災警報器

の設置及び維持管理に関する広報活動を展開し、

住宅火災による死傷者を発生させないよう市民の

防火意識の高揚を図ってまいります。

次に、防災対策の充実について申し上げます。

近年、激化する自然災害に対する防災対策につ

いては、「減災」の考え方に基づき、「水防災意

識社会再構築ビジョン」の取組を推進するととも

に、関係機関と連携した防災活動を推進してまい

ります。

さらに、自助及び地域の共助力の向上を柱とし
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た取組から、住民の防災意識の高揚を図り、自主

防災組織の設立や防災リーダーの育成に努めてま

いります。

また、南相馬市児童の受入事業については、

「防災」と「科学」をテーマとした「復興元気事

業」として実施してまいります。

次に、交通安全対策について申し上げます。

昨年４月の事故により１人の尊い命が犠牲とな

りました。痛ましい事故の再発防止に向け、関係

機関・団体などと連携を密にしながら、交通安全

ルールの遵守と思いやりのある交通マナーの実践

が行われるよう交通安全の意識高揚を図ってまい

ります。

また、幼児や児童、高齢者を対象とした交通安

全教室の参加促進、高齢者への夜光反射材の配布

など、交通事故の根絶に向け市民一丸となった運

動が展開できるよう周知啓発活動に取り組んでま

いります。

次に、生活安全対策について申し上げます。

犯罪のない安全で安心な地域づくりを目指し、

地域住民や関係機関・団体と、犯罪防止に向け情

報の共有化を図り、防犯対策や防犯意識の高揚を

図ります。

また、近年増加傾向にある空家の対策について

は、名寄市空家等対策計画に基づき、所有者自ら

が適切に管理をするといった認識を深めていただ

くための啓発活動や名寄市空家バンクの利活用を

図ってまいります。合わせて、市内全域の空家の

実態把握に努め、適正管理の促進や情報提供、助

言を行う相談体制の整備を検討するとともに、関

係部署や空家等対策協議会と協議を行いながら対

応を図ってまいります。

次に、消費生活の安定について申し上げます。

高度情報通信社会の進展や、経済社会のグロー

バル化などにより商品やサービスの多様化・複雑

化が進み、消費者を取りまく環境は大きく変化し

ています。また、これに伴い消費者トラブルが多

発していることに加え、主に高齢者を狙った特殊

詐欺や架空請求詐欺の発生が増えています。

このような消費者被害を未然に防止するため、

情報提供を幅広く行い、関係機関や団体などと連

携しながら啓発活動を実施してまいります。

今後も市民の皆様の利益が守られ、安心して消

費生活を営むことができるよう、相談業務をはじ

めとする消費生活センターの機能を生かした施策

を進めてまいります。

次に、住宅の整備について申し上げます。

公営住宅の整備については、「名寄市公営住宅

等長寿命化計画」に基づき、北斗団地１棟１２戸

の建設工事に加え、新北斗団地２棟８戸の改善工

事と風舞団地１棟８戸の改修工事を継続して実施

するほか、新たに緑丘第１団地の改修実施設計を

行い、住宅ストックの適正管理を推進するととも

に居住環境の向上を図ってまいります。

また、民間住宅の整備については、地震から生

命と財産を守り、安全性の向上を促進するため、

戸建て住宅などにおける「耐震診断及び耐震改修

補助事業」を引き続き実施してまいります。

次に、都市環境の整備について申し上げます。

平成１８年３月に、都市計画区域内において市

民と行政が一体となってまちづくりを進めていく

ための基本方針として、名寄市都市計画マスター

プランを策定しました。概ね２０年後の平成３８

年を目標期間と定めながら、概ね１０年経過後に

見直し予定としており、この度、中間見直しを実

施することとしました。

併せて、本マスタープランの高度化版である都

市機能や居住誘導などの適正配置を示す立地適正

化計画の策定を、平成３０年度から２カ年かけて

行い、「公共施設の集約と複合化」「事業の選択

と集中」並びに「都市機能の緩やかな集約」など、

２０年後や３０年後の本市の都市構造に合致し、

公共交通のネットワークとも絡めた持続可能なコ

ンパクトなまちづくりとなるよう進めてまいりま

す。

次に、都市公園については「名寄南公園」や
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「大橋公園」のほか３公園について、長寿命化計

画に基づき老朽化した遊具などの改修を行い、安

全安心な遊び場や憩いの場を確保してまいります。

次に、水道の整備について申し上げます。

安全安心な水道水を安定供給するために、老朽

管更新事業として８路線を更新するほか、配水管

網整備事業については、２路線を整備してまいり

ます。

また、給水区域内の漏水調査と配水管洗浄作業

を継続して実施してまいります。

次に、下水道・個別排水の整備について申し上

げます。

下水道事業については、平成３２年度から地方

公営企業会計へ移行する準備のため、本年度は資

産調査及び整理、システム整備を進めてまいりま

す。

昨年度から２カ年で策定している公共下水道ス

トックマネジメント計画については、本年度は調

査点検の実施と改築更新計画の策定を進めてまい

ります。

また、下水道汚水管渠については、長寿命化計

画に基づき、管渠更生工事を計画的に実施し、効

率的な維持管理に努めてまいります。

個別排水処理施設整備事業については、農村部

における快適な生活環境向上のため、１０基の合

併浄化槽の設置工事を予定しています。

次に、道路の整備について申し上げます。

継続路線では、西４条仲通をはじめ北１丁目通

及び南３丁目通の３路線の整備を行うとともに、

新規路線では、凍上による道路の損傷や凹凸が著

しく、市民から改修要望の多い西１条通の再整備

と北西９条右仲通の２路線の改良舗装工事、また

舗装路面の老朽化が進む幹線道路の２次改築とし

て、風連大沼線の舗装改築工事に着手し、安全で

円滑な交通の確保に努めてまいります。

橋梁については、長寿命化計画に基づき平成３

６年度までの１０年間で修繕を計画している２６

橋のうち、「二十一線橋」をはじめ４橋の修繕工

事を実施するほか、実施設計及び近接目視点検を

行い、利用者の安全安心の確保と快適な道路サー

ビスの提供に努めてまいります。

次に、市道の除排雪について申し上げます。

本年度の除排雪対策については、除雪延長約４

４０キロメートル、排雪延長約１５０キロメート

ルの実施を予定しており、本年度についても安全

で安心できる快適な道路空間及び生活空間の確保

に努めてまいります。

また、しっかりとした除排雪体制の確立、効率

的でかつ効果的な作業体制を委託業者や道路セン

ター職員との連携により、積み上げ除雪の実施や

車道幅員の確保、交差点のカット排雪など道路空

間の見通し確保を図ってまいります。

本年度も引き続き、排雪ダンプ助成事業や市道

及び私道除排雪助成事業の実施や、昨年度に取得

した雪堆積場の敷地整備を図り、名寄地区西エリ

アの新たな市民雪堆積場として供用してまいりま

す。

また、実施２年目となる町内会連携事業「レン

タル＆ゴー事業」の推進に向け、町内会と連携協

力を図りながら、市民の満足度が高まるよう、市

民との協働による除排雪事業を進めてまいります。

次に、地域公共交通について申し上げます。

鉄路については、本年３月に北海道が北海道交

通政策総合指針を策定し、公表された内容では、

宗谷本線は国土形成や北海道の骨格を構成する幹

線交通ネットワークと位置づけられ、重要性のあ

る路線と確認されています。引き続き関係団体と

連携し、ＪＲ北海道の最大限の自助努力を前提に

国の実効性ある支援を求めつつ、北海道とともに、

持続的な鉄道網の確立に向けて取り組んでまいり

ます。

バス路線については、郊外におけるバス利用者

が減少傾向にあることから、「風連御料線」では

運行形態の見直しに向け、昨年度デマンドバス実

証運行を実施してまいりました。今後は実証結果

の分析と最終的な課題の整理を行い、既にデマン
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ドバス運行をしている下多寄線同様、「風連御料

線」についてもデマンドバス化を図ってまいりま

す。さらに名寄市地域公共交通活性化協議会にお

いて、本市の公共交通の課題を整理し、今後の公

共交通の考え方を示す地域公共交通網形成計画の

策定に取り組み、利用しやすく効率的な公共交通

の確保と、多様な交通手段の可能性も含めた調査

・検討を行ってまいります。

次に、農業・農村の振興について申し上げます。

はじめに基盤整備について、国営事業では、御

料ダム、風連ダム、日進頭首工、導水幹線用水路

の施設補修が引き続き平成３３年度まで計画され

ています。

道営事業では、水利施設整備として、天塩川第

５支線地区が継続のほか、新規地区として名寄幹

線地区が採択され、幹線用水路の長寿命化対策が

実施されます。

農地整備では、名寄東地区が本年度をもって完

了しますが、「風連東第１地区」「第２地区」

「第３地区」が継続するほか、新規に「ちえぶん

地区」が採択され、区画整理、暗渠排水、用排水

路などが整備されます。

市単独事業では、中名寄９線沢道路改良・防塵

処理工事により農道整備を実施してまいります。

次に、農業振興センター事業について申し上げ

ます。

農業振興センターではＩＣＴなどの新たな栽培

技術の導入試験、振興作物における新品種の栽培

試験のほか、農業者の皆様への情報提供や技術普

及などについて積極的に取り組んでまいります。

また、薬用植物振興については、カノコソウを

はじめ名寄市薬用植物研究会や薬用植物資源研究

センターなどと連携し取り組んでまいります。

次に、畜産の振興について申し上げます。

畜産振興については、ＴＰＰや日欧ＥＰＡに対

応すべく、国の畜産クラスター事業などを活用し、

規模拡大による効率化と収益性の拡大を図るとと

もに、農業者の負担軽減と飼養規模の拡大に対応

するため、市営牧場の施設整備に取り組んでまい

ります。

また、農業者ニーズの高い哺育・育成センター

については、意向を確認しながら、引き続き、Ｊ

Ａや関係機関と連携し検討を進めてまいります。

次に、多様で持続可能な農業経営の促進につい

て申し上げます。

多様で持続可能な農業経営の促進における労働

力確保対策については、市立大学生を対象とした

農作業従事を試験的に取り組み、働く側と雇用す

る側、両者の条件整備やマッチング支援など課題

整理を進めてまいります。

また、地域農業への貢献や雇用確保が期待され

る法人化については、経営モデルを示すなど具体

的な研修機会を設け推進してまいります。

次に、農福連携の取組について申し上げます。

農福連携の取組については、福祉事業者と農業

者との相互理解を深められるよう関係機関・団体

などのネットワークづくりを進めてまいります。

次に、農業の担い手の育成と確保について申し

上げます。

新規就農者の早期経営安定及び後継者の経営継

承に向け、ＪＡと協調して支援を行うとともに、

関係機関・団体で構成する新規就農者支援チーム

による巡回指導及び営農支援に取り組んでまいり

ます。

また、農業に関する豊かな知識と経験を有する

集落支援員を新たに配置し、農業研修や農業体験

を含めた支援体制を強化するとともに、地域おこ

し協力隊の農業支援員募集をはじめ昨年から実施

している農業体験実習事業も併せて周知を図って

まいります。

第三者経営継承については、離農予定者や後継

者のいない農家の居抜きによる移譲希望の把握を

行い、継承希望者とのマッチングに向け準備を進

めてまいります。

また、農村女性の活躍については、農業に関す

る知識や技術修得のための研修会参加やグループ
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活動の活性化に向けた支援に取り組んでまいりま

す。

次に、人と自然にやさしい農業の推進について

申し上げます。

安全・安心な農畜産物の生産については、第３

者認証による生産工程管理制度、いわゆるＧＡＰ

が消費者から注目されていることから、制度の理

解に向けて研修会の開催などに取り組んでまいり

ます。

次に、有害鳥獣対策について申し上げます。

有害鳥獣対策については、名寄市有害鳥獣農業

被害防止対策協議会を中心として、エゾシカ対策

では引き続き捕獲実施時期を早め被害防止に取り

組むとともに、アライグマ対策については、捕獲

技術の指導や情報提供に加え、各地域で防除員の

組織化を推進するなど、地域一体となった捕獲体

制の構築を目指してまいります。

ヒグマ対策については、市民への注意喚起はも

とより、関係機関・団体と連携のもと、生態や対

応策に関する情報提供に努めるとともに、電気柵

の設置など人里にヒグマを寄せ付けない方策の普

及啓発や巡回パトロールの実施、出没箇所への看

板設置など予防と安全対策を強化してまいります。

次に、農業・農村への市民の理解について申し

上げます。

食育推進については、新たに策定した第３次名

寄市食育推進計画を基本に取り組んでまいります。

また、地産地消やブランド化の推進については、

本年度なよろ産業まつりが４０回目の節目を迎え

ることから、記念事業として内容を拡大、充実さ

せ、「日本一のもち米のまち」として、市内外へ

広く情報発信を行ってまいります。

次に、森林保全と林業の振興について申し上げ

ます。

林業・林産業については、依然厳しい市場状況

にあるものの、森林については、地球温暖化の抑

制など多面的機能を有する貴重な財産として、健

全な育成が必要となっています。

市有林については、森林経営計画に基づき、国

の補助事業を活用して計画的な間伐などを進める

とともに、伐採適齢期を迎えた森林が増えている

ことから、皆伐及び再造林の面積を増加し、自然

環境と市有財産の保全に努めてまいります。

民有林については、良好な森林育成の推進に向

けて、名寄市森林整備計画の基本方針に基づき、

関係機関・団体と連携のもと森林経営計画を推進

するとともに、低コスト化森林施業に向け、国や

道の助成制度の活用に加え、市も除間伐や造林に

対する支援を行ってまいります。

また、森林法の一部改正に伴い、市町村が統一

的な基準に基づき、森林に関する情報などを整備

し、公表する林地台帳制度が創設されたことから、

平成３１年４月の公表に向けて準備を進めてまい

ります。

さらに、「（仮称）北海道林業大学校」につい

ては、賛助団体などの拡大に伴い「北海道林業大

学校上川地域誘致期成会」に名称を変更し、具体

的な提案書を提出するなど誘致活動を行っており、

本市としても引き続き、役割を果たしてまいりま

す。

次に、商工業の振興について申し上げます。

本市の商工業の振興を図るため、一昨年一部を

改正した名寄市中小企業振興条例及び施行規則に

基づき、市の制度融資などの活用を促進するほか、

中小企業の経営基盤強化の支援を行っていくとと

もに、中小企業者の主体的な取組に基づき、地域

経済を牽引する事業者への支援を行ってまいりま

す。平成２８年１０月から本年度まで３カ年の事

業として実施している「名寄市住宅改修等推進事

業」については、今後、移住・定住の推進や空家

対策など本市の様々な施策とも連動しながら、住

宅改修施策の継続に向けて検討を進めてまいりま

す。

また、今国会で成立した「生産性向上特別措置

法」に基づき、中小企業における先端設備などの

導入を促進するため、新規取得設備の固定資産税
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を最大３年間ゼロにすることについて、中小企業

振興審議会の意見を踏まえ、これに必要な市税条

例の一部改正を提案しますので、御審議のほどよ

ろしくお願いします。

引き続き、中小企業振興審議会及び商工団体、

さらには「産官金なよろ経済サポートネットワー

ク」と連携しながら、時代の変遷を的確に捉え中

小企業者のニーズに沿った施策を推進するととも

に、様々な商工振興施策についても支援してまい

ります。

駅前交流プラザ「よろーな」については、平成

２７年度からＮＰＯ法人なよろ観光まちづくり協

会が指定管理者となり、施設の賑わい創出を含む

施設管理業務を行い、本市の新たなコミュニティ

醸成の場として、市民に定着してきているところ

です。

また、商店街については、中心市街地の賑わい

創出に向けてよろーなの取組事業と連携したイベ

ントを行うなど、主体的な取組も見られています。

今後とも、このような取組を積極的に支援して

いくとともに、名寄商工会議所、なよろ観光まち

づくり協会及び各商店街振興組合などと連携し、

賑わい創出施策を推進してまいります。

次に、労働関係について申し上げます。

ハローワークなよろ管内の雇用情勢については、

２７カ月連続で前年同月を上回っており、引き続

き高い水準を維持しています。

職業別の状況では、特に建設土木技術、医療技

術・栄養士などで人材不足の状況が続いています。

建設関係団体からは特殊技能労務者の高齢化や若

年後継者不足が深刻な問題になっており、地域建

設産業の衰退を懸念する声も上がっていることか

ら、これまで以上に建設関係団体や商工団体、教

育機関と連携を図り、中小企業振興条例に基づく

人材確保につながる支援制度の周知と業界の担い

手育成の支援を推進してまいります。

大学・高校などの卒業生の就職支援については、

職業体験や現場見学会などを関係団体、事業所、

学校関係者などと連携し実施するとともに、事業

所に対する求人要請、求人開拓などを引き続き実

施しながら新規学卒者の地元定着につながるよう

な施策を推進してまいります。

また、企業の振興と安定、労働条件の改善、労

働力の確保と定着を目的に、市内企業従業員の雇

用実態を把握するため、隔年で実施する労働実態

調査を本年度実施してまいります。

次に、観光の振興について申し上げます。

平成２４年度にスタートした名寄市観光振興計

画については、観光を取り巻く環境の変化に対応

するため、平成２８年度に戦略事業の見直しを行

いました。見直し後の計画については、毎年度、

市民検討委員会において進捗状況の評価をいただ

きながら、さらなる観光振興に向け事業を実施し

てまいります。

観光関連施設について、計画的な補修や整備を

行うなど、多くの皆様に快適に御利用いただける

よう受入環境の充実を図ってまいります。特に、

スキー場及び温泉・宿泊施設については、市民の

健康増進を図るとともに、冬季スポーツ拠点化事

業の趣旨も踏まえながら、具体的な改修に向け取

組を進めてまいります。

次に、幼児教育の充実について申し上げます。

幼児教育については、平成２９年４月から幼児

教育を実施している全ての市内施設が「子ども・

子育て支援法」に基づく新制度へ移行し、施設型

給付費による運営が実施されていることから、引

き続き保護者が安心して預けることのできる環境

や、園児を安定して受け入れることのできる体制

づくりを支援してまいります。

次に、名寄市立大学について申し上げます。

市立大学では、本年度、学校教育法の規定によ

り７年に１回受審することが義務付けられている

認証評価を受審するため、先般、点検評価報告書

をはじめとする評価資料を認証評価機関である公

益財団法人大学基準協会に提出いたしました。

この制度は、大学の教育研究活動の質を社会に
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対し保証すること、改善が必要な課題などを提示

することにより大学の改善・向上を継続的に支援

することなどを目的としており、提出した資料の

書面審査、１０月に実地調査、１２月に評価結果

案の提示、その後意見申立期間を経て、３月には

評価結果が公表されます。

市立大学としては、評価結果を適合と判定され

るよう準備を進めるとともに、この認証評価受審

の機会を内部質保証推進の好機ととらえ、将来構

想の検証と併せて、教育研究や学生支援、社会連

携・社会貢献など様々な分野における改善・向上

の取組を進めてまいります。

次に、施設整備について申し上げます。

保健福祉学部再編事業により建築した新棟・５

号館は、２月末の引き渡し以降、必要な備品など

を整備し、４月から供用を開始しました。１階の

売店は４月４日に、学生食堂は４月９日にそれぞ

れオープンし、多くの学生でにぎわっています。

本年度は、学部再編事業の最終年度として、５

号館に機能移転した後の既存施設の改修を行うこ

ととしており、学生食堂移転後の学生会館１階は、

学生のラウンジとミーティングルームを整備して

まいります。

今後とも、学生が快適で充実したキャンパスラ

イフを送れるよう、計画的に施設整備などを進め

てまいります。

次に、生涯スポーツの振興について申し上げま

す。

冬季スポーツ拠点化事業では、本市の自然環境、

冬季スポーツ施設や人材などを生かしながら、ジ

ュニアの育成、合宿誘致、冬季版ナショナルトレ

ーニングセンター誘致などの取組を掲げ、冬季ス

ポーツによる地域振興を推進してまいります。

また、平昌冬季オリンピック・パラリンピック

では、多くの日本人選手が活躍したことにより、

中央競技団体を中心に冬季版ナショナルトレーニ

ングセンターの設置を強く望む声が高まり、注目

が集まっているところです。

本市では、誘致に向けた取組として、日本スポ

ーツ振興センターや北海道からアドバイスをいた

だき、市立総合病院や市立大学などの機能を生か

してジュニア選手が育成できる環境整備を進めて

まいります。

また、本年度は冬季スポーツの先進国であるフ

ィンランド共和国のヴォカティオリンピックトレ

ーニングセンターに市民視察団を派遣してトレー

ニング環境などについて学び、将来的な冬季版ナ

ショナルトレーニングセンターの誘致につなげて

まいります。

以上、市政執行に対する私の所信と基本的な考

え方を申し上げました。

市議会議員の皆様、並びに市民の皆様の御理解

と御協力をお願い申し上げ、平成３０年度の市政

執行方針といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 次に、平成３０年度教

育行政執行方針を行います。

小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 平成３０年第２回定例

会の開会にあたり、名寄市教育委員会の教育行政

の執行に関する基本的な方針について申し上げま

す。

現在、国においては、教育基本法が目指す教育

の目的や目標に基づき、２０３０年以降の社会の

変化を見据えた教育政策の在り方などを示す第３

期教育振興基本計画が策定されたところでありま

す。

また、北海道教育委員会では、平成３０年度か

ら３４年度までの教育施策の総合的な計画である

北海道教育推進計画を策定し、「自立」と「共

生」の二つの理念を柱として、「ふるさとを想い、

グローバルな視野で共に生きる力の育成」と「学

校・家庭・地域・行政の連携による、人口減少に

対応するための教育環境の形成」の二つの重点を

示しました。

名寄市教育委員会では、国や道の動向を踏まえ

るとともに、第２次総合計画の「生きる力と豊か
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な文化を育むまちづくり」を教育・文化・スポー

ツ分野における基本目標とし、平成３０年度の学

校教育推進計画、社会教育推進計画の確実な推進

に努めてまいります。

以下、平成３０年度の学校教育、社会教育の主

な施策について申し上げます。

はじめに、学校教育の重点施策について申し上

げます。

平成３０年度の学校教育については、名寄市学

校教育推進計画に基づき、学習指導要領の理念で

ある「生きる力」を育てるために、学校と家庭、

地域、行政が一体となった教育活動の推進を目指

し、次の７つの重点的な取組を進めてまいります。

はじめに、確かな学力を育てる教育の推進につ

いて申し上げます。

全国学力・学習状況調査における本市の児童生

徒の傾向を踏まえ、確かな学力を育成するため、

２年目となる第２次名寄市教育改善プロジェクト

委員会の取組をより一層充実してまいります。

具体的には、主体的・対話的で深い学びの実現

に向けた日常の授業改善に努め、思考力・判断力

・表現力の育成に資する「書く」活動を重視する

とともに、ＩＣＴ機器の効果的な活用、生徒指導

の機能を生かした学習指導の充実を図ってまいり

ます。

また、児童生徒の「主体的に学習に取り組む態

度」を育むため、天文台や市民文化センターＥＮ

―ＲＡＹホール、名寄市立大学の学生支援員、さ

らには社会教育における各種事業など、本市の教

育資源の積極的な活用に努めてまいります。

「学校力向上に関する総合実践事業」では、こ

れまで名寄小学校１校だった実践指定校を小学校

５校、中学校２校に増やし、市内の小・中学校が

より一層連携を深め、基礎学力を保障する取組、

本事業の道外アドバイザーによる教育講演会の実

施、他地区の実践指定校の視察等の取組を推進し

てまいります。

今後も、名寄市教育改善プロジェクト委員会の

取組と道教委の指定事業である「学校力向上に関

する総合実践事業」を連動させながら、市内の小

中学校が一体となった学力向上の取組を推進して

まいります。

次に、豊かな心と健やかな体を育てる教育の推

進について申し上げます。

豊かな心の育成については、規範意識や公正な

判断力、自他の生命を尊重する心などを育てるこ

とが大切なことから、道徳教育については、道徳

の時間を要として家庭や地域社会との連携を図り

ながら、学校の教育活動全体を通して道徳性を養

う指導を推進してまいります。

道徳科の指導では、ねらいに即して、問題解決

的な学習や道徳的行為に関する体験的な学習等を

適切に取り入れるなど、指導方法の工夫・改善に

努めてまいります。

また、地域の先人や文化等を題材とした教材と

して、木原天文台を建設した木原秀雄氏を題材と

した道徳科の読み物資料を開発したり、市民文化

センターＥＮ―ＲＡＹホール等の施設を積極的に

活用して、児童生徒の豊かな情操を養うよう努め

てまいります。

読書活動では、全ての小学校に配置している学

校司書を活用して、蔵書の配置を工夫したり、本

への興味関心を高める環境を整備して、児童生徒

の豊かな感性や創造性を高めてまいります。

さらに、生徒指導では、教師と児童生徒との信

頼関係及び児童生徒相互の好ましい人間関係を基

盤として、互いに協力し合い、助け合う望ましい

集団の育成を目指してまいります。

とりわけ、いじめの根絶に向けては、教育委員

会及び全小中学校において定めている「いじめ防

止基本方針」並びに「いじめ防止等対策組織」を

改定し、いじめの定義やいじめ解消の判断基準を

具体的に示すとともに、いじめ防止基本方針の取

組状況を学校評価において評価し改善に生かすな

ど、取組を強化してまいります。また、昨年から

高校生も参加している「名寄市小中高いじめ防止
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サミット」については、いじめ防止宣言の内容が

児童生徒に確実に定着するよう取組を充実させ、

いじめの根絶を目指してまいります。

なお、いじめについては「いじめの問題の実態

把握及びその対応状況等調査」、不登校や非行等

については「児童生徒の問題行動・不登校等生徒

指導上の諸問題に関する調査」を有効に活用し、

早期発見、早期解消に努めます。

また、中学校に配置しております心の教室相談

員による教育相談の実施や教育相談センターの教

育推進アドバイザー、教育専門相談員等との連携

に努めてまいります。

不登校の児童・生徒への対応については、学校

や教育相談センター・子ども未来課などの関係機

関が連携を図り、組織的、計画的に支援すること

が重要なことから、児童生徒理解・教育支援シー

トを作成・活用し、一人一人の児童生徒に応じた

支援に努めてまいります。また、必要に応じて道

教委に配置されているスクール・ソーシャルワー

カーを活用し、不登校解消に向けた取組の充実に

も努めてまいります。

スマートフォンや携帯電話などの利用による問

題行動、薬物乱用の防止などについては、生徒指

導連絡協議会や関係機関・家庭と連携しながら対

応してまいります。とりわけ、本市の児童生徒に

ついては、携帯電話やスマートフォンの一日あた

りの利用が全国に比べて長いことが課題になって

いることから、青少年センターや道教委が作成し

た啓発用のパンフレットなどを活用し、児童生徒

が情報モラルを身に付けることや望ましい生活習

慣を確立することができるよう取り組んでまいり

ます。

健やかな体の育成については、日常的に運動に

親しむ習慣や望ましい生活習慣を身に付けさせる

ことが大切なことから、縄跳びなど各学校の特色

を生かした体力づくりである「１校１実践」の取

組や「早寝、早起き、朝ごはん」運動等の充実に

努めてまいります。

また、スキー・カーリングなど、地域の教育資

源を生かした活動やチームチャレンジなどの地域

行事への積極的な参加を促進してまいります。

さらに、全国体力・運動能力、運動習慣等調査

の結果を踏まえ、課題解決に向けた実技講習会を

実施したり、体育の授業の工夫改善を図るなど、

体力向上の取組を一層充実させてまいります。と

りわけ、課題となっている「走力」については、

スポーツ・合宿推進課の学校連携事業「体力向上

プログラム」と連動した体力づくりの取組を推進

してまいります。

学校における食育の推進については、児童生徒

の発達段階に応じ、食に関する正しい知識や望ま

しい食習慣を身につけることができるように指導

の充実に努めてまいります。

給食では、学校生活での楽しみとなるよう工夫

をこらした献立を提供してまいります。また、地

産地消の推進を図り、献立表や給食だよりに旬の

地場産食材の紹介や生産者の声、行事食の由来等

を掲載し、家庭も含めた食育の推進が図られるよ

う取り組んでまいります。

次に、特別支援教育の推進について申し上げま

す。

特別支援教育の充実を図るためには、児童生徒

一人一人の教育的ニーズに応じた支援を行うとと

もに、障がいのある子どもと障がいのない子ども

が可能な限り共に学ぶ「インクルーシブ教育シス

テム」を構築することが重要であります。そのた

め、文部科学省指定の「インクルーシブ教育シス

テム推進事業」を推進し、特別な支援を必要とす

る子どもへの就学前から学齢期、社会参加までの

切れ目ない支援体制を整備してまいります。

また、特別支援教育学習支援員を増員するとと

もに、名寄市立大学との連携によるティーチング

・アシスタント事業の有効な活用や特別支援教育

専門家チームによる巡回教育相談の充実に努めて

まいります。

名寄市特別支援連携協議会では、本市の特別支
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援教育について共通理解を図り、効果的な取組を

進めるため、学校等の管理職や転入職員対象の研

修会を実施するなどして、幼稚園や保育所・学校

・関係機関等との情報交流の促進に努めてまいり

ます。

また、個別の支援計画の活用を促進するため、

名寄版個別の支援計画「すくらむ」を市内全ての

幼児・児童・生徒に配付し、特別支援学級に在籍

する児童生徒はもとより、通常の学級に在籍する

全ての児童生徒等についても活用を促してまいり

ます。

次に、社会の変化に対応する力を育てる教育の

推進について申し上げます。

国際理解教育については、外国人英語指導助手

を配置して効率的な派遣方法を工夫したり、小学

校外国語活動と外国語を先行実施するための指導

時数を確保するとともに、外国語による「聞くこ

と、話すこと、書くこと」などの言語活動の充実

に努めてまいります。

キャリア教育については、児童生徒に望ましい

勤労観や職業観を育てるため、社会見学や職場体

験活動等を効果的に推進してまいります。また、

児童生徒が自分のよさに気付き、将来の夢や目標

の実現に向かって学び続けることができるよう、

上川版キャリアノート「マイノート」を活用する

などして、教育相談や進路指導等の充実に努めて

まいります。

情報活用能力の育成については、児童生徒の発

達段階を踏まえ、情報技術が急速に進化していく

時代にふさわしい情報モラルを確実に身に付けさ

せることや、目的に応じてコンピュータ・情報通

信ネットワークなどの情報手段を適切かつ主体的

に活用できるようにするための学習活動の充実に

努めてまいります。とりわけ本年度は、名寄市学

校教育情報化推進計画にもとづき、モデル実践校

において、ＩＣＴを活用した主体的・対話的で深

い学びの実現を目指した授業改善や、特別支援教

育におけるＩＣＴの活用促進、校務の情報化によ

る教育の質の向上などに取り組んでまいります。

主権者に関する教育については、児童生徒にふ

るさとへの愛着や豊かな情操を養うため、「ふる

さと未来トーク～市長・教育長と児童生徒との懇

談会～」を実施するなどして、地域への愛着や誇

りをもち、ふるさとに根付く子どもたちを育てて

まいります。

次に、信頼される学校づくりの推進について申

し上げます。

信頼される学校づくりを進めるには、学校と家

庭・地域が教育活動の目標を共有し、ともに協働

して組織的に課題に対応し、学校改善に努めるこ

とが大切であります。

このため、各学校では、本市共通のモデル的な

学校経営計画を活かし、学校課題を明確にした上

で、年度の重点教育目標を設定するとともに、名

寄市総合計画や名寄市学校教育推進計画等と連動

した学校経営を推進してまいります。

また、学校経営計画に基づいた学級経営を推進

することができるよう、モデル的な学級経営案の

作成にも取り組んでまいります。

さらに、学校評価については、各学校が年度の

重点教育目標の達成状況等について評価する自己

評価と、保護者や地域住民等が学校の自己評価の

結果について評価する学校関係者評価を実施し、

その結果を公表して学校運営の改善に生かしてま

いります。また、学校の年度の重点教育目標と学

校職員評価の自己目標を関連させるなどして、円

滑な学校運営を推進してまいります。

コミュニティ・スクールについては、すでに、

学校運営協議会を設置している智恵文小学校・智

恵文中学校、名寄東小学校、風連中央小学校にお

ける取組をより一層充実させてまいります。未設

置の学校については、地域や学校の実態に応じて、

制度説明会やコミュニティ・スクール推進委員会

の運営などを工夫し、地域や保護者のコミュニテ

ィ・スクールへの理解を深め、スピード感を持っ

て市内の全小中学校への設置を目指し、取組を推
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進してまいります。

学校間の連携については、児童生徒の交流はも

とより、指導内容や指導方法等についても十分に

連携を図るよう進めてまいります。智恵文小学校

・智恵文中学校における小中一貫教育については、

本年度から本格的に実施してまいります。

学校教育は、保護者や地域住民との信頼関係が

基盤となることから、教職員の資質の向上につい

ては、名寄市教育改善プロジェクト委員会による

全小中学校共同で行う研修会や中堅教職員のマネ

ジメント力を高める研修会などを通して、教職員

のキャリアステージに応じて求められる資質能力

を高めてまいります。また、外国語教育の早期化

・教科化、ＩＣＴの活用などの新たな課題に対応

できる力量を高める研修の充実にも努めてまいり

ます。

服務規律の保持については、教職員一人一人が

使命感や倫理観を持って職務に遂行できるよう、

道教委からの各種通知や服務規律ハンドブック等

を活用して校内研修を進めてまいります。

学校における働き方改革の推進に向けては、道

教委が平成２８年度に実施した「教育職員の時間

外勤務等に係る実態調査」の結果を踏まえ、平成

２０年度の同調査と比べて教職員の多忙化が依然

として解消されていない状況にあることから、教

職員が子どもと向き合う時間を確保できるよう、

学校における働き方改革に向けた取組を一層推進

する必要があります。

このため、名寄市としては、道教委が平成３０

年３月に策定した「学校における働き方改革『北

海道アクション・プラン』」に示された取組の方

向性をもとに、学校における働き方改革の推進に

向けた具体的な「アクション・プラン」を策定し、

学校内での業務改善の意識改革と体制づくりを進

めてまいります。

次に、安全・安心な教育環境の整備について申

し上げます。

安全安心な教育環境づくりについては、各小学

校区に組織しています安心会議などと連携を図り

ながら、交通安全指導や安全マップを用いた児童

生徒の通学路の安全確保に努めてまいります。ま

た、「地域１１０番の家」の協力や登下校時の見

守りなどを通して、地域ぐるみで不審者への対応

を行ってまいります。

風連中央小学校の校舎・屋内運動場の改築につ

きましては、今年度１１月に本体工事を完了し、

３学期始業時からの供用開始を目指して取り組ん

でいます。

また、学校給食センターは改築以来２６年が経

過しており、施設や調理機器が老朽化しているこ

とから、施設整備を年次的、且つ効果的に進め、

安全・安心な学校給食の提供に努めてまいります。

次に、高等学校教育の充実について申し上げま

す。

名寄市内の高等学校は、中卒者数の減少により

定員割れが続いている状況にあります。このため

各高等学校では、魅力ある学校づくりを進めたり、

ホームページ等を活用して情報発信を行うなど、

定員の確保に努めております。

本市としても、市内各高等学校と連携し、生徒

の資格取得に対する意識の高揚や生徒の資質向上

を図り、魅力ある学校づくりを支援するため、平

成２９年度から「名寄市高校生資格取得支援事

業」を創設しました。今後も多くの生徒に活用い

ただくよう取り組んでまいります。

また、将来に向けての高等学校の在り方につい

ては、生徒の減少により平成３２年度には名寄産

業高等学校の一間口削減は避けられない状況です。

このような間口減少の中において、生徒の希望に

沿った学ぶ環境の維持や地域の産業を支えるため

の人材育成が重要なことから、道教委に対し学科

や学校の再編、本市への支援策などについて要望

してきました。今後においても道教委と連携を図

り市内高等学校の在り方について協議を進めてま

いります。

次に、社会教育の重点施策について申し上げま
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平成３０年度の社会教育については、名寄市社

会教育推進計画に基づき、市民の皆様が生きがい

のある人生を送ることができる生涯学習社会の実

現を目指して、次の５つの重点的な取組を進めて

まいります。

はじめに、生涯学習社会の形成について申し上

げます。

市民講座では、民間との連携により札幌交響楽

団と市民が合唱で共演する取組を通じて市民文化

の向上を図るとともに、ワークショップを取り入

れたまちづくり講座「エンレイカレッジ」を実施

し、住民自治の向上を図ってまいります。

また、新たなグループやサークルの組織化及び

活性化のための支援事業「ジャックの豆事業」の

奨励、さらには、既存団体への支援及び協力等を

行いながら、市民が自主的な学習に取り組めるよ

う努めてまいります。

風連地区については、文化交流施設として定着

した「ふうれん地域交流センター」を中心に、地

区の各種団体等と連携しながら地域を活性化する

とともに、風連陶芸センターや風連公民館等を活

用した生涯学習事業の推進に努めてまいります。

智恵文地区については、住民ニーズの把握に努

め、農村地区という地域性に配慮しながら、関係

機関との連携をさらに深め、生涯学習事業の推進

に努めてまいります。

次に、市立名寄図書館について申し上げます。

図書館では、市民が自ら学び、より豊かな生活

の実現を目指す生涯学習活動を支援するため、図

書資料の充実や環境の整備、地域の課題解決に対

応したサービスの向上に努めてまいります。

また、子どもたちが本と出会い、生きる力を育

むために「第３次名寄市子どもの読書活動推進計

画」に基づき、幼児施設、学校やボランティア団

体との連携を深めながら、読書の啓発に努めてま

いります。さらに、保護者の方が本を選んでいる

時間を活用して、赤ちゃん絵本コーナーで読み聞

かせを行うなど、子どもたちと本を結びつけてい

く活動に取り組んでまいります。

風連分館につきましては、現在の風連児童会館

内から建設中の風連中央小学校に移転をし、来年

３学期にオープン予定となっております。

次に、なよろ市立天文台について申し上げます。

今年は、１５年ぶりの火星大接近など、天文現

象に恵まれた年であり、多くの方に、星空への興

味関心を持っていただき、来館していただけるよ

うな、観望会を行ってまいります。

学校教育との連携では、プラネタリウムでの学

習投影内容の更なる強化や、移動式天文台車の積

極的な活用を通して、名寄市のみならず広域的に

利用を呼び掛けてまいります。

東京都杉並区との交流事業では、移動天文台車

を利用した観望会と名寄の星空資料を活かした天

文授業を実施してまいります。

北海道大学との連携では、ピリカ望遠鏡を利用

した研究を一層進めるとともに、研究者による授

業や講演会、小学生による小惑星発見プロジェク

トや新天体捜索などを行ってまいります。

また、名寄の夜空の暗さを守り、その価値を広

く売り出していくために、星空環境の保護につい

て講演会などを通して啓発を行ってまいります。

さらに、星と音楽をテーマにした星祭りや音楽イ

ベントを、より多くの市民や全国の方々に利用し

ていただけるように開催方法などを工夫してまい

ります。

次に、家庭教育の推進について申し上げます。

子どもの基本的な生活習慣の定着や子育て中の

家庭同士の交流を図ることができるよう、幼稚園

の保護者を中心に開設する家庭教育学級の支援や

家庭教育支援講座などの取組を進めてまいります。

また、「家庭教育サポート企業」として北海道

教育委員会と協定を締結している市内事業所に対

し、地域全体で家庭や子どもを見守る環境をつく

るための啓発を行ってまいります。

次に、生涯スポーツの振興について申し上げま
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スポーツ施設の改修では、市民のスポーツ活動

の拠点であります名寄市スポーツセンターのトイ

レ設備の改修を行います。設備の老朽化で利用さ

れる市民の皆さんには御不便をかけておりました

が、今回、全面洋式化を図るとともに、多目的ト

イレを新設し、年間６万人を超える幅広い利用者

の皆様に、安心で快適なスポーツ環境を提供いた

します。

生涯スポーツの推進では、例年実施しているス

ポーツフェスティバルの開催に加えて、親子参加

型スポーツイベントや体験型パラスポーツのイベ

ントを実施します。多くの市民が広く参加できる

事業を実施し、スポーツ参画者の拡大を図ります。

また、阿部特別参与によるノルディックウォーク

講習会の開催等、市民が気軽にスポーツを楽しめ

る環境づくりに努めます。

ジュニア選手の育成・強化では、平成２９年度

に全国大会や世界大会に出場したジュニア選手が

２５名となり、名寄の子どもたちが大きな飛躍を

遂げ、地域に明るい話題を提供してくれました。

選手、関係者の御努力に敬意を表します。

今年度は、新たな取組として子どもたちの体力

の向上を図るため、学校、少年団、部活動に対す

るサポート事業を実施し、ジュニア選手の競技力

向上に繋げていきます。

スポーツ合宿の推進では、名寄旅館組合様の御

協力を頂き、ＪＯＣジュニアオリンピックカップ

全日本ジュニアスキー選手権大会において、直前

合宿を含めた宿泊の受入れ窓口を一本化すること

ができました。引き続き、スポーツ施設の利活用

拡大と交流人口の拡大を図ってまいります。

次に、青少年の健全育成について申し上げます。

児童生徒が自然の中で学ぶ野外体験学習事業

「へっちゃＬＡＮＤ」、友好交流都市である東京

都杉並区の児童との「都会っ子交流」、さらには、

平成２４年度から始まった杉並区の小学生との冬

季の自然体験交流事業を引き続き実施いたします。

また、子ども会育成連合会などと協力して、様

々な体験事業やスポーツ大会、育成者研修等の取

組を進め、青少年の健全育成や育成環境の整備に

努めてまいります。

名寄市成人式については、実行委員会を中心に

企画運営を行い、趣向を凝らした内容で開催して

まいります。

名寄市児童センター、風連児童会館では、自由

来館型の施設として安全安心な居場所となるよう

努めるとともに、遊びやスポーツ、各種行事を企

画し、子どもたちの健全育成を図ってまいります。

放課後児童クラブでは、保護者の仕事と子育て

の両立を支援するとともに、放課後における児童

の安全安心な居場所として施設運営の充実や環境

整備を図り、児童の健全育成に努めてまいります。

また、民間学童保育所に対しては、児童の安全

安心な居場所となるよう環境整備、運営に対して

必要な支援を行うとともに、一般社団法人どろん

こはうす学童すまいるの老朽化に伴う移転新築に

対し、補助金制度に基づき、施設整備への支援を

行ってまいります。

青少年センターについては、青少年を取り巻く

社会環境の変化が子どもたちの健全育成に大きな

影響を及ぼすことから、各町内会の推薦指導員と

巡視活動を行い、青少年の問題行動の未然防止や

適切な指導を行ってまいります。また、市内小・

中・高等学校・関係機関との協力で青少年表彰、

青少年健全育成標語の取組を実施し、青少年健全

育成の啓発に努めてまいります。

近年、スマートフォン等の急速な普及に伴い、

インターネットは子どもたちの生活に欠かせない

ものになっている中、ネットトラブルやネット依

存から子どもたちを守るため、研修会の開催やパ

ンフレットの配布など、啓発活動を進めてまいり

ます。

教育相談センターのハートダイヤルでは、児童

生徒や保護者等からの悩みについて、教育専門相

談員が電話や面接等で相談に応じたり、ひきこも



－22－

平成３０年６月４日（月曜日）第２回６月定例会・第１号

りの解消や日中相談できない方のために、夜間相

談日を設けて対応してまいります。相談内容によ

っては、学校との連携が必要となるため、各小中

学校との情報交換に努めてまいります。

適応指導教室では、不登校の児童生徒の心情や

悩みを受け止め、学校復帰と自立に向けた支援を

行ってまいります。

不登校は本人だけの問題ではなく、学校や家庭

を含む様々な要因が複雑に絡み合って生じる傾向

にあることから、教育推進アドバイザーを中心に

学校や関係機関との連携に努め、相談体制の充実

を図ってまいります。

放課後子ども教室では、平成２４年度から小学

４年生から中学３年生までを対象に児童センター、

市民文化センター、風連地域交流センターを会場

に実施してまいりました。

これまで、子どもたちの「自ら学び自ら考える

力」を育む所期の目的を達成してきたところです。

今年度も、地域の教育経験者などの協力を得て、

自学自習の取組やテーマ学習の工夫を図り、子ど

もたちにとって有意義な教室となるよう努めてま

いります。

次に、地域文化の継承と創造について申し上げ

ます。

名寄市文化芸術振興条例及び名寄市文化芸術の

振興に関する基本方針に基づき、文化芸術の継承、

地域文化の創造と振興を図るとともに、助成事業

の推進などに努めてまいります。また、優れた文

化芸術を鑑賞する機会の提供では、芸術文化鑑賞

バスツアーを実施するとともに、市民文化センタ

ーＥＮ―ＲＡＹホールを核とし、様々なジャンル

の鑑賞事業やアウトリーチを含めた市民参加型の

事業を実施してまいります。さらには、市民が文

化芸術を体験・発表する場として、市民文化祭と

連動しながら生涯学習フェスティバルを開催いた

します。

次に、北国博物館について申し上げます。

開館以来２２年が経過し、昨年１０月に総利用

者数が３０万人を超えましたが、これからも地域

に根差した博物館の視点に立って、地域の歴史や

文化財、自然を伝える展示会を中心とした普及事

業を展開してまいります。とりわけ、夏と冬の特

別展や松浦武四郎生誕２００年・北海道命名１５

０年に関連した企画展などを開催してまいります。

あわせて郷土学習の拠点施設としての役割を果た

していくため、協力団体や道内博物館・研究機関

等と連携し、体験学習や講座などの充実を図り、

魅力ある地域の博物館を目指してまいります。

以上、平成３０年度の教育行政執行方針につい

て、その概要を申し上げました。

名寄市は、幼稚園・小学校・中学校・高等学校

・市立大学を抱える教育都市であり、将来の地域

を支える人材を育てる大きな役割と責任を担って

おります。

この自覚のもと、これまで推進してまいりまし

た「児童生徒に『生きる力』を育む」取組が実を

結び、名寄中学校においては、校内の研究主題

「高い感受性と自主性をもった生徒の育成」を目

指した取組や道教委指定の「学校力向上に関する

総合実践事業」、「ほっかいどう学力向上推進事

業」における確かな学力や豊かな心を育む取組の

成果が高い評価を得て、平成２９年度上川管内教

育実践表彰の学校表彰の栄誉に輝きました。

さらに、智恵文中学校においては、昭和６１年

から取り組んできた交通安全啓発活動が評価され、

全日本交通安全協会から「交通安全優良学校」表

彰の栄誉に輝きました。

名寄市教育委員会としては、これまで以上に学

校・家庭・地域社会との連携を深めながら、本市

の教育の振興と発展に誠心誠意努力してまいりま

す。

議員並びに市民の皆様の一層の御理解と御協力

をお願い申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で平成３０年度市

政執行方針・教育行政執行方針を終わります。
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〇議長（黒井 徹議員） 日程第４ 議案第１号

名寄市住宅マスタープラン（第２次）の策定に

ついてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１号 名寄市住宅

マスタープラン（第２次）の策定について、提案

の理由を申し上げます。

本件は、第２次総合計画の基本計画における住

宅の関連施策に即し、住宅と住環境に関する社会

情勢や地域事情などの取り組むべき課題を市民ア

ンケートや市民参加の策定委員会により施策の検

討を進めたもので、この地域に対応した豊かな住

生活を推進するためのガイドラインとして本計画

の最終案が整いましたので、名寄市議会基本条例

第１０条の規定に基づき議会の議決を求めるもの

でございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

議案第１号については、質疑から採決までの議

事を６月２１日に延期したいと思いますが、御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１号については質疑から採決ま

での議事を６月２１日に延期することに決定をい

たしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第５ 議案第２号

名寄地区衛生施設事務組合規約の変更について

を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２号 名寄地区衛

生施設事務組合規約の変更について、提案の理由

を申し上げます。

名寄地区衛生施設事務組合の副管理者は、同規

約第９条第３項の規定により関係町村の長及び名

寄市名寄庁舎担当副市長が充てられておりました

が、名寄市において名寄市副市長の定数を定める

条例の一部が改正され、本年５月１６日から施行

されたことに伴い文言の整理を行うため、地方自

治法第２８６条第１項及び第２９０条の規定に基

づき議会の議決を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第６ 議案第３号

名寄市農業委員会委員の任命についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３号 名寄市農業

委員会委員の任命について、提案の理由を申し上

げます。

本件は、農業委員会等に関する法律の改正に伴

い農業委員の選出方法が議会の同意を要件とする

任命制となり、また現在の農業委員が本年７月１

９日をもって任期満了となることから、農業に関

し識見を有する方といたしまして、横田浩二氏を
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初め２７名を新たな農業委員として任命をいたし

たく、同法第８条第１項の規定に基づき議会の同

意を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第３号は同意することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３号は同意することに決定をい

たしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第７ 議案第４号

専決処分した事件の承認についてを議題といた

します。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第４号 専決処分し

た事件の承認について、提案の理由を申し上げま

す。

本件は、平成２９年度名寄市一般会計補正予算

の専決処分でありまして、歳入歳出それぞれ ９

９１万 ０００円を追加し、予算総額を２１９億

８２５万 ０００円にしたものでございます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。２款

総務費の公共施設整備基金積立金２億円の追加は

今後の公共施設の改修や整備のため、地域振興基

金積立金 ８３４万円の追加は多くの皆様から寄

附をいただいたふるさと納税寄附金などの寄附金

をそれぞれ積み立てたものでございます。

７款商工費の中小企業経営等融資事業費 ６６

０万円の減額は、中小企業特別融資預託金及び新

規開業資金預託金の不用額を見込み減額をしたも

ので、歳入についても同額を減額をしております。

次に、歳入について申し上げます。１款市税の

７６１万 ０００円の追加は、徴収状況を勘案

し予算を追加したものでございます。

１１款地方交付税の１億 ６８６万 ０００円

の追加は、特別交付税の交付額の確定に伴い追加

をしたものでございます。

次に、第４表、地方債補正につきましては、町

内会活動支援事業ほか２５事業を変更したもので

ございます。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分をしたので、同条第３項の規定により報告

をし、承認を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第４号は承認することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第４号は承認することに決定をい

たしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第８ 議案第５号

専決処分した事件の承認についてを議題といた

します。
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提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第５号 専決処分し

た事件の承認について、提案の理由を申し上げま

す。

本件は、平成２９年度名寄市国民健康保険特別

会計補正予算に係る専決処分でありまして、保険

事業勘定における歳出の事業費の調整を行うもの

であり、予算総額の変更はございません。

補正内容としては、事業費の確定に伴い２款保

険給付費を ０００円減額し、９款基金積立金を

０００円追加したものでございます。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分をしたので、同条第３項の規定により報告

をし、承認を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第５号は承認することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第５号は承認することに決定いた

しました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第９ 議案第６号

専決処分した事件の承認についてを議題といた

します。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第６号 専決処分し

た事件の承認について、提案の理由を申し上げま

す。

本件は、平成２９年度名寄市介護保険特別会計

補正予算に係る専決処分でありまして、保険事業

勘定の歳入歳出それぞれ ０００万円を減額し、

予算総額を２４億 ３２６万 ０００円にしたも

のでございます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。２款

保険給付費におきましては、決算見込みに伴い

０００万円減額をしたものでございます。

次に、歳入について申し上げます。保険給付費

の減額に伴い８款繰入金について介護給付費準備

基金繰入金を ０００万円減額をしたものでござ

います。

次に、サービス事業勘定・風連におきましては、

決算見込みに伴う歳出予算の調整を行うものであ

り、予算総額の変更はございません。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分をしたので、同条第３項の規定により報告

をし、承認を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第６号は承認することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第６号は承認することに決定をい

たしました。
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〇議長（黒井 徹議員） 日程第１０ 議案第７

号 専決処分した事件の承認についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第７号 専決処分し

た事件の承認について、提案の理由を申し上げま

す。

本件は、平成２９年度名寄市下水道事業特別会

計補正予算に係る専決処分でありまして、歳入歳

出それぞれ１５０万円を減額し、予算総額を１０

億 ０６２万 ０００円にしたものでございます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。１款

下水道事業費では、事業費の確定に伴う調整によ

り１５０万円減額したものでございます。

次に、歳入につきましては、市債の額の確定に

より６款市債を１５０万円減額したものでござい

ます。

次に、第３表、地方債補正につきましては、事

業費の確定に伴い変更したものでございます。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分をしたので、同条第３項の規定により報告

をし、承認を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第７号は承認することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第７号は承認することに決定をい

たしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１１ 議案第８

号 専決処分した事件の承認についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第８号 専決処分し

た事件の承認について、提案の理由を申し上げま

す。

本件は、平成２９年度名寄市個別排水処理施設

整備事業特別会計補正予算に係る専決処分であり

まして、歳入歳出それぞれ１７０万円を減額し、

予算総額を ４９４万 ０００円にしたものでご

ざいます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。１款

個別排水事業費では、浄化槽設置工事費の確定に

伴い１７０万円減額したものでございます。

次に、歳入につきましては、２款使用料及び手

数料では使用料の増加により９３万 ０００円、

３款繰入金では一般会計繰入金で４７万 ０００

円を追加をし、１款分担金及び負担金では受益者

分担金額の確定により３１万 ０００円、５款市

債では額の確定により２８０万円をそれぞれ減額

したものでございます。

次に、第３表、地方債補正につきましては、事

業費の確定に伴い変更をしたものでございます。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分をしたので、同条第３項の規定により報告

をし、承認を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。
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お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第８号は承認することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第８号は承認することに決定いた

しました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１２ 議案第９

号 平成３０年度名寄市一般会計補正予算（第１

号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第９号 平成３０年

度名寄市一般会計補正予算について、提案の理由

を申し上げます。

今回の補正は、市長選挙のため当初予算に計上

できなかった政策的な経費と各款にわたる臨時的

経費を補正をしようとするものでありまして、歳

入歳出それぞれ１億 ６５９万 ０００円を追加

をして予算総額を２１３億 ２７２万 ０００円

にしようとするものでございます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。３款

民生費におきまして小規模保育施設整備事業補助

金 ０６１万円の追加及び１０款教育費におきま

して学童保育施設整備事業補助金 ３６６万 ０

００の追加は、民間事業者による小規模保育施設

及び学童保育施設を整備をするための補助事業を

実施しようとするものでございます。

４款衛生費におきまして産婦健康診査・産後ケ

ア事業費１９７万 ０００円の追加は、産後の初

期段階における母子に対する支援を拡充しようと

するものでございます。

７款商工費におきましてなよろ温泉整備事業費

６８５万円の追加は、研修施設改修の基本設計

を実施しようとするものでございます。

８款土木費におきまして道路新設改良事業費４

万 ０００円の追加は、国の社会資本整備総合交

付金の内示において予定をしていた交付金が減額

をされて示されたため、南３丁目通道路改良舗装

事業費及び橋梁長寿命化事業費については当初予

算から事業費とその財源を減額をいたしますが、

西１条通道路改良舗装事業のほか２路線を新たに

追加をし、市民ニーズの高い道路整備を実施をし

ようとするものでございます。

１０款教育費におきましてスポーツセンタート

イレ改修工事 ５００万円の追加は、老朽化をし

たトイレ設備の改修によりスポーツを楽しむ快適

な環境づくりを実施しようとするものでございま

す。

次に、歳入について申し上げます。事業費の変

更に伴う特定財源の調整のほか、収支不足を財政

調整基金繰入金で調整をいたしました。１９款繰

入金で公共施設整備基金繰入金２億４３０万円の

追加は西１条通道路改良舗装事業費やスポーツセ

ンタートイレ改修工事などの財源として、教育振

興基金繰入金９４３万 ０００円の追加は小学校

の屋外備品や中学校の部活動用備品の整備に係る

財源として、財政調整基金繰入金 １６８万 ０

００円の追加は財源調整としてそれぞれ取り崩し

をしようとするものでございます。

次に、第３表、債務負担行為補正では、農業振

興地域整備計画策定業務委託料を追加しようとす

るものでございます。

次に、第４表、地方債補正では、全国瞬時警報

システム整備事業ほか１事業を追加し、南３丁目

通道路改良舗装事業ほか３事業を変更しようとす

るものでございます。

以上、補正の概要について申し上げました。よ

ろしく御審議くださいますようお願い申し上げま

す。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。
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議案第９号については、質疑から採決までの議

事を６月２１日に延期したいと思いますが、御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第９号については質疑から採決ま

での議事を６月２１日に延期することに決定いた

しました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１３ 議案第１

０号 平成３０年度名寄市介護保険特別会計補正

予算（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１０号 平成３０

年度名寄市介護保険特別会計補正予算について、

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、保険事業勘定におきまして歳入

歳出それぞれ９４万 ０００円を追加し、予算総

額を２６億５５万 ０００円にしようとするもの

でございます。

補正の内容を歳出から申し上げます。１款総務

費について介護保険制度改正に伴うシステム改修

のため９４万 ０００円を追加するものでござい

ます。

次に、歳入について申し上げます。歳出の追加

に伴い８款繰入金で９４万 ０００円を追加しよ

うとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

議案第１０号については、質疑から採決までの

議事を６月２１日に延期したいと思いますが、御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１０号については質疑から採決

までの議事を６月２１日に延期することに決定い

たしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１４ 議案第１

１号 平成３０年度名寄市立大学特別会計補正予

算（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１１号 平成３０

年度名寄市立大学特別会計補正予算について、提

案の理由を申し上げます。

今回の補正は、歳入歳出それぞれ１５万 ００

０円を追加し、予算総額を１９億 ３４３万 ０

００円にしようとするものでございます。

まず、歳出について申し上げます。１款教育費

では、北海道１５０年事業、子ども未来・夢キャ

ンパス事業の協賛事業として実施をする小学生向

けオープンキャンパスの開催経費を追加しようと

するものでございます。

次に、歳入について申し上げます。６款繰入金

におきまして１５万 ０００円を追加し、収支の

調整を図ろうとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

議案第１１号については、質疑から採決までの

議事を６月２１日に延期いたしたいと思いますが、

御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１１号については質疑から採決

までの議事を６月２１日に延期することに決定い

たしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１５ 議案第１

２号 名寄市税条例の一部改正についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。
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〇市長（加藤剛士君） 議案第１２号 名寄市税

条例の一部改正について、提案の理由を申し上げ

ます。

本件は、本年３月３１日に地方税法等の一部を

改正する法律等が公布をされたことに伴い平成３

０年第１回名寄市議会臨時会において名寄市税条

例の一部改正に係る専決処分の報告をさせていた

だいたところでございますが、新たに生産性向上

特別措置法が本年５月２３日に公布をされたこと

から、中小企業等の一定の先端設備投資について

固定資産税の３年間の特例措置に係る軽減割合を

定めるため、本条例の一部を改正しようとするも

のでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１２号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１２号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１６ 報告第１

号 平成２９年度名寄市一般会計予算繰越明許費

繰越計算書の報告についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第１号 平成２９年

度名寄市一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報

告について申し上げます。

一般会計予算繰越明許費繰越計算書は、出納閉

鎖に当たり、平成２９年度に完了しない議会運営

事業費のほか４事業を翌年度に繰り越しするため

のものであり、地方自治法施行令第１４６条第２

項の規定により御報告を申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

報告第１号を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１７ 報告第２

号 平成２９年度名寄市食肉センター事業特別会

計予算繰越明許費繰越計算書の報告についてを議

題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第２号 平成２９年

度名寄市食肉センター事業特別会計予算繰越明許

費繰越計算書の報告について申し上げます。

食肉センター事業特別会計予算繰越明許費繰越

計算書は、出納閉鎖に当たり、平成２９年度に完

了しない食肉センター施設現況調査・設計業務委

託料を翌年度に繰り越しをするためのものであり、

地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により

御報告を申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

報告第２号を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１８ 報告第３
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号 公害の現況に関する報告についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第３号 公害の現況

に関する報告について申し上げます。

平成２９年度につきましては、大気汚染、水質

汚濁、騒音、振動、悪臭の５項目を中心に、関係

機関の御理解と御協力をいただき、指導及び監視

を行ってまいりました。

まず、大気汚染では、炭化センターにおけるダ

イオキシン調査を年２回実施をしておりますが、

排出基準を大きく下回る結果となっております。

また、粉じんの発生による大気汚染や舗装路面の

損傷が社会問題となりましたスパイクタイヤの装

着率については、装着車が確認されず、ゼロとな

り、スタッドレスタイヤが市民生活に定着してい

るものと考えられます。

次に、水質汚濁では、公共用水域の環境保全を

図るため、本市から天塩町間の天塩川及び本市の

水道水源である名寄川の水質調査を実施をしてお

り、調査結果は近年横ばいに推移をしております。

名寄川については、監視の強化に努めることで安

全な水道水の供給を確保しております。また、ゴ

ルフ場の農薬使用に関する問題につきまして、関

係する環境保全指導要綱に基づく水質分析調査を

１１月に実施をし、基準値以内の水質が保たれて

おりました。

次に、騒音、振動及び悪臭では、低騒音工法に

よる工事が一般的になっており、建設作業による

苦情はございませんでした。

その他、地球温暖化対策といたしましては、第

２次名寄市地球温暖化防止実行計画ではＣＯ２削減

目標を５％としてきましたが、基準年の平成２２

年度と比較をして平成２８年度は３ ２％増加と

いう結果となりました。これは、計画年中に原子

力発電の稼働停止に伴い火力発電が中心となった

ことから、電気使用量のＣＯ２換算係数が増加した

こと、また近年電気使用量の多い公共施設が整備

されたことが原因と考えられます。こうしたこと

から、平成２９年９月に策定をしてきた第３次名

寄市地球温暖化防止実行計画ではＣＯ２削減目標を

３％と計画をする中で引き続き名寄市公共施設の

二酸化炭素排出状況調査を実施をしております。

以上、公害の現状について申し上げましたが、

今後とも公害対策では継続した調査、監視等を行

い、市民の健康と生活環境の保全に向けて努力を

してまいります。

なお、詳細の内容につきましては、さきにお届

けをしてございます公害の現状と対策を御高覧を

いただきたいと思います。

以上、名寄市公害防止条例第４条第２項の規定

に基づき御報告をさせていただきますので、よろ

しく御審議くださいますようお願いを申し上げま

す。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

報告第３号を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１９ 報告第４

号 株式会社名寄振興公社の経営状況についてを

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第４号 株式会社名

寄振興公社の経営状況について御報告を申し上げ

ます。

平成２９年度第４６期の経営内容につきまして

は、５月３１日の株主総会で報告を受けたところ

でございます。名寄ピヤシリスキー場につきまし

ては、早期オープンに向けた準備を進めてまいり

ましたが、１１月の降雪が少なく、昨シーズンと

比べ５日遅い１２月９日のオープンとなりました。

また、シーズン前の整備点検による故障が見つか
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った第４ロマンスリフト主電動機の修理がシーズ

ン開始に間に合わないことから運行を断念するこ

ととなり、利用者の皆様には御迷惑をおかけする

こととなりました。リフト輸送人員は、前年比９

４６％の４３万 ３１６人となり、リフト収入

は前年と比べ約２５万円の減となりました。スキ

ー場エリアの新たな活用として、ピヤシリ山やピ

ヤシリシャンツェを活用した雪遊び体験などを実

施をし、体験料、貸しスキー等収入は前年比１５

６８％の４０２万 ３００円となりました。

なよろ温泉サンピラーにつきましては、宿泊者

全体で１万 ３２３人、前年比１１ ８５％とな

り、当初計画を上回ることができました。また、

日帰り入浴者数については５万 ３１１人、前年

比９ ６１％と減少となりましたが、宿泊部門全

体の営業損益については増収となったところでご

ざいます。

北海道立サンピラーパークにつきましては、関

係機関、団体、住民及び隣接施設と連携をし、ひ

まわり等の植栽や四季折々の企画事業を実施をす

るなど、地域の情報発信や交流事業の拡大に努め

ました。カーリング場につきましては、１２シー

ズン目となり、愛好者はもとより学校授業や各種

大会等に多くの利用がございました。引き続き名

寄カーリング協会と連携をし、カーリングのさら

なる普及に努めてまいります。なお、サンピラー

パークの当期の実績としては、利用者数は１３万

４４４人、前年度比９ １４％となったところで

ございます。

このほか体育センター、ピヤシリ・フォレスト、

なよろ健康の森、名寄公園パークゴルフ場、また

平成２７年度から受託をいたしましたピヤシリシ

ャンツェも含め、引き続き利用者が安全、安心、

快適に御利用いただけるように維持管理に努める

とともに、昨年４月から開始をいたしました日進

ピヤシリ線バスの一部区間無料化など引き続き利

用の促進を図ってまいります。

なお、営業の詳細につきましては、お手元の事

業報告書に記載のとおりでございますが、当期に

おいては経営安定に向け原価率の低減や経費の縮

減に努めてきたことから、当期純利益で１３０万

５４７円を計上する結果となりました。第４７

期においても、純利益を計上できるよう一層の努

力を促してまいります。

以上、地方自治法第２４３条の３第２項の規定

に基づき御報告をさせていただきますので、よろ

しく御審議くださいますようお願いを申し上げま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で報告第４号の報

告を終わります。

報告第４号については、本日の議会終了後に議

員協議会を開催し、質疑を行います。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２０ 報告第５

号 専決処分した事件の報告についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第５号 専決処分し

た事件の報告について申し上げます。

事故の内容は、本年２月２８日午後３時４５分

ごろ、名寄市西４条北８丁目の道道美深名寄線に

おきまして名寄市立大学所管の公用車が大学から

西側正門を左折をし、道路に出た直後、右前方の

地先から相手方の車両が突然勢いよく進行方向に

向かって後退してきたため、急ブレーキと警笛を

鳴らしましたが、間に合わず、衝突をし、破損し

たものであります。過失割合は本市が１０％であ

り、相手方車両の修理代として１万 ４７５円を

負担をすることで示談が成立し、和解したところ

でございます。

以上、地方自治法第１８０条第１項の規定によ

り専決処分をしたので、同条第２項の規定により

御報告を申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。
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〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

報告第５号を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２１ 報告第６

号 専決処分した事件の報告についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第６号 専決処分し

た事件の報告について申し上げます。

事故の内容は、本年３月７日午後４時５０分ご

ろ、風連町風連西町３丁目線の市道交差点におき

まして総務部所管の公用車が風連西町１号線の一

時停止場所で停止をし、左右確認のため前進をし、

停止をしたところ、右方向から走行中の相手方車

両と衝突をし、破損及び相手方が負傷したもので

ございます。衝突により負傷した首の通院治療費

として１万 ８６０円及び相手方車両の修理代と

して本市の過失割合８０％分の２０万 ７５８円、

合計で２２万 ６１８円を負担することで示談が

成立をし、和解したところでございます。

地方自治法第１８０条第１項の規定により専決

処分をしたので、同条第２項の規定により御報告

を申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

報告第６号を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２２ 報告第７

号及び報告第８号 専決処分した事件の報告につ

いて、以上２件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第７号及び報告第８

号 専決処分した事件の報告について申し上げま

す。

本件は、病院事業及び水道事業の債権の放棄に

係る専決処分でございます。

まず、病院事業におきましては、患者が破産、

死亡等の理由により回収見込みのない入院、外来

診療費について３０件、１３７万 ６９０円を放

棄したものでございます。

次に、水道事業におきましては、使用者が行方

不明、死亡等の理由により回収見込みのない水道

料金について６５件、３４万１７０円を放棄をし

たものでございます。

以上２件について、地方自治法第１８０条第１

項の規定により専決処分をしたので、同条第２項

の規定により御報告を申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、報告第７号

外１件について一括質疑に入ります。御発言ござ

いませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

報告第７号外１件を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２３ 諮問第１

号 人権擁護委員の候補者の推薦についてを議題

といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 諮問第１号 人権擁護委

員の候補者の推薦について、提案の理由を申し上

げます。

人権擁護委員法の規定により、本市には８名の

人権擁護委員が法務大臣の委嘱を受け、活動を行

っておりますが、本年９月３０日をもって関下冨
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士夫氏、村中弘美氏の２名の委員が任期満了とな

ります。

本件は、再度両氏を候補者として推薦をいたし

たく、同法第６条第３項の規定により議会の意見

を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

本件については、市長が推薦する者について適

任と認めることに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、本件は適任と認めることに決定をいた

しました。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

議事の都合により、明日６月５日から６月１７

日までの１３日間を休会といたしたいと思います

が、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、明日６月５日から６月１７日までの１

３日間を休会とすることに決定をいたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

お疲れさまでした。

散会 午後 ０時１２分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 奥 村 英 俊

署名議員 東 千 春
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開議 平成３０年６月１８日（月曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 代表質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 代表質問

１．出席議員（１７名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 川 口 京 二 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 奥 村 英 俊 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 東 川 孝 義 議員

１０番 塩 田 昌 彦 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（１名）

１番 浜 田 康 子 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 渡 辺 敏 史

書 記 開 発 恵 美

書 記 長 正 路 慶

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 中 村 勝 己 君

参 事 監 松 岡 将 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 小 川 勇 人 君

経 済 部 長 臼 田 進 君

建設水道部長 天 野 信 二 君

教 育 部 長 河 合 信 二 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 局 長

こども・高齢者
廣 嶋 淳 一 君

支 援 室 長

上下水道室長 粕 谷 茂 君

会 計 室 長 常 本 史 之 君

監 査 委 員 鹿 野 裕 二 君
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〇議長（黒井 徹議員） 本日の会議に１番、浜

田康子議員から欠席の届け出がありました。

ただいまの出席議員数は１７名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

２番 山 崎 真由美 議員

１６番 佐々木 寿 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ これより代

表質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

平和で安心なまちづくりについて外８件を、熊

谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） おはようございます。

市民連合・凛風会を代表して質問を申し上げたい

と思います。

質問に入る前に、加藤市長には３期目スムーズ

にスタートをされておりますけれども、市民の目

線を大切にしながら、一層の御奮闘を御祈念申し

上げたいと思います。

質問に入らせていただきます。平和で安心なま

ちづくりについて、１つ、加藤市長の憲法観と今

の政治状況について。私たちは、昨年から安倍９

条改憲ＮＯ！憲法を生かす全国統一署名運動に党

派を超えて市民とともに取り組んでおります。先

日は、前札幌市長の上田弁護士と旭川市の畑地弁

護士を招き、現行憲法の意義や自民党、安倍政権

が目指す改憲案の柱である９条２項に自衛隊を明

記する案などについて多くの市民とともに学びま

した。それは、市民である名寄駐屯地隊員の皆さ

んが今後どうなるのか、大きな不安と重なるから

でもあります。加藤市長の認識についてお伺いを

いたします。

２つ目、平和行政と名寄駐屯地６５周年武装市

中パレードについて。名寄駐屯地からも派遣され

たイラク戦争の戦後処理、その後の南スーダン派

遣日報の隠蔽問題等、砲弾が飛び交う中で心身と

もに苛酷な情勢であったことが明らかになりまし

た。いつか来た道に重なる不安もあり、パレード

であれまでやらなくても、武装行進だけはやめて

ほしい、重量的には市道は大丈夫かという声もい

ただきました。小さく見える市民の声、見えない

声なき声をどう受けとめるのかお伺いをいたしま

す。

２つ目に、名寄市総合計画（第２次）中期計画

策定について、前期計画を踏まえた中期計画と財

政展望についてお伺いをいたします。まずは、前

期計画２年目の実施計画を着実に進捗することを

念頭に置きながら中期計画を策定することになり

ますが、改めて昨年暮れの中期財政計画及び今後

の財政展望をお尋ねを申し上げたいと思います。

２つ目には、市民アンケートの分析と今後の市

民参画のあり方について。既に総計策定審議会で

資料として報告をされておりますが、アンケート

の分析に対する市長としての基本的考えと市民と

かかわる情報共有、説明責任をどのように進めら

れていくのかお伺いをいたします。

３、今後の市役所体制のあり方について。今後

の庁舎のあり方、今後の組織体制見直しの考え方

についてお伺いをいたします。

次に、今後の市民負担増等の行政課題について、

１つ、水道事業会計の動向と市民とのかかわりに

ついて。市民にとってライフラインの中でも最も

重要な安心、安全な水道事業でありますが、今後

の水道事業の経営見通しと市民負担のかかわり方

についてお伺いをいたします。

２つ目に、国民健康保険会計の動向と市民との

かかわりについて。今年度の国保税は、基金繰り

入れによりできるだけ抑制的に対応し、市民への

負担増を抑えました。来年度は、国や医療費の動
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向にもよりますけれども、大変厳しい予算編成が

想定をされます。市民への対応も含め、基本的な

考え方についてお尋ねを申し上げたいと思います。

次に、コミュニティー活動の推進について、１

つ、今後の市政と町内会活動の位置づけとかかわ

りについて。少子高齢化とともに町内会活動も役

員のなり手不足、加入率の低下、子供が少なく事

業の活性化等課題がふえつつありますが、その反

面行政、福祉活動、地域ネットワークによる見守

り、防災等社会が求めるニーズも多くなってきて

おります。現状認識と各地区、各町内の特徴を踏

まえた今後の自治区制度のあり方についてお伺い

をいたします。

次に、安心して健康で住み続けられる名寄市に

ついて、１つ、本年度の除排雪事業の改善と道路

改良についてでありますが、前年との比較で今年

度、次のシーズンです、除排雪体制向上に向けた

改善施策、例えば機械力とか人材、方法等も含め

てお答えをいただきたいと思います。利用しやす

い排雪ダンプ事業の見直しと道路舗装進捗率向上

に向けての考え方をお尋ねを申し上げたいと思い

ます。

次、２つ目、子供の医療費無料化について。名

寄市子ども・子育て支援事業計画における子供の

医療費助成について、若い世代の子供、子育て支

援策について改めてニーズの把握をしっかり行い、

改善に向けた方向性を明示すべきではないかと思

います。お伺いをいたします。

３点目、空き家対策の促進について。空き家対

策の実態調査は、所管常任委員会にも報告があり

ました。その中でも特に安全、衛生上問題となる

危険家屋に対する取り組みがスピード感を要する

ため、現状と課題、対策についてお尋ねを申し上

げます。

４つ目、（仮称）受動喫煙防止条例制定に向け

て。国や北海道の動きもあり、法制化や条例化の

流れになっていると思います。名寄市の最近の喫

煙率や市民ニーズの動向と条例制定に向けた考え

方をお伺いをいたします。

次に、公共交通等の維持改善と住民の移動手段

確保について、１つ、ＪＲ宗谷線存続に向けた取

り組み現状と今後の動きについてお伺いをいたし

ます。

２つ目、利用しやすく効率的な公共交通確保に

ついて。執行方針によると、利用しやすく効率的

な地域公共交通網形成計画の策定に取り組むとあ

ります。具体的な課題についてどのように認識を

し、取り組まれていくのかお知らせをいただきた

いと思います。

次に、地域経済の活性化と農業振興について、

１つ、市民と事業者のニーズに応える住宅改修事

業について。次年度からも既に継続事業の考え方

が示されておりますけれども、どのようなニーズ

に応えていくのかお伺いをいたします。

２、農業振興について、１つ、国内外の農業情

勢の変化による農村、農業者への影響と対策につ

いてお尋ねを申し上げます。

２つ、繁忙期における労働力確保の現状と対策

についてお答えをいただきたいと思います。

３つ目、日本最北のワイナリーへの期待につい

てお伺いをいたします。

次に、教育行政執行方針について、教職員の多

忙化と改善について。執行方針でも働き方改革の

推進と現場の時間外勤務の実態では乖離があるた

め、アクション・プランを策定をし、改善すると

あります。具体的な実行可能性についてお伺いを

いたします。

２つ目、教員住宅の確保について。名寄市内に

おける民間施設の活用の具体化について、その実

効性をお伺いをいたします。

３つ目、高等学校のあり方について。４月２３

日の記者会見で、加藤市長は道教委に２０２３年

をめどに名寄高校と名寄産業高校を統合する要望

書を出しておりますが、結論に至った経過をお伺

いをいたします。

最後の項になりますが、名寄市立総合病院と東
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病院等について、１つ、名寄市立総合病院の経営

課題等について。執行方針では、道の医療計画に

沿い、救急医療及び高度急性期等医療を担い、患

者さん中心の診療体制や経営基盤の整備拡充、経

営面ではＤＰＣ機能評価係数でも高評価を受け、

トータルとして医療スタッフの人材確保等の質、

量を高めていくとあります。改めて経営健全化へ

の道筋をお伺いをいたします。

２つ目、名寄東病院の役割と今後の施設整備に

ついて。地域における東病院の役割を踏まえ、２

０１７年度決算に対する評価と課題、医療従事者

確保への現状や新たな施設整備の考え方について

お尋ねを申し上げます。

壇上の質問を以上で終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） おはようございます。熊

谷議員から大項目で９点にわたっての御質問をい

ただきました。大項目１から７、それと９につい

ては私から、大項目８については教育長からの答

弁となります。

大項目１、平和で安心なまちづくりについて、

小項目１、私の憲法観と今の政治状況について、

とりわけ憲法の改正についてお問い合わせがござ

いましたので、お答えをいたします。安倍総理は、

自民党総裁の立場として昨年の５月に民間団体主

催の集会に寄せたビデオメッセージの中で、自衛

隊の存在を憲法上明記する憲法９条に関する憲法

改正構想を公表いたしました。その後自民党憲法

改正推進本部において検討がなされて、本年３月

に自衛隊を憲法上明記をする方向性を示した条文

イメージ、いわゆるたたき台の素案を決定をいた

しました。自民党は、我が国を取り巻く安全保障

環境の緊迫化を理由に検討したとされるこの案を

たたき台として、衆参憲法審査会や各党有識者等

の意見や議論を踏まえ、憲法改正原案を策定し、

国会に提出するとしてございます。憲法の改正に

ついては、さまざまな意見があるものと認識をし

ておりますけれども、我が国の外交上、安全保障

上極めて重要な問題でございますので、私として

は国民に対する丁寧な説明と国政の場において十

分な議論をされることが必要ではないかと感じて

おります。陸上自衛隊名寄駐屯地は、当市と緊密

な関係がございますので、市民の生命、財産を守

る立場である市長として、国会における議論を初

め国の動向を注視してまいりたいと考えておりま

す。

小項目２、平和行政と名寄駐屯地創立６５周年

市中パレードについてお答えをいたします。昭和

２８年に創立をされた陸上自衛隊名寄駐屯地は、

本年６５周年を迎えることから、６月３日、創立

６５周年記念行事として名寄自衛隊による市中パ

レードが行われました。名寄駐屯地の存在は、自

衛隊の本務である国防に限らず、災害復旧活動を

初め隊員、家族の地域経済への貢献、そして隊員

の皆さんのボランティア活動や各団体の会員とし

て地域活動等名寄市のこれまでの発展に大きな位

置を占めているところでございます。市中パレー

ドの実施に先立ちまして、名寄駐屯地６５周年武

装行進を考える会から平和な日常生活を営む商店

街や住宅地内の公道でのパレードは違和感がある

とともに不安を覚えるとの内容で、武装市中パレ

ードの中止を求める要請書の提出がございました

が、この市中パレードは自衛隊の日ごろの訓練成

果を広く地域の皆様に示していただいて、つなが

りをさらに深いものとし、理解と信頼を醸成して

もらえるいい機会であったと考えております。今

後も名寄駐屯地と本市は、まちづくりを初めさま

ざまな場面で密接な連携をとりながら、市政運営

に努めてまいりたいと考えております。

大項目２、名寄市総合計画第２次中期計画の策

定について、小項目１、前期計画を踏まえた中期

計画と財政展望について、小項目２、市民アンケ

ートの分析と今後の市民参画のあり方について、

小項目３、今後の市役所の体制のあり方について

お答えします。現在までに総合計画の審議会にお

いて前期計画実施計画の行政評価と地方創生交付
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金活用事業についての検証を行ったところでござ

います。今後各分野の数値目標を設定をする基本

計画や具体的な取り組みの工程表を示していく実

施計画の策定を進めてまいります。また、総合計

画を実施をする裏づけとなる中期財政計画につい

ても総合計画とあわせて策定を進めてまいります。

次に、今後の財政展望でございますが、一昨年

にお示しをした名寄市における財政課題のとおり、

地方交付税の動向、公共施設の老朽化への対応、

公債費や基金残高の推移などから、現状において

も今後の本市の財政状況は決して楽観視できる状

況にないことに変わりはございません。国におい

ては、今月５日の経済財政諮問会議で経済財政運

営の基本指針、いわゆる骨太の方針の原案を示し、

地方の一般財源総額については１８年度地方財政

計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確

保すると明記をされたものの、歳出改革等に向け

た取り組みについても加速していくとうたわれて

いることから、しっかりと国の財政動向にも注視

をしていく必要があります。いずれにいたしまし

ても、健全化判断比率の各指標の推移や公債費、

基金の適正な管理により財政規律を引き続き堅持

をし、持続可能な財政運営を行うこととしてまい

ります。

次に、総合計画のアンケートの調査分析ですが、

満足度については傾向としては前回とおおむね同

程度でございまして、引き続き各分野の満足度の

向上、改善に努めてまいります。その際いただい

た個別意見も参考にしながら、事業等の見直しや

市の取り組み、考え方の周知、発信も行ってまい

ります。総合計画中期計画の策定は、これから本

格化をしてまいりますが、引き続きいただいた御

意見も参考にしながら、総合計画の審議会におい

て議論をいただくとともに、各種機会を捉えて市

民との情報共有、市民参画を図ってまいります。

次に、今後の市役所の体制のあり方についてで

すが、まず副市長の定数につきましては合併から

１２年が経過をし、懸案事項が一定程度整理をさ

れたことなどから、さきの臨時会においてその数

を２人から１人にする条例改正案を提出し、可決

をいただいたところでございます。御承知のとお

り、本市の庁舎は名寄、風連ともに昭和５６年の

新耐震基準導入前に建設をされており、両庁舎と

も耐震基準を満たしていないことから、現在作業

を進めております名寄市都市計画マスタープラン

の見直し及び立地適正化計画の策定に向けた議論

の中で今後の庁舎のあり方について検討を進めて

いくこととしております。

御質問の組織体制につきましては、これまでも

その時々の行政課題に対応できるように見直しを

行いながら、簡素で効率的な組織機構づくりに努

めてまいりましたが、今後も先ほど申し上げまし

た庁舎のあり方の検討も踏まえた組織体制の構築

と職員の適正配置に引き続き努めてまいります。

大項目３、今後の市民負担増の行政課題につい

て、小項目１、水道事業の動向と市民のかかわり

についてお答えをいたします。水道事業は、安定

的な水の供給と水質の向上を実現するため、経営

の効率化及び健全化を目指し、平成２９年度から

平成３８年度までの計画期間である中長期的な経

営の基本計画、経営戦略を策定をし、事業を進め

ることとしております。この間人口減少傾向や節

水意識の高まりによる給水収益が減少し、収支の

均衡を図るため、維持管理費を必要最小限に抑え

て職員給与費や修繕費、建設改良費の抑制によっ

て継続的にコストの削減努力を行ってまいりまし

た。一方で、老朽化をする施設や管路の維持管理

を安定的に実施をするには委託料、修繕費等の経

費を一定程度見込む必要があり、あわせて老朽化

に伴う施設、管路の更新、改修に係る投資費用も

膨らむことから、現行の水道料金水準を据え置き

した場合、損益が悪化し、平成３５年度には資金

不足が生じると見込んでおります。上下水道事業

経営審議会から平成２８年２月にいただいている

答申に基づき、料金改定に向けた作業を進めてま

いりますが、経営を維持するためには料金改定を
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行うことで、負担を次世代に先送りすることなく

安全な施設設備を有し、安定した持続的な事業運

営につなげることができると考えております。現

在平成２９年度の決算をまとめておりますが、お

おむね経営戦略どおりに進捗をしており、今後平

成２９年度の決算状況等を踏まえ、経営審議会で

詳細な内容を協議し、答申に沿って方針をまとめ、

水道事業の現状、経営戦略など事業の概要、財政

状況と今後の見通しなども含めて市民へ理解を深

めていくことが重要であると考えております。今

後も業務改善等の取り組みを継続的に実施をし、

安全、安心な水道水を提供するために安定的な事

業運営に努めてまいります。

小項目２、国民健康保険の動向と市民とのかか

わりについて申し上げます。本年度から始まりま

した国民健康保険の都道府県単位化により、国民

健康保険の財政運営の責任主体が北海道となり、

市町村は北海道に納付金を納め、北海道は市町村

の保険給付に要する費用を全額負担することとな

っております。納付金を納めるために必要な国民

健康保険税については、これまで市町村によって

保険税の算出方法が異なり、差異が生じておりま

したが、北海道が標準的な算出方式により市町村

ごとの標準保険税率を示すことで住民負担の見え

る化を図るとともに、保険税負担の平準化を進め

ることとなります。一方で、平成３０年度に名寄

市に示された納付金の額は現行の保険税率では賄

えない状況となっており、今年度については基金

を繰り入れて対応する予定となっております。国

民健康保険の加入者は、年金受給者や非正規雇用

者など所得の低い世帯が多く、構造的な問題を抱

えております。平成３１年度に向けた保険税率の

見直しの協議に当たっては、加入者の生活実態に

十分配慮し、負担が過大なものとならないように

平成２９年度決算や基金の状況などとあわせて運

営協議会で慎重に検討をしてまいります。

大項目４、コミュニティー活動の推進について、

小項目１、今後の市政における町内会活動の位置

づけ、かかわりについてお答えをいたします。本

市の７２ある町内会において、地域住民が安心し

て暮らせる社会の構築を目指し、公園や道路の草

刈りや清掃など環境美化活動や安全、安心な地域

づくりのための交通安全旗設置、地域住民相互の

見守り活動、さらに多世代が集い親睦を深めるお

祭りや敬老会、イベントの開催など地域で育まれ

た多種多様な活動が行われております。昨今は、

少子高齢化や価値観の多様化による地域のつなが

りの希薄化などの社会的な要因による町内会への

加入率の低下や役員の担い手不足の課題がある一

方で、防災への取り組みや子供たちを不審者や交

通事故等から未然に防ぐための活動、さらには高

齢単身世帯やひとり親家庭など支援を要する世帯

の見守りなど、町内会に求められる社会的役割は

高いものでございます。今後も単位町内会の活動

がスムーズに推進されるよう町内会自治活動交付

金や拠点となる町内会館の整備を支援をする町内

会館建設費等補助金などの財政的支援を初め、町

内会長と行政との懇談会やまちづくり懇談会など

により意見をいただきながら、町内会活動の推進

に対する積極的な支援に努めてまいります。

次に、自治区制度のあり方につきましては、合

併時の協議を踏まえ、平成１８年度から１９年度

にかけた地域協議で、法定の地域自治区について

は制度上の制約が多いことや行政から求められる

役割の増加が懸念をされるなど、現状では受け入

れることが難しい組織という御意見をいただいて

おります。また、第２次総合計画の策定審議の中

で地域連絡協議会の活動を充実させることが優先

課題である、法に縛られず、地域に合った形を考

えるべきなどの御意見をいただき、地域連絡協議

会の活動を基本に協働のまちづくりを進めると報

告をされております。これらの意見を踏まえ、各

小学校区を基本に組織をされた地域連絡協議会に

おいて清掃活動や防災活動、交流事業など単位町

内会の枠を超えた活動に行政として活動交付金な

どの財政支援や代表者会議の開催による相互の情
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報交換の取り組みを通して地域の特性を生かした

活動を活性化させ、市民主体のまちづくりを一層

推進する地域コミュニティー組織の核として発展

をしていけるよう支援をしてまいります。

大項目５、安心して住み続けられる名寄市につ

いて、小項目１、新年度の除排雪事業の改善と道

路改良について申し上げます。本年度の除排雪事

業については、委託業者や道路センター職員の連

携した除排雪体制により、積み上げ除雪や歩車道

及び交差点排雪を実施をしてまいります。雪堆積

場についてですが、昨年の３月には市民雪堆積場

が大雪により搬入数量を超え、閉鎖を余儀なくさ

れたことから、本年度につきましては昨年度購入

した西１６条南９丁目の土地を新規市民雪堆積場

として利用できるように現在整備中でございまし

て、今冬には市民の方が安心して搬入できる雪堆

積場として供用をしてまいります。

次に、作業機械についてでございますが、昨年

度に引き続き本年度におきましても除雪グレーダ

ーを更新し、さらに安定した除排雪事業に努めて

まいります。また、平成２９年度にクレーンつき

ダンプの更新や北海道から小型ローリー及び凍結

防止剤散布車の２台を購入をしたことから、道路

センター直営での積み上げ除雪を初め、カット排

雪や交差点排雪など効果的な除排雪作業が実施で

きたところでございます。道路センターの人員に

変更はございませんが、市民から期待される課題

に対ししっかりと除雪シーズンに臨めるように体

制を整えてまいります。また、委託業者とも今年

度も意見交換の場を設け、情報共有をしてまいり

ます。

次に、町内会連携事業、レンタル＆ゴー事業に

ついては、実施２年目となり、昨年の実績を踏ま

え町内会と連携協力に努め、市民の満足度が高ま

るように、市民との協働による除排雪事業を進め

てまいります。

次に、名寄市排雪ダンプ助成事業につきまして

は、一般住宅や店舗併用住宅への排雪作業時の排

雪ダンプに係る費用の一部を助成をする事業でご

ざいます。御指摘の現在の指定業者以外の利用車

両の拡大については、事業実施要綱では営業車両

のみ許可をしております。一般車両の拡大につい

ては、責任の所在や運用の判断、料金設定など課

題が多く、個人との関係性で実施をされるものも

あることから、事故などの補償や安全性を確保す

る観点から助成の範囲を拡大することについては

現状では難しいものと考えております。御理解を

いただきたいと思います。

道路の改良、舗装化については、砂利道やアス

ファルト乳剤を散布をしている防じん道路の舗装

化、また舗装道路ではあるが、春先の凍上により

凹凸になったり、陥没箇所が多く発生をする未改

良道路の補修については多くの皆様から改修要望

をいただいております。道路整備の基本的な考え

方については、合併の際に新市の課題として市街

地の舗装率に差があったことから、主に名寄地区

の市街地の未舗装道路の舗装率向上を目指してま

いりました。道路整備には多くの予算が必要とな

ることから、国の交付金対象となる道路工事と維

持補修等については市の単独事業として整備を進

めてまいりましたが、この間の交付金対象の道路

工事において採択率も低く、事業進捗も計画どお

りに進んでおりません。また、舗装済みではある

が、未改良道路での凍上発生による凹凸や幹線道

路の経年劣化による大がかりな舗装補修の必要性、

橋梁等の長寿命化など道路インフラ整備に求めら

れる課題は多岐にわたってまいりました。これら

の状況もあることから、未舗装道路の舗装化の事

業も継続して実施をしてまいりますが、舗装済み

ではあるが、凍上や損傷の多い路線については単

独事業を投入し、舗装率のアップだけではなく、

よりよい道路環境の整備に努めてまいります。

本議会において提案をさせていただいた市街地

の幹線である西１条通の改良舗装工事、未舗装路

線である北西９条右仲通、バス路線でもある郊外

地の幹線道路の風連大沼線の舗装改築を新たに取
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り組んでまいりたいと考えております。また、改

良舗装工事が実施をされるまでの緊急を要する修

繕や防じん道路の延命等の対応につきましては適

時実施をし、安全、安心な道路環境の保持に努め

てまいります。

小項目２、子供の医療費無料化についてお答え

をいたします。名寄市子ども・子育て支援事業計

画においては、平成３２年度からの次期計画の策

定に向けて地域の子育てに関するニーズの調査を

実施をしていく予定であり、この計画に向けたニ

ーズ調査を今年度実施をすることとしております。

本計画の策定とあわせて第２次総合計画中期計画

の策定などにおいてさまざまな要望、政策に対し

取捨選択をする中で判断をしていかなければなら

ないと考えております。

小項目３、空き家対策の促進についてですが、

名寄市の空き家の状況を把握をするために平成２

９年度より大手地図メーカーのデータを基礎資料

とした外観調査を実施をしてきております。名寄

地区市街地の空き家と思われる戸建て家屋データ

３３０件の概況や破損状況、敷地内の立木、ごみ

などの実態について目視調査を実施をしておりま

す。その内訳といたしましては、空き家と確認で

きた物件については１７３件、市民等が居住し、

空き家ではなくなっていた物件については６２件、

新築、駐車場になるなど除去、解体されていたも

のが６２件、国や北海道が管理をしている物件が

３３件含まれておりました。また、本年度におい

ては、名寄地区農村部や智恵文地区、風連地区の

残る１００件程度の家屋について調査を実施をし、

市内全域の実態の把握を行いたいと考えておりま

す。名寄地区市街地で確認をされた空き家１７３

件の状況につきましては、適正に管理され、外観

上問題箇所がなかった建物が７９件、一方窓ガラ

スが割れている、周囲にごみが散乱をしている、

トタンが剥がれている、半壊しているなどそれぞ

れ程度は違いますが、何らかの問題がある建物が

９４件ございました。

市民から情報提供、苦情のありました物件につ

いては、空き家特措法に基づき調査を行い、所有

者及び管理義務のある方を特定し、全件現地確認

を行った上で状況写真も添付しながら改善に向け

ての対応を依頼をしております。その結果、遠方

に住まわれていても迅速に改善、適正管理をして

いただける方がある一方で、数回にわたり依頼を

しても返答や具体的な動きのない方もいるのが現

状でございます。緊急性、安全上問題がある場合

には、消防署、名寄警察署とも個別に連携を行い

ながら対応するケースもございますが、相続関係

や登記上の問題、また建物の形態などさまざまな

ケースがある中で、所有者等に対し建物の現況情

報を的確に伝え、対応につなげるかが課題となっ

ております。この間も申しておりますが、空き家

は個人の財産でございます。個人の資産でありま

して、その管理につきましてはあくまでも所有者

が責任を持って行っていただくということが前提

となります。今後も安全、衛生上問題のある物件

に関しては、所有者等に対し除却も含めた適正な

管理の依頼、情報提供を行いながら対応をしてま

いります。

小項目４、受動喫煙防止条例制定に向けてお答

えをいたします。健康増進法の一部を改正する法

律案が３月９日に閣議決定をされ、望まない受動

喫煙を防止をする観点から多数の者が利用する施

設等が原則屋内禁煙とされ、都道府県に対し義務

違反者への勧告、命令、罰則等の措置について規

定をする改正案が国会に提出をされ、審議をされ

ているところでございます。現行の健康増進法第

２５条におきましては、多数の者が利用する施設

の管理者に対し、受動喫煙防止措置を講じる旨を

規定をしています。このたびの改正案では、国及

び地方自治体に対し、受動喫煙を防止するための

措置を総合的かつ効果的に進めることが努力義務

とされております。また、何人も正当な理由なく

喫煙禁止場所で喫煙してはならないものという規

定及び義務違反者に対する罰則も規定をされてい
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ることから、この改正法が成立をすれば受動喫煙

の防止についてより実効性の高いものとなると思

われます。

参考までに、全国の喫煙率は平成２８年度で１

３％でございますが、市単独での喫煙率は調査

は実施しておらず、数字の把握をしているのは国

民健康保険の加入者のうち特定健診受診者の喫煙

率でございまして、平成２８年度で１ ９％とな

っています。

先ほど申し上げました改正法案が今国会で成立

することになれば、一部の施行期日は最短で平成

３１年の夏ごろになるということでございますの

で、国、北海道の動向を注視をしてまいります。

大項目６、公共交通等の維持改善と住民の移動

手段の確保について、小項目１、ＪＲ宗谷線存続

の取り組みと今後の動きについてお答えをいたし

ます。本市が会長職を務める宗谷本線活性化推進

協議会では、昨年１２月２３日に開催をした協議

会において事務担当レベルで構成をする幹事会に

よる中間報告が行われ、本年５月２９日の総会で

は報告書が提出をされました。沿線自治体による

経費削減効果額を試算をいたしましたが、４９億

円近い赤字額に対し１億 ０００万円弱の効果額

となり、抜本的な収支改善にはつながらない結果

となりました。しかし、沿線自治体として取り組

み可能な経費節減策につきましては引き続き検討

をすることとし、ＪＲの最大限の自助努力を前提

に国の実効性ある支援も求めつつ、将来にわたっ

て路線を持続的に維持していくための方策につい

て北海道とともに費用負担のあり方も含め、検討

をしていくと方向性を決めさせていただきました。

今後の取り組みといたしましては、夏まで基本的

な方向性を取りまとめると言われていることから、

北海道も国と持続可能なスキーム構築のための本

格的な調整作業を行うこととなり、協議会では情

報収集に努めるとともに、利用促進や利便性向上

につながる提案も含め、宗谷本線存続に向けた取

り組みを継続をしてまいります。

小項目２、利用しやすく効率的な公共交通確保

についてお答えをいたします。地域の生活基盤を

守っていくために、公共交通網の確立は大変重要

な要素であると認識をしております。公共交通に

求められる役割として、高齢化社会への対応のほ

か、通院、通学などの日常生活に不可欠な移動手

段であることはもちろん、市外からの観光やビジ

ネスなど地域の生活や経済活動を支える上でも重

要なものとなっております。本市の公共交通機関

は、宗谷本線並びに名寄地区中心部を循環するバ

ス路線３系統や市内中心部と郊外地区や周辺自治

体を結ぶバス路線８系統のほか、デマンド型バス

として郊外と市内中心部を結ぶ路線１系統が市民

生活を支える公共交通として運行しております。

名寄地区中心部を走るコミュニティバスは、平成

２７年度までの３年半にわたる実証運行の中で利

便性の見直しを行っており、公共施設や名寄地区

中心部の移動手段として市民の方々に定着してい

るものと思います。農村部を中心とした郊外地区

では、公共交通の利便性の低い地域が存在をし、

人口の減少や自家用車の普及などによる利用者の

減少により名寄市街地と風連日進地区を結ぶバス

路線、風連御料線においては、路線維持に要する

市の財政負担が年々増加をする傾向となっており

ます。これらの諸課題に対し、地域の特性や利用

者ニーズに合った公共交通の確保を図るとともに、

市内全体の交通手段を連携させ、効率性、利便性

の高い公共交通網に形成することが必要であるこ

とから、名寄市地域公共交通活性化協議会におい

て地域公共交通網形成計画の策定を本年度行うと

ころでございます。

大項目７、地域経済の活性化と農業振興につい

て、小項目１、市民と事業者のニーズに応える住

宅改修事業について申し上げます。住宅改修につ

いては、平成１９年度から２１年度まで快適な住

環境の整備、市内建設産業の振興及び雇用の安定

を図ることを目的に名寄市住宅リフォーム促進助

成を実施をいたしましたが、その後制度の再開を
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望むことが多かったことから、市民の住環境整備

と技術者の人材育成及び継続をした雇用を目的に

平成２８年１０月から本年度までの３カ年の事業

として名寄市住宅改修等推進事業を実施をしてい

るところでございます。本事業については、昨年

度は補正により予算を増額をするなど推移は堅調

で、市民の住宅改修ニーズに応える制度として好

評を得るとともに、市内建設関連業者からも高い

評価をいただいております。このことから、住宅

改修施策については本定例会開会日の執行方針で

も述べさせていただいたとおり、今後移住、定住

の推進や空き家対策など本市のさまざまな施策と

も連動しながら、人材育成や雇用の安定、地域経

済の活性化につながるよう事業期間も含め、継続

に向けた検討を進めてまいります。

小項目２、農業振興について申し上げます。初

めに、農業情勢の変化に伴う農業者等への影響に

ついてでございますが、ＴＰＰや日欧ＥＰＡに伴

う輸入規制の緩和は、関税に関しては協定発効後

から長期間にわたり段階的に引き下げられること

や加工品においては安価な輸入品の増加などによ

り将来的には価格低下などの影響が懸念をされる

ところでございます。本市においては、国の総合

的なＴＰＰ等関連政策大綱に基づく対策として示

された担い手育成と産地としての競争力や収益力

を高める体質強化策、経営安定対策などの施策を

活用し、農業者の経営基盤の強化と生産体制の効

率化など関係機関、団体と連携し、経営強化に努

めるとともに、価格安定対策などの関連施策が地

域の実情に沿った実効性ある取り組みとなるよう

求めてまいります。

また、主要農作物種子法廃止については、北海

道において現状を維持する見込みとなり、影響は

少ないものと考えておりますが、今後とも生産者

が安定的に高品質な農作物の生産が継続できるよ

うに、優良で品質の高い種子の安定供給に向けた

農業施策の推進について引き続き関係機関、団体

と連携しながら、国や北海道に求めてまいります。

また、繁忙期における労働力確保については、

パート等の雇用労働力や作業受委託などによる労

働力の確保と一方では作業の省力化や法人化など

の多様な手法を組み合わせ、対応していく必要が

あると考えております。雇用労働力の確保対策と

しては、今年度からＪＡ、生産者の協力のもとに

大学生による農作業従事について試験的に取り組

んでおりまして、今後の農業者と労働者とのマッ

チング支援等につながるよう関係機関、団体と連

携して調査検討してまいります。

小項目２、農業振興について、３、日本最北の

ワイナリーへの期待についてお答えをいたします。

当該特区計画認定の経緯といたしましては、本市

において市内の農家がワイン用ブドウを栽培し、

委託醸造により名寄産ブドウ１００％のワインを

販売しているところ、いずれは名寄にワイナリー

を建設して自家醸造をしたいとの考えを持ってい

るとの話をいただいておりました。醸造免許を有

するためには、酒税法による最低醸造数量の基準

をクリアをする必要がございますが、一定の条件

を満たして構造改革特別区域計画の認定を受けれ

ばその基準が引き下げられることとなります。そ

こで、本市においては事業者からの提案を受け、

内閣府地方創生推進事務局に特区計画を提出し、

本年３月３０日に日本最北のワイナリー創生・名

寄ワイン特区が構造改革特別区域計画の認定を受

けたところでございます。これにより名寄産ブド

ウを１００％使用する場合に限り酒類製造免許の

要件が緩和をされることとなります。現在事業者

がワイナリーの建設や製造免許の取得などの準備

を進めているところでございまして、早ければ２

年後から名寄で醸造されたワインの販売が開始で

きる見込みとのことでございます。日本最北のワ

イナリーが誕生すれば、名寄の知名度の向上やワ

イン愛好家などの来名など効果も見込まれるとこ

ろでございまして、市としてもこの取り組みのＰ

Ｒなどを通じてサポートをしてまいりたいと考え

ております。
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大項目９、名寄市立総合病院と名寄東病院等に

ついて、小項目１、名寄市立総合病院の経営課題

等についてお答えをいたします。市立総合病院は、

新名寄市病院事業改革プランでお示しをしていま

すとおり、地方地域センター病院、救命救急セン

ターとして医療圏の中での急性期医療のとりでと

してその機能をしっかりと維持をしていく必要が

ございます。そのための人材確保対策として、昨

年には卒後臨床研修評価機構の認定を受け、研修

体制の質を高めながら継続して初期研修医を採用

をしてきているほか、学資金制度や市立大学との

連携などによる看護師の確保、さらには必要な医

療技術職などを広く道内外から採用をしておりま

す。また、これまでに医師の業務補助、医療安全

や感染対策、看護の質を高めるための補助業務な

どに多くのスタッフを増員をしてきております。

一方で、外来部門の改修、ＩＣＵ、救急外来棟の

増築、精神科病棟の改築、また高度医療機器の更

新や利用者の利便性を高めるための駐車場整備な

どハード面での充実も図ってきたところでござい

ます。

病院事業収支の面では、赤字経営が続いており

ますが、これまでの積極的な投資対策が費用の増

加だけでなく、新たな医業収益にも結びついてお

り、不採算医療を担う責務のある公立病院として

は厳しいながらも、その役割を果たすための運営

はできていると考えております。求められます経

営の健全化に向けましては、圏域内の医療、介護

機関との連携を強化をしていくことが最重要と考

えております。そのための取り組みとして、地域

医療構想調整会議での協議や地域包括ケアシステ

ムを構築をしていく中で積極的にかかわっていく

こととしております。また、近年においては、診

療報酬制度の改定に対応した調整を行うとともに、

職員相互の協力により、より高い評価を得たＤＰ

Ｃ係数を生かしていくための細かな対策も図って

いくこととしております。

次に、小項目２、名寄東病院の役割と今後の施

設整備についてですが、東病院の決算につきまし

ては、診療報酬制度改定の影響を受けて大変厳し

い状況にございますが、院長を初めとした全体の

経営努力などにより決算額としては約 ３１７万

円の黒字を確保したところでございます。しかし、

現在協議中の地域医療構想における役割の明確化

やそれに対応した経営のあり方などについて専門

的な知見を必要とすることから、年度内に医療経

営に特化をした経営コンサルタントを導入するこ

との協議を進めております。施設につきましては、

老朽化が著しい状況にございますので、コンサル

の評価結果を得てから関係者と十分な協議を図っ

た上で方向性を検討してまいりたいと考えており

ます。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 私からは、大項目８、

教育行政執行方針についてお答えいたします。

まず初めに、小項目１の教職員の多忙化と改善

の方法についてでありますが、国では昨年の６月

に新しい時代の教育に向けた持続可能な学校教育

指導・運営体制の構築のための学校における働き

方改革に関する総合的な方策を中教審へ諮問し、

同年１２月に中間まとめがなされました。このこ

とを踏まえ、学校における働き方改革に関する緊

急対策が取りまとめられまして、各都道府県教育

委員会に通知がされたところでございます。道教

委におきましても本年３月に学校における働き方

改革「北海道アクション・プラン」を策定し、道

内全ての学校が働き方改革を進めるため、市町村

教育委員会の取り組みを促し、教員の時間外勤務

の縮減や外部人材の活用に向けた取り組みを近々

に対応すべき重点事項と位置づけまして、着実に

取り組むこととし、あわせて国の動向や学校にお

ける取り組み状況などを見きわめながら、適宜見

直しを行うこととしております。

このプランでは、教育委員会及び学校の役割が

示されております。教育委員会の役割としては、
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１点目は学校における働き方改革を進めるための

計画等を作成すると。２点目は、地域の実情に応

じた取り組みを主体的に実施すると定めておりま

す。また、学校の役割として、１点目は学校の重

点目標を明確化し、全職員の共通理解のもと働き

方改革に向けた取り組みを関係機関と連携しなが

ら主体的に推進する。２点目は、勤務時間を意識

した働き方を進め、職員一人一人の意識改革を推

進すると定めております。また、道教委からは平

成３２年度までに１週間当たりの勤務時間が６０

時間を超える教員を全校種でゼロにすると。この

ことを当面の目標として設定し、この目標を達成

するための具体的な取り組みが示されたところで

ございます。このことから、市教委としては校長

会、教頭会、ＰＴＡ役員をメンバーとする名寄市

立小中学校働き方改革推進会議を設置し、全ての

学校で教員が授業や授業準備に集中し、健康で生

き生きとやりがいを持って勤務しながら、学校教

育の質を高められる環境を構築するため、時間外

勤務の縮減に向けた地域の実情に応じた各種取り

組みを検討し、全ての市内小中学校が足並みをそ

ろえて取り進める業務改善の方針と計画を策定し

てまいります。

次に、小項目２、教員住宅の確保についてでご

ざいます。本市の教員住宅については、１０６戸

あり、そのうち入居可能な教員住宅は８７戸、入

居戸数は７１戸となっております。また、老朽化

により入居不可能な住宅が１９戸あります。地区

別の入居可能戸数と入居状況は、名寄市内では５

０戸中４１戸、中名寄では４戸中４戸、智恵文地

区では８戸中５戸、風連地区では２５戸中２１戸

の入居となっております。本市の教員住宅につき

ましては、平成１８年度に建築して以降整備が行

われていなく、市内にある１０６戸の住宅のうち

３０年以上経過している住宅が６８戸と半数以上

に上り、全体的に老朽化が進んでいることから、

何らかの対応が必要と認識しております。今後の

整備につきましては、名寄、風連の市街地では民

間アパートや賃貸住宅などの活用方策も検討して

いきますが、当面の間新たな教員住宅の整備はせ

ず、修繕などを行いながら既存住宅を活用してい

きます。また、郊外農村部につきましては、民間

アパートなどの活用が困難な状況であるため、住

宅の劣化状況等を考慮しながら整備を進めてまい

りたいと考えております。

続きまして、小項目の３、高等学校のあり方に

ついてでございます。道教委では、高等学校教育

の課題の一つに中学校卒業者数の減少を挙げてお

り、募集定員の削減が避けられない状況の中、生

徒の学習に応える多様で柔軟な教育課程の編成が

可能となるよう学校の再編などに取り組む必要が

あるとしております。具体的には、望ましい学校

規模は１学年４から８学級として第１学年３学級

以下の高校については原則として再編整備の対象

とし、可能な限り望ましい学校規模になるよう近

隣の高校との再編を進めているところでございま

す。和寒以北の上川北学区の中卒者数につきまし

ては、平成３０年は５４９名となっており、１年

後の３１年には４８９名で６０名の減、３年後の

平成３３年は４５８名で９１名減少すると想定さ

れております。全日制の上川北学区の定員は６４

０名ですので、間口の調整が必要になる状況にあ

ります。名寄市内の高校におきましても、上川北

学区と同様に中卒者数は減少傾向にあり、定員割

れが続くことから、平成３２年度に名寄産業高校

の学科転換による１間口減の方向性が示されたと

ころでございます。

このような状況の中、名寄市内高等学校在り方

検討会議では道教委の高校づくりの方針、道内や

名寄市内の経済と雇用情勢、生徒数の推移や進路

状況を分析しながら、今後名寄市内の高等学校の

あるべき姿について検討していただき、それをも

とに市としての方向性をまとめ、道教委へ要望し

てきたところでございます。要望の具体的な内容

といたしましては、平成３２年度の産業高校の学

科転換につきましては、電子機械科と建築システ
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ム科を統合し、これまで取得できた各種資格を引

き続き可能な限り取得できるよう教育課程の工夫

をすること、存続する酪農科学科と生活文化科に

ついては魅力ある学科とするため、教育課程を創

意工夫し、中学生や保護者への情報発信に努める

ことなど大きく２点にわたって要望してまいりま

した。このことを受け、先般道教委からは電子機

械と建築システム科を統合し、機械・建築システ

ム科に学科転換することが示されたところでござ

います。さらに、在り方検討会議の意見を踏まえ、

産業高校が学科再編により１学年３学級の小規模

校となり、近隣高校との再編対象となることから、

平成３５年度をめどに名寄高校と産業高校を再編、

統合し、未利用となる校舎や名農キャンパスの農

地などの活用について本市の意向を踏まえ、検討

するよう要望してきたところでございます。要望

の理由といたしましては、市内での今後の高校教

育のあり方について考えたとき、市内北学区全体

で生徒数が減少していく中、両高等学校の体力が

落ちる前の有効な対策として、両校を発展的に統

合し、両校の相乗効果を発揮させ、子供たちにと

って魅力があり、選ばれる高校としていくために

必要な取り組みであると考えたためでございます。

名寄市としましては、今後ともことし３月に提出

いたしました要望内容を踏まえ、道教委と連携し

ながら望ましい高校配置のあり方について検討し

ていきたいと考えているところでございます。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） それぞれありがとう

ございました。再質問を申し上げたいと思います

が、最初に大項目や小項目多少横断をして中期財

政計画、あるいはこれは総計の、それから一昨年

の示された中期財政計画の展望の関係やら、住宅

改修やら、空き家問題も含めて、関連もございま

すので、質問を申し上げたいと思います。

市長３期目就任してまだ二月の間、恐らく政策

予算のすり合わせ等それぞれ内部のをやられたと

いうふうに思いますが、３期目ということで市民

の期待も多かったのではないかと思いますが、そ

の分政策的な補正予算、最終日に審議をまたされ

ますけれども、１億 ６００万円ぐらい、私ども

外から見ていてそう大きな数字ではないなという

印象も受けとめておりますけれども、この数字に

至った根拠等、あるいは内部での議論経過につい

てお知らせいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） ３月の議会でまず骨格予

算ということでお示しをさせていただき、議決を

いただいたわけでありますけれども、その議論の

過程の中でも当然通常と同じような議論をさせて

いただく中で、喫緊の課題であるだとか、先送り

できないものについて、あるいは政策的なものに

ついて、さらに検討を要するもの、あるいは政策

的ということで補正に送ったものというようなこ

とで、その議論の過程の中でこうした数字として

積み上がってきたものということでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） お答えが少し抽象的

ですけれども、確かに精査をされて、そう大きく

ないように見える。問題は中身なのでしょうけれ

ども、財政展望との関係だとか、特に市長１期、

２期やられて８年、９年目に入りますけれども、

合併特例債なども含めて大型事業が連続をしたと

いう経過、あるいは中期財政計画の展望なども含

めてやっぱり財政的な素因が大きな要因に、１億

６００万円ぐらいというあたりは恐らく財政課

でもかなり厳しく、あるいは市長としてはもっと

もっと市民の期待に応えて膨らませたい課題もあ

ったのではないかと思います。もう少しそこら辺

について、この数字に落ちついたというところあ

たりもお聞かせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 繰り返しになりますけれ

ども、一昨年お示しをしました中期財政計画と財

政の展望について、一定のキャップというか、規
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律を決めたわけでありまして、そのことも当然予

算を策定していく中で無関係ではないというふう

に思います。そこも踏まえて昨年度来の予算協議、

そして今回の補正予算で、当然いろんな市民の皆

さんのご議論もいただく中で盛り込んだもの、あ

るいは政策的に少し継続して協議をしたものも含

めてこうした数字に落ちついたということでござ

います。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） もちろん総計の１０

年間の計画で基本構想、基本計画が示されており

ますから、私の判断としても数字が大きい、小さ

いというよりも一定の落ちついたところに、特に

財政担当では厳しく名寄市の中期財政計画の展望

も示されておりますから、いいところにおさまっ

たのではないかと思うのですけれども、市民全体

的にやはりここ合併以降、特例債の持つ意味、特

例債といっても借金は借金で、３年据え置き、１

５年返済ということになると、低金利時代といい

ながらも利子もそれなりに一定程度の額になるわ

けですから、常に注意を、しっかり検証した上で

今後の中期、ことしの計画はもう既に予算が決め

られて政策予算も最終日に審議をされますけれど

も、それをやるという前提の上に立っての向こう

４年間あるいは後期の４年間という連動性を踏ま

えた場合、ちょうど合併以降風連の再開発も含め

て、この間６０億円なり７０億円ぐらいの特例債

を使って今日に至って、あとわずか、正確なとこ

ろは副市長でも結構ですけれども、特例債の使い

方について天井いっぱい使っていきながら２次の

総計に反映をしていこうとするのか、もう少しお

知らせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 合併特例債、たしかも

う１０億円切るぐらいの数字であります。合併特

例債そのものの趣旨は、やはり新しいまちづくり

に資するためということでありますから、全体的

に財政状況が楽観視できない中で非常に大事な財

源だというふうに捉えているところであります。

ちょっと話前後しますけれども、今回の１億

０００万円ぐらいの補正につきましては、当初の

骨格予算の際の検討していく中で、もう少しこれ

は議論が必要だろうというのを踏まえて、一般財

源ベースで約２億円ぐらいあったところでありま

す。そこからかなり財政サイドとして今後の財政

展望も踏まえて切り込めるところは切り込む、あ

るいは無駄を省く、そしてまだ議論が足りないと

いうところはやっぱりもうちょっと議論しなけれ

ばならない。そういうようなことを踏まえてこの

１億 ０００万円というふうに落ちついてきてい

るところであります。その間に道路の交付金の削

減等もありましたので、それも総体的に詰めてい

ってこの数字になったというところであります。

当然財政サイドは、今後合併特例債も踏まえてど

ういうまちづくりが必要で、そして老朽化施設等

もございますし、あるいは広域化でやらなければ

ならない部分もかなり出てきます。そのあたりも

踏まえてのさばきが必要になります。特例債の使

いどころは、借金ですので、間違えますと後から

後年度負担がどんと出ますもので、これは慎重に

取り扱っていかなければならないと思っていると

ころです。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 今年度しっかり進捗

を高めながら、先ほども言いましたけれども、中

期の４年、その後の後期の４年という。この時期

というのは、合併以降ややこれで１３年目になり

ますけれども、その償還圧というか、かなりピー

クに達する時期とちょうどオーバーラップをする

時期ではないかというふうに考えておりまして、

今回の政策予算を抑えたという印象が適当かどう

かわかりませんけれども、いずれにしてもそれは

２期、中期あるいは後期にずれ込んでいくという

印象で、それは的確な判断なのかという感じがし

ておりますが、昨年の年末の中期財政計画の平成

３４年までぐらいの一定の数字が出ていますけれ
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ども、来年度以降は特に一般会計ベースで大きな

数字の変化としてあるのは、基金に１０億円前後、

７億円から１１億円ぐらいの基金を毎年組み入れ

ながら、それにしてもトータルして２００億円ぐ

らい一般会計ベースに数字として出ています。特

に地域経済へ大きな影響が出るだろうというふう

に思われます普通建設事業は、押しなべてずっと

２０億円、かつては４０億円、３０億円台という

状況でしたけれども、これはかなり大きな変化で、

市内の事業所をいろいろ営む皆さんも名寄市の公

共工事だけをということでなくて、北海道や、あ

るいは国の補助事業などについても想定をしなが

ら経営を立てられているのですけれども、市の財

政上はこの数字が適当かどうかというのはわかり

ませんけれども、地域経済にはそれなりの影響が

出てくるのかなという感じがしておりますけれど

も、その辺についての判断をもう一度お聞かせを

いただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 財政規律で２０億円と

いうところで設定しておりますけれども、恐らく

これから総計等も踏まえて議論を進めていくと、

この２０億円が恐らくでこぼこになる、そういう

年度もあるかと思います。地域経済における公共

事業のあり方というのは、大きな要因になるのは

私どもも認識しているところでありますが、ただ

税金を入れていく部分で必ず財政規律というのも

重要になりますので、バランスが非常に難しいと

ころであります。問題は、名寄市の公共事業その

ものが市だけではなく、お話しのとおり国や道と

いうものもあります。あるいは、民間の事業拡大

もあります。もうちょっと考えると、その公共事

業が人口減少の中で市内で消化できるかどうかと

いう課題も恐らくあるかと思います。今後これは

非常に大きな課題ですので、ぜひいろんな形で議

論、そして市民の皆さんとも意見交換しながら、

どういう形がいいのか、あるいは手法についても

探っていく必要があるかと思います。市のほうで

できる一例としては、例えば早期発注だとか、そ

の年度の事業量をできるだけ早目に周知させてい

ただくだとか、そういう細かいことも含めて対応

させていただきたいと思っていります。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） またこの暮れには、

今年度の決算見込みを見ながら中期財政計画のし

っかりした数字が出てくるのだろうと思います。

その段階でまた検証させていただきたいと思いま

すが、健全化比率の関係でいくとその時点では実

質公債費比率１３％、あるいは将来負担比率が９

０％を超えない範囲の中でという上限数字を示さ

れておりますけれども、現状はこの辺の数字の変

動というのは大きく変わらないという認識でよろ

しいかどうか改めてお聞かせいただきたいと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 現状では、それほど悪

化しないというふうには見ておりますけれども、

一番課題になるのが基金の金額であります。基金

の金額が高いと、実質公債費比率あるいは将来負

担比率は安全圏のほうに押し下げる力が働くので

すが、これが基金がなくなってくると逆の現象が

起きます。プラスこの基金について国の地財審あ

たりでも非常に関心の高いところでありますので、

それも踏まえてここは本当にシミュレーションを

確実にやりながら、基金についてもコントロール

していく必要があると認識しております。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 現状は８０億円なり

９０億円の基金のイメージがずっとありましたけ

れども、中期財政計画の最終年の先ほど言った平

成３４年ごろには数十億円ぐらい一気に、５０億

円なり６０億円に落ち込むという状況、それは有

効な政策にどう反映をするかということのつなが

りもありますから、単純に数字だけでは判断をし

切れませんけれども、特に後期に至ってはまさに

かつて今までの償還圧が一層高まっていくという
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こと、あるいは合併、交付税への最終的な影響等

の判断もありますから注意が必要ではないかとい

うふうに考えておりますので、特に並行して公共

施設の課題についても数字としては示されて、恐

らくそれぞれの公共施設を単年度ごとにどれをど

うするかという判断、これは当然議会はもちろん

ですけれども、市民のサービスだとか、いろんな

行政の運営の中で大きくかかわってくるので、こ

こはしっかり意識をした上で提示を求めておきた

いと思います。

それで、財政関係全般については時間の関係も

あるので、これでまた次回に送らせていただきま

すが、小さな事業のように見えるけれども、私は

大きな事業だなというふうに思っているのは住宅

改修事業についてだと思います。冬の除雪、排雪

の関係もそうなのですけれども、ダンプ関係、典

型的な行政と市民の協働事業ではないかというふ

うに思っていますから、今年度で一応一区切りと

いいながらも、市長は既にこの２定の冒頭でも継

続した市民ニーズを受けとめてやっていくという

姿勢が明確になりましたけれども、これをもっと

もっとやっぱり育てていくことが重要かなという

ふうに思っておりますけれども、議会でのやりと

りの中では今年度できるだけ早い時期にしっかり

そこを基本的な考えだけでなくて具体的な提示も

していただくようなことで私は認識しております

けれども、改めてお答えをいただきたいと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 住宅改修の事業について

は、今も議員の御指摘のとおり冒頭の執行方針の

中で継続の方向で検討させていただくという話を

させていただきました。今後ちょっと建設事業関

連のお金がなかなか伸び悩むという中でも、やは

り経済の活性化の観点からもこの事業の継続の必

要性があるだろうというふうに判断をしています。

一方で、経済の活性化だけでなくてさまざまなこ

れによる波及する効果があるわけでありまして、

そこをしっかりとより費用対効果を高めていくと

いうか、いろんな意味で福祉や、あるいは事業者

を育てていく。地域経済の活性化等々、さまざま

な角度から具体的な制度設計をしていかなければ

ならないというふうに考えています。１年たちま

したので、今いろんな検証をしながら関係者の皆

さんとも協議をして、しっかりと検討してまいり

たいというふうに考えています。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 一昨年の１０月から

始めてちょうど秋で丸２年、それとあと来年の３

月末ということですから、担当のほうに数字をい

ただきました。新聞にも公になっていますけれど

も、私この丸２年近くの数字を合計しますと３６

６件、５月末ぐらいです、合計で。市民からかけ

ていただいたお金が ９６０万円、トータルして

の総事業費は５億 ０００万円ぐらいの数字、

０００万円から ０００万円ぐらいに、これはか

なり、名寄でいえば大手のところも登録をしてお

りますし、本当に一人親方的なペンキ屋さん、塗

装屋さん、あるいは鍛治屋さんとか、設備屋さん

とかというところ、ネットで見ると７３件ぐらい

登録していますけれども、裾野が本当に広いのだ

なという認識をしておりまして、改めて継続的に、

持続的に雇用だとか、あるいは地域の経済への反

映だとかということではしっかりやってもらわな

ければならないというふうに思っていますので、

これも雪降る前に、この９月末ぐらい、関係業者

の皆さんや市民のニーズが今の状態のお仕事、家

の中中心、あるいは外回りというぐらいの感じで

すが、もう少し継続的、持続的に発展をさせると

いう意味では協働事業としてやっぱり少し拡大を

されていったほうがいいのか、あるいは１００万

円のあり方、あるいは５０万円という一区切りの

段階をもう少し細分化してほしいという声も市民

の皆さんからも聞きます。５０万円はやっぱりち

ょっときついと。３０万円なら、あるいは２０万

円ならと、そういう使い方の問題、それは単年度
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で使い切るか、あるいはもちろん全体の２割を補

助をするというところあたりはそう簡単には変え

られないというふうに思いますけれども、もう少

し使い勝手のいいものに、そういう検討、工夫に

ついての市長のお考え方について聞いておきたい

と思います。最終的には、業界の皆さんや市民の

ニーズをしっかり受けとめて形にしていただくと

いうことですけれども、市長の基本的な考えにつ

いてもう少しお知らせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 今お話しいただいたとお

り、さまざまな市民の皆さんのニーズや要望があ

るのも承知をしているところでありますし、業界

の皆さんの御要望もある。さまざまな、一方で改

修だけでない、新築住宅に関してもどうだという

ような話もあるということであります。この改修

事業については全額単独費なので、それなりのし

っかりとした効果もお示しをしていかなければな

らない中で、引き続き大きな、やっぱりある程度

の年度内のキャップをはめる中で効果的な施策と

なるように関係機関、団体の皆さんとよく協議を

しながら、できるだけ早い段階で具体的な制度設

計をお示しをしてまいりたいというふうに考えて

おります。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 担当職員からすれば

いろいろ幅を広げて細分化することの面倒さはあ

るかもしれませんけれども、余計金出せという話

は今私もしておりませんけれども、しっかり事業

者にも市民にもニーズに応えられるような検証を

した上で、できるだけ早くやっぱり来年度の見通

しみたいのを、準備をしていただく上では本当に

最低半年前には必要だというふうに考えています

ので、さらに求めておきたいと思います。

これと類似したような感じで提案ですが、やっ

ぱり協働で、行政と市民が本当に協働するという

事業をもっともっと熱く押していかなければなら

ぬと思うのです。空き家の改修の関係で一番急ぐ

のは、やっぱり環境、衛生、安全等にかかわるも

のについてはできるだけ早期にと。しかし、相手

があることですから、あした、あさってすぐとい

うふうにならないで継続課題を幾つも抱えている

ことも承知をしております。そこで、空き家の壊

すのを前提にしたものが数十戸確認をできている

ものが名寄市内を中心にしてという、名寄地区を

中心にして、これから風連ほか１００件ぐらいま

た調査をしていくということですけれども、この

空き家の解体に向けて一定の事業をまたつくるこ

ともある面では大きな効果が出ていくのかなと。

やっぱり家計を見て一気に壊せないと。資産税も

上がると。６倍も５倍も上がるということなんか

の課題もありますけれども、北広島では既に２年

前ぐらいから解体に補助事業を実施していますけ

れども、これについての認識ございますか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 先ほど空き家の状況につ

いて具体的な数字をお示しをさせていただき、危

険だと思われる、あるいはそれに近い、準じるよ

うな家屋に関しては地域の皆さんとよく点検をし

ながら、我々としても必要な措置を講じておりま

して、どういう基準かと言われるとあれですけれ

ども、ほかの地域と比べると名寄市は比較的そう

した危険なものに対しては順調に解体等も進めて

いっていただいているのかなというふうにも思っ

ておりますので、今のところ解体に対しての助成

ということを考えてはおりませんけれども、引き

続きこの状況に対しては注視をしながら推移を見

守り、必要な対策を講じてまいりたいというふう

に考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 私二、三日前に北広

島の担当者に直接お聞きをいたしましたけれども、

解体補助金制度を２８年１０月ぐらいから実施を

しておりまして、北広島は人口で名寄の大体倍強、

予算的には２倍弱という状況ですが、２８年の後

半の半年で１０件、２９年度で３０件、そしてこ



－52－

平成３０年６月１８日（月曜日）第２回６月定例会・第２号

としはまだ５月末ですけれども、１５件ぐらいと

いうことで、順調に市民ニーズが、これはまたま

さに市民の皆さんと行政の協働で地域の環境とか

安全、衛生だとか実効を上げて、さらに続けてい

くかどうかはまた今年度の状況だというふうには

聞いておりまして、たまたま名寄のほうに近い出

身だということで丁寧に応対をいただいたのです。

この例について少し、建設水道部長はもう当然知

っていて手を挙げないのでしょうけれども、北広

島の例は参考になりませんか。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 先進的に取り組

まれている道内初め全国さまざまな自治体がある

のだろうというふうに思っておりまして、ただ私

ども解体についてはそれぞれのお持ちの持ち主の

方の事情等々もあって、それに対する補助制度、

それともそういうリフォームだとかも絡めてそう

いった中に入るのか、これについてはまだまだ議

論があるのだろうというふうに思っています。建

設水道部の立場でいえば、当然危険家屋の解体等

々については十分持ち主の方、また助言等があれ

ばさせていただきたいというふうに思っていると

ころでございますので、費用についての部分につ

いては今後そういった財政的な問題を先頭に大変

課題等々が多いのだということで承知をしている

ところです。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 多分十分全道全体的

に理解をされている天野建設水道部長だと思いま

すから、改めてお聞きはしませんけれども、現行

の空き家の対策特措法では、空き家を解消してい

く、あるいは利活用していく、あるいは定住、移

住の問題も含めてさまざまな活用方法があります

けれども、現行はいわゆるそういう市町村、自治

体における計画づくりについて義務化はされてい

ませんけれども、道内でもかなりの、２割か３割

ぐらいの市町村ではそういう動きで、そういう条

例で今名寄で決めているのは審議会というか、委

員会の設置だけでございまして、具体的には契約

にまで発展をして、中長期の単なる税金を出して

いくということではなくて、まさに地域の経済へ

の活性化の一助、あるいは高齢化という大きな問

題がありますから重要な課題だというふうに思っ

ていますけれども、計画づくりについて少しイメ

ージ持ったことがございませんか。お答えをいた

だきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 現状計画づくりという

ところまではいきませんが、空き家の問題につい

ては今空き家対策の協議会、それから空家バンク

ができたときからの大きな課題でありまして、現

状認識まずきっちりしなければならない。しっか

りしなければならないというのはあります。非常

に大きな問題でして、ことしの冬が雪が多かった

せいもありまして、かなり危険になっている家屋

があるというのも承知しているところであります

し、パトロールもしております。所有者不明の家

屋を出さないようにするというところから始まっ

て、壊した後の利活用、一通りの作業を、一通り

の流れをどういうふうにつくって、それを計画に

落とし込んでいくか、これは非常に大きな課題で

あります。前段市長のほうから比較的家屋につい

ては、今指示で回っているということはあります

けれども、今の高齢化率ですとか、ひとり暮らし

のお年寄りの方がふえているという状況を踏まえ

ると、かなり緊急な課題の一つというようには認

識しているところであります。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 何回も言いますが、

行政と市民の協働の事業というのをしっかり中長

期の中で温めて育てていくこと、またこれは地域

経済の反映にも影響出てくるわけでありまして、

ぜひ今たまたまリフォーム、住宅改修事業あるい

は空き家の補助事業などについて、今年総合計画

の策定審議会も皆さん熱心に議論していただいて
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いますけれども、どちらにしても私ども議会ある

いは市民の皆さんに丁寧に説明をして理解を深め

ていただくという、そして来年度から中期計画を

スタートをするということになるわけであります

けれども、それについて加藤市長はきょうのやり

とりについて中期計画への議論に参考にしていた

だくというよりも、しっかり前のほうに向いて具

体化することを改めて求めておきたいと思うので

すが、決意のほどお聞かせをいただきたいと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 今晩もあしたも市民との

総合計画策定に対しての意見交換会をやっており

まして、さまざまな皆さんからさまざまな角度で、

この６月も相当いろんな総会や審議会や委員会等

もありまして、その中でもアンケートをとったり

とか、皆さんの御意見を聞いて総合計画をより市

民の皆さんにもかかわってもらおうという意識で

やっているところであります。今議員からもいろ

んな貴重な意見をいただきましたので、当然そう

したことも参考にさせていただきながら、これか

らの総合計画の策定の審議を進めてまいりたいと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 市民を意識するとい

う意味ではワインの話、私もワインが、ビールの

後は大体ワインに決まっているのですけれども、

恐らく地域、これから５年、１０年と新たなワイ

ンづくりについて、醸造を含めてやっていく展望

を先ほどお話を聞かせていただきました。この関

係については、どういう経緯で内部で、当該者か

らの提案はもちろんあったでしょうけれども、規

制改革の関係ではよい規制改革だなというふうに

思っていますけれども、悪いのは国会の中でも随

分たくさん例あるようですけれども、市長はどう

いう評価をされて、役所の中でもそれで取り組ま

れたのでないかと思いますけれども、お聞かせを

いただきたい。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 当該農業者の方から、実

は特区の話というのも聞いておりまして、特区申

請というのは複数の事業者さんが集まらないとで

きないものなのだというようなお話もあったりと

か、非常にハードルが高いというようなことで、

なかなか申請に至るまでに至っておりませんでし

た。２年前から松岡参事監にこちらにお越しいた

だいて、酒造免許はどちらかというと国税庁管轄

のお話なので、そうした経過も御相談させていた

だき、松岡参事監のほうで今回のこの問題に関し

ては主体的にかかわっていただいて、国とも交渉

をさせていただいて、書類もしっかりと当該農家

さんとも協力をしながら策定をし、今回の成功に

至ったということで、まさにこうした大きな成果

をいただいたということだということでございま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） ただ、規制緩和は６

キロリットルから２キロリットルにハードルを下

げてもらったということで、課題はまだ残ります

が、もちろんこれは当該者が努力をして、あるい

は市全体でも支えていくということだと思います

けれども、多分松岡参事監が中心に道をつけてい

ただいたのではないかと思いますので、本当に御

苦労さまです。今月でいなくなるというのが非常

に残念でありますけれども、市長も高い評価をさ

れているようですので、その成果は高かったのか

なと思います。

それで、私も調べましたけれども、そのために

小さな動きではありますけれども、やっぱり２キ

ロリットルでは７５０ミリリットルで割ると二千

七、八百本ぐらいで、恐らく市場ベースに乗ると

いう状況ではないのではないかと。まして ００

０円、 ０００円になると、私なんかはふだんは

セコマかどこかでＧ７で５００円ぐらいのと、あ

るいは８００円ぐらいのと一瞬迷うことはありま

すけれども、また一定の数にならないと税務上の
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問題も含めて効果はなかなか出てこないだろうと

思うのですけれども、現状の段階でそれを支援を

するという言葉だけでいいとは思いますけれども、

一定の時間がたてばさらに拡大をしていくという

こと、あるいはほかにもまた同じようなことを起

業する方も出てくるのではないかというふうに思

っておりまして、ぜひそこは課題として５年、１

０年後の先の展望についてもまたいろいろ御検討

は必要かなというふうに思っていますので、改め

てお答えは今求めませんが、よろしくお願いをし

たいというふうに思います。

次に、かわりますが、２つ目には市立病院の関

係について再質問いたしますけれども、時間の関

係で経営だけの話に絞らざるを得ませんけれども、

２９年度決算が約マイナス１億円、ずっと三、四

年数字を追いますと２６年度でマイナス ５億円、

その次の２７年がマイナス ２億円、そして２８

年がマイナス ９億円の、そしてマイナス１億円

ということで、それぞれ病院側の御努力について

は数字を見る限りは評価をしておりますけれども、

中長期の見通しの中では平成３１年度には単年度

収支同額にして、あるいは３２年度には来年と再

来年の話だけれども、黒字化を見込むというふう

にかなりつくりとしては厳しいつくりをされてい

ますし、あるいはこれから介護保険等の関係も含

めて在宅がふえるということからするとベッドの

削減問題も大きな課題が出てくるのですが、予定

どおり計画で出されているような感じで進むとい

う想定で理解してよろしいのかどうか、改めてお

聞かせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 病院事

業の改革プランの進捗についての御質問というこ

とでございます。この数年の赤字の決算の状況に

ついては、若干の改善傾向にあるということでご

ざいますが、平成３１年度で黒字化を見込んだと

いうことにつきましてはその議論経過の中からも

大変厳しい目標であるということではございます

が、やはりそこに目標を置かなければいけないと

いうことでございまして、決意を込めて計画の中

に組んできたということでございます。

今年度診療報酬改定がございました。ＤＰＣ係

数などの評価では高い評価を得たということでご

ざいますが、それがすなわちすぐこういった赤字

の解消につながるほどの改善効果を生むというこ

とではございませんので、市長からも答弁させて

いただいたとおり内部の細かい点も含め、今後の

連携が大変求められている中で、地域医療構想の

中で協議されているということでございます。

あと、ベッド数の削減については、現在急性期

の目標とされているベッド数と当院のベッド数は

ほぼ同じでございますので、市立病院のベッドが

削減されるという方向にはすぐは行かないだろう

というふうに見ているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 先ほどちょっとど忘

れしまして名前出てきませんでしたけれども、新

名寄市病院事業改革プラン、今岡村部長からもあ

りましたけれども、あそこの改革プランというの

は改革プラン、計画なので、それほどきれいな内

容ではないのかなというふうに思っています。こ

のときの診療単価が大体この５年間の実績で ９

％ぐらいで、その２分の１の伸びを見てという前

提だとか、あるいは４５人ぐらい足りない医療従

事者、看護師も含めて、いろんな計画を持った上

で平成３２年度には黒字にしたいという結論程度

なのかなと思っていまして、部長の正直なお答え

の中でまだまだ課題は大きいなというふうに思っ

ていまして、全適、企業法の関係で適用のまた新

たな形でスタートをしたけれども、なかなか容易

でないなと。私も一番心配するのは、医療従事者

をまだまだ確保しなければならぬという、お医者

さんも看護師さんもそういう状況の中で、函館の

病院でしたか、２割ぐらい、あれは旭川かね、と

か、人件費に手をつけているという状況があって、

これは好循環ではなくて悪循環、雇用を確保する
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面では悪循環になるし、条例を制定をする段階で

もしないことはないけれども、簡単には手をつけ

られないという部長のお話もあって思い出しまし

たけれども、改めて和泉院長を中心にさまざまな

改革をやられて黒字に向かっていくという決意は

もちろん伝わってきますけれども、最終的にはや

っぱり単年度、単年度、加藤市長自身が判断をし

ていただかなければならないのですけれども、そ

の辺についての従前の基本的な構えについて変わ

らないと思いますけれども、お聞かせをいただき

たいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 前段の改革プランにつ

いては、どうしてもやはり診療報酬改定とかあり

ますので、ふだんの見直しも含めていい方向にベ

クトルを持っていくという、そういう計画という

こともこの計画なんか非常に大きなものだと思っ

ております。全適後、かなり柔軟性あるいはスピ

ード感を持ってそういった経営改善に取り組むと

いうベースのほうはできていると思いますけれど

も、やはり全体的にお金の面から見ると診療報酬

改定があると、それになかなか追いつかないとい

う部分もありますし、かなりまだまだ病院経営は

厳しいなという側面はこちらのほうでも考えてい

るところであります。特に人材確保については、

非常に今局面的には厳しい状況がまだ続いている。

ベースとしてはあるというふうに思っております

ので、そこはよく情報交換、そしてほかの自治体

病院のあり方も踏まえて地域医療構想の中でどう

いう形がいいのか、引き続き緊密に連絡して、や

るべきときはやらなければならない、そのような

形で考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 機能評価のほうに話

移りますけれども、平成２８年に機能評価を一旦

受けて、ことしが中間年ぐらいで、また２年後に

は受けられると思うのですけれども、それらにつ

いての課題も幾つかまだ残っていたような気がし

ますけれども、その準備についての怠りない対応

についてはどうですか。

〇議長（黒井 徹議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 病院機

能評価のほうでよろしいですか。こちらにつきま

しては、来年度が更新の年というところでござい

まして、今年度から準備態勢には入っているとこ

ろでございます。評価で厳しい部分もございまし

たけれども、それらについて今年度の中で改めて

検討を加えていくということで今体制をスタート

させているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 病院のほうもこれで

終わりますけれども、量的な、経営的な課題もも

ちろんありますけれども、時には病院の質の問題

についても患者さんや市民の皆さんから御意見も

いただくこともございますので、十分トータルと

しての信頼感の高まる名寄市立総合病院、これは

名寄だけの話ではなくてまさに道北一円の中核病

院で、センター病院でございますので、ぜひ市長

としても思い入れを込めてお願いをしたいという

ように思います。

教育行政のほうに入りたいと思いますが、私も

しっかり最初の質問に文章で入れればよかったの

ですが、小野教育長には再任で新規教育委員長兼

教育長ということで、役割負担も大変大きなもの

になっているのではないかと思いますが、ちょっ

と執行方針ではその辺についてよく目にすること

ができなかったのですけれども、短い時間で結構

ですから、期待を込めて聞きたいと思いますので、

よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 今回の５月の第１回の

臨時会におきまして議員の皆様方に同意をいただ

きまして、新教育長として引き続き名寄市の教育

行政を担わせていただくことになりました。振り

返れば７年前の教育長就任以来ですけれども、今

日まで名寄市の教育の現状を踏まえまして教育改
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善プロジェクト委員会を立ち上げました。知、徳、

体の調和のとれた子供たちの育成を目指すという

ことで学校の全面的な協力をいただきまして、学

力から体力の向上、そしていじめ防止の対策につ

いても努力してきたところでございます。また、

その中でＥＮ―ＲＡＹホールの建設もありました

し、学校の統廃合や改築もありました。それから、

児童クラブの開設、それと天文台や北国博物館の

学校教育での効果的な活用についても力を注いで

きたと自分では思っております。この間支えてい

ただきました議員の皆様、それから市民の皆様に

は心からお礼を申し上げたいと思います。

なお、今後につきましては、本年度の教育行政

執行方針の中で示しておりますけれども、学校教

育におきましては引き続き学力や体力の向上に向

けて頑張りたいと思いますし、特別支援教育、こ

れにも力を入れていきたい。それと、コミュニテ

ィースクールの全小中学校への導入、それと今回

熊谷議員から御指摘いただいておりますように働

き方改革、それから市内高等学校の再編に向けて

の対応についても努力してまいりたいと思います。

社会教育におきましては、一応文化芸術、スポー

ツの振興はもちろんですけれども、今市長部局と

連携しながら行っております冬季スポーツの拠点

化への対応、あるいは社会教育施設の整備の利活

用などについても進めてまいりたい。このように

大変多くの重要な課題がかなり山積しております。

与えられた任期でございますけれども、これまで

同様名寄市の教育大綱に基づきまして、教育委員

の皆様への迅速で丁寧な情報提供を行いながら、

互いに力を合わせてスピード感を持って名寄市の

教育をさらに力強く進めてまいりたいと思ってお

りますので、どうぞ今後ともよろしくお願い申し

上げたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 役割が２つに、１足

す１が２になって御苦労も多いかと思うのですけ

れども、みずから先頭に立って働き過ぎについて

は注意をしながら改善をしていただきたいと思う

のですが、私も別に名寄の各学校の校長先生以下、

あるいは市の教育委員会がそういう長時間労働を

是認をして働け、働けというふうには思っており

ませんけれども、やっぱり国や文科省や、あるい

は道教委の動きであれもこれもということだろう

というふうに思うのです、この結果は。それは、

現場の先生にいろいろ知恵と工夫をしながらとい

うことを求めてもそれには限界があるので、トッ

プに立つ教育長が本当に現場の管理者の皆さんと

もそういう用意もされているようでありますけれ

ども、やっぱり去年よりことし、ことしより来年

という変わってきたなというところが見えるよう

に、一つでも二つでも汗をかいていただいて、学

校の先生はその余裕を子供にしっかり影響をいい

意味で反映をしていただくということで、きょう

はあえて個別の課題については申し上げませんけ

れども、ぜひ見えるような実効を高めていただき

たいというふうに思っております。

ただ、高校の関係については、市民の皆さん、

私自身も加藤市長の記者会見で初めて名高と産業

と一緒になるのかという考え方、いつ決まったの

かなという、これは道教委の姿勢としては産業高

校の３間口の話はもちろん既成事実でありますけ

れども、市民だとか父母の皆さん、保護者の皆さ

んだとか、私もちょっと自分で恥ずかしくなった

けれども、ああいう報道のあり方でいいのかどう

かということについて十分やっぱり説明責任を果

たしていないぞというふうに、これは市長に申し

上げておきますので、しっかり記憶にとどめてお

きたいと思います。また別な機会に議論をさせて

いただきたいと思います。結果としてそれはあり

得るかもしれないけれども、何か事決まったこと

のような形で、それは新聞の書き方も十分でなか

ったのかもしれませんけれども、いきなりやるよ

うな話ではないのではないかと思います。これは、

別な機会にまたやらせていただきたいと思ってい

ます。
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あと１０分しかないので、平和の問題あるいは

憲法観の問題について戻りたいと思うのですが、

市長自身も憲法の話、ここで議会でという話では

ないというふうに考えている方もいるかもしれま

せんけれども、１０章の９９条はもちろん、天皇

陛下のから始まって内閣やら国会議員も含めて、

地方の政治家も含めて、その理念、理想に向かっ

て七十何年間私ども生きてきたような気がします

し、安心感もあったのですけれども、そういう認

識だとか、あるいは自衛隊のまちだからというこ

とで、それは入れたほうがいいに決まっているだ

ろうと、書き込み、９条の３項に。だけれども、

国内外の情勢によりけりですけれども、あれだけ

イラク戦争や南スーダンの中で本当に心身ともに

苛酷な状況の中で働いている自衛隊員の皆さんが

今度は集団的自衛権も既に決めているし、戦争法、

いわゆる新安保法の問題も含めて、このとおり本

当に憲法が改正されたら、まさに名寄にいる自衛

隊員の皆さんが、あるいは家族の皆さんが大変な

危機、不安、そういう気持ちになって当たり前の

ような気がしますし、丁寧な話ししていくとやっ

ぱりそういう皆さんもちょっとそういうことで宣

誓したのではないのだぞという先輩の言葉もいろ

いろいただきます。改めて市長の憲法観の認識に

ついてお聞かせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 私の個人的な憲法観につ

いては、この場では議論することではないのかな

と思っておりますが、さまざまな御意見があるの

は認識をしておりまして、自衛隊ということもあ

りますけれども、国を守るために外交上、国際平

和安全保障上、どうあるべきかということが今議

論されているものだと思っていまして、これは極

めてやっぱり重要な課題だというふうに思ってお

ります。当然我々自衛隊がある自治体であります

ので、今の議論をしっかり注視をしてまいりたい

という立場に変わりはございません。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） そんな人ごとではい

けないのではないかと思うのです、私。１０章の

９９条は、先ほど言いましたように現行の憲法、

いわゆる平和憲法というふうに言われていますが、

国民主権あるいは平和に対する、基本的人権やら

３大原則があるのですけれども、今の憲法をしっ

かり守って、それによって法律や条例が存在をし

ているという基本認識はありますか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 当然今の憲法に従ってさ

まざまな法律が体系化されて、その上で我々が仕

事をさせていただいているという認識でございま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 少し安心をしました

けれども、いわゆるこれが本当の憲法観というと

ころあたりについて再認識してもらわなければな

らない。私も名寄の駐屯地の皆さんが本当に道路

だとか、みんな知っているのは道路か建物直しに

行くのだと、要するに戦争の戦闘の後だという認

識で、あの当時の小泉総理大臣も国会で追及され

てそんなもの戦闘地か戦闘地でないか私がわかる

わけでないだろうといういいかげんなことの経過

の中でイラクに行かされたわけです。もちろんそ

れは、通常の平穏な場所だという認識では隊員の

皆さんも行かぬでしょうけれども、不安は大きい。

帰ってきてからのいろんな予後の問題についても

さまざまな話を聞きますので、やっぱり地元の首

長としてしっかり、ただ単にパレードをやってよ

かったと、盛大にという認識から少し考え方を変

えてもらわなければいけないのかなというふうに

思っています。本当に大災害のもとに大変な状況

の中で先頭になってやってきていただいたり、ふ

だん名寄の地域活動の中でも現職の皆さんもＯＢ

の皆さんもいろんな地域、ジャンルの中で活躍を

していただいている認識は私も高く評価していま

すし、日ごろも仲よくさせていただいていますけ

れども、こういう時期にやっぱり政党を超えて、
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本当はしっかり市長自身が先頭になって頑張って

もらわなければいけないのかなというふうに思っ

ていまして、パレードも終わりましたけれども、

一見名寄にいれば小さいことのように見えますけ

れども、静かに話しすると不安や心配はみんな持

っているのです。そういう気持ちに対してもう少

し具体的な、ただお祭り的なという感じではちょ

っといけないのかなという感じがしておりまして、

ぜひ共通認識を持っていただきたいと思いますの

で、もっと最後に一歩進んだお話はまた別な機会

に、具体的な質問を申し上げて終わりたいと思い

ますが、あのパレードの関係で、市長が会長をや

っている協力会かい。協力会の会長、該当の町内、

３条通の町内会４つか５つありますけれども、い

わゆる同意を求めるような文書が出ていることに

ついては御存じですか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 直接文書は拝見しており

ませんけれども、そうしたお話があったというこ

とは聞いております。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 聞いておりますでは

なくて、それについてどうなのですかということ

を聞いているのです。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 同意というか、そこでや

ることに対して、当然大きな音が出たりとかとい

うことになると思いますので、そうしたことで地

域の皆さんに御理解をいただくためにそうした行

動があったということだというふうに理解をして

おります。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 内容は、百何十台か

らの装甲車やら大砲というか、大きな、上富良野

から来たという新聞報道で聞きましたけれども、

そういうことについていろいろ意見もあるわけで、

町内会の会長さんがそれをもらって私の責任で同

意しますという、そう簡単なものではないのでな

いかという。住民を巻き込むようなことというの

は、対応としてはこれは会議上を含めて事務方で

されたのか、あるいは戦闘兵器を大きなチラシに

して同意を求めてサインくださいということにつ

いては少し一考が必要だったのではないかと思っ

ていますけれども、改めて求めたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） さまざまな声があるのを

承知しているかということも、当然そうした声も

受けとめなければならないと思います。一方で、

国防というのは今これだけ安全保障関係が非常に

厳しい中でこれをおろそかにできないということ

は明らかでありまして、国防、我が国の平和の陰

には自衛隊の皆さんの類いまれなる努力があって、

その自衛隊という組織はどういう組織であるのか

ということを我々はやっぱり知らなければだめだ

し、その知る権利と義務があるというふうに思っ

ています。当然我々は、その中でも立地している

名寄という自治体の中で、そうしたことをそれこ

そ党派を超えてみんなで理解をしていく必要があ

るというふうに考えて、このパレードは意義ある

ものだったというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 現役市長がそうやっ

て言い切っていますから、時間があれば引き続き

たくさん議論をしたいところですけれども、そろ

そろ締めなければなりませんけれども、いろんな

思いを持っておられる方がいるので、対応は慎重

にということを冒頭私どももパレード始まる前に

市長にも要請をしましたので、隊員の皆さんが本

当に大変な努力をされているという災害だとか、

地域の活動だとかということについて、皆さんほ

ぼ名寄市民なら１００％近く理解をして受けとめ

ているのではないかと。それに兵器が加わると、

やっぱり嫌悪感や不安感、違和感、特に今の安倍

政治の現状の中においては誰もが危機感を持つの

ではないかというふうに思っていますので、そこ

はしっかり受けとめて、これからの協力会の活動
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については少しそういう話があったということに

ついて、５年後また続くかどうかわかりませんけ

れども、大きな国際政治の変化がなければ大変結

構なのですけれども、いつ何どきでも行かされる

かわからないような状態の憲法改悪の動きについ

ては少しでも市長自身も理解を深めていただく。

それと駐屯地の皆さんに敬意、感謝をするという

ことは全く別問題ですので、命にもかかわること

ですから、全てが憲法改正だろうが、反対だろう

が、賛成だろうが、命のやりとりをさせてはいけ

ないということはやっぱり国の、手もみしていろ

いろ予算もらうことはそれはそれでいいのでしょ

うけれども、ぜひそういう声もしっかり丁寧に受

けとめていただきたいと。

ほかの健康保険やら、あるいは公共交通の関係

だとか、幾つかまだこの後同僚議員が何人か質問

する予定でいるので、そちらに譲っておきたいと

いうふうに思っています。とりあえず安心して安

全なまちづくりに総力として、市長にも基本的に

はお願いを求めておきたいと思います。私どもも

しっかり頑張っていきたいと思っています。どう

もありがとうございました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で熊谷吉正議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午後 ０時００分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

冬季スポーツ拠点化の推進について外７件を、

東千春議員。

〇１８番（東 千春議員） 議長より御指名をい

ただきましたので、通告に従い市政クラブを代表

して質問をいたします。

今回の市長選挙において３期目が無投票で当選

されたことは、これまで８年間に対する市民から

の評価でもあり、今後とも市民の負託に応えるた

めに着実に、そしてダイナミックに市政を運営し

ていただきたいと思います。

そこで、所信表明、執行方針等に述べられてい

る事項を中心にそれぞれお伺いをしたいというふ

うに思います。１点目、名寄の自然環境を生かし

た冬季スポーツの振興は、市長が述べる財産を生

かしたまちづくりにもかなうものであり、将来的

にも重点施策と考えるべきではないかと思います。

そこで、名寄市が目指す姿とそのロードマップを

示し、計画的な人員配置と予算化を進めるべきだ

と思いますが、見解をお伺いいたします。

小項目の２点目です。冬季スポーツの拠点化は、

総合計画の重点プロジェクトとして事業が進めら

れています。この間阿部氏、豊田氏を名寄に迎え

ることができ、ソフトの充実を図られたことは何

より成功の鍵となっているのではないかと思いま

す。そこで、冬季ナショナルトレーニングセンタ

ーのあるべき姿と見通しについてお伺いをいたし

たいと思います。

大項目の２点目、名寄市立大学は、社会保育学

科の完成で全ての学科が４年制となり、図書館及

び５号館を完成させ、今年度の工事をもっておお

むねインフラ整備が完成いたします。これからは、

いよいよ足腰の強い大学づくりを目指さなければ

なりません。近年大学の評価の一つに社会貢献、

地域貢献があります。大学では、コミュニティケ

ア教育研究センターを中心に社会連携、社会貢献

活動を展開しておりますが、行政として大学にど

のような社会貢献を望もうとお考えなのかお伺い

をいたしたいというふうに思います。

２点目、大学では時代や環境の変化に対応した

運営のあり方の検討とあわせて地域や社会に開か

れた運営形態が必要であり、これからの協議をど

のように進められるお考えかお伺いをいたしたい

と思います。

３点目、学生の住環境の整備として、民間活力

を導入した学生寮や土地が高い都市部では体験で

きない最低限の家庭菜園が体験できるような教員
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住宅の整備などは優秀な教員確保にもつながるの

ではないかと思いますが、住環境の整備について

考えをお知らせいただきたいと思います。

大項目の３点目、民間無認可保育所が小規模保

育所として建設が計画をされておりますが、今後

の保育所施設の民間保育所の参入促進、または民

営化を含む運営のあり方について、また老朽化が

進む保育施設のあり方について考えをお伺いをい

たしたいと思います。

２点目、新たに建設が予定をされている民間学

童保育では、利用料金の負担軽減の努力をしよう

としております。保育士不足の状況の中で職員の

待遇改善を考慮しながら料金の値下げを行う場合、

他の児童クラブとの違いとして国の制度に沿った

補助制度はあるものの、建物の返済をしながら低

料金化を進めるということはハードルが高いと思

われます。利用者の負担軽減を考えるときに、こ

の部分への支援が必要ではないかと思いますが、

考えをお伺いしたいというふうに思います。

大項目の４点目、地域包括ケアシステムは、高

齢化社会の中にあって地域の自主性や主体性に基

づき地域の特性に応じて策定することが必要です。

名寄市では、第７期高齢者保健医療福祉計画・介

護保険事業計画に目指す姿や工程表について記載

されておりますが、具体的な進め方や市民への周

知、理解の進め方について考えをお伺いしたいと

思います。

２点目、高齢化により認知症を含むさまざまな

疾病にかかりやすくなる人の割合は高くなり、健

康診断の受診率を高め、早期発見、早期治療とと

もに病気にかからないための予防医療も必要です。

その中で運動機能の維持は、努力によって得られ

るものであります。高齢者の皆さんへ運動の機会

や効果的な運動方法の指導体制の構築が健康寿命

の延伸、それに伴って社会参画や生きがいにもつ

ながるのではないかと思います。そのためには、

理学療法士を配置してでも運動指導を行うことが

必要ではないかと思いますが、考えをお伺いいた

したいと思います。

大項目の５点目、物流の発展によって生活環境

は向上いたしました。人口が少ない道北地域では、

食や観光を担う生活空間があり、その特性をこれ

からも生かした地域づくりが必要ですが、それら

を担う物流が近年課題となってきております。全

国的にも最も人口密度が少ない道北地域の農林水

産、観光を維持するための物流の課題に取り組む

ことは全国の先駆けとなりますが、これまでの取

り組みと今後の進め方についてお伺いをいたした

いと思います。

大項目の６点目、名寄市で生活するためには、

働く場の維持や新たな事業の支援など経済活動を

発展させることが人口減少の緩和につながるもの

でないかと思います。そのためにも市内で経済を

循環させる仕組みづくりが必要だと思いますが、

考えをお伺いいたしたいと思います。

２点目、中心市街地を持続させるためには、事

業を営む皆さんの努力が何より必要ですが、国の

制度を活用するなど名寄市としても積極的にかか

わり、衰退を食いとめる必要があると思います。

名寄市として中心市街地の５年後、１０年後、２

０年後の将来像をどのように捉えておられるのか

お伺いをいたしたいと思います。

３点目、名寄市内で商工業、建設業に携わる人

数及び経済活動は大きく、ここをしっかり振興さ

せる必要があると思います。市役所内に農業に詳

しい職員はいらっしゃいますが、商工業にも詳し

い職員の育成が必要だと思います。名寄市内の商

工業の現状をまずは把握するために、商工会議所

との人事交流を進めてはいかがでしょうか。また、

加藤市政となってから観光事業も発展し、市役所

としてもこれらの事業をしっかり連携するために

商工観光の強化を検討してはいかがかと思います

が、考え方をお伺いいたしたいと思います。

大項目の７点目、行政運営を行う上で、視点を

変えれば公平、公正の基準も変わることもあり、

しかし常に意識することが必要で、これは私たち
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議会も同様だと思いますけれども、市民に対する

公平、公正の考え方についてお伺いをいたしたい

と思います。

大項目の８点目、学校教育現場では、学力、運

動能力も着実に前進し、また平穏な学習環境が維

持されていると思います。これらの環境をより発

展させるために、幼小中高大の連携、特に名寄大

学との連携によって学力向上を目指すことができ

るのではないかと思いますが、教育委員会として

の考えをお伺いいたします。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 東議員から大項目で８点

にわたっての御質問をいただきました。大項目１

から７まで私から、８については教育長からの答

弁となります。

大項目１、冬季スポーツ拠点化の推進について、

小項目１の名寄市における冬季スポーツ拠点化の

ロードマップについてお答えをいたします。冬季

スポーツ拠点化事業については、平成２７年度の

地方創生加速化交付金を活用した名寄市まち・ひ

と・しごと創生総合戦略、冬季スポーツ拠点化推

進事業において取り組みが始まり、平成２８年度

からは地方創生推進交付金を活用して冬季スポー

ツ拠点化プロジェクトとして各種事業に取り組ん

でいるところでございます。拠点化事業は、名寄

市総合計画第２次の重点プロジェクトにも位置づ

けられており、冬季スポーツのアスリートが集ま

るまち、スポーツになれ親しんだ健康な市民が暮

らすまち、この２つのテーマを掲げ、スポーツを

通じて子供たちの生きる力を育むこととあわせて、

市民の健康づくりに取り組んでいるところでござ

います。また、平成２８年度に設立をしたなよろ

スポーツ合宿誘致推進協議会が中心となり、ジュ

ニア選手のトレーニングキャンプやコーチ養成プ

ログラム、地域の健康づくり、障がい者スポーツ

の普及、合宿、大会誘致活動などに取り組んでま

いりました。今後は、スポーツ合宿誘致推進協議

会を発展、自走化させたスポーツコミッションを

立ち上げ、このコミッションを中心に従来から進

めてきた各種取り組みを進化をさせていくことは

もちろん、小中高などと成長段階に応じたジュニ

ア選手の指導体制の構築を目指すこととあわせ、

本市の財産でもある市立総合病院や市立大学の機

能を生かしたスポーツ医科学によるジュニア選手

のサポート体制の構築を図り、最終的には名寄の

未来を担う子供たちがこの地域でスポーツを通じ

て活躍できる体制づくりを進めてまいりたいと考

えております。

小項目２、ナショナルトレーニングセンターの

見通しについてお答えをいたします。冬季版ナシ

ョナルトレーニングセンターの誘致については、

平成２７年度から始まった名寄市まち・ひと・し

ごと創生総合戦略の事業として取り組んでおり、

平成２８年１月には本市を訪れた元東京オリンピ

ック・パラリンピック担当大臣に上川北部５市町

村長及び議会議長の連名で要望書を手渡して以降、

関係機関への訪問など情報収集を行ってまいりま

した。平成２９年２月には、誘致活動の一環とし

て東京都北区にあるナショナルトレーニングセン

ターを管理運営するＪＳＣ、日本スポーツ振興セ

ンターと北海道と３者でスポーツ振興に関する意

見交換会を開催をし、本市の取り組みを伝えると

ともに、誘致に向けたアドバイスをいただいたと

ころでございます。誘致の見通しにつきましては、

国は冬季版ナショナルトレーニングセンター設置

の計画を示してはおりませんが、札幌市の冬季五

輪の誘致や平昌オリンピック、パラリンピックで

の日本選手団の活躍があったことで競技団体を中

心に急速に設置を望む声が高まっております。ま

た、本年４月には自民党スポーツ立国調査会が既

存のナショナルトレーニングセンターと一体で氷

上競技を補うことができるリンクの設置を盛り込

んだ冬季競技の競技力強化に向けた提言を文部科

学大臣に手渡しているところでございます。冬季

版ナショナルトレーニングセンターの誘致は、国
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や競技団体の動向、さらにはオリンピック招致活

動などさまざまな要因が絡み合い、大変複雑な状

況にございますが、日本スポーツ振興センターか

らいただいたアドバイスに基づいてジュニア選手

を育成できる環境整備を着実かつ段階的に進めな

がら、雪、冬季スポーツ施設、市立大学、市立病

院、そして人材といった地域の資源を活用し、他

にはないジュニア選手の育成環境を整えながら今

後も誘致活動を進めてまいりたいと考えておりま

す。

大項目２、名寄市立大学の運営と社会貢献につ

いて、小項目１、名寄市が望む大学の社会貢献に

ついてを申し上げます。名寄市立大学は、保健、

医療、福祉、保育、教育にかかわる対人援助専門

職を養成する施設として、地域に人材を輩出する

とともに、その継続教育と地域住民の生涯教育に

貢献をしてまいりました。大学では、地域と教育、

実践、研究などの橋渡し拠点としてコミュニティ

ケア教育研究センターを平成２８年４月に開設を

し、子ども食堂を中心とするなよろ子ども支援プ

ロジェクト事業や課題研究として研究費を配分し、

地域課題の発見及び解決を図る研究、先駆的実践

活動を行うなどシンクタンク機能の充実強化と地

域の社会的資源を充実させる取り組みを推進をし

てきております。また、ケア専門職等の継続教育

やスキルアップを目的としたセミナー、研修会、

対象を特定せず地域への情報発信や研究成果の公

表を行い、市民の生涯教育に資する活動としての

公開講座を実施をするなど多様なリカレント教育

の推進にも取り組んでおります。名寄市といたし

ましては、本市が設置する市立の大学として質の

高いケアの専門職を養成するとともに、地域振興、

地域交流などにかかわる分野の研究を進め、地域

の政策課題解決に向けた助言を行い、名寄市を初

めとする道北地域の住民の方々が地域で安心して

暮らせる環境づくりに貢献をすることを望んでお

ります。

小項目の２、大学の組織、運営のあり方につい

て申し上げます。大学運営の透明性、わかりやす

さを図る観点から、予算の特別会計化を本年度か

ら実施をし、収支の透明化、見える化を図りまし

た。来年度の決算時には、簡易な財務諸表も作成

をして、より一層の透明性、わかりやすさに努め

てまいりたいと考えております。大学では、平成

２８年度から２９年度にかけて名寄市立大学の将

来構想（ビジョン２０２６）を作成をいたしまし

た。その中で大学情報の一元管理と情報公開の推

進を掲げておりますので、さらなる情報公開も推

進をし、地域に開かれた大学となるように努めて

まいります。

小項目の３、学生寮、教員住宅の整備について

申し上げます。まず、学生寮の整備についてです

が、昨年策定をした将来構想における学生支援の

項目で、住環境の整備として現行の学生寮が定員

３９人と少ないこと、市内アパートの高額家賃な

どの課題も踏まえ、民間活力による学生寮等の整

備を推進項目として掲げております。前期実施計

画では、平成３１年度の検討事項となっておりま

すので、来年度から検討を進めてまいりたいと考

えております。

次に、教員住宅の整備について申し上げます。

大学教員の住宅は、主に事務局において採用時に

住宅に関する希望を聞き取り、その条件に見合う

民間住宅を確保しております。住宅に対する希望

は、一軒家から部屋数、駐車場など教員ごとにも

異なり、仮に教員住宅を整備をしたとしても実際

に居住するかどうか不透明なため、当面は現行の

手法により教員の住宅を確保してまいりたいと考

えております。

大項目３、保育所、放課後児童クラブのあり方

について、小項目１、各保育所施設の将来像につ

いてお答えいたします。名寄市における今後の保

育の体制につきましては、国が推し進めている３

歳以上児の幼児教育、保育の無償化が大きく影響

してくることになります。また、これまでの幼児

教育のニーズと保育とのニーズに変化があらわれ
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るのは明確であり、利用が大きくなってきている

３歳未満児の受け入れの態勢について、３歳以上

児の保育の受け皿も確保していかなければなりま

せん。受け皿の確保といたしましては、現在３歳

以上児のほとんどの児童がいずれかの幼児教育、

保育施設に通園をしており、新たな民間保育所の

参入という形態ではなく、現在ある民間の認定こ

ども園における保育の受け入れ拡大と幼稚園の認

定こども園化が求められてきております。また、

３歳未満児においては、在所児数に対して多くの

保育士を確保する必要があり、保育士の確保が難

しいことなどから安定した保育サービスと質の高

い保育を確保をしていくためにも公立保育所の維

持を図っていかなければならないと考えておりま

す。

次に、保育施設のあり方については、公立保育

所３カ所については建築から４０年が経過をし、

老朽化が進んでいる保育所もございます。また、

３歳未満児の入所希望がふえてきている状況から

も早急な整備が求められてきているところであり、

庁内検討委員会を立ち上げ施設整備に向けて検討

を始めている段階にございます。今後においても

保育ニーズを分析し、民間における幼児教育、保

育施設での在所児の受け入れに対して不足してい

る部分を補い、安心して子育てができる環境の整

備に向けて適正配置に努めてまいります。

小項目の２、放課後児童クラブの利用料につき

ましてお答えいたします。放課後児童クラブにつ

きましては、児童に安全、安心な居場所を提供し、

その健全育成を図るとともに、保護者の仕事と子

育ての支援を目的に公設３カ所、民設２カ所が設

置をされており、市街地区の小学校区内にそれぞ

れ設置をされております。とりわけ民間学童保育

所は、公設が設置されていない名寄小学校区と名

寄西小学校区で果たす役割は大きく、特に一般社

団法人どろんこはうす学童すまいるでは、夜間保

育、休日保育、市内在住の児童を対象とした一時

保育など多様なニーズに対応した保育運営をして

おります。

民間学童保育所の管理運営に対する支援といた

しましては、国の補助基準に準じた子ども・子育

て支援補助金を交付することで放課後児童に対す

る健全育成を図るとともに、支援員の賃金改善と

して放課後児童支援員等処遇改善補助金及び経験

等に応じた放課後児童支援員キャリアアップ処遇

改善補助金を交付し、児童支援員の資質の向上と

人材確保を支援をしております。どろんこはうす

学童すまいるの移転、新築につきましては、以前

から市の対応について協議をしてきておりまして、

今後の経営に関する学童すまいる事業計画書を考

察した結果、民間学童特有のサービスを提供して

いる当該学童保育所に対し支援が必要と判断をし、

国に対し子ども・子育て支援整備交付金の申請を

行い、市としても補助制度に基づいた施設整備補

助金を交付することとしたところでございます。

また、保護者に対しては、民間学童保育所に所

属をし、就学援助を受けている要保護者、要保護、

準要保護世帯及び同一世帯で２人目以降の利用児

童世帯に対し利用支援補助金を交付し、保護者の

負担軽減を図っております。

大項目の４、名寄版地域包括ケアシステムと健

康寿命の延伸について、小項目１、名寄版地域包

括ケアシステムの進め方についてお答えをいたし

ます。本年３月に策定をいたしました名寄市第７

期高齢者保健医療福祉計画・介護保険事業計画に

おいては、高齢者が可能な限り住みなれた地域で

自分らしい暮らしを最後まで続けることができる

ようにさまざまな取り組みを推進をしていく上で

地域包括ケアシステムの深化、推進は重要な位置

づけとなっており、地域の実態や状況に応じて高

齢者への支援や介護予防などにより高齢者が生き

がいを持って生活できる地域の実現を目指すこと

としております。本計画を市民周知するため、５

月にダイジェスト版を全戸配布いたしましたが、

このダイジェスト版には第７期計画における地域

包括ケアシステムの目指す姿を掲載し、高齢者の
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住まいを中心に医療、介護、生活支援、介護予防

についての相談やサービスを地域包括支援センタ

ーや居宅介護支援事業所がマッチングをしていく

流れをわかりやすく説明をしております。

具体的な地域包括ケアシステム構築の一つとし

て、ＩＣＴによる医療、介護連携の構築と導入を

検討をしております。ＩＣＴを活用することによ

り、市内医療機関や介護事業所などがより素早く

効率的な連携ができ、関係機関のネットワークの

拡大と深化が図られるものと期待をしております。

このほか地域包括ケアシステムを構築、推進、深

化していくためには、引き続き高齢者自身が専門

職の意見を反映することが重要ですので、今年度

におきましても各種ワークショップなどを開催す

るとともに、市民への理解を深め、助け合いなが

ら暮らすことのできる地域共生社会の実現を目指

してまいります。

小項目の２、高齢者の運動機能向上と社会参画

についてお答えいたします。名寄市では、平成１

９年度より地域包括支援センターを設置をし、介

護保険法に定められた地域支援事業の介護予防事

業を推進しております。高齢者運動機能向上に向

けては、介護予防事業において近隣市町村が共同

設置をしている名寄地区機能訓練事業推進協議会

の理学療法士を派遣をする事業を活用し、事業に

参加する高齢者の運動器の評価を初め、嚥下と呼

吸器の機能向上を主とした嚥呼体操の指導等を継

続実施してございます。

平成２７年度の地域支援事業の改正により、地

域リハビリテーション活動支援事業が追加となり、

理学療法士に作業療法士を加え、派遣回数を増加

をしながら介護予防への取り組みを強化をしてま

いりました。高齢者の健康づくりについては、体

操などの適正量の運動を初め適正な栄養摂取の知

識の普及、口腔機能の向上や口腔ケアに関する知

識の普及もフレイル、いわゆる虚弱を予防する上

で重要なことでございます。今年度からは、高齢

者を対象としたフレイル予防のほか、１０年後、

２０年後の将来的な介護予防を目的に市立大学や

その他関係機関と連携をして若い世代への介護予

防に取り組むこととしております。高齢者の自立

支援や介護予防には、リハビリ専門職が高齢者施

策や介護保険サービスによる支援に関与するよう

国の制度でもうたわれており、当市においてもそ

の重要性を認識し、地域におけるリハビリ専門職

の活動の場を広げております。今後も継続をして

取り組む中でリハビリ専門職や関係する職種の皆

さんと連携しながら、地域での介護予防を充実を

し、高齢者の運動機能向上や社会参画を推進して

まいります。

大項目５、生活空間の維持と物流拠点化の推進

についてお答えをいたします。この地域の生活は、

多くの物流網の維持によって支えられており、農

畜産品の出荷もまた物流網の維持によって支えら

れております。現在課題としてドライバー不足に

よる物流網の持続性、運転時間規制強化による輸

送範囲の制限、帰り荷がない問題など、効率的な

物流網を構築していかなければ輸送事業者の撤退

や輸送料の高騰による消費者、生産者への負担増

が想定されているところです。このことを解決し

ていくために幹線輸送網の効率化が必要であり、

また効率的に幹線輸送網へつないでいくための仕

組みとして荷物の集約化が必要であると考えてお

ります。交通の要衝として栄えてきた名寄市は、

荷物を集約するポイントとして適していると言わ

れており、北海道開発局においては名寄周辺モデ

ル地域圏域検討会が発足をし、現在も研究が進め

られているところであります。北海道においても

道北地域の物流網の維持に関して名寄市が果たす

役割について期待をしており、今後も国や北海道

と情報共有を図りながら、地元経済団体とも連携

をして荷物を集約化する地区としての本市の優位

性を研究し、取り組みを進めてまいります。

大項目の６、中小企業の振興と商工会議所との

連携について、小項目１、名寄市内で経済を循環

させる仕組みについて申し上げます。議員が申さ
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れたとおり、経済の市内循環は重要であり、市と

いたしましても名寄市中小企業振興条例に基づく

さまざまな支援の中で店舗や事務所を新設及び増

改築する事業への支援において、地元企業の施工

を要件とすることや食料品製造業等の新規開業支

援する事業において市内で生産されている農畜産

物の利用を要件とするなど市内で経済が循環する

仕組みを取り入れております。また、平成２８年

度にはさらなる市内の経済活性化を図るため、同

条例を改正し、創業支援や人材育成に資する支援

などを新たに創設をしたところでございます。さ

らに、平成２８年１０月からは本年度まで３カ年

の事業として、市民の住環境の整備と技術者の人

材育成及び継続した雇用を目的に実施をしている

名寄市住宅改修等推進事業におきましても地元企

業による施工を要件としておりまして、市民はも

とより市内建設関係業者からも高い評価をいただ

いております。住宅改修事業については、本定例

会開会日の執行方針でも述べさせていただいたと

おり、市内経済の持続的な発展に資するため、今

後移住、定住の推進や空き家対策など本市のさま

ざまな施策とも連動しながら、継続に向けた検討

を進めてまいります。

小項目２、市内大型店を含む中心市街地の維持

と将来像について申し上げます。この間も国の補

助制度などを活用し、ハード、ソフト両面での事

業を実施をしながら、中心市街地の活性化に向け

て取り組んでまいりましたが、今後とも経済団体

を初め民間の方とも連携、協力をしながら、先を

見据えた取り組みが必要だと認識をしているとこ

ろであります。本市においては、老朽化した施設

等がふえる中、平成２７年度に公共施設等総合管

理計画を策定し、公共施設及びインフラ施設の更

新、統廃合、長寿命化を中長期的な視点から計画

的かつ効率的に実施をすることとしており、今後

施設ごとの方向性について、いわゆる個別施設計

画を検討することとしております。また、現在名

寄市都市計画マスタープランの見直し及び立地適

正化計画の策定に向けた検討も進めており、都市

全体の観点から居住機能や福祉、医療、商業等の

立地、公共交通の充実に関する包括的なグランド

デザインを描く中で、中心市街地についてもさき

の答弁でもお答えした各種施策により点として支

えるほか、面として中長期的なあり方も検討して

まいりたいと考えております。

小項目３、商工会議所との人事交流について申

し上げます。職員の育成は、職場を問わず重要で

あり、研修やＯＪＴなどを通じてスキルアップを

図っているところでございますが、営業戦略室に

おいてはこれらに加えて経済産業省、北海道経済

産業局へ派遣をした職員や道庁での勤務経験を有

する職員などが中心となり、精力的に国や道との

連絡、調整に努めているほか、商工会議所とも密

接に連携をしながら、一方で客観性を加えた現状

把握や事業の推進などを通じて商工業の振興、活

性化に当たっているところでございます。

また、観光についても平成２４年に策定をした

観光振興計画の目標や戦略に基づき、地域のイベ

ントに加え広域観光やインバウンドなど幅広く取

り組んできており、庁内関連部署や観光協会、商

工関連団体とも連携を図りながら、これまで以上

に効率的に取り組み、本市の魅力発信、観光振興、

移住の促進、商工業の振興を図り、地域経済の活

性化に努めてまいります。

大項目７、公平、公正の原則の基本的な考え方

についてお答えをいたします。御質問の行政運営

を行う上での考え方についてでございますが、職

員につきましては名寄市自治基本条例第１７条の

市職員の役割及び責務において、職員は全体の奉

仕者としての自覚を持ち、公平、公正かつ誠実に

職務を遂行しなければならないと定めております。

また、行政運営につきましては、名寄市自治基本

条例第１８条の行政運営の原則で、市民参加及び

情報共有の理念に基づき、公平で透明性の高い開

かれた市政運営を行わなければならないと定めて

おり、この条例の２つの理念にのっとり、公平、
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公正な市政運営に努めているところでございます。

市民参加においては、総合計画など市政に関す

る企画立案、実施及び評価における市民参加の機

会を保障し、パブリックコメントなどさまざまな

機会を通じて市民の皆様から直接意見をいただき、

市民の皆様の思いに応える事業や施策の実現に向

けて努めております。また、情報共有においては、

市政に関するさまざまな情報を市民の知る権利を

保障するために、広報紙の発行やインターネット

の活用、出前トークの活用を通じて効果的な行政

情報の提供に取り組んでいるところでございます。

これらの取り組みにより、公平、公正な市政運営

に当たることは無論のこと、市民の皆さんとの対

話を進めながら、連携、協力により市民主体のま

ちづくりを推進をしてまいりたいと考えておりま

す。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 私からは、大項目８の

幼小中高大が連携した教育力向上についてお答え

をいたします。

初めに、名寄市立大学との連携による取り組み

について申し上げます。本市では、特別支援教育

において幼保小中高大、地域が連携した取り組み

を推進しております。例えば名寄市特別支援連携

協議会及び専門委員会は、幼稚園、保育所、認定

こども園、小中学校、高等学校、関係機関、団体

等で組織しておりますが、名寄市立大学の先生方

にも委員として活動の中核を担っていただいてお

ります。また、名寄市特別支援連携協議会が主催

し、年２回行っております幼保小中高の教職員対

象の名寄市特別支援教育研修会においては、大学

の先生の講演により、子供たち一人一人の困り感

に応じた応援のあり方や学校の体制づくりについ

て多くの示唆を得ております。さらに、文科省の

指定事業、インクルーシブ教育システム推進事業

においては、特別な支援を必要とする子供への就

学前から学齢期、社会参加までの切れ目のない支

援体制構築のために名寄市特別支援連携協議会の

体制の整備、名寄版個別支援計画「すくらむ」が

効果的に活用するための取り組みなどを推進して

おります。その際、大学の先生方に事業推進につ

いての助言、指導をいただくことはもとより、名

寄市立大学コミュニティケア教育研究センターの

課題研究、上川北部地域の子供の発達支援の充実

に関する研究と連携を図って推進しております。

次に、学力の向上を目指した大学との連携につ

きましては、名寄市立大学特別支援教育学生支援

員派遣事業を行っております。この事業では、学

生を小中学校に派遣して放課後の学習等で困り感

のある児童生徒に対する学力向上のサポートをし

ております。平成２９年度は、小学校７校と中学

校１校で延べ２０３名の学生による放課後の学習

支援を行っております。また、平成２９年度より

子供たちの学力向上を図るために小中学校におけ

る学校教育情報化推進モデル事業を立ち上げてお

りますが、この事業の推進に当たっても大学と連

携した取り組みを進めることとしております。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） それぞれ御答弁をい

ただきましたので、なるべく質問の順番に沿って

再質問をさせていただこうと思いますので、よろ

しくお願いしたいと思います。

まず、冬季スポーツの拠点化についてでござい

ます。市長からも中期計画においても大変重要な

課題であるというふうにお答えをいただきまして、

まさに今総合計画の中期計画について協議がなさ

れている最中ではないかなというふうに思ってお

りますけれども、この部分に関しては市民の意見

も当然しっかりとお伺いをしなくてはいけないの

ですけれども、かなり専門的な分野のお話にもな

ってくるのかなと。もう一つは、名寄市だけでは

なくて、お答えをいただいたようにＪＳＣですと

か、北海道だとか、文部科学省だとか、いろんな

ところの情報をしっかりとキャッチをして、それ
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をかみ砕いて政策に反映していかなくてはいけな

いということを考えるときに、この素案というの

を本当にしっかりとスポーツ・合宿推進課の中で

素案を策定をしていただいて、そして総合計画の

委員の皆さんに御意見をいただくという、そうい

った作業が必要だろうなというふうに思っており

ますけれども、そこら辺の次の総合計画中期に向

けた議論の経過等についてお伺いをいたしたいと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） ちょっと答弁が繰り返し

になるかもしれませんけれども、冬季スポーツの

拠点化事業はこれまで国の地方創生のさまざまな

推進交付金等も活用しながら進めさせていただい

ているところでありまして、名寄の冬の特徴を考

えたときに、冬を親しむ、そのことによって冬の

スポーツを通じて市民の皆さんが健康になってい

くということと冬季スポーツを拠点化していくこ

とでこの地域からすばらしいスポーツ選手を輩出

をし、さらにそうした選手が集まって地域の活性

につながると。こうした大きな２つの柱があると

いうことでこれまでも進めてきました。これまで

専門的な人員も招致をしながら、今年度で４年目

になるのでしょうか、例えば大会、合宿に対して

は誘致目標、人員の目標を掲げて、それを大きく

上回る効果も出てきているということですし、ジ

ュニア選手がこの地域に留学をして、この地域で

バイアスロンだとか、そういったことを専門的に

取り組んでいる選手も出てきているというところ

でございます。

一方で、今後はさらにより具体的に道筋を示し

ていかなければならないというのはもちろんだと

いうふうに思います。スポーツコミッションの自

走化によって、小学生から中学生、高校生までを

連携をした一貫したスポーツの教育体制をつくっ

ていくということとコミッションを立ち上げてい

くということも大きな課題であり、またこれも道

半ばであるというふうに思います。そうした部分

での専門的なさらなる人材の確保も重要になって

くるかもしれません。あるいは関係機関、あるい

はこの地域、名寄だけでなくて広域的な近隣の自

治体との連携もさらに強めていく中で、この地域

全体としてのジュニアの育成基盤を高めていくこ

と、こうしたことも重要になっていくというふう

に思います。その先にナショナルトレーニングセ

ンター等のさらなる大きな目標になっていくとい

うふうに思います。

こうしたことは、多少国の政策等の揺れもある

ので、精密なタイムスケジュールというか、ロー

ドマップを示すのはなかなか難しいかもしれませ

んけれども、今の現状と課題をしっかり整理をし

ていく中で、次年度以降さらにまた地方創生の新

たな計画づくりに対しまして具体的な計画を示し

ていかなければならない時期になってきています

ので、今その議論を進めているところでありまし

て、しっかりとそうしたできる限り具体的でわか

りやすい計画を市民の皆さんにもお示しをして、

取り組みをさらに地域で進化をさせていくという

ことに努めていきたいというふうに考えておりま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 今までも取り組んで、

市長からも大会、合宿等では予想以上の成果が出

ていると。これは、数字だけでもそのような成果

が出ているのですけれども、そういった事業全体

の動きを見てみると本当に変わったなという気が

いたしております。その一つには、町中ローラー

スケートの大会であるとか、ああいうことはちょ

っと今までは想像ができなかったことがやはり阿

部氏、豊田氏、こういった皆さん、あるいはそれ

をサポートするような職員の体制、こういったこ

とで急速に進んできているのかなというふうに思

っております。当初の質問の中でロードマップを

示してほしいと。これ希望でありまして、そうい

うものがわかれば、できれば示していただきたい

なというふうに思ってはおりましたけれども、市
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長からも基本的な考え方を示していただいたので、

ぜひその路線に沿っていっていただきたいなとい

うふうに思っております。

これからコミッションをつくっていく。例えば

そういったものは、民間が民間活力によって運営

をされていくという計画が将来的に出てくるかも

しれません。それは、やはりもう少し全体像が見

えてからのほうがいいのかなというふうに思って

おります。それと、それに対するそういった仕組

みづくりを構築をしていくためにも人材が必要か

もしれないというふうな答弁もありましたけれど

も、急ぐわけではないのですけれども、民間活力

を生かしたコミッションをつくるというのは大体

どれぐらいの先を目途にされようと考えているの

かお答えをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 既に母体となれるスポー

ツ合宿推進協議会という会議体で、今さまざまな

議論がなされております。その中でも既にそうし

た基盤がある程度できているということでありま

して、まずはこれをさらに一歩進めるために、そ

の立ち上げのためのある程度の……ちょっと待っ

てください。具体的な時間は書いていないです。

ただ、この母体としてそこのコミッション設立の

ための人材を今探しているというか、そういうこ

とをしておりまして、そうした人材が招致できれ

ば早い段階でもうそうしたことを動き出して、そ

こからその組織を活動を肉づけ、広げていきたい

というふうに考えているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） わかりました。そう

いったやはり今までも豊田氏、阿部氏というふう

な本当に専門的な知識を持った方が来ていただい

たおかげで大きく変わっていった。これから一歩

進むためにもそういったノウハウや人材というの

が必要になってくるかもしれませんので、やはり

できれば今まで来ていただいた方のように本当に

優秀で、名寄のことを思って活動できる方をぜひ

見つけていただきたいなというふうに思っており

ます。

それと、冬季スポーツの拠点化を進めていくに

当たって、今まで本当にソフトの部分では大変う

まくいっているなというふうに思っております。

それは、目標とするジュニアの育成の部分もよか

ったなというふうに思っておりますし、さきに報

道にもありましたけれども、国を代表するような

選手の４名の皆さんが報道に載っておりましたけ

れども、ああいう方々も名寄に来てトレーニング

をしていただけるというふうな環境になりました。

ソフトは、このまま本当にしっかりと進めていき

たいと思いますけれども、これに伴って将来的に

はハードの部分もやはり整備が必要となってくる

のではないかというふうに思っております。

そういった中で現在のなよろ温泉サンピラーの

改修というのも、今回はお風呂等々、あるいはシ

ャワー程度を直すのでしょうか。その程度のこと

が予定をされているのかもしれませんけれども、

その先の将来像というのはやっぱり今までと違っ

た部分のこういったことも少し視野に入れた形で

将来像を考えていくということも必要ではないか

なというふうに思いますので、サンピラーがいい

のか、あるいは例えば違うところに何かを考える

ほうがいいのか、あるいはトレーニングをするよ

うな場所をこれからどういうふうに考えていくの

かだとか、そういうことに関してハードの部分に

関しての考えがあればお伺いをしたいというふう

に思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） ハードの整備に鑑みてサ

ンピラー温泉の話も出ましたけれども、サンピラ

ー温泉についてはある意味では名寄の冬季スポー

ツの中でヘッドクオーターというか、本部的な機

能を有している施設であるというふうに考えてお

ります。そこがロッジも含めて一定の老朽化して

いるということとシャワー施設等もなかなかない

という現状の中で、合宿する、あるいは大会に来



－69－

平成３０年６月１８日（月曜日）第２回６月定例会・第２号

られる方が決して今の状況で十分でないという環

境にあるということも認識しているということと

市民ニーズ、温泉があるということも踏まえて今

回補正予算の中で提案をさせていただいていると

ころでございます。これは、やっぱり一定のしっ

かりしたものを今のホテルの延長線上の中でつく

っていくというようなお話でございます。その先

に大きなもっとナショナルスポーツセンター的な

施設となってくると、まだまだ我々の計画の練り

込みが十分でないところもあるのかなというふう

に思っています。まずは、今できるところから、

ある資源を有効に活用していく中でジュニアの育

成ノウハウを蓄積していくことをやっております

けれども、並行して目指すべきものがだんだん見

えつつもございますので、これも今後の推進、地

方創生の計画あるいは総合計画を議論していく中

で具現化をしていきたいというふうに考えており

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 拠点化を進める方向

性が見えつつあるというのは、私も少し去年あた

りよりは見えつつあるなというふうに思っており

ます。その一つは、ジュニアの育成をしっかりし

ようというのはやっぱりこれは多分考え方の背骨

になってくるのではないのかなと。それから波及

して、ではどういうふうになってくるのだという

こと、こういったことを着実にぜひ進めていただ

ければありがたいなというふうに思っております。

もう一つ、今受け入れている競技、さまざまな

競技の方がいらっしゃるのですけれども、複合で

あるだとか、バイアスロンであるとか、冬にスキ

ーで走るという競技の方々が比較的多いのかなと

いうふうにも思っておりまして、以前阿部氏に講

演をいただいたときにちょっとそういう施設も本

当はあればいいのだけれどもなと。平らなところ

ばかり走っていても余り練習にはならなくて、山

坂があって、それによって訓練になっていくのだ

というふうな話を伺っておりまして、そういった

中で健康の森あたりの舗装の部分をうまく生かし

て、一から全部つくり上げるというのではなくて、

何かそういう施設ができるのかな、できないのか

な、可能性がどうなのかなというふうに思うので

すけれども、いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 今見えつつあると言って

いる中で、そこの一つが先ほどからお話ししてい

る医科学のサポートというところがこれから非常

に重要になってくるので、そうしたことに少し力

点を置いた施設整備、環境整備が必要だというこ

とで、新年度の当初予算から盛らせていただいて

いる部分もございます。加えてやはり冬季スポー

ツを漠然と推進していく中で、種目を少し絞り込

みもしていかなければならないということも、こ

れからでは何を整備していくのかということに対

しても重要な視点になっていくのかなと。これは、

やっぱり国の施策や地域性とかもいろんな角度か

ら見きわめながらこうした作業をしていかなけれ

ばならないと。その中で今議員がおっしゃったよ

うにバイアスロンだとか、クロスカントリー、あ

るいは複合の部分というのが少し名寄としては今

の施設を有効に活用して人材を育成できるメリッ

トや拠点があるというふうに考えているところで

ございます。健康の森に関しても地域全体が健康、

スポーツの構想の中である公園ということでござ

いますし、そうした可能性もぜひ検討しながら、

あるべきハードの整備の姿というのも今後検討し

てまいりたいというふうに考えています。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 市政クラブで何年か

前に東京のナショナルトレーニングセンターとい

うところに視察に行かせていただいたことがあり

まして、そのときにスポーツの種類によってもど

こを中心にやるというのは大体決まっているとい

うふうに何となくお話を伺った中で、やはり可能

性があるというのは名寄ではこういったところな

のかなというふうに思うのです。取ってつけたよ
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うなものを無理やり持ってこようとしたって、こ

れは無理だと思うので、名寄の地域の特性や利点

を生かしたものというとやはりジャンプであると

か、距離であるとか、それに伴うバイアスロンで

ある。そういったところら辺がやっぱり可能性が

出てくるのかなというふうにも思いますので、そ

こら辺の情報もしっかりと収集をしていただいて、

将来的などこに投資をしていこうかと。やはりい

つかは何かの形のインフラ整備等々も出てくると

思いますので、ぜひ情報収集をしっかりしていた

だいて、正しい投資判断をしていただければあり

がたいなというふうに思いますので、よろしくお

願いしたいというふうに思います。冬季スポーツ

については、この程度にさせていただきたいと思

います。

次、大学についてお尋ねをした部分にお答えを

いただきました。地域貢献を望む、何を行政とし

て大学に望むのかというふうな質問をさせていた

だきまして、御答弁をいただきまして、それぞれ

地域の課題解決に対して助言等々をいただくこと

を求めていきたいというふうな答弁をいただいた

のですけれども、このことに関して今まで行政と

して達成度といいますか、行政として満足いくぐ

らい大学とコミュニケーションをしっかりとって

やっている状況なのか、あるいは少し遠慮してい

るというか、もう一歩だなと思っているのか、そ

こら辺のあんばいといいましょうか、そこら辺ど

ういうふうに認識をお持ちなのかお伺いをしたい

と思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 先ほどの答弁もさせてい

ただきましたけれども、あらゆる分野においてあ

らゆる先生方が、あるいは新しく今進めておりま

すコミュニティケア教育研究センターの中でもさ

まざまな地域貢献をしていただいているというふ

うに思います。また、学生が地域に根差していろ

んな独自の展開をしていただいているということ

での大学があることによる地域にとっての効果と

いうのも非常に大きなものがあるなというふうに

思っています。設置者として、大学にさらにまだ

まだ地域貢献してもらいたい、そのことは当然で

あるというふうに思いますけれども、一方でやは

り大学の経営の安定ということも重要だというふ

うに、このバランスが大事なのだというふうに思

います。一方で、少子高齢化だとか、社会環境が

確実に大きく変化をしていく中で、地域貢献と大

学の経営とどう考えていくのかという部分では、

大学のガバナンスの強化、学長がある程度しっか

りとリーダーシップを発揮して、その時代のニー

ズに、あるいは環境の変化に素早く対応する組織

体制のあり方というのですか、そういったことを

不断に検討していくというか、そうしたことも重

要ではないのかというふうに考えております。

いずれにしても、市立大学は医療、保健、福祉

を学ぶ学部がそろっております。この大学の進化

が名寄市の医療、保健、福祉、いわゆる地域包括

ケアもそのものになっていくという可能性もござ

いますので、そうした角度からさらに我々として

も大学側と積極的に意見交換をさせていただきな

がら、お互いが研究課題として、そのことがまた

地域にとってよりいい成果となる、そんな相乗効

果が生まれるような関係性を今後も緊密にとって

いきたいというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 後でお伺いしようか

なというふうに思っていたのですけれども、地域

包括ケアシステムのお話を少し出していただいた

ので、そのことについてもちょっとお伺いをした

いと思うのですけれども、以前に豊田さんが来ら

れたときにも総務文教常任委員会で講演をしてい

ただきまして、まだ来られて間もなかったので、

名寄の状況は余りお知りになっていないのかなと

いうふうに思っていたのですけれども、さすが専

門家だったなと思ったのは、いろんな小学校から

中学校に上がったときの部活動のあり方だとか、

そういうのも全部調べ上げていたのです。さすが
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専門家というのは違うものだなというふうに思っ

たのですけれども、これから地域包括ケアシステ

ムをつくるに当たっても、先ほど１回目の答弁で

もありましたけれども、さまざまな市民の意見を

聞きながら、理解をしていただきながらというこ

とだったのですけれども、ここに大学のそういう

データ分析をする能力であるとか、そういったこ

とを加えながら策定に結びつけていかれないもの

かなというふうに思っているのですけれども、そ

こら辺ちょっと大学の部分ではないかもしれない

ですけれども、考え方がありましたらお伺いした

いと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） データ分析も含めて、大

学が持つ、あるいは我々のそういった特殊な職員

もいるということも含めて、名寄にはそういう少

しほかの自治体とは違う特色のある支援がたくさ

んあるというふうに思います。３月でしたか、地

域包括ケアに関するセミナーがこれ地域包括ケア

の関係の大学で行われたというふうに思います。

これは、東北、北海道も含めて１カ所、名寄がそ

の場所に選ばれたという。そこがやはり名寄とい

うのが大学だとか、すごく大きな総合病院だとか、

特異なこの自治体の規模にしてはすばらしい環境

を有している。その可能性もどうもここの場所を

選ばれた一つの要素だったというふうに聞いてお

ります。そうしたたくさんの名寄市の有効な資源

をいかに連携をして包括ケアをしていくかという

ことが今後重要な課題になっていくのではないか

というふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 第７次の福祉計画を

見てみて、イメージ図を見たときに、やはりこれ

はこの時点で名寄ならではのものかなと。こうい

うふうな大きな市立病院を持つ、あるいは大学を

持つ自治体でなければできないことっていろいろ

あるのだろうなと思いながらイメージ図を見てお

りましたけれども、ぜひそちらのほうはまた後の

議論とさせていただこうと思いますけれども、よ

ろしくお願いしたいというふうに思います。

市長からも今組織体制についても若干触れてい

ただきましたけれども、選挙のときのパンフレッ

トの中にも大学の独立行政法人化の検討、すると

は言っていないと思うのですけれども、検討とい

うことで述べられておられたのかなというふうに

思います。ここら辺ビジョンによりますと、こう

いう運営形態の検討はことしだったかなと。こと

しのところに丸がついていたのかなというふうに

思いますけれども、ちょっと違いましたでしょう

か。そこら辺のこれから議論を進めていくことに

なるのだろうなというふうに思いますけれども、

この議論の進め方について少しお伺いしたいと思

います。まず、行政の中で考え方を固めてから大

学にこれでどうだろうかというふうな相談をされ

るのか、あるいは例えば大学の教員の皆さんと最

初から、ゼロから協議を進めていこうとされてい

るのか、ちょっとその進め方について考え方があ

ればお伺いしたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 運営形態の検討というの

は、３０、３１と２カ年で検討するということに

なっていますが、あのパンフレットでは独立行政

法人化の検討ということで書かせていただいてい

ますけれども、これは市民の皆さんや後援会の皆

さんにわかりやすく、ふだんの経営を検証し、よ

りよい組織体制にしていく必要があるという決意

を示したものでございます。ただ、一方でやっぱ

り国も公立大学あるいは地方大学に対しての期待

もある一方で、ガバナンスをしっかりとせよとい

うような指示もいろんな方面から来ているのも事

実でございます。当然今学長以下の管理者、部長

さんや管理職の皆さん、ちょっとかわりました、

４月から。組織がちょっと刷新されましたので、

改めてその中で今の組織のあり方も検証していた

だき、また今後こういったことで大学の経営を進

めていきたいという意見もしっかりとまず聞かせ
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ていただいた上で我々としての意見をぶつけさせ

ていただいて、議論をさせていただきたい、そん

なふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） まだ今の段階で今の

組織のままが必ずしもいいかどうかはちょっと微

妙なところなのですけれども、一挙に独立行政法

人化をするのがいいのかどうなのかというのはメ

リット、デメリットがはっきりしていませんので、

私も何とも言うことができないのですけれども、

そういったことも明らかにしていただいて、独立

行政法人だったらこういうメリットがあるけれど

も、こういうデメリットがあるよというようなこ

とも少し示していただくこともひょっとしたらい

いのかなというふうに思います。それとまず、大

学の意見を聞いていただけるということの答弁を

いただきましたので、私はそれでよいのかなとい

うふうに思っております。ここは、大なたを振る

ってここにどっといくというのではなくて、ぜひ

御意見があればそこを目指していただければあり

がたいなと。行政側としてもこの程度が望ましい

運営形態、大学としても望ましい運営形態、きっ

とひょっとしたら話し合いを進めていくと合意点

を見出せるかもしれませんので、ぜひそういった

形で、経営体もいいし、大学と行政、市民のみん

なの形がよくなるというふうな形を目指していた

だきたいなというふうに思いますけれども、考え

方があれば。済みません、何回も同じような質問

で。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 改めて大学の皆さんの御

意見を聞く、さらには独立行政法人にする場合と

しない場合とのメリット、デメリットの整理とい

うことも重要だと思いますし、今現状での問題点

をしっかりと把握をしていくという、大学側にも

それをしっかりとやってもらうということが重要

だと思います。一方で、公立大学は御承知のとお

り交付税にかなり頼った運営をしていかざるを得

ないというか、そういった現状もあり、その見通

しもなかなか今後見通せない、あるいは厳しいも

のがありますので、設置者サイドとしてはそうい

った我々としての問題点もしっかりとお示しをさ

せていただいた上で、ではどういった経営形態が

望ましいのかということの議論になっていくとい

うふうに思っています。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 先ほどの答弁の中で

市長も大学の経営の安定ということに触れられて

おりますけれども、これから国の交付税は間違い

なく大学に関する部分は減額というふうな傾向に

なろうと思いますので、そういったことも視野に

入れながら、これからも継続して発展していける

ような大学づくりを目指していただければありが

たいなというふうに思っております。

次は、住環境のことについて答弁をいただきま

したけれども、これは将来ビジョンでいいますと

来年度の検討ということで、現在ではまだ検討に

入っていないよというふうなお答えをいただきま

した。札幌の家賃を調べたことがないので、本当

に高いのか、安いのかは正直言ってデータとして

は私持っていませんけれども、そういうふうな御

意見を伺うことがしばしばあります。それと、も

う一つは、そうやって新しくマンションが建設を

されるときに、建設をされる業者さんというのが

余り地元の業者さんを見かけないのです。多分名

寄以外の大手の資本の業者さんが入ってきて建物

を建てられて、そして運営をしていくというふう

な形なのかなというふうに思っておりまして、家

賃の課題もあるのかもしれませんけれども、本当

にこういう形がいいのかなというのは私ちょっと

疑問に思うわけです。そこに対してやはり早目に

学生の住環境の整備、そういったことを来年度か

らということなのでしょうけれども、少ししっか

りと取り組んでいくべき状況に来ているのかなと

いうふうに思うのですけれども、そこら辺の認識

についてお伺いをいたしたいと思います。
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〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 今議員の

ほうから学生の住環境ということで、私どもは毎

年新入学生に対しまして大学のほうであっせんと

いいますか、登録をしているアパート等の情報を

提供しております。そこには、一定のこれぐらい

の部屋数で家賃はこれぐらいですよというのは載

っております。そこについては、何ぼが高いとか

安いとかというのはちょっと判断が難しい部分も

あるのですけれども、多くの方が名寄市は結構値

段が高いねという声が寄せられているというのも

事実でございます。

それで、学生寮につきましては、看護学科がで

きたときに今のアルカディアをつくりまして、も

う２０年ちょっとたっているのですけれども、市

長の答弁にもありましたように３９戸と比較的少

ないということと少し老朽化というのも出てきて

いるのが事実でございます。そこで、なかなか直

営でというのは難しい部分がありますので、平成

２４年のときに市立病院の医師住宅なんかは民間

活力を使ってやった例もございますので、どうい

うような手法があるのかも含めて検討をしてまい

りたいというふうに考えておりますので、御理解

をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 基本的には、来年度

からの検討ということになると思いますけれども、

特に名寄は積雪寒冷地ということもありまして、

そういった住む環境の整備ということもやはり学

生の皆さんには魅力の一つであるとか、安心して

生活ができるというための一つの要素になろうか

というふうに思いますので、ここのところはぜひ

積極的に検討していただきたいなというふうに思

っております。

借り上げ、病院の医師の住宅は借り上げだった

のかなというふうにも思いますけれども、そうい

った前例もあるわけですから、そこら辺も含めて

学生のメリットにもなって、地元の業者さんがそ

こに担えるような仕組みづくりもできれば少し考

えていただきたいというふうに思うのですけれど

も、そこら辺について考え方はまだちょっと難し

いかもしれませんけれども、お願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 今議員の

ほうからありましたような件も含めて、民間活力

といいましても例えば土地も含めて民間なのか、

あるいは市有地に建てるだとか、いろいろな検討

課題がございまして、まだそれらのことについて

はいろんなデータといいますか、情報収集をして、

どのような形が事業者さんにとっても学生にとっ

ても望ましいかということをできるだけ早く検討

してまいりたいと考えておりますので、御理解を

いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 教員住宅についても

お話をいただきまして、なかなかそういう住宅を

つくるのは難しいぞというような答弁をいただき

ました。教員の皆さんの中には、一戸建てを借り

たいというニーズというのが比較的あるのではな

いかというふうに私は伺っております。家族連れ

で来てアパートを借りると、子供が走り回ったり

して人様に迷惑をかけてしまうので、やはり一軒

家を貸してもらいたいのだというふうなニーズが

あるというふうに聞いております。なかなか買う

となると、一生ここにいるかどうかわからないと

いう部分もあったりしますので、借りるとなると、

だけれども不動産屋さん探しても余り多くはない

のかなというふうに思っております。そういった

中で教員のニーズに応えるというのも一つの役割

なのかなというふうに思っておりまして、それは

本当に優秀な教員確保の要素になるかどうかはわ

からないのですけれども、やはりそういった状況

も踏まえながら一定程度のニーズに応えていくと

いう必要もあるのかなというふうに思うのですけ

れども、もう一度新しく建てるのが難しいのかな

というふうには思うのですけれども、ここら辺で
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何らかの政策がないのかどうなのか、そこら辺に

ついてもお伺いをしたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 教員の住

宅に関しましては、最初の答弁にもあったのです

けれども、家族全員で来る方あるいは単身で来る

方とまさにさまざまでございまして、一軒家を希

望される方から１Ｌ程度でいいよという方までい

ろんな方がおります。ですから、そこのニーズと

いうのは非常に多様化しておりまして、それを一

定程度集合住宅のような形で整備するというのは、

果たしてつくったはいいけれども、どの程度の人

に入っていただけるかという非常に不透明な部分

もありますので、一応必ずしも十分満足していた

だけるかどうかはわかりませんけれども、事務局

のほうで不動産屋さんと相談をしながら希望に応

じたあっせんをしておりますので、当面はその形

でいきたいなと考えておりますので、御理解いた

だければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 理解をさせていただ

きますけれども、住むところというのはやっぱり

生活の基盤になるわけですので、大切な部分だと

思いますので、極力そういったニーズに応えられ

るような状況を整えていただきたいなというふう

に思います。

次に行きたいと思います。保育所、放課後児童

クラブということでお尋ねをいたしました。まず、

保育園についての状況について御答弁をいただき

ました。３歳以上児の子供たちについてそれぞれ

答弁をいただきましたけれども、名寄幼稚園が認

定こども園化をいたしました。これは、幼稚園型

ということだろうかなというふうに思います。３

歳児以上ということなので、そういったニーズが

将来的にふえる可能性があるのかなと。ましてや

無償化ということになれば、そういったニーズが

もっとふえてくるのかなというふうにも思ってお

りまして、そういったところの対応というのもや

はり考えておく必要があるのかなと。そういった

中で私が新たな参入というふうな表現をさせてい

ただいたのですけれども、まだ名寄の幼稚園の方

で認定こども園化を検討していただけるようなと

ころがあるのかないのかというのをちょっとお伺

いをしたかったのですけれども、そこら辺の状況

についてお伺いをしたいと思います。もしそうい

うところがあれば、ちょっと積極的に進めようと

いう考えがあるのかどうなのか、そこら辺も含め

てお伺いをしたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 今の

御質問、市内の幼稚園の中でということですか。

こども園化を……

（「こども園化」と呼ぶ者あり）

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 今現

在市内にまだ認定こども園化していない幼稚園２

カ所ありまして、市としましてはこういった状況

もございまして、認定こども園化を進めるといい

ますか、認定こども園化に向けて検討していただ

けないかということでは従来からお話をさせてい

ただいておりまして、今現在園のほうでも検討し

ていただいているところなのですが、今すぐそう

いうふうになるかというところまでは至っていな

いということで、市としてはその２カ所について

はお願いをしているというような状況にあります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） そういった状況も踏

まえながら、民間の皆さんに頑張っていただける、

担っていただけるという部分があれば、やはり積

極的にちょっとお願いをして、移行に向けての考

えに至っていただければありがたいというふうに

思いますので、今後とも協議を続けていただけれ

ばありがたいなというふうに思っております。

どろんこの学童保育についてちょっとお尋ねを

したいというふうに思います。先ほどの答弁の中
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では、国の支援等々に従って設置自治体の支援の

あり方、その路線に沿って支援をしていただける

というふうなお答えをいただきました。これは、

行政の側からするとそれがほかのところから比べ

ると公平な支援の仕方なのだろうなというふうに

思います。一方でいうと、利用者の皆さん、子供

たちを預ける皆さんからすると、やっぱりできれ

ば同じ料金にしてくれたらありがたいよねという

のが親御さんたちの望みではないかなというふう

に思っております。どろんこでは、サービスが違

うからある程度はしようがないのかなというふう

な話もされている部分もあるのですけれども、今

そっちに向けて努力をされようとしているところ

です。希望としては、名寄がどこのところも同じ

料金で子供たちを預けられるというふうなことが

やはり望ましいのかなというふうに思いますけれ

ども、再度お尋ねをしたいと思いますけれども、

利用者の立場に立ってちょっとお手伝いしようか

なというふうなお考えがあるのかないのかお尋ね

をしたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 私のほうからお答え

をさせていただきたいと思います。

利用者の立場に立ってということですけれども、

今議員おっしゃるとおり公設と民間、サービス内

容が異なるということで、民間学童保育所におき

ましては勤務時間の不規則な親御さんに対応する

ために保育時間も延長しているとか、いろいろキ

ャンプですとかお泊まり会だとかやっているとい

う、サービスの内容も若干違うということもあり

ますけれども、ただ公設の児童クラブを配置して

いない学校が先ほどのとおり２校あるということ

もありますので、この点でいうとやはり不公平さ

は残るのだろうというふうに思っています。市と

しましても２５年に補助金制度をつくって、就学

援助児童等には補助をしておりますけれども、一

般の方には補助がないということもあります。今

後そのような利用者側からの不公平感というのも

ございますので、再度学童保育所の独自の努力と

いうのも当然お願いしたいというふうには思いま

すけれども、保護者のニーズに基づいた保育所の

あり方についても利用料金も含めてまた検討させ

ていただきたいなと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 施設側としてもその

ような状況がやっぱり利用者の側からすると公平

感があるのだろうなというふうなことを感じてお

られるようですので、そういう方向に向けて努力

をされようとされていますので、ちょっと再度相

談に乗ってあげていただければありがたいなとい

うふうに思っております。

それでは、次に行かせてもらいたいと思います。

地域包括支援センターについてお伺いをしたいと

思います。先ほどちょっと大学のところでお尋ね

をいたしましたので、健康寿命の延伸という観点

から少しお尋ねをさせていただきたいと思います。

以前に私一般質問で、１度か２度ぐらい他の自治

体が取り組んでおりますいきいき１００歳体操と

いうところを視察に行ってきまして、それなりに

成果を上げているなというふうなところを学ばせ

ていただいて、名寄市でもいかがでしょうかねと

いうことのお尋ねをしたことがございます。ここ

では、自治会ですとかが、町内会ですとかが最初

のやり方だけをレクチャーすれば、あとは町内会

単位でほぼ完結をするというふうな仕組みでやっ

ておりまして、そういった中でデータ的な改善も

しっかりと見られているというのがございました。

できればこういうことにあわせて専門家の理学療

法士さんですとか、そういった方々が時折指導に

行くであるとか、本当はそういったこの先進自治

体よりもうちょっとかゆいところに手の届くよう

なケア体制みたいのがあってくれたら、高齢者の

皆さん喜ぶのだろうなと。私の知る町内会でも元

気体操とかはやっているのですけれども、やはり

月に１回とかでやっていただいているのですけれ

ども、なかなかこれでは運動量が足りないねとい
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うふうな意見を伺うこともあります。さきの新聞

か何かの報道でもこういった運動、体操教室を地

域でやることによって介護の費用が軽減されたと

いうふうな新聞報道にも接することがありました。

こういった効果を期待する、これはお金の期待を

するのではなくて、介護にならないということは

その人の人生が豊かな人生を送っていただけると

いうことにつながるのかなというふうに私は思い

ます。両面からいいと思うのです。そこら辺をち

ょっと考慮していただいて、再度見解をお伺いし

たいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） ただいまの質問に答弁

する前に、先ほどの答弁に誤りがあったというこ

とで、廣嶋こども・高齢者支援室長から発言をし

ていただきます。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 先ほ

ど民間の幼稚園で認定こども園化の予定はないか

ということで御質問でございましたが、名寄地区

に２カ所、それから風連地区で１カ所で合計３カ

所ということで、そのうち風連地区１カ所が来年

から認定こども園化するのともう一カ所認定こど

も園になる予定ということでなっておりますので、

申しわけないのですが、訂正をさせていただきた

いと思います。

〇議長（黒井 徹議員） どうぞ、ただいまの質

問に答えてください。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 次の

介護予防教室における理学療法士等の活用という

ことでの御質問いただいたと思います。先ほど市

長のほうからも答弁させていただきましたが、嚥

呼体操ということで今現在介護予防教室等で包括

のほうで指導を行っておりますけれども、昨年Ｄ

ＶＤを作成しまして各町内会、それから老人クラ

ブさんのほうにも配付をさせていただいたのです

が、その活用の中で市からの職員が行って指導す

るとかということも今やっておりまして、国のほ

うからもリハビリ専門職、特に理学療法士さん等

の活用というか、支援ということで、連携しなさ

いということでの国からの指示もございますので、

今後介護予防教室等を含めて理学療法士、それか

ら作業療法士とも同行してもらいながら、そうい

った場に出向いていきたいというふうに考えてお

りますので、よろしくお願いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） これから高齢化社会

に向かう中で、やはり高齢の皆さんも社会の中の

構成員として重要な位置を担っていただける年齢

層になってくるのかなというふうに思います。そ

ういった皆さんが一年でも長く社会の中で活躍で

きるような形をこれはちょっと積極的に進めてい

ただければありがたいので、ぜひこの部分は求め

ておきたいというふうに思いますので、今後具体

的な検討をできればお願いしたいというふうに思

います。

次、生活空間と物流についてお伺いしたいとい

うふうに思います。答弁の中でそれぞれの課題等

々についてお知らせをいただきました。行くとき

は荷物があるけれども、帰りは荷物がない、幹線

の部分がなかなか、いろんなトラックで走ると荷

物の量が少ない、そういった課題を解決をする必

要があるというふうに伺いました。全くそのとお

りだろうなというふうに思っておりまして、こう

いったことが将来的に形が崩れてしまうと、こち

ら側から本当に物を出すときに出せなくなってし

まうという、あるいは地域で暮らしをするときに

外部からの荷物が届きづらくなってくるというの

は、生活の利便性に直結をしてしまうことにもな

ろうかというふうに思いますので、これは市民の

皆さんも、市民の青年会議所、青年部の皆さんで

あるとか、いいところに視点を当てて課題提供を

していただいたなというふうに思っております。

その後においても行政の中でこういったことを課

題にしてそれぞれ取り組んでいただいているとい

うふうに思いますけれども、先ほども御答弁をい

ただいたのですけれども、いろんな説明会をして

市民の皆さんもここら辺は少し課題を理解をされ
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てきているのかなというふうに、そこら辺までは

行ったのかなというふうに思っておりますけれど

も、こういった事業を進めるに当たって、今後ど

ういう形の組織なり、どこが中心になってこうい

ったことを進めていくというふうな考えをお持ち

なのかお伺いをしたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 物流については、市長

の答弁のほうにもございましたけれども、もとも

と名寄市には物流の拠点という位置づけがされて

おります。そこのところから、どういうようにこ

の物流を維持、そして人口が少なくなってきたり

すると必ず物流が滞るというのが大きな課題であ

りますから、組織的には行政主導というよりも関

係する民間の皆さんも含めてこの地域をどうする

か。言いかえると、市民生活もそうですけれども、

経済環境に対しても大きな影響を与えるものです。

拠点としての名寄というところの位置づけを今さ

れておりますけれども、当然物流ですので、広範

囲にわたりますので、これは段階を追っての話に

なると思いますけれども、少なくても名寄市を拠

点として民間も含めた組織づくりをする。その次

に広域的な側面から考えていく。となりますと、

ほかの自治体もありますけれども、北海道あるい

は開発局等いろんな部分からも出てまいります。

全体的な組織としては、今まだ少し具体化してお

りませんけれども、まずきっかけとしては、出だ

しとしては名寄市のところでこの点のところから

次のほうに、面のほうに広げると。それにあわせ

て組織もさらにつなげていくと。そのような段取

りではないかと思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 橋本副市長が答弁い

ただいたような形がやはり望ましいというふうに

思います。最終的には、民間事業者等々の取り組

みによらなければならないと思いますけれども、

それに至るまでの間のサポート体制であるとか、

いろんな行政機関とのつなぎであるとか、そうい

ったことはやっぱり名寄市が積極的にサポートし

ていく必要があるなというふうに思いますので、

そこら辺に関してぜひ実現、形ができるまでの間

取り組んでいただきたいというふうに思います。

こういうふうに過疎の人口密度の少ないところと

いうのは、全国でなかなかまれだろうなというふ

うに思いますので、ひょっとしたらこれは全国の

先進事例にもなるかもしれませんので、ぜひ積極

的に取り組んでいただきたいと思います。

次、中小企業についてお尋ねをいたしました。

地元で経済を回そうということに対してそれぞれ

御答弁をいただきまして、今まで本当にそういっ

たことに対して取り組んでいただいてよかったな

というふうに思っておりますけれども、そういっ

た感覚と申しましょうか、そういったことをより

積極的に進めるためには、冒頭申し上げましたけ

れども、市内の商工業に詳しい、この人に聞けば

まちのことはわかるぞというような職員の方がい

てもいいのかなというふうに思います。農業の分

野では結構詳しい方がいらっしゃるのですけれど

も、こっちの分野でもそういった方ができればい

てほしいなというふうに思うのです。農業は基幹

産業ですから、当然こういうのはやっていかなく

てはいけないと思います。しかし一方で、商工業、

建設のほうもそこに働く方の人数ですとか、そこ

でお金が動く経済規模というのはそっちのほうは

非常に大きいわけでして、そこら辺をしっかりと

サポートをしなければまちの衰退が加速してしま

うのかなというふうに思いますけれども、そうい

った意味からもやはり商工会議所との連携、先ほ

どの答弁ではしっかりと連携をするというふうな

お答えをいただいておりますけれども、できれば

人事交流までされてはいかがかなというふうに思

いますけれども、再度お答えをいただきたいと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 人事交流について再度の

御提案がございました。交流によってそうした専
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門的な職員が育成されるのかどうなのか、そうし

た検討もまだしていない状況でございますので、

改めて御提案いただきましたので、内部協議はさ

せていただきますが、しかし今までも経済産業局

だとか、いろんなところに派遣をさせていただい

て、そうした人材を育成をしてきていることはご

ざいます。一方で、今商工会議所あるいは商工会

と市が連携をして一定のプラットホームをつくっ

ていこうというような仕組みづくりもやっている

ということでございまして、人というよりもそう

した仕組みで一定のここに行けばそうした知見が

得られるという連携した仕組みづくりというのが

大切なのかなというふうに思っておりまして、そ

うしたことをどのようにさらに進化をさせていく

のかということも含めて、ぜひ関係する機関と協

議をしてまいりたいというふうに考えています。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 最終的な目的はそこ

ですので、絶対人事交流をしろというわけではあ

りませんけれども、私はそこを目指していただき

たいなというふうに思っております。やはり経済

をしっかりと回していくということ、それともう

一つ、商店街を本当にこれからどうしていくのか

というのは本人の皆さんたちの意思が大切な部分

でもありますけれども、やはりここはなかなか行

政が入っていかなければ動かないのかなというふ

うにも見えてしまいます。非常に答えづらい質問

をいたしました。商店街の５年後、１０年後、２

０年後はどういうふうにビジョンをするのかとい

うのは、やはり商店街の皆さんだけでは当然でき

ないと思いますし、商工会議所だけでもできない

ですし、行政が出しゃばってやるものでもないと

思いますけれども、こういった皆さんがしっかり

と一堂に会して将来展望を描いていくということ

が必要だろうなというふうに思っております。そ

ういう意味からも、やはり行政と商工会議所がま

ずしっかりとタッグを組んで将来展望をつくって

いこうというふうな方向性をつくってもらうこと

が望ましいなというふうに思っておりますけれど

も、そこら辺の考え方について再度お尋ねをした

いと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 先ほども都市計画マスタ

ープランや立地適正化計画の言及を少しさせてい

ただきましたけれども、これから本年度、来年度

にかけてある程度名寄市の大きな構想を描いてい

くと。その中で当然人口が減っていくので、さま

ざまな集約あるいは拠点化というのは避けられな

い状況になっていくというふうに思います。そう

したところと中心街をどうしていくかということ

は、当然リンクをしていく話になっているという

ふうに思います。その中で全体的なここの拠点は

こういう構想をしていくよという話は、当然市民

の皆さん全体でこれは議論していく必要があると

いうふうに思います。一方で、その中ででは足腰

の強い商工業をどう育成していく、育てていく、

そうしたことは多分にコンサルティング的な機能

も有しているということになると、やはりこれは

商工会、商工会議所の出番だろうというふうに思

いますが、国やいろんなところから大きな支援メ

ニューも来たりとかということで、当然行政も連

携してやっていかなければならない。そこのプラ

ットホームをつくっていく、そこを進化させてい

くということも一方ではソフトの面の充実として

やっていかなければならないというふうに思いま

す。いずれにしても、中心市街地の活性化の問題

については数年前に一度今の新会頭になってから、

提案をしていただいてから、なかなかそこからは

進んでいない状況もございますので、今回のさま

ざまな計画の議論の中でそうしたことがまた改め

て具現化をしていくことができる、そうした計画

になるように、資する計画になるように我々とし

てもしっかりと市民議論を積み重ねて一定の計画

をつくってまいりたいというふうに考えておりま

すので、また御指導いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。
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〇１８番（東 千春議員） 市長には、釈迦に説

法なお話だったと思います。やはり経済界出身と

いうことで、そういった仲間の皆さんもたくさん

いらっしゃって、そういう情報収集というのは多

分職員の方より市長のほうがされているのかなと

いうふうに思いますけれども、そういった皆さん

の意見等々も伺っていると思いますので、そこら

辺の状況等も職員の皆さんに伝達をしていただく、

あるいは市長が先頭になって前を走っていくでも

結構ですので、ぜひ商工業あるいは中心市街地等

々についてもこれから積極的な取り組みを求めた

いというふうに思います。

次に行きたいと思います。８点目の幼小中高大

の連携ということで教育長にお答えをいただきま

した。冒頭申し上げましたけれども、教育行政に

関して私は大きく取り上げる争点が余りなかった

のかなというふうに申し上げましたけれども、学

力や体力も少しずつ改善の傾向を見るに至ってお

ります。そしてまた、学校が平穏だなと。これは、

やっぱり小さないじめ等々はきっとあるのだろう

なというふうには思いますけれども、大きく荒れ

るであるとかというのはかつてございましたけれ

ども、非常に平穏な環境の中で子供たちが学ぶこ

とができている。こういったことも含めて、教育

長を初め教育委員の皆さんも含めて皆さん御努力

されているのだろうなというふうな思いの中から

質問させていただきました。しかし、先ほど教育

長もこれからの豊富を述べられておりましたけれ

ども、やはりより高みを目指していく、そういっ

たことも発言をしていただきましたけれども、ぜ

ひそういうふうな方向で行っていただければあり

がたいなというふうに思っております。

そういった中で大学の取り組みとして、子ども

食堂であるとか、子供の居場所づくりであるとか、

あるいは学習支援、もっちもちというふうな形で

大学としての支援をしていただいています。こう

いった皆さんは、子供たち全体に対してやってい

る活動というよりは居場所をつくって、そしてそ

ういった皆さんにケアをするというふうな活動な

のかなというふうに思っております。名寄の大学

生というのは、比較的学力の高い学生たちが名寄

に約８００人近くいるわけでありまして、そうい

った能力を小学校、中学校、高校生の皆さんに何

らかの形で学力向上に、家庭教師というのはちょ

っと違うのかなというふうには思うのですけれど

も、何らかの形で指導をしていくような形という

のはできないのかなというふうに思うのですけれ

ども、難しいでしょうか。考え方がありましたら、

お伺いしたいというふうに。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 先ほど私の答弁のほう

からもお話ししたのですけれども、一応大学との

連携については幼保と小中高大、それから地域と

連携しているのが、そのキーワードが特別支援教

育なのです。この特別支援教育については、幼か

ら地域まで総ぐるみで連携しているということで、

こういう地域はめったにないと。これは、大学の

持つ力でそうさせていると思うのです。

それで、この間も佐藤靖議員の質問のときにも

お話ししましたけれども、やっぱり名寄市立大学

は上川管内北部地区の特別支援教育の拠点だとい

うぐあいにして押さえているところであります。

今の御質問にありました学生の活用の件について

は、先ほど答弁で学力の向上を目指した大学との

連携についてはということでお話しいたしました。

この中で放課後の学習なのですけれども、放課後

の学習等で困り感のある子供たちを対象に実際に

具体的に学生が先生方と一緒に入りまして、子供

たちの授業を支援しているという現状であります。

昨年度は、先ほどもお話ししましたように小学校

７校、中学校１校、延べ２０３名の学生による放

課後の学習支援を行っているという状況でござい

まして、今後もこの取り組みをさらに改善、充実

させて進めてまいりたいと思いますし、高校のほ

うまでそれが広がりを見せればそれは幸いかなと、

こんなふうに思っているところでございます。
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〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 少し残してこれで終

わろうと思いますけれども、この５月から新たに

市長が３期目を迎えるということで、市民の期待

も大きいというふうに思います。教育行政につい

ても今まで経験と実績のある小野教育長に再度担

っていただけるということで安心はしております

けれども、やはりさらに行政として高みを目指し

てみんなで力を合わせていけたらいいなというふ

うに思いますので、今後ともよろしくお願い申し

上げて、私の質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で東千春議員の質

問を終わります。

これをもちまして代表質問を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

お疲れさまでした。

散会 午後 ２時５５分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 山 崎 真由美

署名議員 佐々木 寿
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開議 平成３０年６月１９日（火曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１７名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 川 口 京 二 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 奥 村 英 俊 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 東 川 孝 義 議員

１０番 塩 田 昌 彦 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（１名）

１番 浜 田 康 子 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 渡 辺 敏 史

書 記 開 発 恵 美

書 記 長 正 路 慶

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 中 村 勝 己 君

参 事 監 松 岡 将 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 小 川 勇 人 君

経 済 部 長 臼 田 進 君

建設水道部長 天 野 信 二 君

教 育 部 長 河 合 信 二 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 局 長

こども・高齢者
廣 嶋 淳 一 君

支 援 室 長

上下水道室長 粕 谷 茂 君

会 計 室 長 常 本 史 之 君

監 査 委 員 鹿 野 裕 二 君
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〇議長（黒井 徹議員） 本日の会議に１番、浜

田康子議員から欠席の届け出がありました。

ただいまの出席議員数は１７名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

３番 野 田 三樹也 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

市民の満足度向上につながる市政運営について

外２件を、山崎真由美議員。

〇２番（山崎真由美議員） おはようございます。

議長の御指名を受けましたので、通告順に従い順

次質問をさせていただきます。

５月１０日の臨時議会において、２期８年の実

績をもとに加藤市長３期目の市政運営に係る所信

表明がなされました。また、今定例会での市政執

行方針の冒頭でも市民の満足度向上に向け全力を

傾けてきた８年間を土台に今後においても市民が

主役のまちづりを進めるとの考えを表明されてお

り、市民の期待感も膨らんでいるところでありま

す。

そこで、大項目１、市民の満足度向上につなが

る市政運営についてお伺いいたします。最初に、

小項目１、副市長１名体制による組織機構の変容

についてをお伺いいたします。さきの臨時議会に

おいて名寄市副市長の定数を定める条例の一部を

改正する条例が可決され、本年５月１６日から名

寄市の副市長は定数１となりました。広報なよろ

６月号には、市長３期目就任の御挨拶とともに橋

本副市長、小野教育長の紹介もなされていますが、

久保副市長退任後の組織機構変容の姿がわかりに

くい状況にあります。特に久保副市長の執務先が

主に風連庁舎であったことから、柱を失ったかの

ごとく地域からは何がとは言えないけれども、漠

然と不安であるとの声も聞こえてきています。不

安を払拭し、安心感から満足度向上に結びつける

ために、副市長１名体制になった今後の組織機構

の具体的姿についてお伺いいたします。

次に、小項目２、総合計画第２次の具現化に向

けた対応についてお伺いいたします。人づくり、

暮らしづくり、元気づくりを総合計画の基本理念

に据え、協働のまちづくりを推進していく過程に

おいて市民と行政との情報共有のあり方や市民参

画を促す取り組みは一層重要視していくべきもの

と考えます。さらなる取り組みについてお伺いい

たします。

次に、小項目３、一層の行政サービス向上に向

けた取り組みについてをお伺いいたします。年々

高齢化率が高くなる現状において、役所の中に知

った人の顔があったら安心するなど、担当者との

コミュニケーションを喜ぶ声が聞こえてきます。

接遇面では研修もしていただいており、配慮もさ

れていますが、市民が安心して行政サービスを求

めることができる関係づくりについてお伺いいた

します。

次に、大項目２、コミュニティースクールと小

中一貫教育推進についてお伺いいたします。最初

に、小項目１、コミュニティースクールの取り組

み状況についてであります。学校運営協議会が設

置され、既に取り組みがスタートしている学校も

あることから、それぞれの状況についてお伺いい

たします。

次に、小項目２、地域性を重視した小中一貫教

育についてお伺いいたします。智恵文地区におい

て小中一貫教育の特徴的な取り組みの状況につい

てお伺いいたします。

小項目３は、スポーツの分野における小中連携

平成３０年６月１９日（火曜日）第２回６月定例会・第３号
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についてであります。少子化が著しい社会におい

ては、サッカー、野球など一定数のメンバーが必

要なスポーツの継続ができにくい状況が生じてい

ます。また、一方では、部活動指導等による教育

職員の多忙化が課題とされています。このことか

ら、スポーツの分野における小中学校連携につい

ての推進は児童生徒の活動欲求を満たす上でも、

また教育職員の多忙化解消の上でも有効であると

考えます。可能性についてお伺いいたします。

最後に、小項目４、学校、家庭、地域、行政の

連携強化によるさらなる教育環境形成についてお

伺いいたします。教育環境の連携については、以

前から学校、家庭、地域が一丸となってという言

葉が頻繁に使われておりました。そこに改めて行

政を加えたことにより、教育環境の形成でさらに

望まれる姿はどのようなものであるのかお伺いい

たします。

最後に、大項目３は、農福連携の推進について

であります。まず、小項目１、農福連携の現状と

将来像についてお伺いいたします。本年４月、実

行委員会主催により農福連携推進シンポジウムが

開催されました。その中で農林水産省、吉田氏を

講師に迎え、北海道における農福連携の可能性に

ついて考える機会が提供されましたが、改めて名

寄市の現状と目指す将来像についての見解をお伺

いいたします。

次に、小項目２、関係機関の連携強化と行政の

果たすべき役割についてお伺いいたします。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） おはようございます。山

崎議員から大項目で３点にわたっての御質問をい

ただきました。大項目１、小項目１は私から、小

項目２を参事監、小項目３を総務部長、大項目２

については教育部長、大項目３については経済部

長からそれぞれ答弁をさせていただきます。

大項目１の市民の満足度向上につながる市政運

営について、小項目１、副市長１名体制による組

織機構の変容についてお答えをいたします。副市

長の定数につきましては、さきの臨時会におきま

してその数を２人から１人に改正をする条例改正

案を提出し、可決をいただいたところでございま

す。改めて改正に至った経緯を申し上げますと、

合併後、名寄、風連の両庁舎にそれぞれ副市長、

当時は助役でございましたけれども、これを配置

をし、風連地区の懸案事項や市が抱える多種多様、

専門性の高い事案へ対応するため、これまで副市

長２人体制を続けてきたところでございます。し

かしながら、本年で合併から１２年が経過をし、

公の施設の利用料金などの統一的な基準づくりな

ど懸案事項が一定程度整理をされたこと、また市

立大学の４年制への移行や市立総合病院の公営企

業法全部適用など転換期を迎えた事業が一定落ち

ついたことから、今後より一層効率的な市政運営

を進めていくために副市長１人体制としたところ

でございます。

風連庁舎担当の副市長を置かなくなったことで

風連地区住民の方が不安を抱かれているとのこと

でございますが、橋本副市長には週１回ではあり

ますけれども、木曜日の１日を風連庁舎で執務を

いただくようにしてございます。また、私も公務

スケジュールにもよりますけれども、曜日を限定

せず、週のどこかで極力半日程度の執務を風連庁

舎で行っておりまして、主に風連地区住民に関す

る対応や風連庁舎勤務の職員との会議、打ち合わ

せなどを行っているところでございまして、今後

も市民の皆様との対話を進めながら、安心して暮

らし続けられるまちづくりを推進してまいりたい

と考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 松岡企画担当参事監。

〇参事監（松岡 将君） 私からは、大項目の１、

市民の満足度向上につながる市政運営について、

小項目の２、総合計画の具現化に向けた対応につ

いてお答えをいたします。

総合計画の策定推進に当たっては、アンケート

調査や意見懇談会などでいただいた御意見も参考



－84－

平成３０年６月１９日（火曜日）第２回６月定例会・第３号

にしながら、市民委員から成る審議会において議

論いただくとともに、パブリックコメントや出前

トークなどの制度も含め、各種機会を捉えて市民

との情報共有や市民参画を図ってきているところ

であります。また、今回から新たな取り組みとい

たしまして、広報の５月号よりコーナーを設け、

基本計画の策定に先立ち行った市民アンケートで

いただいた個別意見の中から毎月テーマごとに市

としての考え方などお示しをするコーナーを設け

ました。引き続き機会を捉えてさまざまな市民参

加の場を設け、広く市民の声を取り入れながらま

ちづくりを行ってまいりたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 私からは、大項目１、

小項目３、一層の行政サービス向上に向けた取り

組みについてお答えいたします。

窓口での行政サービスの提供のあり方について

どうあるべきかという御質問の趣旨かと思います。

議員御指摘のとおり、行政サービスを求める際に

窓口で面識のある職員がいることによって各種手

続などがスムーズに進むことは実際にあり得るこ

とであります。一方で、窓口では来庁者が知人で

あるなしにかかわらず、全ての方に親しみやすく

迅速かつ正確な業務を提供することが非常に重要

であると考えております。そのため市では、採用

後経験の少ない職員に対し民間で活躍された講師

による接遇研修を実施し、親しみやすく、かつ失

礼とならない接遇方法を学ぶとともに、それぞれ

の部署において身につけるべき専門研修に積極的

に参加するよう促し、専門知識の取得と他の市町

村での業務における工夫などの情報交換を図り、

業務の改善を進めることで窓口での市民の満足度

を高めるよう取り組んでおります。窓口における

行政サービスの提供に当たって複雑な申請を必要

とし、時間を要するものやプライバシーにかかわ

り担当者が知人であることでかえって来庁者が手

続にためらうことも想定されることから、職員が

担当する業務について情報や知識を他の職員と共

有し、迅速かつ柔軟なサービス提供ができるよう

研修や職場内でのミーティングなどを通じて職員

の能力と連携力の向上に努めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 私からは、大項目２、

コミュニティースクールと小中一貫教育推進につ

いてお答えします。

初めに、小項目１、コミュニティースクールの

取り組み状況についてです。学校が子供たちの生

きる力を育むためには、家庭、地域社会との連携

を深め、子供たちの生活の充実と活性化を図るこ

とが大切であります。その際、学校、家庭、地域

社会がそれぞれ本来の教育機能を発揮し、全体と

してバランスのとれた教育が行われることが重要

です。しかし、少子高齢化や核家族化など子供た

ちを取り巻く環境の変化の中で、学校だけで子供

たちの抱える多様な問題に対処することは難しく、

学校、家庭、地域社会がそれぞれの立場から子供

たちの将来のためにという共通の目的のもと協力

し合い、地域ぐるみで解決し、質の高いよりよい

教育を提供していくことが大切であります。この

ため、中教審の答申「新しい時代の教育や地方創

生の実現に向けた学校と地域の連携・協働の在り

方と今後の推進方策について」を受けて、学校運

営や学校の課題に対して広く保護者や地域住民の

皆さんが参画できる仕組みとしてコミュニティー

スクールの導入が全国的に進み、地域とともにあ

る学校づくりが進んでおります。

本市におきましては、平成２７年度に智恵文小

学校、智恵文中学校において小中一貫コミュニテ

ィースクールのモデル的な取り組みをスタートさ

せ、平成２９年４月より正式にコミュニティース

クールを導入いたしました。また、平成２９年１

月には名寄東小学校、２月には風連中央小学校で

コミュニティースクール推進委員会を立ち上げ、

制度説明会を実施するなどし、平成３０年４月に

は風連中央小学校、５月には名寄東小学校で学校



－85－

平成３０年６月１９日（火曜日）第２回６月定例会・第３号

運営協議会を設置し、コミュニティースクールを

導入しております。また、この６月には中名寄小

学校においても導入する予定となっています。

先行して導入した智恵文小学校、智恵文中学校

では、保護者や地域住民、関係行政機関の職員、

学校の教員など１４名で小中合同の学校運営協議

会を構成しております。各学校では、年度の学校

運営の基本方針を説明、承認いただくとともに、

地域の方々の支援を得て交通安全教室や啓発活動、

農業体験学習などを実施しております。今年新た

にスタートした風連中央小学校や名寄東小学校に

おきましても地域の方々が持つ技術や経験をいた

した授業支援などの協力をいただいているところ

であります。今後教育委員会としましては、現在

コミュニティースクールが導入されていない名寄

小学校や名寄南小学校、名寄西小学校の小学校３

校及び名寄中学校、名寄東中学校、風連中学校の

中学校３校について、名寄市校長会や教育改善プ

ロジェクト委員会の教育経営の充実グループを中

心として地域の実態を踏まえた学校運営協議会の

あり方について検討をお願いし、コミュニティー

スクールの導入を推進してまいります。

次に、小項目２、地域性を重視した小中一貫教

育についてお答えします。智恵文小学校と智恵文

中学校におきましては、従前より地域の人や物、

自然を生かした特色ある教育活動に取り組み、子

供たちの生きる力の育成に大きな成果を上げてき

ました。また、運動会と体育祭を合同で実施した

り、小学校と中学校のＰＴＡ組織を一体化したり

するなど、小中連携や学校と地域の連携が進んで

おりました。さらに、智恵文地区の学校は小規模

の小学校１校と中学校１校であり、連携を深める

ための条件が整っていたことから、平成２７年度

より本市の小中一貫教育のモデル的な取り組みを

進めてまいりました。その中で小学校と中学校が

学習指導や生徒指導において互いに協力し、責任

を共有して目的を達成するという観点から、双方

の教職員が義務教育９年間の全体像を共有化し、

系統性、連続性に配慮した教育活動を進め、平成

３０年度より本格スタートいたしました。

特徴的な取り組みとしては、学校経営について

は平成２９年度に小中一貫教育で目指す児童生徒

像を明確化し、それに基づいて学校教育目標を自

ら学び、未来をたくましく生きぬく智恵文の子と

小中共通のものとして設定しております。教育課

程の編成においては、各教科の年間指導計画を９

年間を見通したものとして作成したり、算数や音

楽、体育などの授業で中学校の教員が小学校の授

業支援や出前授業を行ったりしています。児童生

徒の交流活動では、中１ギャップの解消やコミュ

ニケーション能力の育成を目指し、児童会、生徒

会の交流を進めて共通の活動を行ったり、体験入

学の回数をふやし、授業だけではなく部活動体験

などを行ったりしております。教育委員会といた

しましては、今後も学校運営協議会の場などにお

いて保護者や地域の教育力を学校の教育活動に積

極的に取り入れることで地域の実情を踏まえた特

色ある学校づくりを進めていただくようお願いを

してまいります。

次に、小項目３、スポーツ分野における小中連

携についてお答えします。本市における児童生徒

がスポーツに取り組む環境は、主に小学生は少年

団活動、中学生については部活動の場であり、多

くの児童生徒が活動しています。また、これらの

活動を支えている指導者については、少年団では

地域指導者や保護者が中心となり、中学校の部活

動においては一部では外部コーチによる指導もあ

りますが、大半は教職員が中心となって指導に当

たっています。小中学校の連携した指導体制につ

いては、一部を除き確立されていないことから、

昨年度よりジュニア育成コーチ養成プログラム事

業を実施して指導レベルの向上を図るとともに、

指導者間のネットワークの構築、情報交換を行っ

ているところです。昨年度は、全７回の講習会に

加えてシンポジウムを開催するなど延べ１６４名

の指導者が参加しています。本事業は、今年度以
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降も継続的に実施する予定であり、指導者のネッ

トワークを広げながら小中学校の連携、さらには

高校、大学まで連携した地域全体で子供たちのス

ポーツ活動を支える指導体制を確立しながら、子

供たちのよりよい育成環境をつくっていきたいと

考えております。

次に、小項目４、学校、家庭、地域、行政の連

携強化によるさらなる教育環境の形成についてお

答えします。教育活動の推進に当たり、教育行政

執行方針の中に学校、家庭、地域が一丸となって

という言葉に新たに行政という文言を加えたこと

により、教育施策に対しどのような姿を期待して

いるのかという御質問と受けとめさせていただき

ます。全ての子供たちに求められる生きる力を育

むためには、学校と家庭、地域社会や関係諸機関

が連携、協力し、各種教育施策を推進していくこ

とが重要であり、行政や教育委員会がその支援を

していくことは当然の責務であると考えています。

本市においては、名寄市教育研究所を行政組織と

して組み入れ、教職員の研修機会の確保や財政支

援をするなど、他の市町村には例のない取り組み

を行ってきています。また、不登校児童生徒の対

応のための教育相談センターでの取り組みやスポ

ーツ・合宿推進課と連携した体力向上プログラム

の実施、さらにはインクルーシブ教育の推進やコ

ミュニティースクールの導入、主権者教育に対応

したふるさと未来トーク、市長、教育長と児童生

徒との懇談会の実施など以前に比べて行政が担う

べき分野も広がってきています。また、近年は首

長を座長とした総合教育会議の設置など、さらに

行政の役割が明確化してきたと考えているところ

です。今までも学校、家庭、地域等が一体となっ

てという表現の中には、地域等の中に行政も含ま

れていると捉えておりましたが、このたびの北海

道教育推進計画での表記法なども踏まえ、教育委

員会など行政の役割をより明確にするという視点

から、今回教育行政執行方針では学校、家庭、地

域、行政と表現をさせていただいたところであり

ます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 続きまして、大項目

の３、農福連携の推進について、小項目の１、農

福連携の現状と将来像について及び小項目の２、

関係機関の連携強化と果たすべき役割につきまし

ては関連がございますので、一括して申し上げた

いというふうに思います。

農福連携につきましては、福祉分野における障

がい者の就業機会の拡大や農業分野における労働

力不足を補う一つの方策などとして期待をされて

おり、市内におきましても既に一部の福祉事業者

と農業者の間におきまして実際の取り組みが進め

られているほか、国、道の職員を招いての意見交

換会やシンポジウムの開催など関係者において機

運の高まりが見られているところでございます。

農福連携を推進するためには、段階的な取り組み

が必要であり、まずは現状の把握と課題の洗い出

し、それに基づく農業者と福祉事業者間における

相互理解の促進に向けて関係者によるネットワー

クを形成し、取り組みを進めてまいりたいと考え

てございます。

また、行政の果たす役割についてでありますが、

内部の横断的な取り組みのもとに関係者のネット

ワークづくりに向けて各機関、団体との連携調整

を図るとともに、国や道の支援策や先進事例など

農福連携に必要な情報の提供に努めてまいりたい

と考えてございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） それぞれ御答弁いた

だきました。昨日の代表質問の中にも一部関連し

ているところがありますので、重ならないように

気をつけながら再質問をさせていただきたいと思

います。

まず、大項目１にかかわりまして、先ほど市長

から丁寧な御説明をいただいたのですけれども、
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その中身につきましては今現在市長の表明されて

いることについて、さきに特別な機会、例えば町

内会長の集まりですとか、地域にですとか、そう

いうところについての表明されている機会があり

ましたでしょうか。私が知らないだけかもしれま

せんけれども、ちょっとそこのところを確認させ

ていただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） この４月、５月、６月と

それぞれの原課が担当するような委員会ですとか

各種総会等がございまして、そうした場では事あ

るごとにお話をさせていただいているつもりでご

ざいます。７月に町内会長との意見懇談会の機会

もございますので、こうした場も捉えて町内会長

さんにもそうしたお話はしっかりとこれからさせ

ていただきたいというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 当然ここに至るまで

も何年も前から正当な議論がなされ、そして名寄

市の人口等、名寄市の現状を踏まえての条例の一

部改正であったと思っておりますので、そのこと

に関して異議があるというわけではございません。

ただ、おおよそそういう時期が来るのではないか

というふうに思っていた地域の市民にとりまして

は、やはり突然そのことが現実として突きつけら

れたという思いが多かったのだと思うのです。い

ろんなところでそのことに関して市民の皆さんか

ら声が寄せられました。先ほど市長から橋本副市

長の執務の状況ですとか、それから市長みずから

それぞれの、風連地区だけにとどまりませんので、

智恵文地区ですとか、中名寄地区、名寄市広い面

積を持っているところにかかわって足をお運びい

ただいての執務の状況等についても説明していた

だいたのですけれども、それが早い段階で市民に

伝わることによって、市民それぞれが見通しを持

つ中で安心した対応をというところに結びつけて

いただけることができなかったのかなということ

については、少し経過について市長の胸のうちを

聞かせていただきたいなというふうに以前から思

っておりました。その点について今後７月の町内

会長さんの会議等でも説明いただけるということ

ですが、そのほかについての機会の提供というの

はございますでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） この種、特別職の人事関

係の案件については、それ以前にいろんな方と相

談するような案件ではないというふうに承知をし

ておりますので、ただしその間４年前にもそうし

たタイミングがあったかもしれませんけれども、

風連地区の現状に十分配慮しながら、さらにまた

特例区が終了してからも風連担当の副市長を置い

て風連地区の振興、発展に努めてきたということ

でございます。この間もいろんな積み重ねの中で、

特に合併した自治体ということもあって、そうし

た地域に配慮しながら市政の運営に努めてきたと

ころでございます。今後ともいろんな機会を捉ま

えて、こうした情報はしっかりと発信していきた

いというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 人事に関して出せる

もの、出せないもの、出す時期、そういうものに

ついては当然理解するところであります。今の段

階でも丁寧な説明は心がけていただいていると思

いますけれども、風連地区に関しまして特に高齢

化が進んできております。先ほど市長からは、一

定程度課題について解決がなされているというと

ころで、大学の４大化ですとか、公の施設の利用

料、使用料の調整ですとか、それから市立病院の

内容について御発言がありましたけれども、周辺

地域、風連地域ですとか、智恵文地域ですとか、

その部分についての例えばお店が少なくなってい

る現状、高齢化が旧名寄市以上に進んでいる状況、

その点についてこの課題に対して市長はどのよう

な見解をお持ちでしょうか。また、そのための施

策として、当然総合計画、地域創生総合戦略等で

施策を打っていただいているのですけれども、改
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めてその部分について、高齢化対策についてどの

ようにお考えかお伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 少子高齢化でありますと

か、それぞれの地区ごとの市街地の、あるいは商

店街の衰退というか、だんだん経営状況が厳しく

なってきているような状況というのは、これは全

市的な問題でございます。風連地区と名寄地区の

一定のすり合わせなければならないこと、あるい

はそれぞれ独自の営みの中で進んでいくもの、こ

うしたことは一定の整理がついたというようなこ

とだと認識をしています。一方で、今のような少

子高齢化だとか、それぞれの地域課題というのは、

これはもう智恵文地区も風連地区もいろんな地区

課題は抱えているわけでございまして、それぞれ

に対してしっかりと地域ごとに目配りをしながら

対応していくということに尽きるのではないかと

いうふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 地域ごとに目配りを

してというその言葉については、十分受けとめさ

せていただきたいと思います。

先ほど松岡参事監からも御答弁いただきました

内容について、それぞれの地域の実態、市民の声

を十分受けとめてというところで、アンケート調

査のことですとか、それから出前トーク、それか

ら教育部のほうからは子供たちとの未来トーク、

市長、教育長が出向いてくださっております学校

での未来トーク等についても御答弁いただきまし

た。それについては、若い人たちの意向を十分吸

い上げるということについての施策であろうと思

いますけれども、まだ若い人たち、特に青少年の

思いについて市長に届いていないところが大きい

のかなというふうに受けとめています。例えば士

別市におきましては、子ども議会が何年か前から

設置されておりまして、単に事業として子ども議

会があるのではなく、その子ども議会の中で子供

たちが十分に市の理事者と自分たちのふるさとに

ついて考えを練り合わせていく、求めていく、そ

の求めたことに関して子供たちもしっかり子供た

ちなりに考えを進めていく、そして先輩から後輩

にそのことについてはしっかり継続審議といいま

すか、継続した取り組みとして受け継がれてきて

いるというその状況があります。名寄市について

さらに若い人たちの思いを受けとめていただく機

会について、どのようなお考えをお持ちなのかお

聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今山崎議員のほうか

ら特に士別の例を挙げてお話がございましたけれ

ども、私どもこれ総合計画もそうですし、しっか

りと市民の皆さんと対応し、声を聞くということ

についてはこれまでもさせていただいていたのか

なというふうに考えています。まだ特に若い方の

御意見とか十分届いていないということでしたけ

れども、具体的にはまちづくり懇談会であるとか、

町内会長との懇談会であるとか、今は総合計画の

関係で各団体の皆さんとも市長との懇談会をやら

せていただいております。きょうは、大学生とい

うことでやらせていただく日程になっているとい

うことでございます。まだまだ議員が考えている

声が届いていないということについて、もう少し

私ども具体的にどういったところが届いていない

のか含めて内容を考えさせていただきたいと思い

ます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 補足をさせていただきま

す。

先ほどもちょっとお話をしましたけれども、い

じめをなくそうという、いじめサミットというの

をずっとこの数年前から、これは小野教育長の肝

いりでやらせていただいて、それを発展的に今昨

年からふるさと未来トークということで、まさに

それぞれの小中学生が名寄のまちをどうしていこ

うということをみんなで考えてもらって、それを
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教育長と私にぶつけていただくという機会を年１

回設けて、今度７月には下多寄小学校でやるので

したか、ということが決まっております。議会と

いう形ではないかもしれませんけれども、見てい

ただいたかわかりませんけれども、非常に活発で、

すばらしい意見が結構出てきております。加えて

昨年度からまたそれぞれの小中学校に教育長と私

が出向いていって、これは１学年あるいは小さい

学校だともうちょっと大きな単位での児童の皆さ

んを対象にして、これもさまざまな今抱えている

問題やまちづくりの問題をフランクに議論をする

ような機会も設けておりまして、あらゆる機会を

捉まえて今後とも子供たちの意見をしっかりと聞

きながら市政に反映していく、そんな姿勢を忘れ

ずにいきたいというふうに思っています。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 機会を提供していた

だいているだけでは、十分であるというふうに思

っていいのかどうかということについては少し危

惧をするところでありますけれども、今の御発言

を伺わせていただきまして、その機会が十分に生

かされてきているということについて理解いたし

ました。いつも思うのですけれども、まちづくり

懇談会があるから、その回数が多いから、出席者

数がこの人数であったからよしということである

のかどうか、それについては私も含めてやはりい

ろんな場面で検証していく必要があるな、自分自

身が反省材料としていかなければいけないなとい

うふうに思っています。その機会については、そ

の前の準備段階、そして例えばふるさと未来トー

クが行われた後の子供たちの心への定着ぐあい、

そのことについてが最も重要であるというふうに

思っておりまして、先ほど市長からの御答弁の中

にはそのことについて少しずつ成果を積み重ねて

いただいているというふうに受けとめさせていた

だきたいと思います。やはり子供たちがこの地域

のことを考えていくということは、人は自分のふ

るさとがベースになって生きていくわけですから、

名寄市で一生を過ごす、それから名寄市をベース

にほかの土地に巣立っていく、ともに大変重要な

ことでありますので、ふるさと未来トーク、いじ

めサミットも含めて大事にしてやっていただきた

いなというふうに思っています。

それにあわせて、大項目２のほうに移らせてい

ただきますけれども、やはり地域とともにある学

校というところでのコミュニティースクール、小

中一貫教育というのが重要になってくるというふ

うに思っています。しかし、学校の中は平成３０

年、ことしは移行措置期間でありますけれども、

学習指導要領がさらに改訂され、授業時数がふえ、

大変多忙な状況になっております。その点にかか

わりまして、コミュニティースクールの導入にあ

わせての授業時数、それから教科の横断的、縦断

的な取り扱いについてはどのようになっておりま

すでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 小中一貫教育を実施

するということで、中学校の教科を小学校高学年

でというようなそれぞれの今の教育課程で定めら

れている時数を相互に乗り入れてという形は今の

ところ考えておりません。それぞれの教育課程の

中で進めていくということですので、時数の乗り

入れというのは今のところはまだ考えておりませ

ん。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 時数の乗り入れにつ

いてということ、今御説明いただきましたけれど

も、例えば小学校で外国語が５、６年生で教科と

して入ってまいりますが、その点について乗り入

れるということではないのですが、小中一貫教育

の中で指導法等連携というのはございますでしょ

うか。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 小学校５、６年生で

は７０時間ということだったと思いますけれども、

これにつきましては小中一貫、小中連携に限らず、
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小学校でやっていかなければならない。ただ、先

ほど地域の特性ということで、智恵文小中学校に

ついては小中一貫ということで今進んでおります

ので、例えば先ほど言いましたけれども、音楽で

すとか体育で中学校の教員が小学校へ出向いて出

前講座、授業を教えるというような中に、英語を

小学校に行って、中学校の専科ですから英語を持

っている教員が教えるということは当然想定とい

うか、検討できるのだろうというふうには思って

おります。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 特に外国語が小学校

に入ってきましたので、教育現場の戸惑いといい

ますか、どの先生方も対応できる力はお持ちです

けれども、やはり新しいことに取り組む時期にお

いては戸惑いもあろうかと思いますので、その点

についても十分御配慮いただいて進めていただき

たいなというふうに思っています。当然そのよう

に考えていただいているということについても認

識しておりますけれども、お願いしたいなという

ふうに思っています。

改めて風連地区においては、来年３月に残念で

すが、下多寄小学校が学校を閉じることに決まっ

ております。風連地区小学校１校、中学校１校と

いうことになりますので、小中一貫教育について

の具体的な取り組みがスタートされるのかなとい

うふうに思っておりますが、その点にかかわりま

してはどのような見通しになっておりますでしょ

うか。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 今風連地区における小

中一貫教育にかかわっての御質問かと思いますけ

れども、御承知のように風連地区におきましては

ことしの４月から風連中央小でコミュニティース

クールがスタートしたところでございます。中央

小学校では、地域住民の皆様の協力を得て地域の

教育力を生かした教育活動を積極的に進められて

いるところでございます。また、現在風連中学校

におきましてもコミュニティースクールの導入に

向けまして準備を進めているところでございます。

数年前ですけれども、山崎議員のほうから風連地

区での小中一貫教育についての導入についてたし

か御質問をいただいたところでございますけれど

も、そのときこのことも踏まえまして、実は平成

２８年度でしたでしょうか、ごろから風連中央小

学校と、それから風連下多寄小学校、それと風連

中学校、この３校で小中一貫教育の導入を視野に

入れまして、風連地区小中連携教育推進委員会、

これを設置いたしまして、学校経営や学習指導あ

るいは生徒指導にかかわりましてどのように連携

を深めていくことができるかということで検討し

てきております。具体的には、学校経営について

は風連地区の各学校の教育目標ですとか経営方針

などについて検討しておりますし、また学習指導

や生徒指導にかかわっては９年間を見通した教育

課程のあり方、また学習規律や学習習慣のあり方

について、また職員による授業参観や中１ギャッ

プへの対応などについても小中学校の円滑な接続

の視点から検討を重ねてきているところでござい

ます。

一方、これも御承知のように先進的な取り組み

として智恵文小学校、中学校におきましてもこれ

までのしっかりした準備のもと、ことしより本格

的な小中一貫教育の導入がスタートしたところで

ございます。ということで、これまで風連地区に

つきましては智恵文小中学校もスタートしたとい

うことで、条件が大分整ってきたというふうに捉

えております。したがいまして、これまでの状況

を踏まえまして、教育委員会といたしましては風

連地区においても小中一貫コミュニティースクー

ルの導入をちょっと検討してまいりたいと今考え

ているところでございます。そのために風連中学

校のほうがこれからコミュニティースクールの導

入ということで入っていきますので、風連中央小

学校のこれまでの取り組みをもとにしまして小中

合同の運営協議会ができないかというようなこと
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も視野に入れて検討をお願いしてまいりたいなと、

そんなふうに思っております。

また、小中一貫教育に関しましては、智恵文地

区での先進的な取り組み、これ先ほども申し上げ

ましたけれども、がありますので、このことを踏

まえまして幅広く地域の思いや願いなども取り入

れながら、導入に当たってさまざまな課題もあり

ますけれども、それらを整理しながら条件整備に

努めてまいりたいとこのように考えておりますの

で、御理解いただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 御丁寧な説明をいた

だきましたので、見通しをかなりはっきり持つこ

とができました。間もなく地域の中でもいろいろ

な話が伝わってくると思いますので、地域の方の

受けとめですとか、その中で学ぶ子供たち、特に

中学生については自分の言葉で学校の状況を伝え

ることができますので、その子供たちの状況につ

いても受けとめさせていただきながら、見守らせ

ていただきたいというふうに思っています。

特にスポーツ環境については、やはりさきにも

お話がありましたけれども、名寄市については冬

季スポーツの拠点化ということで、ジュニア育成、

それからジュニア育成を支えるための指導者の育

成について大きな取り組みをしていただいており

ます。小中の連携においては、小学生少年団、中

学生部活という、その枠組みの中ではなく、少年

団も望めば２０歳を過ぎても所属することができ

ますし、少年団の目標は部活の内容も網羅してい

るところもあろうかと思いますので、スポーツの

分野において縦の系列の中で幼児からある程度の

青年に至るまでの活動の場の提供を求めたいなと

いうふうに思っています。特に先ほども申し上げ

ましたように、大人数でないとできないタイプの

スポーツについて、できるだけ学区ですとか、小

学校、中学校の枠を超えた取り組みが欲しいなと

いうふうに思っていますが、その点について今後

の見通し、今現在連携されているところについて

は承知しているつもりですけれども、今後特段取

り組みがあるのかどうかについて再度お聞かせい

ただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） まず、今少年団、部

活のお話がございました。なかなか成長段階にお

いて体格的にも違いがございますので、少年団と

部活動が一緒に活動するというのは逆に指導者の

困難さも含めて大変なのかなと思っていますけれ

ども、議員御承知のとおりサッカーのように横の

連携で少年団からずっと活動されているスポーツ

もございます。ただ、今の段階でどこまで広げら

れるかということはまだ言える段階ではございま

せんけれども、昨年よりスポーツ・合宿推進課の

ほうでジュニア育成コーチ養成プログラムをスタ

ートさせました。これについては、今年度またず

っと継続しながらコーチの養成をしていきたいと

考えておりますので、その中でコーチ同士の連携、

連絡等も含めてネットワークづくりをしながら各

種スポーツ、支えていきたいなと考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 名寄市の取り組みに

ついては、全道的にも全国的にも注目を集めてお

りますので、出かけた先でよく声をかけられてい

るところでもあります。ネットワークづくりも含

めて、この後も期待して、もちろん参加もさせて

いただきたいと思っておりますので、順調に進め

ていただきますことをお願いいたします。

時間が気になりますので、大項目３のほうに移

らせていただきます。農福連携についてというこ

とですが、現状の把握も踏まえてということです。

そのことについては、もちろん急いでやった結果

が太くて短いということになる、そういう類いの

ものではありませんので、本当に地域の実態を見

きわめながら、庁舎内でも横断的な取り組みをし

ていただきたいと思っているところですが、例え

ば名寄市には産業高校酪農科学科がございます。
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農業について学ぶ生徒がたくさんいるところです。

それから、隣の美深町においては美深高等養護学

校がございまして、障がいを持っている人たちが

自分たちの持てる能力を十分生かし切るところの

教育について心を砕いていただいているところで

あります。広域での連携、それから教育機関との

連携について、農福連携のところの一側面として

行政としてはどのような捉え方をされております

でしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 先ほども申し上げま

したけれども、農福連携について進めたいという

考え方です。その考えの一つが補正予算の中でも

農福連携推進事業ということで、額は少額であり

ますけれども、１５万円ほどの予算をさせていた

だいたので、行政としても行政の役割を果たすと

いう意味で予算計上を含めて取り組みを進めたい

ということであります。これはただ、取り組みに

ついては計画的に段階的に取り組む必要があるだ

ろうというふうに思っています。まずは、現状取

り組まれている自治体の農家の方と障がい者の方

の現状についてしっかり把握をさせていただきた

いなというふうに思っています。例えば現状私ど

もが耳にするのは、農業者のほうからはやはり障

がい者の状況についてよくわからないのだと。知

識が不足していると。そのことによってやっぱり

受け入れに対する不安だとか、戸惑いがあるとい

うことを聞いていますし、一方でいきますと福祉

事業者の方からはそれぞれ受け入れていく子供た

ちの個性によってできる作業なんかが違うので、

実際にどうマッチングできるのかというところの

不安というか、見通しが立たないという部分です

とか、あるいは実際には障がい者だけを派遣すれ

ばいいということでありませんので、その指導体

制もどうしたらいいのだというようなことも生の

声が聞こえてきているということであります。さ

らには、さきのシンポジウムの中でもやはり同じ

ことが指摘されておりまして、農業者あるいは障

がい者関係者のそれぞれにまだ誤解があって進ま

ないというところが言われたり、あるいは実際の

農業者と福祉事業者の出会いの場が欠如している

ことによって進まないのだと。それが阻害の要因

になっているのだろうということも御指摘されて、

まさにその声を裏づけるような形になっています

ので、まずそこの阻害要因のところについて名寄

市においてはどうなのか調査をさせていただきた

いと思いますし、それをクリアするための条件と

して、あるいは方法としてそういった教育機関の

活用についても必要に応じて検討してまいりたい

と考えておりますので、少し時間はかかるかもし

れませんけれども、段階的に計画的に現状を把握

しながら進めてまいりたいと考えております。御

理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 現状把握ということ

で、細かいところについてはこの後も進んでいく

のだと思いますが、かなりの部分で臼田経済部長

は現状把握をしてくださっているのではないかな

というふうに受けとめさせていただきました。

マッチングについてということですけれども、

そのマッチングについてはやはり農業分野の大き

な組織としてＪＡ道北なよろがあると思いますが、

そちらとの連携については現在どのようになって

おりますでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 農業関係の取り組み

については、これは行政だけではなくて多くの分

野でＪＡの御協力もいただかなければいけないな

というふうに思っていますし、さきのシンポジウ

ム等におきましてもパネラーの中には加藤市長も

登場されましたけれども、農協の組合長さんも登

場されて御意見などを述べておられましたので、

私ども必要な部分については農協にも相談させて

いただきながら、できる協力についてお願いをし

てまいりたい、そのように考えてございます。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。
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〇２番（山崎真由美議員） そのネットワーク化

というのは、まだ具体的には進んでいないという

ふうに受けとめさせていただいてよろしいでしょ

うか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 広い意味でのネット

ワーク化については、これから取り組むことにな

っておりますけれども、現状まず切り口としては

今隣に小川部長も座っておられますけれども、福

祉サイドで福祉事業者の集まりを、ここはもう既

に形ができておりますので、そこと我々農業サイ

ドも含めた話し合いから、どういった団体が集ま

っていくかについてもこれからの課題だというふ

うに思っていますので、まずはそこを切り口に話

し合いを進め、必要なネットワークの構築に向け

て取り組んでまいりたいと考えておりますので、

御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 今後の動向に注目さ

せていただきたいと思いますが、先ほど福祉サイ

ドのという言葉がございましたので、福祉サイド

ではそれぞれの例えば障がい者就労施設、そのネ

ットワーク化が既にでき上がっておりまして、農

福連携も含めていろいろな取り組みがなされてい

ると思っています。その中で福祉サイドのほうか

ら、福祉サイドといいますのは障がい者就労施設

の方々のほうから行政に対しての要望も上がって

きていると思いますが、その要望とそれに対して

の行政の対応の仕方について確認させていただき

たいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 農福連携につき

まして、福祉サイドについても取り組みを進めて

いるといいますか、現在福祉サイドでも６事業所

あるうち４事業所においては農家の皆さんに協力

をいただきながら農福連携の作業を行っています。

戸数でいくと延べ２１戸、約８５０人の方がそう

いった農作業に従事をしている状況にあります。

ただ、課題につきましては、先ほど経済部長から

申しましたように受け入れ側の障がい者に対する

理解だったり、障がい者についても個々によって

できる作業、できない作業、いろんな状況がある

という中ではなかなか難しさがあるというふうに

思います。そういった面では今実施をしているこ

ういった事業を通じて課題の解決が何ができるの

かも含めて検証しながら、そういった事業所と行

政が連携をしながら、当然農家の人手不足の解消

であったり、障がい者の自立支援に向けた雇用確

保につながっていきますので、これにつきまして

は経済部とも連携しながら今後も検証、検討しな

がら推進をさせてもらいたいというふうに考えて

おります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 時間がありませんの

で、多くはお話しさせていただきませんけれども、

名寄市の課題について労働力不足ですとか、本当

にたくさんの課題に対して切り込み口になる農福

連携であると思いますので、どうぞよろしくお願

いしたいと思います。

終わらせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で山崎真由美議員

の質問を終わります。

開業医誘致の推進について外２件を、東川孝義

議員。

〇９番（東川孝義議員） 議長より指名をいただ

きましたので、通告順に従いまして、順次質問を

してまいります。

最初に、開業医誘致の推進体制についてお伺い

をいたします。開業医誘致制度の創設については、

昨年６月の定例会において質問させていただきま

した。そのときの質問の趣旨は、名寄市内の１次

診療を担う開業医はここ数年で高齢化並びに廃業

により昨年の３月末には１０軒あった開業医が７

軒となり、身近で安心して受診できるかかりつけ

医が減少し、ほかの開業医への負担が増大してい



－94－

平成３０年６月１９日（火曜日）第２回６月定例会・第３号

ること、また名寄市立総合病院が２次医療から３

次医療へと医療の高度化、広域化と変遷し、道北

地域のセンター病院として高度急性期医療を担う

病院へと変化をしている中で、中核病院へ患者が

集中し、医師の負担も増大しており、何よりも市

民の方が安心して受診できる地域医療体制の整備

と強化が急務であるとの思いでありました。その

ときの答弁では、かかりつけ医は地域医療推進の

ために最も重要な役割を果たす存在であり、危機

的な状況と受けとめ、名寄市保健医療推進協議会

において審議を行っていくとの回答をいただいて

おります。その後の経過ですが、推進協議会から

開業医誘致条例についての答申が示され、昨年９

月の定例会において開業医誘致条例制定について

提案され、市民福祉常任委員会へ付託をされまし

た。審議の結果、同年１２月開催の第４回定例会

において可決をされました。

そこで、小項目の１番目、条例制定後の具体的

な取り組みについてお伺いをいたします。開業医

誘致活動の取り組みは、健康福祉部の保健センタ

ーが窓口となり進められていると思いますが、条

例制定後約６カ月を経過した現在関係機関へのＰ

Ｒ活動を含めた具体的な活動についてお伺いをい

たします。

次に、小項目の２番目、具体的な推進に向けた

課題について並びに小項目の３番目、今後の誘致

推進に向けては関連がありますので、あわせてお

伺いをいたします。当市を含めた北北海道地域は、

人口減少、少子高齢化が進む中で開業医誘致推進

に向けての活動は厳しさが予測されます。しかし、

地域包括ケアシステムの構築に向けてかかりつけ

医は重要な役割を担っており、加えて市民が安心

して適切な医療を受け、健やかに暮らしていくた

めには開業医誘致は喫緊の課題であり、現在進め

られております取り組みでの課題を整理して次の

ステップへの取り組みを強化する必要があると思

いますが、考え方をお伺いをいたします。

次に、大項目の２番目、障がい者福祉施策の事

業推進についてお伺いをいたします。障がい者と

は、身体障がい、知的障がいまたは精神障がいが

あるために長期にわたり日常生活または社会生活

に相当な制限を受けるものと規定をされておりま

す。障がい者の状況を全国ベースで見ると、身体

的障がい者３９３万 ０００人、知的障がい者７

４万 ０００人、精神障がい者３９２万人となっ

ており、複数の障がいをあわせ持つ人もいるため

単純な合計にはならないものの、国民のおよそ

７％の人が何らかの障がいを有していることにな

ります。名寄市は、平成２９年４月１日現在で身

体障がい者 ３８７人、知的障がい者３６３人、

精神障がい者１７９人となっており、合計 ９２

９人で、総人口に占める割合は ９％と全国平均

を若干上回っております。

そこで、小項目の１番目、第３次名寄市障がい

者福祉計画の推進に向けてお伺いをいたします。

この計画は、名寄市保健医療福祉推進協議会並び

に名寄市保健医療福祉推進協議会障がい者部会の

方々の専門的な知見で多くの施策が計画されてお

りますので、何点かに絞ってお伺いをいたします。

第３次障がい者福祉計画を策定するに当たり、地

域福祉に関する市民の意見やかかわりを反映させ

るためにアンケートが実施をされておりますが、

調査結果の分析と施策への反映についてお伺いを

いたします。アンケートは、障害者手帳を有して

いる方全員の回収率が５ ８％、名寄市にお住ま

いの２０歳以上の無作為抽出での回収率は４ ２

％であります。この回収率は、一般的なアンケー

ト結果からすると高いとは思いますが、障がい者

の回収率が低いように思いますが、どのように分

析をされているのかお伺いをいたします。

次に、調査結果に基づく施策への対応について

お伺いをいたします。ヘルプカードですが、名寄

市にお住まいの２０歳以上のアンケート結果では

名前も内容も全く知らないが６ ８％、次いで内

容は詳しく知らないが２ ３％と合計で８ １％

となっております。ヘルプカードの今後の周知方
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法についてお伺いをいたします。

また、障害者手帳を有している方のアンケート

結果で障がい者の地域生活に必要な支援として必

要なサービスが利用できることが５ ５％、続い

て経済的な負担の軽減が４６％となっております。

障がい者福祉サービスの現状と課題の中で、障が

いのある人の高齢化が進んでおり、また福祉サー

ビス事業所においては人材の確保及び質の向上が

課題であると指摘をされております。福祉サービ

スが必要なときに利用できる体制づくりの対応に

ついてお伺いをいたします。

次に、就労支援の充実に向けて、障がいのある

人が自立、社会参加するためには就労によって経

済的な基盤を確立すると現状分析がなされており

ます。市民あるいは地域一体となった取り組みを

含めて、どのような対応を進めていこうとされて

いるのかお伺いをいたします。

次に、小項目の２番目、第５期名寄市障がい福

祉実施計画の推進についてお伺いをいたします。

この計画は、１０年間の福祉計画に基づきより具

体化した３年間の実施計画であると認識をしてお

ります。そこで、就労継続支援Ａ型、Ｂ型の第４

期計画での計画に対する進捗の評価と全体の障が

い者数は第４期に比べて大きな変動はありません

が、第５期計画ではＡ型は減少し、Ｂ型は増加し

ております。この計画の進捗対応についてお伺い

をいたします。

また、障がい者の雇用率は全国ベースで ９２

％、北海道では ０６％、名寄市の障がい者の雇

用状況は法定雇用率を上回り ７４％となってお

ります。名寄市は、平成２６年度に比べて平成２

８年度の実質雇用率は １２％ふえているものの、

雇用達成企業の割合は ２％減っております。自

立する支援体制に向けて継続的な取り組みが必要

だと思いますが、対応についてお伺いをいたしま

す。

次に、小項目の３番目、名寄市みんなを結ぶ手

話条例の推進についてお伺いをいたします。この

条例は、平成２７年の第１回定例議会において議

員提案として上程され、可決し、同年３月２３日

より施行されております。議員提案であることか

ら、その進捗管理においては二元代表制の中で私

たち議員の対応も一定の責任があるものと考えて

おります。そのことを認識した中で、行政として

の今までの取り組み経過と福祉実施計画ではどの

ように進めていこうとされているのかお伺いをい

たします。

次に、大項目の３番目、交流人口の拡大に向け

てお伺いをいたします。名寄市の観光振興計画は、

長期的な視野に立って目標を設定していることか

ら、目標年度平成２４年度から１０年後の平成３

３年度で進められております。その上で後期基本

計画の観光分野におけるアクションプランとして

平成２９年度にスタートする総合計画第２次にあ

わせて平成２８年度に見直しを行い、進められて

おります。その時点で平成３３年度の目標、観光

入り込み人数を計画策定時の８８万７００人から

計画改定後は２６万 ５００人減の６１万 ２０

０人に変更となっております。

そこで、小項目の１番目、過去５年間の主な観

光事業でありますなよろアスパラまつり、てっし

フェスティバル、雪質日本一フェスティバル、ひ

まわり観光での入り込み人数の実績とその推移を

どのように評価をされているのかお伺いをいたし

ます。

次に、小項目の２番目、観光誘致宣伝活動につ

いてお伺いをいたします。観光誘致宣伝に関する

活動は、観光協会が主体となって進められている

と思いますが、名寄市をＰＲする事業としてどの

ような種類のパンフレットを作成し、道内外への

配布先の部数についてお伺いをいたします。

次に、小項目の３番目、広域観光連携事業につ

いてお伺いをいたします。現在広域観光連携事業

として国の施策も含めて、きた北海道広域観光ル

ート、道北観光連盟、天塩川シーニックバイウェ

イルートの事業が進められておりますが、各事業
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の進捗経過についてお伺いをいたします。また、

始まって間もない事業もありますが、各事業の推

進における市内への経済効果についてもお伺いを

いたします。

次に、小項目の４番目、営業戦略室業務の推進

についてお伺いをいたします。営業戦略室は、平

成２３年４月よりスタートしておりますが、設立

当初の目的と今後の推進体制についてお伺いをい

たします。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 東川議員から大項目３点

にわたっての御質問をいただきました。大項目１

は私から、大項目２は健康福祉部長、大項目３は

経済部長からのそれぞれの答弁となります。

大項目１、開業医誘致の推進について、小項目

１、条例制定後の具体的な取り組み、小項目２、

具体的な推進に向けた課題、小項目３、今後の誘

致推進、関連がありますので、あわせてお答えを

いたします。初めに、開業医の誘致活動につきま

しては、平成２９年１２月４日付で条例が施行さ

れた後、定例記者会見での発表、また広報なよろ

１月号及び市のホームページに掲載をし、市内外

に向けて情報を発信をしております。また、北海

道医師会の月刊「北海道医報」及び北海道医療新

聞にも掲載をいただいております。そのほか上川

北部医師会のホームページも利用させていただく

など、医師向けの情報発信を続けております。他

市では、地元出身の医師が助成制度を活用して開

業に結びついたという事例もありますことから、

当市におきましても東京なよろ会を初め各ふるさ

と会の会員向けに開業医誘致制度のパンフレット

を送付し、当市とゆかりのある方々を通した情報

発信も行ってまいりました。また、４月には厚生

労働省北海道厚生局及び北海道の地域医療担当者

との意見交換の場を設けることができ、医師確保

について助言をいただいたところでございます。

次に、開業医の誘致に向けた課題ですけれども、

現在北海道内を初め全国的にも地域医療を担う医

師が不足をし、医師の募集をしている地域が多く

ございます。そのような中で当市のように開業医

誘致に係る助成を考えている自治体も少なくない

状況にあることから、当市の誘致助成制度を選択

していただくこと、言いかえれば開業を考えてい

る医師に名寄を選択をしてもらうということが重

要でありまして、地域医療を担う医師に名寄市を

知ってもらうことが課題の一つであると考えてお

ります。当市には、医療の核となります名寄市立

総合病院がありまして、他の医療機関同士の連携

も密に行われている状況にございますので、今後

開業される医師にとって費用面の支援だけでなく、

名寄市での開業をバックアップできる体制がある

ことをお伝えする必要もあろうかと思います。現

在問い合わせが１件来ている状況でございますが、

関係機関とも協議をしながら対応をしていきたい

と考えております。今後においても関係機関と連

携を図りながら、開業医誘致が進むよう情報発信

等継続してまいります。

〇議長（黒井 徹議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 私からは、大項

目２、障がい者福祉施策の事業推進について、初

めに小項目１の第３次計画の推進に向けてについ

てお答えいたします。

第３次名寄市障がい者福祉計画の策定に向けて

は、２つのアンケート調査を実施しております。

１つ目は、調査の対象を名寄市の障害者手帳を所

持されている方全員に行った障がい福祉に関する

アンケートです。２つ目は、調査の対象を名寄に

お住まいの２０歳以上の方を無作為に抽出した６

００人に行った名寄市保健医療福祉についてのア

ンケートです。第１回目の障がい者部会でアンケ

ートの内容について検討を行い、委員の方々から

いただいた意見を踏まえ、アンケート用紙にルビ

を振るなどできるだけわかりやすくなるよう作成

いたしました。アンケートは、 ０８８人の方か

ら回答があり、回収率は５ ８％で、前回の計画



－97－

平成３０年６月１９日（火曜日）第２回６月定例会・第３号

策定時より回収率を若干ですが、上回ることがで

きておりますが、今後も障がい者が障がい福祉に

関心、意識を高める取り組みについては必要とい

うふうに考えているところであります。

アンケート調査の結果からは、障がい者が住み

なれた地域で安心して健やかに暮らせるようにす

るまちづくりを考えていく際にポイントとなる障

がい者の理解の促進に必要なこと、障がい者の地

域生活に必要なこと、障がい者の相談支援に必要

なこと、障がい者の就労支援に必要なこと、障が

い者支援に必要なことの５点について分析を行い

ました。分析の結果、障がい者への理解の促進が

必要である、障がい者が地域で生活するためには

必要な福祉サービスが利用できることが必要であ

る、教育と福祉の連携が必要であるの３点が最も

重要であるという結論になり、そこから基本目標

を導き出し、計画に反映してきたところでありま

す。

次に、ヘルプカードは平成２４年１０月に東京

都で作成、配付が始まり、北海道では平成２９年

１０月から全道統一とした取り組みとなるよう北

海道ヘルプマーク・ヘルプカード配付ガイドライ

ンが策定されました。このことを受けて本市では

本年４月から配付を始め、現時点ではヘルプカー

ド約９０枚、ヘルプマーク約４０個を配付してお

ります。昨年２０歳以上の市民を対象として実施

した名寄市保健医療福祉についてのアンケート調

査では、北海道や本市での取り組みが進んでいな

かったこともあり、ヘルプカードについて名前も

内容も知らないとの回答が全体の６ ８％という

結果となっております。この取り組みは、市民の

方が認知していなければ意味がないものでありま

すので、チラシの全戸配布や新聞への掲載、各種

会議で周知してきましたが、今後におきましても

継続して周知活動に努めてまいりたいと考えてお

ります。

次に、障がい者福祉サービスの充実に向けてで

すが、障がい者の地域生活に必要な支援について

のアンケート調査では、必要な福祉サービスが利

用できることの回答が全体の５ ５％と一番多い

結果でした。本年度から国では、自立生活援助の

障がい福祉サービスや高齢の障がい者の取り組み

として共生型サービスを始めております。今後に

おいても障がい者の福祉サービスに対するニーズ

を把握しながら、必要な福祉サービスが利用でき

るよう環境づくりに努めてまいります。

次に、就労支援の充実に向けてですが、障がい

者の就労支援に必要なことについてのアンケート

調査では、職場の障がい者理解との回答が全体の

３ ２％と一番多い結果でした。名寄市内の障が

い者の福祉施策から企業に就職する障がい者もふ

えてきておりますので、企業、福祉施設、関係機

関との連携を深め、職場での障がい者理解が進む

よう促すなど、働きたいと考えている障がい者の

雇用確保などを支援していきたいと考えておりま

す。

次に、小項目２の第５期名寄市障がい福祉実施

計画の推進に向けてについてですが、就労継続支

援Ａ型事業につきましては平成２９年度の数値目

標が５７２人、実績が４１８人、数値目標の進捗

率は７ １％という結果になっております。平成

２８年度の実績と比較しますと、３９６人から１

４１人と人数が微増している状況があります。就

労継続支援Ｂ型事業につきましては、平成２９年

度の数値目標が ７８２人、実績が ７１６人、

数値目標の進捗率は９ ３％という結果になって

おります。就労継続支援Ｂ型事業の進捗率につき

ましては、この数年９６％台となっておりますの

で、福祉施設の数や定員が地域の実情に合ってい

る状況にあると考えております。

次に、障がい者の就労支援につきましては、名

寄市障害者自立支援協議会の就労・生活支援部会

を中心としてハローワークや就業・生活支援セン

ターなどの関係機関と連携しながら進めていきた

いと考えております。具体的には、企業への就職

を希望する障がい者を対象としたしごと講座の取
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り組みを今年度も実施する予定であります。

次に、小項目３、名寄市みんなを結ぶ手話条例

の推進についてですが、手話条例制定後の具体的

な取り組みとしましては聴覚障がい者と手話をテ

ーマとした市民向け研修会の実施や手話リーフレ

ットの作成などを行っております。また、現在の

手話奉仕員養成講座は平成２６年度から上川北部

８市町村の事業として上川北部聴覚障害者協会名

寄支部並びに名寄手話の会の皆様の御協力を得て

実施をしており、これまで２３人の市民が受講を

終了し、今年度は５名が受講しているところであ

ります。さらに、手話の出前講座につきましては、

市役所、警察署、消防署、市立病院などで開催し、

聴覚障がいや手話の基礎的な知識を学ぶ機会を提

供しております。今年度は、６月２３日から２４

日の日程で名寄市内で第５１回ろうあ者夏季体育

大会が開催されますので、市民の皆様も手話に触

れる機会がふえることから、聴覚障がいに対する

理解が深まることと考えております。

次に、福祉実施計画との整合性、反映について

ですが、第５期の障がい福祉実施計画には社会参

加の推進の項目にコミュニケーションの手段の確

保や情報の保障、伝達という目的で手話奉仕員、

要約筆記奉仕員などの養成や派遣に取り組んでい

くこととしております。障がい者理解の促進の取

り組みとあわせて今後も継続して取り組んでまい

りたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 続きまして、大項目

の３、交流人口の拡大に向けて申し上げます。

初めに、小項目の１、過去５年間の主な事業の

入り込み数と評価についてでございますが、本市

におきましては総合計画の観光分野におけるアク

ションプランとして平成２４年度に名寄市観光振

興計画を策定し、２８年度には第２次総合計画の

策定にあわせ、時代の変化に対応すべく戦略事業、

目標値の一部見直しを行ってございます。

御質問のありました本市のイベントについてで

ありますが、名寄、風連の両観光協会が中心とな

り、実行委員会形式で企画、実施をしてございま

す。本市を代表するイベントでありますなよろア

スパラまつり、てっしフェスティバル、雪質日本

一フェスティバル、夏の地域資源でございますひ

まわり観光の過去５年間の入り込み数につきまし

ては、４つのイベントを合わせてでございますが、

平成２５年度５万 ７３０人、２６年度４万 ９

６０人、２７年度４万 ８３１人、２８年度３万

５６５人、２９年度４万 ６００人となってご

ざいまして、年度によりまして増減はあるものの

交流人口の獲得に成果を上げているところでござ

います。

また、各事業に対する評価についてであります

が、実行委員会が中心となり古くから地域に親し

まれるイベントとして地域住民の皆さんとともに

イベントを開催することによる市民満足度の向上

と本市の地域資源を生かしたイベントとして市外

の方々へのＰＲ、情報発信につながっていると認

識をしており、特にひまわり観光につきましては

本市の夏のメーン観光として交流人口の拡大に寄

与していると考えているところでございます。一

方で、市民の満足度向上が主な目的でございます

イベントにつきましては、さらなる交流人口の拡

大に至っていないことや野外イベントにつきまし

ては天候に大きく左右されるほか、ひまわり観光

については北海道らしい大規模な圃場をイメージ

される方が多いことなどに加えまして、現状通過

型の観光となっていますことから、宿泊などによ

る経済効果の点で課題が残されているものと考え

ているところでございます。

次に、小項目２、観光誘致宣伝活動について申

し上げます。本市の観光パンフレットは、平成２

７年度に始まった台湾との交流や今後増加が予想

される外国人にも対応するため、日本語、英語、

中国語の繁体字、簡体字のパンフレットを観光関

係者や市内在住の外国人の方々の御意見をいただ
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き製作をしたところでございます。パンフレット

の配布先につきましては、市内が６０％、市外が

４０％となっており、主に市内におきましては道

の駅、なよろ市立天文台、道立サンピラーパーク

などの観光施設、宿泊施設やレンタカー会社など

観光客が立ち寄る場所のほか、会議や交流事業な

どで市外から訪れる方々へ配布させていただいて

おります。また、市外におきましては、旭川空港、

札幌駅観光案内所、旅行会社、イベントなどで配

布を行っておりまして、平成２９年度の配布実績

につきましては１万 ０３４となってございます。

このほかにもランチＭＡＰの作成、なよろ市立天

文台、なよろ温泉サンピラー、名寄ピヤシリスキ

ー場など各施設の案内パンフレットや広域観光組

織で製作をしましたパンフレットなどの配布を行

いまして、名寄市のＰＲに努めているところでご

ざいます。また、パンフレットとともに本市を効

果的にＰＲするため、ポスターの製作も行ってご

ざいます。配布箇所につきましては、市内の公共

施設、道の駅などの観光関連施設、各事業所など

に配布をしており、市外におきましては主要道の

駅、空港のほか、参加イベントなどにおいて掲示

をしており、平成２９年度につきましては市内外

合わせて８０６枚のポスターを配布したところで

ございます。

そのほか、本市における観光誘致活動事業につ

きましては、名寄市観光振興計画に掲載されてい

ます戦略事業を中心に名寄、風連の両観光協会、

さらには名寄市観光交流振興協議会を中心に民間

団体などの協力を得ながら推進をしているところ

でございます。具体的には、地域資源を生かした

夏のひまわり、スキー、スノーボード、カーリン

グなどの冬季スポーツ、モチ米やジンギスカンな

どを通じた食と観光、ＳＮＳによる情報発信など

を行っているところでございます。さらには、豊

かな自然環境で育った農産品などを活用した名寄

市のＰＲといたしましては、畑自慢倶楽部による

農産品の通信販売やイベントでの物産販売などに

も取り組んでいるところでございます。

次に、小項目の３、広域観光連携事業について

申し上げます。近隣市町村を含めた各自治体では、

地域資源を生かした観光振興に取り組んでおり、

本市におきましても夏のひまわり観光や冬季スポ

ーツなど地域特性を生かした魅力ある観光づくり

に取り組んでおります。しかしながら、単一市町

村の取り組みでは通過型の観光となるなど限界が

あり、圏域のさまざまなコンテンツを組み合わせ

て周遊させることにより宿泊などの経済効果が生

まれますことなどから、広域連携による観光の推

進が必要とされてございます。本市を含む広域観

光組織といたしましては、上川北部９市町村によ

り構成される道北観光連盟及び天塩川シーニック

バイウェイ、平成２８年度に観光庁から認定をさ

れました日本のてっぺん。きた北海道周遊ルート

などが中心となりながら、広域観光を推進してい

るところでございます。このほかにも観光におけ

る広域連携の重要性から、上川地方観光連盟、あ

さひかわ観光誘致宣伝協議会、道北着地型観光プ

ロモーション推進協議会など近隣市町村や道北地

方を中心とした市町村と連携し、事業を推進して

いるところであります。

広域観光事業の進捗についてでございますが、

道北観光連盟におきましては、なよろ観光まちづ

くり協会が事務局となり、９市町村による広域観

光ＰＲ、連携したイベントの実施、広域パンフレ

ットの作成などを行ってございます。また、景観

観光地域づくりを目的とした天塩川シーニックバ

イウェイでは、なよろ観光まちづくり協会が事務

局となり、９市町村の観光協会、商工会、商工会

議所と５つの団体により構成がされておりまして、

各自治体と連携しながら地域の歴史、文化、自然、

食などを生かした活動を推進しており、平成２４

年度に候補ルート、平成２９年度には本ルートの

認定を受けたところでございます。現在は、この

道北観光連盟、天塩川シーニックバイウェイが中

心となり、自転車、カヌー、フットパスやＪＲ、
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バスの公共交通機関を移動手段としながら、自然

風景や歴史、文化に触れ、御当地の食を味わい、

そしてアクティビティーを楽しむ旅としてきた北

海道エコ・モビリティ事業を進めてございます。

このほかにも開発局による自転車観光ルートとし

て本市を含む和寒町から宗谷岬までのサイクリン

グ、きた北海道ルートが認定をされ、標識などが

整備されるなど広域で連携し、外国人を誘客する

取り組みも進められているところでございます。

さらに、平成２８年度に観光庁により認定をされ

ました広域観光周遊ルート、日本のてっぺん。き

た北海道ルート。では、札幌から稚内までを結ぶ

インバウンドに向けた５カ年事業として開始をさ

れ、昨年度は地域における小型周遊ルートを構築

する事業実施に当たりまして名寄市と美深町が選

定をされ、名寄市でのスキー、スノーボード、ス

ノーモービル、雪遊び体験、美深町での雪板づく

り体験など冬を楽しむツアーを企画、販売いたし

ました。今後も引き続き事務局のなよろ観光まち

づくり協会が中心となり、事業が進められること

となってございます。

また、これら広域観光事業の効果についてでご

ざいますが、それぞれの地域が持つ観光資源を相

互に結びつけることで個々の資源の魅力を相乗さ

せ、増強させる効果が期待をされます。一例を挙

げますと、冬の本市を訪れた観光客がスキー、ス

ノーボードなどを楽しみ、宿泊をする。翌日には、

幌加内町のワカサギ釣りを楽しむなど、さまざま

なコンテンツを組み合わせることにより、宿泊、

さらには長期滞在が可能となります。今後も各観

光組織が中心となり、広域連携によるメリットを

生かし、観光客の滞在時間や宿泊数を増加へと導

き、地域の交流人口の増加による経済効果の拡大

へ向け取り組みを進めてまいりたいと考えてござ

います。

次に、小項目の４、営業戦略室業務の推進につ

いて申し上げます。営業戦略室は、平成２３年度

の機構改革におきましてそれまで産業振興室で担

っていました商工業の振興、企業誘致、労働行政、

物産振興、観光振興などに加えて国内、国際交流、

移住などの業務を集約することによりこれらを総

合的な視点で取り組み、対外的に名寄市を発信す

ることにより交流人口の拡大を図り、市全体の経

済を活性化することを目的に設置をしました。あ

わせて合併後の新名寄市を旧名寄、旧風連それぞ

れの魅力や地域資源について、全庁的な視点を持

ち、新たな発想からこれらの活用を検討、協議し、

市民と協働によるまちづくりを進める中で名寄市

を民間の営業という発想のもと、内外へ売り込み

を行うといった役割を果たしてまいりました。

今後の役割と推進体制についてでございますが、

これまでも組織機構や職員の定数などにつきまし

ては政策課題や業務量、職場状況の点検などに基

づき適宜見直しを行ってきてございます。これは、

営業戦略室についても同様でありまして、当初先

ほど申し上げた目的を果たすべく設けた部局であ

りまして、その後も政策課題の変化や拡大などに

伴う組織の見直しとして交流部門を営業戦略室か

ら分離し、新たに交流推進課を設置するなど状況

等に応じ見直しを経て現在に至ったところでござ

います。今後につきましては、社会情勢の変化や

国の動向などにスピード感を持って対応するため、

政策課題や業務量などに応じた機構の見直しや人

員配置を行いながら、商工業及び労働政策、観光

や物産の振興などを担当する部局としてまいりま

す。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） それぞれ御答弁をいた

だきましてありがとうございます。答弁をいただ

いた中で改めて何点かお伺いをしたいというふう

に思います。

最初に、開業医誘致の推進について市長より御

丁寧な答弁をいただきました。その中で昨年の１

２月４日からスタートをして、いろんな形で地域

をそれぞれ推進をしていただいている中で、今市
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長の答弁にありましたように非常に地域で担う医

師がそれぞれのところ不足をして、いろんな施策

を進められているというふうな答弁もいただきま

した。私も今回というか、この開業医誘致につい

ては非常に関心があって、ホームページの名寄市

開業医というところをクリックをすると名寄市開

業医誘致制度のご案内というふうな欄があって、

表面にはひまわりと天文台、これを背景にした形

で、裏面に助成金の詳細が詳しく掲載をされてい

るというふうな状況になっております。開業医誘

致のホームページを見る方というのは、当然先ほ

どもお話あったように開業医に向けて関心のある

お医者さんはもちろんなのですけれども、必ずし

も独身だとは限らない。あるいは、世帯を持った

家族の方も見られるのではないかなというふうに

思います。先ほど名寄を選択してもらう、あるい

は知ってもらうというふうな答弁がございました。

その中では、そこのページで確かに開業誘致制度

の中身はわかるのですけれども、では名寄を知っ

ていただくためにはどうなのかなというふうなと

ころを見ると、その下に６項目ぐらいでの検索と

いうふうな内容。個別に検索をしなければ名寄の

それぞれの内容を情報を見ることができない今の

形になっております。この点について、今これだ

けいろんな情報が発達していて、編集によって、

例えば開業医誘致のところを開いていただいて、

誘致制度とあわせて名寄市の紹介というのをまた

別な意味でそこの欄に編集をして工夫をしていた

だくというようなことも必要ではないのかなと思

いますけれども、その点についての考え方をお伺

いをしたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 今議員から御意

見いただきましたとおり、いろんな情報発信とい

うのは大変重要だというふうに思っています。名

寄を知ってもらうということは、やっぱり名寄の

恵まれた四季折々の自然環境であったり、冬雪が

多い、寒い、これがＰＲかどうかはありますけれ

ども、冬は冬季スポーツを楽しめる、そういった

ことも含めて知ってもらうことによって、名寄に

根差した地域医療をやってもらうということが大

切なことというふうに思っています。そういった

意味で開業医のＰＲだけでなく、名寄市のいろん

な情報も提供するということが必要だというふう

に思っていますので、ホームページの見せ方であ

ったり、発信については今後もちょっと改善を加

えながら、できるだけ多くの医師の方に目に触れ

るような形で対応してまいりたいと思いますので、

今後とも御意見、御示唆をお願いしたいというふ

うに思っています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） ぜひホームページ、ラ

ウンドをしたときの対応について、名寄市の紹介

も見ていただけるような工夫の検討をお願いした

いというふうに思います。

それで、この推進に向けて、あるいは誘致活動

に向けて現在の進めている活動、先ほど御説明を

いただきました。東京なよろ会だとか、あるいは

地元出身の方であるとかというふうなお話もあり

ましたけれども、やっぱり現在保健センターが窓

口となって、当然限られた人員の中での対応だと

いうふうに思います。開業医誘致というのは、制

度をつくってから具体的に誘致をするまですごく

エネルギーが必要だというふうに言われておりま

す。私も昨年の６月のときに稚内に実際に行って

お話を伺った形の中でも、その後の対応が厳しい

し、そのエネルギーというのは非常に重要だとい

うふうな、特に稚内あたりは専門の部署を人を配

置をして進めてきたというふうな背景のお話も聞

きました。現在の人員の体制で進めていかれるの

か、あるいは今後誘致に向けて新たな対応を必要

とされているのか、現段階での考えがあればお伺

いをしたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 議員からありま
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したように、稚内市では専任を置いたりしながら

対応しているという状況なのですけれども、本市

におきましては当面は現行体制の人員の中で対応

を進めたいというふうに考えております。先ほど

から申し上げていますとおり、やっぱり情報発信

なり、そういった地域医療を考えている方にどう

情報が届くようになるかという部分につきまして

は、いろんな手段を使いながら進めていかなけれ

ばならないというふうに考えております。市長を

初め、上京、出張の折には、そういった機会があ

れば発信をするなどなど進めていきたいというふ

うに考えているところでありますし、地域医療を

されている部分では名寄市総合病院であったり、

北部医師会との連携の中で医師の確保についても

きちんとどういった医師が必要かということも含

めて協議を検討を進めていかなければならないと

思いますし、そういった医師の皆さんからの情報

発信も含めて取り組みを進めていきたいというふ

うに考えております。先ほど申し上げましたとお

り、市政の体制としては現在の体制の中で取り組

みを進めていきたいというふうに考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） 名寄ではまだそんな状

況にはなっていないですけれども、先日ですか、

新聞報道で一般病床が４００床以上、道内２５の

大規模病院のうち少なくても４病院が協定に違反

をして、残業で是正勧告を受けたというふうな報

道もされておりました。空知管内の病院では、高

齢者の入院患者が多くなって、内科医の呼び出し、

これがふえて残業が１２０時間以上になったとい

うことで、ことし１月から内科医と循環器内科医、

ほかの病院からの紹介状がない患者の初診料を

０８０円から ７８０円に値上げをしたと。その

ことによって、専門医の必要のない患者の診療の

かかりつけ医をできるだけ専門医のほうにという

ふうなことで、２割ぐらい新患の方が減ったとい

うふうな報道もされております。開業医誘致とい

うのは、今の答弁でもありましたけれども、実際

の方が来ていただくには非常に厳しいいろんな取

り組みがあろうかと思いますけれども、情報発信

を含めてあらゆるチャンネルを通じた中で取り組

みを進めていただきたいと。特に受け身だけの姿

勢ではなくて積極的な施策の展開をお願い申し上

げて、次の質問に移らせていただきたいというふ

うに思います。

障がい者の福祉施策の事業推進ということで、

第３次名寄市障がい者福祉、それから第５期名寄

市障がい福祉実施計画ということで答弁をいただ

きました。その中でぽっけの利用状況、２８年４

月からぽっけが愛称ぽっけということで温かいと

いうふうな意味で設置をされていますけれども、

現在の利用状況、どういうふうな形になっている

のかお聞きをしたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 大変申しわけあ

りません。相談支援センターぽっけの利用状況の

数値ちょっと今手に持ち合わせないので、後ほど

お示しさせていただきたいというふうに考えてお

りますけれども、障がい者の皆様にこれまでの取

り組みの中で浸透して、日常的に相談窓口として

相談の来客を含めて来て対応しているところでご

ざいます。利用状況の実績につきましては、わか

り次第また議員のほうにお知らせしたいと思いま

す。よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） また改めてお伺いをし

たいと思います。相談窓口、市役所のほか相談支

援事業所５カ所でも行っているというふうに認識

をしておりますので、その辺を含めてまたお伺い

をしたいというふうに思います。

それで、障がい者の中で今名寄市の身体障がい

者を身体障害者手帳、これを有している方で年齢

別で見ると、４０歳以上の方が非常に多くて全体

の９６％、中でも６１歳から７０歳までが２２％、

７１歳以上、この方が６３％と。高齢者が非常に
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多くなっている現状にあります。いろんな施設で

のお話を聞くと、高齢化に対してのノウハウが非

常に少ないのだと。具体的に人員増で対応してい

るというふうなお話をお聞きをしております。高

齢化に伴う具体的な行政としてのこの施策を含め

てですけれども、どのようなアドバイスをいただ

いているのか、その辺の進め方について現状の中

での考え方をお聞きをしたいというふうに思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 議員お話しのと

おり、高齢者の方が障害者手帳の所持率が高いと

いう状況にあります。先ほどの答弁の中でもお話

ししましたけれども、国のほうでも高齢者福祉施

設と障がい者施設が有効に使える、そういった制

度が進められている状況にありますので、そうい

った面では障がい者が障がい者サービスに、施設

に入っていて介護サービスを受ける場合には、そ

れに移行しなくても今のその事業所が介護サービ

スの提供を受けられる状況になればそのまま継続

できるという、そういった制度になってきていま

すので、そういった制度も活用しながら、また障

がい者の方が高齢者になった場合の両方のサービ

スをきちんとした形で提供できるような形の体制、

そういった面ではそれぞれケアマネがついている

と思いますけれども、そういった形での連携であ

ったり、相談して説明等々しながら、その方にき

ちんとした有効な福祉サービスが提供できる、そ

ういった仕組みづくりもしっかりしながら今後対

応してまいりたいというふうに考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） 年齢が高齢化をしてい

るということに加えて、国の施策というのは今後

施設の定員、これも４０だとか５０、こういう形

ではなくて１施設２０名以内だとかというふうな

施策も検討されているみたいです。今後今の高齢

化の人の対応を含めて、さらに行政との連携を深

めていただきたいというふうに思います。

それで次に、手話条例、先ほど聴覚障がいの方

へのいろんな取り組みについて、またことしの６

月２２日には全道規模の大会が開催をされるとい

うふうな答弁も伺いました。手話条例、実は広報

なよろで見ると条例が制定をされた２８年４月か

ら今月の手話の欄というコーナーで毎月掲載をさ

れていて、当初１年という形だったのですけれど

も、その後も継続して、たしか今月号で２７回目

だと思います。おはよう、こんにちはから始まっ

て季節の単語、そういうようなもので紹介をされ

て、今後この掲載について継続して進められるの

かどうなのか、この辺についてお伺いをしたいと

いうふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 手話の掲載につ

いてですけれども、その前に先ほどの相談支援セ

ンターぽっけの状況をこの場でちょっとお知らせ

させてもらいます。

相談件数、平成２９年度ですけれども、障がい

者が１６２人、障がい児が１０８人、合計２７０

人の相談件数がありました。支援方法としては、

家庭訪問が一番多い状況にあります。内容につい

ては、福祉サービスの利用に関する相談等が多く

なっております。以上です。済みません。

それで、ちょっと戻りますけれども、市民に手

話というものを身近に感じてもらう、そういった

面では広報での掲載というのは継続的に進めてい

くべきだというふうに私も考えていますので、今

後におきましても広報なども通じましてやっぱり

目に触れる機会を市民に多くしていくような形で

進めていきたいというふうに考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） もっと詳しく入ってい

きたいですけれども、残り時間がないので、また

改めた機会に質問をさせていただきたいというふ

うに思います。
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３番目の交流人口の拡大に向けてということで、

最後に改めてお聞きをしたいというふうに思いま

す。まず、この中で平成３３年度の最終的な目標

の人員ということが２８年度に変更をされている

のですけれども、このときの再設定に向けては２

９年度以上に効果的な事業を推進をするというこ

とで、年次５％の増を見込んで計画をしていくと。

先ほどそれぞれ当然今夏場の事業だけ、あるいは

メーンの事業で、このほかに冬場の冬季スポーツ

を含めたいろんな事業が推進をされていると思い

ます。この分だけでは単純に評価はできないとは

思うのですけれども、先ほど２５年から２９年度

までの実績を説明をいただいた内容では、天気、

天候だとか、そういう形の中での増減はあるけれ

どもというふうなことで、増加の傾向には至って

いないというふうには答弁ではいただいたのです

けれども、今の状況含めて今後どのような施策を

考えておられるのか、現時点での考え方をお伺い

をしたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 先ほど観光の入り込

み数についての報告をさせていただきました。こ

れは、４つのイベントについての人数ということ

の報告をさせていただいたということであります。

全体的にということでありますけれども、観光振

興計画見直しのときに目標を改めて再設定したと。

目標そのものについては、下方修正をさせていた

だいたということでありますので、現状なかなか

大きな伸びがないというところだというふうに思

いますけれども、２９年度以降観光振興計画に基

づく事業を推進しながら毎年５％の伸びを目指し

ていきたいということであります。

具体的には、観光振興計画の事業の見直しをさ

せていただいたところであります。既に取り組み

を終えて計画から削除したものもありますし、ま

た新たに追加をさせていただいたものもあります。

一例を申し上げますと、例えばいつでも名寄に、

寄ってみたいまちということでの取り組みとしま

すと、新たに設けたものでいくと今冬季スポーツ

などで市としても事業を進めておりますけれども、

スポーツツーリズムの推進などを新規の重点事業

として入れさせていただいたり、あるいは国際交

流も台湾の交流についても今進めようとしている

ものがありますけれども、インバウンドの受け入

れ態勢の整備なども新たにしていこうという部分

もあります。それに向けての外国人に対するおも

てなしのサービスの向上についても取り組もうと

いう分野を追加をさせていただいているというこ

とがありますので、こういった事業を進めながら、

さらに交流人口の獲得に結びつけていきたいとい

う考えを持っておりますし、一方でいうと先ほど

申し上げたように広域の取り組みが今進んでいる

ところであります。これは、必ずしも行政が主体

ということではないのかもしれませんけれども、

観光協会などが主体となりながら広域連携の中で

地域で不足する資源を広域的な視点から補って、

圏域として人を呼び込もうという取り組みをして

おりますので、こういったところの取り組みにつ

いてもぜひ推進をしていただきながら、私どもは

側面支援となるかもしれませんけれども、支援を

しながら取り組むことによってこの目標達成に向

けて取り組みを進めさせていただきたい、そのよ

うな考えということで御理解いただければと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） 最後残り少なくなった

ので、要望という形で申し上げたいというふうに

思います。

交流人口の拡大という形の中で、当然名寄市内

で実施をしていること、それから今広域観光連携

で進めていること、通過型から宿泊を含めてとい

うふうな形で答弁もいただきました。内容につい

ても説明をいただきましたが、いずれにしてもや

はり名寄で今進められているいろんな事業、この

中で核となるもの、これをある程度育てていかな

いと、あるいは構築をしていかないと、今の事業
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がだめだとか悪いとかではなくて、それはその中

で育てながら、その中に核となる事業があるのか、

あるいは新しい核となる事業が必要なのか、そう

いうものをある程度今後検討を進めていかないと、

目標人数ばかりにこだわるわけではありませんけ

れども、やっぱり交流人口拡大をしていくという

形の中ではその辺の新たな施策の展開も必要なの

かなというふうに思いますので、そのことを要望

して、私の質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で東川孝義議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午後 ０時０１分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

加藤市政３期目の所信表明に関して外３件を、

大石健二議員。

〇１２番（大石健二議員） これより４件、７項

目について質問を行います。

加藤市長は、今春の名寄市長選挙において無投

票当選で３選を飾られ、５月１０日開会の第１回

市議会臨時会において３期目に向けた所信を表明

されています。この中で加藤市長は、これまで積

み重ねてきた２期８年間の実績を振り返り、懸案

とされる自主財源比率の改善と健全な財政運営の

確立、民間の発想力を生かし、計画性に加えて効

率的で効果的な市政運営を担ってきたと述べてい

ますが、これらの進捗度及び達成度について改め

てのお考えをお聞かせ願います。

所信表明とは、組織上のトップが御自分の政策、

方針に関する考え方を明らかにするために行う演

説とされています。平成３４年までの任期４年間、

３期目の基本政策では総合計画の基本理念に人づ

くり、暮らしづくり、元気づくりの３本柱を掲げ

ていますが、３期目の名寄市政を担う加藤市長の

改めての決意についてお聞かせ願います。

次に、市政執行方針から、名寄市まち・ひと・

しごと創生総合戦略についてお聞きをいたします。

平成２７年１０月に施行された総合戦略も計画期

間５年のうち４年目を迎え、最終年度の平成３１

年度まで１カ年度を残すのみとなりました。残す

ところ１カ年度となった本年度の総合戦略の検証

と今後の取り組みについての考え方をお聞かせく

ださい。

また、人口減少の克服を主眼とした総合戦略の

基本目標と施策の中で、とりわけ特筆に値すべき

事業の進捗度と今後の取り組みについて御答弁願

います。

次に、行政施策から、ふるさと応援寄附金の再

点検と再考についてお聞きをいたします。平成２

０年度に２２件、１７２万 ０００円でスタート

したふるさと応援寄附金も平成２９年度で１０年

目を迎えました。このふるさと納税寄附金を所管

する総務省は、返礼品の上限や家電、家具等の高

額な返礼品の自粛を呼びかけるなど、矢継ぎ早に

制度の見直しを図っています。今後も制度の見直

しが予見される中で、市の自主財源確保の強力な

施策でもあるふるさと応援寄附金の再点検と再考

についてお考えをお聞かせください。

最後に、市民の声から、町内会が抱える懸案の

諸課題と対応策についてお聞きをいたします。新

年度を迎えた４月、５月の地元紙には、任期満了

に伴う各町内会の役員改選の記事が掲載される毎

日が続きました。しかしながら、役員名を拝見す

ると複数の役職を兼務したり、幾度も再任を重ね

ていらっしゃる高齢役員の方々も少なくありませ

んでした。指先で追う新聞記事は、各町内会共通

の悩みとも言える集合住宅入居に伴う町内会未加

入者の増加、自然減による会員減少に役員等の担

い手不足、そして財源難と町内会行事の規模縮小

を記事の行間から読み取ることができました。こ

うした諸課題や問題について、これまで町内外で

調査研究あるいは協議を重ねてきた経緯と結果に

ついて御答弁をお願いいたします。
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あわせて、同じくこれまで時間をかけて検討、

研究、協議を重ねてこられたであろう市職員の地

域担当制の導入についてもお考えをお聞かせ願い

ます。

以上、この場からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 大石議員から大項目で４

点にわたっての御質問をいただきました。大項目

１については私から、大項目２は参事監から、大

項目３及び４については総務部長からの答弁とな

ります。

大項目１、市政３期目の所信表明に関して、小

項目１、市政執行の所信表明から、①、１期目か

ら２期目の取り組みについて、②、３期目の展望

と取り組みについてお答えをいたします。１期目

から２期目の取り組みにつきましては、８年間を

振り返りますと新名寄市の初代市長として基礎を

築かれた島前市長から市政を引き継ぎ、新名寄市

総合計画を根底に据えた施策を展開をしてまいり

ました。この間全国的課題である少子高齢化の問

題や人口減少問題について本市も例外ではなく、

厳しい状況を乗り越えていくための取り組みが求

められたと考えております。市の仕事は、住民の

幸せをつくることと考えており、議員の皆様、市

民の皆様の御指導、御理解もいただきながら、乳

幼児医療の助成拡大やひまわりらんどの設置、市

立総合病院の充実、よろーなやＥＮ―ＲＡＹホー

ルの整備、市立大学の４大化及び大学図書館の整

備など一歩一歩着実に市民生活環境の充実につな

がる施策を展開することができたと考えておりま

す。また、各事業につきましては、財源確保にも

努め、特に起債においては将来の負担軽減につな

がるように交付税算入率の高い起債を活用し、実

施をしてきてございます。また、財政規律も設け

させていただきましたので、しっかりと財政規律

を遵守し、事業を実施をしてまいりたいと考えて

おります。

３期目の展望と取り組みについてお答えをいた

します。平成２９年度からスタートいたしました

名寄市総合計画第２次の基本理念である人づくり、

暮らしづくり、元気づくりを３期目の基本理念と

させていただいており、総合計画を根底に据えた

施策を展開してまいりますが、北北海道の中核都

市としての５つの拠点化構想も打ち出させていた

だきました。この構想は、北北海道圏域において

人口減少、少子高齢化が加速をする中、圏域住民

の生活を支えるための基盤が本市には備わってい

ると考えており、広域連携による生活環境維持が

必要となってまいりますので、その中心的役割を

果たすための仕組みが拠点化であると考えており

ます。今後研究を進め、実現に向けて取り組んで

まいりますので、よろしくお願いをいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 松岡企画担当参事監。

〇参事監（松岡 将君） 私からは、大項目の２

番、平成３０年度市政執行方針に関して、小項目

の１、名寄市まち・ひと・しごと創生総合戦略か

らについてお答えをいたします。

名寄市においては、総合戦略の策定以降主に国

の交付金を活用した冬季スポーツの取り組みや大

学の取り組みなどを中心に地方創生事業を推進し、

名寄市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員

会や名寄市総合計画審議会にて事業の検証、進捗

管理を行いながら、この間取り組みを進めてまい

りました。特に地方創生推進交付金を活用しなが

ら進めております冬季スポーツ拠点化事業につき

ましては、合宿入り込み数において当初の目標を

大きく上回る成果を上げており、また本市の気候

や施設環境など優位性を生かした取り組みとしま

して内外から評価をいただいているところであり

ます。今後国においては、先日、６月１５日にな

りますが、閣議決定をされましたまち・ひと・し

ごと創生基本方針２０１８におきまして、これま

での取り組みの検証を行いながら、平成３２年度

以降の国の次の総合戦略の策定に取り組むとされ

たところであり、本市においてもこうした動きも

注視しながら、現在策定中の総合計画中期計画と
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あわせ総合戦略の改定も随時行い、引き続き地方

創生の取り組みを推進してまいりたいと考えてお

ります。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 私からは、大項目３、

４についてお答えいたします。

初めに、大項目３、行政施策から、小項目１、

１０年の節目を超えたふるさと納税の再点検と再

考について申し上げます。ふるさと納税制度は、

ふるさとを応援したい、ふるさとに貢献したいと

いう納税者の思いを具現化するため、平成２０年

度に制度化されました。名寄市におきましては、

平成２６年度からふるさと応援寄附記念品贈呈事

業を開始し、平成２９年度には専用サイトへの掲

載した効果もあり、寄附額は ６２３万 ０３４

円と増加しました。しかしながら、近年は自治体

間の競争が過熱し、高額商品などを返礼品とする

自治体が増加したことから、総務省は平成２９年

４月１日付で返礼品の調達価格の割合を３割以下

とすることなどが明記された通知を出し、本年４

月１日付でも改めてふるさと納税制度を健全に発

展させていくために責任と良識ある対応の徹底と

返礼品を送付する際には地場産品とするよう通知

を出しており、今後もふるさと納税制度の趣旨を

踏まえた適切な対応が求められていくものと考え

ているところであります。本市といたしましては、

総務省通知に沿った返礼割合の設定や地域資源を

活用しながら、この制度を通じて安全、安心な農

産物やおいしいスイーツなど地域ブランドとして

の知名度アップにつなげていくとともに、自主財

源の確保策としても有効な施策の一つとして考え

ておりますので、今後も制度の趣旨を踏まえた中

で継続的に一定の寄附が見込めるような仕組みづ

くりの構築が不可欠であると考えております。

次に、大項目４、市民の声から、小項目１、町

内会が抱える懸案の諸課題と対応策についてお答

えいたします。町内会につきましては、住みよい

地域社会を構築し、協働のまちづくりを進めるた

めの最も重要な基本的組織であります。平成２８

年に第２次総合計画策定に向けた町内会組織への

意識調査アンケートでは、町内会の現状の課題と

して役員の高齢化、固定化と担い手不足、町内会

加入戸数の減少など以前からの継続的な課題が改

めて明らかになっております。近年取りやめた活

動としては、子ども育成会や運動会など子供向け

の活動や多世代交流活動が多く挙げられ、少子高

齢化や価値観の多様化が町内会活動に影響してい

る状況が推察されます。これらの課題解決のため、

これまでも財政支援、人的支援など側面からの支

援を行っており、未加入者問題では特に集合住宅

の対応に苦慮している声があることから、加入促

進のチラシの作成支援や転入者に対する市役所窓

口での加入案内などを行っております。また、単

位町内会では取り組むことが難しい課題がふえて

きていることから、小学校区を基本として組織さ

れている地域連絡協議会において多世代交流や防

災に関する取り組みが行われております。地域連

絡協議会活動に対する財政支援や人的支援を行う

とともに、地域の課題に対する自主的な組織とな

るよう地域と連携して活動を推進してまいりたい

と考えております。

次に、市職員の地域担当制の導入につきまして

は、先ほど述べました町内会の課題として加入戸

数の減少や町内会役員の担い手不足などにより町

内会組織が疲弊してきており、市職員による地域

への積極的な参加への期待が高まってきているも

のと思います。地域の実情を知ることや地域と行

政とのパイプ役などの効果が見込まれるところで

ございますが、一方では地域と行政との合意形成

がしっかりされないと本来求められる役割の発揮

が難しくなり、行政と地域の関係性についての影

響が懸念されることから、慎重な対応が必要と考

えております。市職員の多くが町内会役員や町内

会活動に参加をしており、町内会の連合組織であ

る名寄市町内会連合会の事務局を企画で担当して

いる地域連絡協議会への財政的支援と人的支援な
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ども行っているところです。まず、町内会活動へ

の自主的参加を促すことでおのおのが所属する地

域の中で活動していくことが大切であると思いま

すので、引き続きしっかりと町内会加入への呼び

かけと町内会活動への参加を促してまいりたいと

思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） それぞれ御答弁をい

ただきました。ありがとうございます。それでは

最初に、加藤市政の３期目の所信表明から再質問

を行わせていただきたいと思います。

加藤市長は、御答弁の中でも触れておられまし

たけれども、所信の中で総計の基本理念である人

づくり、暮らしづくり、元気づくり、この３つを

まちづくりの基本柱に据えて市勢発展に傾注して

いくというお話でございました。時間があればそ

れぞれ３つのつくりに言及していきたいところで

はありますけれども、時間の制約がありますので、

今回人づくりのほうにシフトしてお聞きをしてま

いりたいというふうに考えています。実は、３期

目の市長選挙を目前に控えた２月であったかなと

思うのですけれども、市職員の人づくりという観

点からお聞きしてまいりますが、２月ぐらいに市

職員の方が加入あるいは加盟する組織、団体、こ

ういう組織と団体が相次いで新春の集いを開かれ

ておりました。その中でいずれも代表が市職員で、

代表を務めておられるのですが、それらの代表の

方が異口同音に市政運営についてこう述べておら

れました。対話と説明、公平で中立な政策決定、

福祉型社会の実現、公共工事が中心の市政と財政

健全化の実現等について検証してきたけれども、

私たちが求める市政とはなっていないという、こ

のように加藤市政を論評していました。加藤市政

の理念を政策に、政策を施策に、こう反映してい

く原動力である市職員の方々が、あるいは加入す

る組織、団体の長の方々が代表して、こうした声

が上がってくることに対して、加藤市長はどのよ

うに受けとめておられるのかお話しいただければ

と思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） それぞれの団体でどうい

った発言があったかというのをつぶさに承知はし

ておりませんけれども、いろんな角度からいろん

な市政の見方はあるのだろうということは十分承

知をしながら、しかし先ほどお話ししたとおりこ

の２期８年間着実に市民の生活のためにさまざま

なことを積み重ねてきたと考えております。その

仕事の中では、当然職員の皆さんの英知やみんな

の協力もなかったらできなかったというふうにも

思っておりまして、改めてそうした職員の皆さん

にも感謝を申し上げ、引き続き私としては職員一

丸となってこれからも市政の推進に全力を傾注し

てまいりたいというふうに考えています。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） お話はよくわかりま

した。ただ、風通しのよい組織風土といいましょ

うか、あるいは職員の士気を向上を図る、そして

市長と市政の改革、あるいは発展に取り組む市職

員が忌憚のない意見、あるいは本音で意見を交わ

すという、そういう機会、場をつくる必要がある

のだろうと。私たち市民に行政サービスを提供し

ていただいている市職員の方が加盟、加入する組

織、団体からこういった声が出てくるということ

に対して、どうも行政サービス、市民サービスを

受ける側の私たちとしては、市長と市職員の方が

混然と一体となって市勢の発展あるいは行革に取

り組んでいただいているという、その点からいく

と、やはりどうも上と下では流れている空気が違

うのか、あるいは太くて暗い、底の深い川が流れ

ているのかはわかりませんけれども、先ほど申し

上げたように風通しのよい組織機構風土をつくる

ためにも、ぜひとも市職員と胸襟を開いた市勢発

展のためのそれを眼目に置いた話し合いの場が必

要だなというふうに私は痛感するのだが、再度い

かがでしょうか。
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〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） さまざまな場面を捉まえ

てそれぞれ部署、部署、あるいはプロジェクトご

とに職員とは膝を交えてお話をさせていただいて

いるつもりでありますけれども、今お話をいただ

いているのは恐らく職員組合のことだと思います。

組合とは交渉等はしますけれども、一方で幹部の

皆さんとの意見交換とか、そうしたことはこれま

でも余り行ってはきておらないというふうに思い

ますので、改めてそうしたことを含めてよりいろ

んな角度から職員の皆さんと意見交換をしながら、

この市政をさらに推進していくために意識を高め

ていくというか、組織を向上していくというか、

そうしたことに意を払っていきたいというふうに

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） わかりました。職員

の方々も御自分で取り組んでおられる事業や業務

を行政評価という形の中で評価をされているわけ

ですから、御自分たちの業務について私たちが求

める市政にはなっていないのだなんていうことに

なってしまいますと、みずから天に唾したら自分

の顔にかかってしまうようなところもあるかもし

れませんので、そういった内心じくじたる思いの

中で業務を遂行している可能性がありますので、

ぜひとも市職員の皆様とは胸襟を開いて、行政サ

ービスを受ける私たちが首をかしげるような事態

にならないよう取り組んでいただきたいというふ

うに考えます。

もう一点お聞きをしたいのですが、午前中にも

１つお話があった営業戦略室の取り組みについて、

これは加藤市長の１期目の目玉だったなというふ

うに思うのですが、私もかねてから機会を捉えて

営業戦略室の事務分掌や業務分掌の見直しも含め

て組織機構のあり方についてお尋ねした経緯があ

りますけれども、現在経済部長が室長を兼任をさ

れているということでございます。この先営業戦

略室がどの方向、ベクトルに進んでいくのか、改

めて市長としてお考えをお聞かせいただければと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） これまで商工、労働ある

いは観光、そうしたことを少し一元化をして連携

をして相乗効果を高めていこうということで、あ

えて行政になくて民間にあるという発想というこ

とで営業ということをつけさせていただいて、こ

こだけでなくて職員みんなが名寄市を営業してい

くという、そうしたマインドを持っていただくこ

とも願いながらこの組織を立ち上げて、今までに

至るということでございます。その中で時間が流

れていろんな政策も進展をしていく中で、もう一

度再整理をしながら組織を構築をし直す時期にも

来ているのかなというふうにも思っていまして、

ここのところはまた改めて庁内でも議論しながら、

よりよい効果的な施策を打っていかなければなら

ないというふうに思っています。やはりこれから

の政策というのは、もう本当にいろんな分野が特

にどうしても一つの部署だけでなくて横串を刺し

ていかなければならないという政策が多岐にわた

っている中で、そうしたことも見据えた上でどう

いう組織体制が望ましいのかということを改めて

検討していきたいというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 今お話しいただいた

見直しの観点なのですけれども、時期的にはいつ

ぐらいになる見通しでしょう、具体化するのは。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） できるだけ早いうちに組

織の見直しを図っていきたいというふうに考えて

います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） それでは、総合戦略

についてお聞きをしてまいります。

先ほど松岡参事監のほうから御答弁をいただき

ましたが、今の総合戦略を第１期総合戦略とする

と、この第１期総合戦略を４年目を迎えたことし
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が総括、あるいは点検した上で、次年度は策定に

向けた取り組みで翌々年度から第２期の総合戦略

がスタートするという考えでよろしいのでしょう

か。

〇議長（黒井 徹議員） 松岡参事監。

〇参事監（松岡 将君） 先ほど申し上げました

次期総合戦略についてですけれども、現状まず国

のほうの総合戦略のほうが今回初めて次の５年間

について検討といいますか、策定をすることが方

向性が示されたということでして、大体今これか

ら国のこの５年間の検証が具体的に始まっていっ

て、それを踏まえて国の次期５年が決まってくる

と。その中で、では地方版の総合戦略というもの

も４年前に国、その後の形で策定が義務づけられ

てはいないけれども、奨励されたという経緯があ

りますけれども、その地方版の次の５年について

どうなるかということにつきましては現時点で国

から方針が示されたわけではありません。ただ、

引き続き国の今の２０１８の戦略の中で次の６年

間において、例えば今東京一極集中が進む中でＵ

ＩＪターンに力を入れていく、あるいは女性や高

齢者の就労を支援していくとか、そういった方針

が示されたということで、引き続きこの総合戦略

あるいは地方創生の取り組みを市として進めてい

くことに一定の合理性はあるものと考えておりま

して、そういった中で今回さきに条例を改正して

総合計画と総合戦略を同じ総合計画審議会におい

て取り扱って、今後進捗管理等していくこととさ

せていただいております。なので、この中期の総

合計画をつくる中で総合戦略についても一部見直

し等を行いながら、また追って国のほうで動きが

出てくるとそれに従ってこの総合計画なり総合戦

略に盛り込んだほうがいいものですとか、あるい

は一部こういう考え方を盛り込めば国からの支援

あるいは交付金の獲得などができるのでないかと

か、そういったものが出てくることもあるかと思

いますので、まだ地方で次の５年間をどうするか

という方向性は示されるわけでないですけれども、

総合計画と一体的に随時進捗管理、改定を行うと

いう形をつくっていくことで国の動きなどにも機

動的に対応しながら、有効な取り組みを進めてい

ければいいなというふうに考えているところであ

ります。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 難しくてよくわから

ないのですけれども、私も内閣官房のほうからち

ょっとホームページで見て資料が出ていましたの

で、ダウンロードしているのですけれども、この

中には書いてあるのです。第２期の総合戦略に向

けてということで、新たに東京２３区の大学の定

員を縮小するだとか、ＢＩＤ制度という余り聞い

たことのないような制度を導入していく。ＢＩＤ

というのは、市街地の活性化に向けて、そこで不

動産を持っている方から負担金を徴収して、その

地区で事業を実施する、あるいはイベントを実施

する際その負担金で賄っていくのだという、何か

もう大阪で始まっているみたいなことをちらっと

書いてはあるのですけれども、こういった新しい

仕組みを取り入れた第２期の総合戦略について、

ガイドラインなのですけれども、まだまだそんな

詳しいものではないのですけれども、第２期総合

戦略策定に向けた取り組みとして出ているのです

が、もう一度わかりやすく御説明していただけれ

ばありがたいのですが。

〇議長（黒井 徹議員） 松岡参事監。

〇参事監（松岡 将君） まさに今示していただ

いたＢＩＤとか大学の取り組みも含めて、あるい

はほかにもいろいろあるのですけれども、この間

のいろんな地方の取り組みの中からベストプラク

ティスをいい事例なんかを取り入れながら、国の

ほうでも、今例えば移住もそうですけれども、観

光の取り組みもそうですけれども、好事例集とか、

あるいは地方創生の活用した事業のカタログみた

いなものをつくって、こういった取り組みがこの

間進められてきていて、よいものについては当然

横展開、ほかの自治体でもやってもらったらいい
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し、あるいはある自治体ではこうやって自分の自

治体のいいところを生かして、あるいは弱みを補

う形で地方創生に取り組んでいるということを示

していって、まだ取り組みが余り進んでいない自

治体についてはそういったところも参考にしなが

ら進めていきましょうというようなことをかなり

この間、ここ数カ月ぐらいですけれども、多く資

料などが出てきているところであります。その背

景としては、こうした地方創生の取り組みを各地

方が最近少しトーンダウンしているのではないか

とかいう報道もあるように、あるいは少し体力的

に厳しくなってきているところもあるという中で、

引き続き地方において創意工夫の中で進めてもら

うために国として何ができるかというところを示

している最中であると思います。その上で、そう

した中で今後国のほうで地方の取り組みの進捗状

況、調査分析などを行う中で、次の５年間の国の

方針が決まると。国の方針が決まったら、５年前

地方創生始まった段階であれば一律に基本的には

ほぼ全ての自治体に対して戦略をつくれというよ

うなことを言って促していたわけですけれども、

それが今度どういう形でなるのか、前回のように

半ば義務づけとも言われかねないぐらいの勢いで

策定の号令がかかるのか、あるいはそうではなく

て部分、部分のものであって、引き続き国として

も必要と思われる施策に地方の創意工夫が前提で

すけれども、支援をしていくのか、そういったと

ころが見えてくる段階で、より名寄市としてもそ

れに対応できるような総合計画なり総合戦略のつ

くりにしておく必要があるというふうに考えてお

ります。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 第１期、第２期とい

う言葉が当たっているかどうかわかりませんけれ

ども、今の総合戦略もたしか２７年、当初は翌年

度の３月までに策定しなさいという話だったので

すけれども、何だかいつの間にかその年の１０月

に策定しろというようなことになってしまった。

何か大変慌ただしかったなという記憶がまざまざ

とよみがえるのですけれども、次期の総合戦略策

定においても今から検証を行って、総括を行って、

次年度に向けて策定に向けた準備をしておいたほ

うが前回のようなどたばた劇はないのではないか

というふうに考えるのですが、こういった見通し

というのは松岡参事監はどのように考えますか。

〇議長（黒井 徹議員） 松岡参事監。

〇参事監（松岡 将君） まさに５年前の時点で

は、いわゆる地方消滅という議論が出て、地方創

生の取り組みが一気に盛り上がって、かつ最初は

地方に対してその年度末までにということで言っ

ていたのがそれでは遅いのではないかと。急速に

進展する一極集中ですとか、少子高齢化の問題、

人口減少の問題に対して、早くできたところから

もう随時取り組みを進めていかなければというこ

とで、ある種期限が、それも義務ではないですけ

れども、事実上半年早くやったほうがいいように

やったということで、その間にいろいろ混乱があ

ったということも事実かと思います。そういった

上でどたばたの状況の中で始まった取り組みであ

りましたし、いろいろ批判等されているところも

あるかと思いますが、この間国として、あるいは

各地方で進めてくる中で成功事例、よい事例とか、

当然失敗事例もあるわけですけれども、かなりそ

ういったものは積み上がってきているというとこ

ろでありまして、そういったところを生かして次

の国の５年間についてはつくっていくのだろうと

いうことだと思います。名寄市としても、この間

総合戦略の委員会あるいは総合計画の委員会にお

いて行政評価あるいは地方創生の事業の評価、交

付金事業が中心ですけれども、そういったものを

してきているところでして、今総合計画の中期を

つくる中でもそういったものと絡めていって、次

の総合計画の期間中にどうしていくのか、あるい

はその中でまたこの総合戦略について次なる国の

動きが出てきたときに機動的に対応できるように

ということで、ＫＰＩの設定ですとか、そういっ
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たものを考えているところであります。なので、

また繰り返しになりますけれども、この次の５年

間の地方版の総合戦略なるものがそもそもつくる

ことになるのか、あるいはどういう形で示される

のかというのはまだはっきりしないところである

のですけれども、いかなる状態になったとしても

うまくこれを活用して、市として進めたい施策、

あるいはやるべき施策に活用できるような、そう

いったふうに準備をしていきたいというふうに考

えております。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） ありがとうございま

す。以前松岡参事監が私たち議員に対して国の財

政状況と地方財政の今後についてという、今ここ

にレジュメがあるですけれども、その中で松岡参

事監は現状と今後と。（私見）と書いてあります

けれども、検証可能な目標を掲げて進捗管理を行

うことは不可欠であると。つくって終わりにしな

いのだと。事後につなげていくためにもというふ

うな、こう言葉をつなげておりますので、ぜひと

もその時期に来て慌ただしく策定ということのな

いように、前倒しで取り組んでいただきたいなと

思います。

もう一点お聞きしたいことがございます。松岡

参事監の答弁を踏まえてお聞きしたいのは、加藤

市長がことしの１月５日の新春、市民の交礼会だ

ったかなと思うのですけれども、その席上でこん

なことをおっしゃっていました。地方創生は、か

け声倒れになるのではないかと危惧をしている。

さらに、言葉を継いで東京や大都市に一極集中が

進み、地方に人がいなくなってしまうと。前後の

言葉をカットしてここだけ抜き出してお聞きする

のもどうかと思いますけれども、この言葉の真意

についてもしわかりやすく御説明をいただければ

ありがたいと思いますが、いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） まさに今松岡参事監から

もお話があったように、５年前でしたか、人口減

少の問題が非常に大きくクローズアップをされて、

地方創生だということで国も鳴り物入りで政策を

立ち上げて、大臣までそこで担任をして地方創生

にしっかりと力を入れていくという姿勢を打ち出

してきていたわけでありますけれども、その流れ

が少しずつどうも地方創生から一億総活躍だとか、

いろんな言葉がだんだん出てきて、地方創生その

ものが何か雲隠れしているのではないか、そんな

危惧を持ったところもありましたし、地方創生の

戦略そのものがどうもちょっと最初よりは徐々に

徐々にですけれども、上から的になっていないか

なという、そんな危惧も受けたところであります。

改めて今の東京の一極集中の状況を見てみると、

５年前からの想定と比べるとさらに予想よりも拍

車がかかっているような状況でありまして、明ら

かにその効果が今はまだ出ているとは言いがたい

という状況でありまして、そんな危惧も含めてお

話をさせていただきました。当然地域としてさら

に１段、２段の危機感を持って知恵を出していか

なければならないというふうに思いますけれども、

国のほうもさらに本気になって地方創生を進めて

いかなければ、地方がなくなっていくということ

は日本そのものが沈没してしまいかねないのだと。

そうした危惧を持ちながら、国政もしっかり対応

してもらいたいなと、そんな思いも込めてお話を

させていただいたところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） ありがとうございま

す。私も当初地方創生という観点から、財政支援

を受けていたときにプレミアム商品券というのを

どこの自治体もやったなという記憶があるのです

けれども、地方創生の狙いというのは人口減少に

歯どめをかける、東京への一極集中を防止すると

いう、そういったような観点から、果たして１万

円で幾らかのプレミアムがつく商品券というのは

人口減少に歯どめをかけることができるのかなと

いう、そういった疑問もないではなかったのです

けれども、今の加藤市長のお話を聞きながら、改
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めてそういった危惧をお持ちになったという意図

がわかりましたので、次に移りたいと思います。

ふるさと応援寄附金についてお話をお伺いした

いと思います。時間が迫ってまいりましたので、

ちょっとかいつまんで質問させていただきたいの

ですが、名寄市のふるさと応援寄附金のホームペ

ージを拝見すると、ある程度リンクしている項目

があるので、マウスを当ててクリックをしていく

のですけれども、果たしてその中で今後とも引き

続いて名寄市に応援寄附金として御協力をいただ

けるのかなという、そういった疑問がふつふつと

湧いてきました。取り急いでお聞きをしたいので

すが、こうした善意の寄附者に対する情報開示や

アフターフォローやケア、これはどのようにやっ

ておられるのかお教えいただけますか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） ふるさと納税の関係

につきましては、ホームページの中で掲載をさせ

ていただいておりまして、平成２０年度からの実

績ということで掲載をさせていただいております。

２７年度までにつきましては、これ御本人のほう

からのそれぞれ事業別にこういうところに寄附を

したいという件数あるいは数字を載せているとこ

ろで、少し議員のほうからもお話あったのですけ

れども、２８年度につきましてはこういう形で２

７年度までは載せていないものですから、実際に

どの事業に使われたかというところでホームペー

ジを整理させていただきたいということでちょっ

と考えていまして、今改めて２７年度までと同じ

ような形は一旦載せまして、さらに実際にどの事

業に使ったかということでわかりやすい形で納税

をいただいた皆さんに周知をさせていただきたい。

ホームページ上は、そういう形で考えているとこ

ろです。あわせて、以前議員のほうからいろいろ

と特徴のある事業ということで、５事業から７事

業にふやしてこの間やってきているということで

ございまして、ＰＲとしてはこれまでもやってお

りますけれども、それぞれふるさと会ですとか、

あるいはこれから今後大学の同窓会の皆様にも御

案内を同窓会などを通じて、名寄市にゆかりのあ

る方々にさらにＰＲを続けていきたいというふう

に考えているところでございます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） いろいろやはり工夫

を凝らして何とか善意の寄附者に対するケアやフ

ォローをやっておられるのだというお話を賜りま

した。単年度あるいは単発で終わらせないための

工夫というのは何かありますか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今申し上げました、

いわゆる単年度終わらないような形ということで、

ふるさと会を通じてだとかということで引き続き

やらせていただきたいと思いますし、先ほど言い

ましたようにそれぞれ事業別に納税をされる方の

意志が使途に、事業に実際に使われるような形、

見えやすくということで引き続きやっていきたい

というふうに今は考えているところです。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） つい最近の上士幌町

がいろんな講座を開設をして、ふるさと応援寄附

金をしていただいている方は受講料がないと。無

料だと。宿泊についてもふるさと応援の寄附金、

返礼品で宿泊料は無料にしていくみたいな、ちょ

っと工夫といいましょうか、アイデアを凝らした

返礼品というのが手をかえ品をかえ、先駆的な取

り組みをやっているし、上士幌町ですからやはり

すごいなと。たしか道新さんの３段通しでずっと

出ていたなと思いますけれども、私もちょっと名

寄継続して持続的に寄附をお願いするためには何

があるのだろうなとこの間ヒアリングをしながら

考えていたときに、マイレージやポイント制とい

うのはどうなのかなというふうに考えてみました。

返礼品とは別に１万円寄附をいただいたら、例え

ば１００円で１０ポイントという、１００円で１
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ポイントというとどこかの買い物のポイントと同

じになってしまいますから、そういった返礼品と

は別途に魅力のある制度を考えていくというのも

一つの手かなと思います。加藤市長のほうで営業

戦略室のほう、外貨を稼ぐのが第一義だというふ

うにお話をされている営業戦略室、そういった部

署でぜひとも検討協議をしていただいて、魅力の

あるふるさと応援寄附金の制度を確立していただ

きたいというふうに考えます。

時間が押してまいりましたので、もう一点だけ

ふるさと納税についてちょっとお聞きをしたい。

名寄市の統計を見ますと、これ２８年度版なので

すが、統計はさらに古い。２８年度版であります

けれども、統計値は２６年ということになるので

しょうか、２年前ですから。これを見ると、市内

の中小零細事業所は ５０５事業所ありました。

このうち医療や福祉、不動産、賃貸業を除くと、

私の計算が間違っていなければ大体７７６の中小

零細事業所が名寄にあるという。農業と並んで名

寄市の産業を支える、あるいは底支えする、ある

いは転入、転出者に対する就労の場、雇用を支え

る場でもある、こういった中小零細企業の事業所

がおおむね７７６事業所ある。今回先ほど中村部

長がおっしゃっていたように、寄附金の事業区分

が５つから７つになったというふうにおっしゃっ

ていました、確かに。新たに農業が入ったり、子

育てが入ったりしていました。ただ、農業に関す

る事業、あるいは子育てに関する事業、ここにも

う一点加えることも可能だろうと。商工業振興に

関する事業というのがあってもいいなというふう

に考えます。これは、例えばせんだって中小企業

振興条例も見直しされてはいるのですけれども、

ふるさと納税に新たに寄附金の事業区分を加える

ことによって創業支援、あるいは融資に伴って借

り主である事業者の皆さんの信用保証協会の保証

金の軽減、そういったものに役立ててもらう、あ

るいは最大の狙いは新たな特産品や新商品開発の

事業資金をこのふるさと納税の中から割り当てて

いくというような考えもあってもよいのかなと思

うのですが、新たに商工業振興に関する事業の創

設ということでは、この点いかがですか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 議員のほうから商工

業ということで言われまして、今７つの中には確

かにございません。改めて今言われました商品開

発等につきましては、中小企業の振興条例の中に

ひょっとすると、ちょっと私十分把握していない

のですけれども、昔商品開発とかという補助金や

何かもあったようにも思いますし、その辺少し担

当部署とも話をしながら、使途に対する事業につ

いては協議をさせていただきたいというふうに考

えています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） わかりました。

それでは、町内会のほうに入っていきたいなと

思いますが、この４月に智恵文地区で１０町内会

あった町内会が一つに統廃合されたというニュー

スというのは、市街地の町内会の皆さんにも大き

なニュースとして伝わりました。当地区の町内会

が抱える課題や悩みというのは、市街地の町内会

でも抱えている共通の悩みだというふうに考えて

います。たしか平成２７年度であったかなと思う

のですが、当時総務部長であった臼田経済部長に

お聞きしたことがあります。名寄市で限界集落、

限界町内会というのは幾つあるのですかというこ

とを聞いたことがあるのですが、そのときは限界

町内会、限界集落は５つあるというお話でした。

そして、その地区の人口に占める６５歳の人口比、

５５歳以上の準限界集落は幾つありますかという

ふうにお聞きしたときに約３０町内会あるという

ふうになっていました。あれから３年経た中で、

智恵文地区で大きな町内会の統廃合があったとい

うことで、今名寄市における６５歳以上の年齢の

方がその地区に占める人口比で見た場合、５０％

を超える限界集落というのは幾つぐらいになって
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いるのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） ６５歳以上の方が人

口比５０％以上を占めるということで御質問です

けれども、平成２９年２月末現在で５つというこ

とになっています。５つの地区です。５つの町内

会ということです。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 準限界集落はいかが

ですか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 準限界集落、２９と

いうことになっています。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 余り変化がないので、

ちょっとびっくりしていますけれども、毎年５つ

ぐらい年齢を重ねていくのかなと思ったら、そう

ではないのだなというのがあります。こういうふ

うにかなり厳しい状況が市街地の町内会にもじわ

じわと広がってきているということでありますけ

れども、具体的にこれまで各町内会が抱える極め

て深刻な問題が名寄市の中においてどこまで具体

的に詰められた経過があるのか、この町内会対策

です。どこまで詰められた経過があるのかどうか、

なければないで結構なのですが、あれば簡単で結

構です。かいつまんでお教えいただきたいと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） どこまでということ

であれなのですけれども、個別の町内会というこ

とではなくて、あくまでも町内会連合会を通じて

これまでアンケートを実施をしていただいたり、

その中で対策などをお話をさせていただいたりと

いうことでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 余り任意団体、町内

会は任意団体ですから、何とか皆さん必ず入って

くださいとも言えないという、そういう痛しかゆ

しという、そういったところもあろうかと思いま

すが、それにしても札幌あたりでは、道内の政令

指定都市の札幌で本年度中に何か加入促進を図る

ような条例をつくるのだみたいなことをおっしゃ

っていました。ただ、先ほど申し上げたように町

内会というのは任意団体ですから、あくまでも罰

則を設けることもできなければ、理念であったり、

アクセサリー条例になったりする可能性は非常に

高いのでしょうけれども、それでもしないよりは

ましだということで北海道の札幌市でそうした加

入促進の条例、仮称でしょうけれども、本年度中

につくるということですので、何か特効薬とはい

かないかもしれませんが、ないよりはましという

ことで加入促進を市民の皆さんにさらに啓発する

という意味でも、ある意味で有効な手だてと考え

ますが、ぜひとも名寄市のほうでも検討していた

だきたいというふうに考えます。

次に、市職員の地域担当制についてお伺いをし

たいのですが、この市職員の地域担当制、既に保

健師の方は地域担当制をやっているということで

すけれども、かつて名寄市でも市職員の地域担当

制をやっていたというふうにお聞きをしています

が、大体いつからいつまで、そしてなぜ現状で継

続していないのか、やめた理由がわかればお教え

いただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 旧風連地区において

は、地域担当制というのはやっていたというふう

に思いますが、名寄地区においては、済みません。

私の記憶なのですが、総合計画をつくるときにた

しか町内会単位だったか、少し大きい規模だった

か忘れましたけれども、職員を５名、６名担当を

つけまして、総合計画の取りまとめをしたような

記憶がございます。名寄市としては、これまで正

式な地域担当制ということではしいたという経過

はないというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 公募制でもやったこ
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とないですか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 済みません。私の経

験ではないのですが、ちょっと確認はさせていた

だきたいと思いますけれども、公募制ということ

ですね。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） わかりました。

具体的に庁内で職員の地域担当制というのは、

どこまで煮詰めた経過があるのか、話し合った経

過があるのか、協議をした経過があるのか、何が

ネックになったのか、そういったところまで洗い

出しはできているのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 地域担当制について

は、先ほど答弁で申し上げましたけれども、なか

なか難しい課題だなというふうに思っていまして、

具体的に庁議の場あるいは課長会議等を通じて地

域担当制についての議論をしたという経過はござ

いません。改めて検討させていただきたいと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で大石健二議員の

質問を終わります。

市政執行の所信表明に関して外２件を、佐久間

誠議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 議長から御指名いた

だきましたので、通告順に従い大項目３点につい

て質問いたします。

まず、大項目の１、市政執行所信表明に関して。

平成３０年第１回名寄市議会臨時会で加藤市長か

ら３期目の市長就任に当たっての所信表明がなさ

れました。その中から何点かお伺いいたします。

小項目の（１）、無電柱化におけるコストと効果

について。中心市街地活性化の一環として、いわ

ゆる電線を地中に埋設する無電柱化の検討を進め

るとなっておりますが、電柱にはメリット、デメ

リットがあります。電柱を無電柱化し、架線を地

中化した場合のコストと効果についてどのように

捉えられているかお伺いいたします。また、無電

柱化の範囲はどのあたりをどの程度の範囲、距離

でという考えがあればお知らせいただきたいと思

います。

小項目の（２）、ＪＲ名寄高校前駅について。

名寄高校前駅が実現すれば、高校生の募集時など

交通アクセスを強みとして一つの大きなＰＲ効果

を生むことになり、名寄高校生にとっては利便性

の向上につながることから、夢のある大胆な構想

であると感じました。一方で、クリアすべき幾つ

かのハードルがあるとも思っております。そこで、

ＪＲ名寄高校前駅構想が実現した際には、ＪＲは

風連駅―名寄駅間に乗降駅を幾つも置かないと考

えられることから、計画が進めば既存の東風連駅

は廃止になると思うのですが、対象となる東風連

地区の町内会や既存施設周辺住民への説明などは

どの程度進んでいるのかお伺いいたします。

小項目の（３）、子供のパスポート取得助成と

公平性の観点について。国際交流の必要性や意義

については十分理解するところですが、行政の公

平性の観点から考慮すると、希望する市民一律の

取り扱いが必要だと考えますが、いかがでしょう

か。また、特に子供に限定する意味合いと考え方

について所見をお伺いいたします。

次に、大項目の２、地域公共交通体系の今後の

あり方について、小項目（１）、乗り合いタクシ

ーの考え方について。名寄市第７期高齢者保健医

療福祉計画によると、本市における平成３０年の

高齢化率は３２％、６５歳以上の高齢者人口は

８００人となっております。一方で、人口減少が

進み、平成３７年には高齢化率は３ ４％、６５

歳以上の高齢者人口は ０８４人と７１６人減る

ものの、高齢者人口に占める７５歳以上の後期高

齢者は ８９５人と２４０人余り増加する見通し

となっております。そこで、こうした後期高齢者

人口の増加に対応し、快適に暮らせるまちづくり

を進めていく上での移動手段の確保は今後ますま

す重要なテーマになってくると思います。特に買
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い物や通院などで車を持たない人、交通弱者や運

転免許返納者などに対しての小回りのきく移動手

段として、現在デマンドタクシーが運行されてい

ない地区について官民が連携しての乗り合いタク

シー等について一歩進めて制度を整えていく必要

があると思いますが、本市の考え方について検討

されていることがあればお知らせいただきたいと

思います。

次に、小項目（２）、郊外地区における利便性

の高い交通体系整備について。本市において旧下

多寄線でのデマンドタクシーの運行や風連御料線

でのデマンドバス実証運行が行われ、当該地区の

皆さんに御利用いただき、おおむね好評である旨

の御報告を伺っているところであります。ただ、

デマンド化されていないその他の郊外地区の移動

では、定期運行バスの運行時間、本数など制約が

多くなっている地区もあり、それらをカバーした

交通弱者に対する移動手段の整備が必要だと考え

るわけですが、いかがでしょうか。この点につい

てお答えいただきたいと思います。

大項目の３、外国人労働力の活用、受け入れ拡

大について、小項目（１）、労働力受け入れのル

ート確立に関して。少子高齢化によって、この名

寄市においても働き手不足の声があちこちで聞こ

えてきます。求人募集をしても人が集まらない、

誰か働いてくれる人はいないかなど切実な声が寄

せられております。しかし、現在は日本全国人手

不足状態ですから、さまざまな施策を講じてみて

も近隣市町村の人材の奪い合いか、あるいは地方

と都市の争奪戦を生むだけではないでしょうか。

国も少子化対策として地域少子化対策重点推進交

付金制度などの新たな設立で手だてを講じており

ますが、それにしても急激に人口増加につながる

わけでも働き手不足が解消されるわけでもありま

せん。そこで、国内での少子化に伴う働き手不足

に対応した解消策の一つとして、外国人労働力を

活用した産業形成や労働力受け入れのルート確立

について、今後ますます深刻化する労働力不足を

見通した取り組みが必要になってくると思うので

すが、外国人労働力の活用に関する国の動向と本

市の現況についてお伺いいたします。

小項目（２）、受け入れ環境等の整備、サポー

トについて。外国人労働者の受け入れ環境、特に

住居、言語教育、行政手続等の整備、サポート体

制などについて現在まで手だてを講じられている

ことや今後考えられていることなどについてお知

らせいただきたいと思います。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 佐久間議員から大項目３

点にわたっての御質問をいただきました。大項目

１を私から、大項目２は総務部長、大項目３は経

済部長からそれぞれ答弁となります。

大項目１、市政執行の所信表明に関して、小項

目１、無電柱化におけるコストと効果について申

し上げます。このたびの市長選後の臨時議会にお

きまして私の所信を表明するに当たり、中心市街

地活性化策の一環として無電柱化について検討を

進めたいと申し上げたところですが、議員も御承

知のとおり無電柱化は防災上の観点からの道路空

間の確保、あるいは良好な景観づくりや安全性、

快適性の確保が図られる施策として今後重要な役

割を担う施策になり得ると考えているところです。

また、本年４月に国土交通省によりましても無電

柱化推進計画が策定をされまして、本年から３年

間かけて約 ４００キロメートルの新たな無電柱

化の着手を目標とし、日本本来の美しさを取り戻

し、安全で災害にも強く、景観形成や観光振興な

ども視野に入れたまちづくりが期待をされている

ところでございます。

本市においては、本計画を参酌し、本市におけ

る無電柱化の検討を図る上では当然のことながら

メリット、デメリットがあろうかと考えておりま

す。メリットとしては、いつ起こり得るかもしれ

ぬ災害対策の向上や安全で快適な道路通行空間の

確保、景観形成による潤いのある町並みづくりに
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よる観光振興などが考えられますが、デメリット

としては国が示している地中化による電線共同溝

方式でも道路管理者は１キロメートルあたりで

５億円の負担となり、低コスト化など手法の実用

化についても検討されておりますけれども、まだ

実施する範囲によりましては実現する上でコスト

が大きいものと考えているところです。また、本

市としてはあくまでも仮の無電柱化の範囲として

は名寄の玄関口である名寄駅前からの西側の市街

地が考えられるところでございますけれども、今

後具体的に研究、検討を図るべきものでございま

して、どれだけのコストや設置範囲、設置するこ

とによる効果や手法の洗い出しなどさまざまな課

題を解決する中でその取り組みを進めてまいりた

いと考えております。

小項目２、ＪＲ名寄高校前駅についてお答えい

たします。現在鉄道を使って名寄高校に通学して

いる学生は、ＪＲ名寄駅、東風連駅で下車をし、

ともに学校まで２キロメートル弱の距離を移動し

ております。特に冬期間は徒歩での移動となり、

御苦労をかけているところであります。東風連駅

の利用状況は、ＪＲ北海道によりますと名寄高校

の生徒の利用がほとんどを占めておりまして、名

寄高校の前に駅を設置できれば地方から通学する

学生には通学時間の短縮により格段の利便性の向

上となり、魅力的な学校になると考えております。

また、市内においても冬期間の通学では鉄道を利

用した通学者の増加も見込まれ、鉄道利用の促進

にもつながると考えております。しかし、駅の設

置については多額の費用が必要となりますので、

現在特定財源の確保が可能かどうか調査研究を進

めているところでありまして、今後現東風連駅の

あり方も含めて検討し、地域とも情報共有をしっ

かり図りながら進めてまいりたいと考えておりま

す。

小項目３、子供のパスポート取得助成と公平性

の観点についてでございます。所信表明で述べま

した本市の子供たちに対するパスポート取得費用

の助成については、市内の児童生徒、学生が国際

理解を深めるとともに、国際化に対応した人材育

成を図ることを目的として実施したいと考えてお

ります。具体の制度などは、助成に係る市の費用

負担、効果などを勘案し、今後の検討となります。

なお、議員から御指摘がございました公平性に

つきましては、各制度共通の重要な観点でもあり、

制度の目的や趣旨に沿った中で確保しなければな

らないと考えております。今回の助成の目的は、

次代を担う子供たちを育成するものであり、それ

が今後のまちづくりにもつながっていくほか、重

ねて子供たちの負担能力についても考慮していた

だくようお願いを申し上げます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 私からは、大項目２、

地域公共交通体系の今後のあり方についてお答え

いたします。

初めに、小項目１、乗り合いタクシーの考え方

についてです。名寄地区市街地の主な交通手段で

あるコミュニティバスについては、高齢化社会に

対応し、利便性の高い公共交通サービスの提供を

目的にバス車両のワンステップ低床化、医療、福

祉を中心とした公共施設への路線確保、ダイヤ見

直しなど平成２８年４月より新たな形態でバス運

行をしております。市民生活に定着化させるため

にも当面は同様の交通体系を維持していきたいと

考えています。

また、コミュニティバスの近年の乗車状況につ

いては、平成２９年度延べ乗車人数では４万 ７

３８人、前年の４万 ４０２人と比べて ６６４

人の減、率にして ４％の減となり、平成２９年

度のコミュニティバスの定期券販売数は３３枚と

なっております。

次に、小項目２、郊外地区における利便性の高

い交通体系整備についてお答えいたします。市内

のバス路線については、名寄地区中心部を巡回す

る路線が３系統、市内中心部と郊外及び周辺自治
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体を結ぶ路線が８系統、デマンド型のバスとして

郊外と市内中心部を結ぶ路線が１系統と合計１２

系統により市民の生活を支える公共交通として運

行しております。平成２３年度には、利用者が減

少していた風連地区の郊外から名寄地区を結ぶ路

線バス、下多寄線について予約型のデマンドバス

に転換し、自宅から目的地まで送迎できるサービ

スとして、特に高齢者の利便性の向上が図られて

おります。また、名寄地区と風連日進地区を結ぶ

路線バス、風連御料線についても郊外の一部区間

について利用者の減少から路線バスとしての運行

が難しく、平成２９年度において見直し検討や自

主運行を重ね、本年１０月より一部区間を予約に

より運行する効率的なデマンド化を予定しており、

今後も地域事情に合った効率的な交通体系に努め

てまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 続きまして、大項目

の３、外国人労働力の活用、受け入れ拡大につい

て、初めに小項目の１、労働力受け入れのルート

確立に関して申し上げます。

全国的な人手不足の中、ハローワークなよろ管

内の平均有効求人倍率におきましても仕事不足か

ら人手不足に転じた状況が示されておりまして、

労働力確保につきましては喫緊の課題となってご

ざいます。こうした中、国は国内で不足する労働

力を補う方策の一つとして外国人労働者の受け入

れに着目し、この間諸制度の改正により雇用の拡

大を目指してきました。近年では、外国人技能実

習制度における実習期間の延長や対象業務の拡大

が行われたほか、さきに公表されました骨太方針

原案におきましては従来の医療や教育といった専

門的、技術的分野における外国人に限定せず、一

定の専門性、技能を有し、即戦力となる外国人材

を幅広く受け入れる仕組みを構築する必要がある

とし、新たな在留資格を創設することで実質的に

単純労働の分野にも門戸を広げる方針が示された

ところであります。

また、本市の現況についてでございますが、外

国人住民登録者人口につきましては平成２８年９

月末現在で１１７名、国別では主に中国、アメリ

カ、韓国、カナダとなっておりまして、教育、小

売業分野のほか、農業分野においては多くの中国

人が就労している状況にございます。

次に、小項目の２、受け入れ環境などの整備、

サポートについて申し上げます。北海道内におけ

る先進的な事例といたしましては、東川町が２０

１５年１０月に町立の日本語学校を開校し、留学

生を対象とした奨学金制度、寮費の補助、国際交

流員によるサポートなど独自の制度を整え、留学

生向けの合同説明会を開催するなど地元への定着

を目指した取り組みが行われてございます。本市

におきましては、外国人技能実習制度に基づく農

業分野での技能実習生の受け入れが行われており、

ＪＡ道北なよろが技能実習の適正な実施と実習生

の保護について管理団体として役割を果たすとと

もに、受け入れ農家で構成します協議会が共同宿

舎の設置による住宅確保、生活指導などのサポー

トに取り組んでおり、市といたしましては講習に

おける講師の派遣、運営の支援を行っているとこ

ろであります。今後の考えについてでございます

が、国の制度改正などを注視しながら、関係団体

との連携のもとに地域ニーズの把握、先進事例の

調査などを踏まえ、当地域における可能性を探っ

てまいりたいと考えてございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） それでは、それぞれ

お答えいただきましたから、順を追って再質問さ

せていただきます。

まず、無電柱化の関係なのですが、先ほど市長

のほうからコスト、土木工事に１キロ当たり ５

億円、３億 ０００万円かかりますということな

のですが、私もちょっと調べてみたら電気設備、

トランスだとかケーブル工事費用が ８億円、そ
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のほかにかかるということで、１キロ当たりやる

のに合計 ３億円かかるということなのです。だ

から、かなりお金がかかると。例えばこれまでの

国からの補助事業、補助メニューを利用したとし

てもおよそ全部は出ないですから、６０％出る計

算で考えたときに国が １億円、自治体 ４億円、

電線管理者が ８億円というぐらいの計算になろ

うかと。そうすると、かなりこれは工事費として

は多くかかると。

それで、先ほど美観の関係、景観の関係や、そ

れから防災上の観点からとおっしゃられたのです

が、防災の観点から考えますとやっぱり地域、地

域で何が必要かというのはこれは変わってくると

思うのです。特に本市においては、例えば豪雪へ

の備えであったり、あるいは豪雨による川の氾濫、

水害に備えることが優先順位の上位に来るのでは

ないかというふうに思うわけです。それで、市民

の不安感から、特に議会報告の中でも要望なんか

もされておりますが、大雨に備えた河川の床ざら

いや、あるいは河川の雑木処理、それから排水、

排水溝の整備点検、護岸の強靱化や整備というこ

とで、これは優先をしていくべきではないかとい

うふうに思うのです。

それで、もう一つは、国はこの予算をどこから

持ってくるかということでちょっと出ていたので

すが、さきに出国税とされていた国際観光旅客税、

これが平成３１年１月７日から施行される予定に

なっております。２０１６年で計算しますと、海

外に行く日本人旅行者というのは １００万人で、

１人から１回 ０００円を徴収すると。そうする

と、計算間違っていなければ４００億円が国の財

政として新たに入るわけです。ところが、平成２

８年の自治体総数、これは市町村合わせて ７１

８自治体だと思うのですが、これで割り返してみ

ますと１自治体当たりに例えば４００億円が等分

された場合に ３００万円。そうすると、これは

何メーターできるかと。４０メーターです、これ

でできる工事というのは。だから、かなりこれは

コスト的にも高いものがあるのではないかという

ふうに思っております。

それとあと、景観上の観点から考えますと、や

っぱりこれは商工会を中心としてどのように見せ

ていくのか、統一感を示すかなどさきに検討され

ているのかどうか、それからどのような景観にし

ていくのか取りまとめるのが先ではないかという

ふうに私は思っています。空き店舗の問題、店舗

の老朽化対策など問題点が幾つかあります。ここ

ら辺について再度お答えをいただきたい。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） あくまでも検討というこ

とでありまして、そこをまず御理解いただきたい

と思うのですが、防災の観点から申し上げますと

議員お話しのとおりでありまして、河川整備等は

重要項目の一つであります。これは、国や北海道

による河川管理、本市が所管している普通河川の

維持整備にも鋭意取り組んでおりまして、引き続

きこれもしっかりやっていきたいというふうに思

っております。

一方で、無電柱化の取り組みは非常に今国も強

く進めておって、例えばロンドンやパリだとか市

街地区はヨーロッパでは１００％無電柱化という

ことですけれども、東京ではまだ８％というよう

な、日本は非常におくれているような状況で、そ

うしたことからもこうしたことを進めていきたい

と、こういうことであります。まだ商店街の皆さ

んと何も話しているわけではございません。ただ、

例えば名よせ通り商店街の中でちょっと話が出て

いたという話をお聞きしたのですけれども、今あ

そこ融雪溝がありまして、そこの融雪溝になかな

かもう入れるのもしんどくなってきていると。融

雪溝も老朽化をしてきていると。空き店舗も出て

きて、融雪溝に入れないところが非常に見にくく

なってきて、五丁目商店街のような排雪、除雪体

制にしてもらえないかというような議論もあった

ように聞いております。あの融雪溝をうまく電柱、

電線の埋設に使えないかというような、そんな発
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想もあったり、あるいは今議員がおっしゃられた

トランスだとかの電柱の関係の埋設に関してはさ

らに低コストで優遇されるというような話も進ん

でいるというふうに聞いております。そうしたこ

とも総合的に勘案しながら、改めてまずはこうし

た話題も投げかけて検討を進めていったらという

段階でありまして、全くコンクリートというわけ

ではありません。しかし、こうしたことを含めて

中心市街地の活性化も含めた議論が展開していく

という一つ、一石を投じることになればなという

ふうにも思っているところでございます。御理解

いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 今市長のほうからあ

くまでも検討段階であると。さらに、融雪溝が使

えないかということなんかも含めて御答弁いただ

きました。私は、財政が潤沢であれば何もこれ心

配する必要もないなというふうに思っていますか

ら、その点では一致するのでないかなと思うので

すが、ただ先々考えたときにどうしてもやっぱり

慎重にならざるを得ないということなのです。

今般、先日ですか、大阪での災害が発生しまし

た、地震が。震度６ですから、相当大規模な災害。

私テレビで注目したのは電柱だったのです。電柱

がどういうふうになるかと。かなり揺れたのです

が、倒れたところは映っていなかったです。倒れ

たものは映っていない。そして、もう一つ注目し

たのは、地中に埋められているものです、インフ

ラ。そうすると、水が道路のところから噴き上が

って、放送で見ていたのは水道管が破裂し、ガス

管が被害に遭ったということで、やはり埋設され

たインフラの破損が見てとれるということなので

す。ここに加えて電線も埋設された場合、今度は

一気に破壊されたインフラを修繕しなければなら

ぬ。それと、無電柱化の工事に係る費用、あるい

は例えばふぐあいが生じた場合に改めて今度復旧

するということになるとかなりコストがかかると

いうことで、これが行く行くは利用者負担になっ

て、電気代だとか、そういうものの料金の上乗せ

になるのではないかと。そうすると、やっぱりデ

メリット部分が少し多くなるのではないかという

ことであります。潤沢に財政ができた場合には十

分やっていただきたいなと思うのですが、私はそ

ういうことで慎重に対応するべきではないかとい

うふうに思っております。

それとあと、ＪＲ名寄高校前駅について、移ら

せていただきます。それで、市長のほうはＪＲ名

寄高校前駅については新設を目指しているという

ことだと思うのです。ただ、私はやっぱり通常風

連駅と名寄駅のこの短い区間に、例えば新設だと

いうことになると東風連駅が残り、新たに名寄高

校前駅があるということで、２つ乗降所が間にあ

ることをＪＲがよしとするかしないかと。これは、

あくまでもＪＲの考え一つでありますけれども、

恐らく新設ということではなく移設ということに

なり得るのではないかということです。そうする

と、やっぱりかなり課題が残るのではないかなと。

新設なら問題は出ないと思います。移設になった

ら課題は残るのではないかというふうに思ってい

ますから、それとあときのう熊谷議員の代表質問

で、教育長のほうから名寄高校の全体のいわゆる

キャンパスの配置構想についてお話しされました

ので、私本当はどういう構想になっているのかな

とお伺いしたかったのですが、きのうの教育長の

御答弁で理解しましたので、ぜひ道教委の今後の

決定いかんになると思うのですけれども、市とし

てやっぱり一つの集約した構想に基づいて高校づ

くり、配置を進めていただければと思っています。

それで、ＪＲの名寄高校前駅構想については、

今後の進捗状態を注目したいというふうに思って

います。それとあと、やっぱり高校のキャンパス

配置もそうですし、あるいは東風連駅の乗降所が

廃止ということになった場合、その周辺の地域の

方、父兄の皆さん、生徒の皆さん、十分コンセン

サスをとって進めていただきたいということを私

のほうから要望しておきたいというふうに思いま
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す。

それで、３番目の子供のパスポート取得助成と

公平性の観点に移りたいと思うのですが、先ほど

パスポート、将来を担う子供たちにいわゆる人材

の育成だということで、その点について私は十分

理解するのです。ただ、今例えば経済交流、商品

の輸入ルートの交渉だとか、あるいは技能、技術

取得、外国人労働者の受け入れルートの確立、そ

れから海外のニーズ把握など多岐にわたる分野で

のパスポート取得助成がさまざまな産業の面から

も考えてこれは必要になってくるのではないかと

思いますので、その点拡大した考え方はないのか

どうかお伺いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 若干重なりますけれども、

対象を子供たちとした理由は、若いうちに海外を

経験するということは語学勉強の意識の醸成だと

か、価値観の柔軟性、あるいは日常の当たり前の

ことに感謝する、創造力が豊かになる、そういっ

たことで非常に子供たちの世界を広げることにな

っていくのだというふうに思います。ある統計に

よると、ここ５年で海外からの日本への流入人口

というか、観光客というのでしょうか、３倍にな

っているのですけれども、一方で２０年間日本人

が日本から海外に出国している人数は変わってい

ないというデータがございます。その中でも特筆

すべきは、２０代の方がこの２０年間で海外に行

く人数が４割減っていると、こういうことであり

ました。若い方たちが海外に行くことにドメステ

ィックになってきていると。今回台湾の交流等も

含めて新しい施策を打ち出させていただきました

けれども、小さいうちからこうしたところに目を

向けて学んでいくという姿勢を持っていくという

ことは、必ずや豊かな子供たちの醸成につながっ

て、地域愛にもつながっていくと。そういう角度

から、今回この制度設計をまだこれからですけれ

ども、させていただきいというふうに考えている

ところでございます。

経済活動等も当然あるというふうに、それは理

解しますけれども、例えばそうした事業は経済部

所管、あるいは国のほうでの経済販売活動事業だ

とか、そうしたことでの名目での補助金、助成金

等もあるというふうに思いますので、今回の提案

はまだこれからですけれども、できるだけ若い子

供たちを中心にしたそうした事業にできないかと

いうことを考えているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 私この間質問してい

ると、行政からの答えはなかなかいいお答えをい

ただけなくて、やっぱり地域の税の使い方ですか

ら、すべからく市民の全体の公平性の観点からど

うなのかという御提言をいただいておりまして、

子供たちに限定するというのももちろんいいです。

これは、反対しておりません。みんなに拡大した

らどうかということを申し上げているわけで、こ

れは先ほど経済分野ではいろんなさまざまな事業

があるということで、そっちのほうを使って交流

もできるのでないかということなんかもあるので

すけれども、例えば商店街の皆さんも今どんどん

海外に打って出なければならないということであ

るとか、それから中国の研修生を受け入れをして

いる農業分野での智恵文地区のほうからも、研修

生との面接といいますか、現地に赴いて直接見て

くるという、その行ったり来たりを繰り返して労

働力の確保に尽力されているということなんかも

１つありまして、やっぱりここら辺からも全産業

にまたがってしっかりアンバランスのないような

形でやる。私は、観光旅行でもいいと思うのです。

観光旅行に行っても先ほど言った出国税 ０００

円払うわけですから、観光の海外旅行の ０００

円払って、行ってさまざまな経済だとか文化の違

い、そんなものを学んできて、やっぱり双方向の

交流ということが今言われているのですが、ツー

ウエーツーリズムということで外国訪問する日本

人の経済だとか文化、国民性の影響力を戦略的に

捉えていくと。だから、日本人行ったら海外でそ
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こでいろいろ対応することを通じて、やっぱり向

こうの人も日本に興味を持って来ていただけると

か、そういうこともありますので、ぜひ拡大につ

いて検討されたいというふうに思います。

地域公共交通体系の今後のあり方に移りたいと

思いますが、先ほどお答えいただいたのですが、

再質問させていただきます。７５歳以上の高齢者、

先ほど前段で触れたように今後かなりふえるとい

うことが推計されております。それで、既存の公

共交通でカバーできていない面を利便性向上と中

心市街地活性化の観点から検討することが必要で

はないかというふうに私は思っています。市内部

においては、行政とハイヤー会社との協議によっ

て予約型乗り合いタクシー、この制度を確立して

いってはどうかと。これは、さまざまな自治体で

先進的な事例がございます。それで、１つはこの

間もいろいろ質問で出てきていると思うのです、

今回ではないですけれども。それで、特に既存の

例えば地域コミュニティバスも走っていますが、

地域コミュニティバスは外周を回るだけなのです、

まちの中の。だから、東西に直接結ぶルートがな

い。それから、南北に結ぶ直接のルートがないと

いうのが、これが中抜けの残念なところだという

ふうに思うのです。それで、目的地まで既存路線

で時間がかかり過ぎるという点を改善する意味で

も、例えば旭栄団地方面からいわゆる文化センタ

ーのあたりまで、直接これをタクシーで結ぶ。予

約して、タクシーが運ぶというような乗り合いタ

クシー制度などはできないか。それから、南北で

いうと王子マテリアから４０号線結んで、大橋区

ぐらいのあたりまで幾つかの中間のとまるところ

を結んで、十文字に地域コミュニティバスの中ほ

どを埋めることはできないかどうか、それの御検

討はいただけないかどうか、この点についてお伺

いいたしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 先ほども一部お答え

させていただきましたけれども、今の市街地にお

けるコミュニティバスにつきましては２８年４月

からということで、それまで数年かけまして検証

をやってございます。先ほど利用人数などもお知

らせをしましたけれども、激変をしているという

状況ではなくて、それぞれ医療機関ですとか、商

業施設、公共施設等を結ぶ交通機関として利用し

ていただいているというふうに考えているところ

でございまして、今後も現行のコミュニティバス

の路線につきましては堅持をしてまいりたいとい

うふうに考えているところでございます。

なお、やはり高齢化率も上がっていくでしょう

し、利用者の方が路線バスまでの、コミュニティ

バスまでの乗るところまでの距離がだんだんつら

くなってくるというような状況は出てくるのかな

と思ってございますので、それぞれ今後検討をす

ることは必要かなというふうに思いますけれども、

現行今年度地域公共交通の活性化協議会の中で全

体的な交通網をどうするかという計画をつくるこ

とになってございますので、その中で検討させて

いただきたいというふうに考えているところでご

ざいます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 地域コミュニティバ

スは、外周回っていますと言いましたけれども、

それはそれで必要だと思うのです。先ほどお聞き

しましたら、定期購入者もかなりの人数になって

おりますし、それから地域にようやく定着したと

思うのです。私は、だからそれ以外のところ、そ

れプラスやっぱり町中を結ぶ交通機関があれば、

これから立地適正化計画なんかもございますし、

いわゆる公共施設を結ぶ、そういう交通網として

新たに本市のタクシー会社と協議した上でそうい

うものも考えられないかということで、今ほど活

性化協議会の中でさらに今年度議論するというこ

となので、ぜひ議論を深めていただきたいという

ふうに思います。

それと、郊外地区の関係なのですが、１つは弥
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生地区です。これは、ＪＲバスが走っているので

すが、平日で４往復、土日は３往復しかないので

す。それで、かなりやっぱり弥生の方々は、デマ

ンドバスの運行地区としては共和、曙、豊栄は組

み込まれているものの、弥生地区は組み込まれて

いないと。したがって、不便な４往復の中で行っ

たり来たりしなければならないということなんか

もありますし、それから智恵文地区のバス、これ

が最終は名寄出発が１７時２０分、智恵文が１７

時４０分ということなのですが、特に高校生がク

ラブ活動や何かで遅くなった場合にこれ乗り過ご

したら、あと汽車で帰るしかないのです。汽車が

今のところ１９時３０分ということなのですが、

稚内方面下りです、普通列車で。かなりこのあた

りも郊外地区のいわゆる利便性も、一方でデマン

ドバスどんどんよくなっていっておりますが、こ

こら辺をやっぱり手だてをしていく必要があるの

ではないかと思うので、このあたりのお考えを同

じになるのかもしれませんが、お願いしたいと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 基本的には、路線バ

スが走っている路線につきましてはそこにデマン

ドを同じように入れるということにはなりません

ので、実態として本数が少ないというような利便

性の問題は確かに残るかというふうに思いますが、

今後どういうふうにその地域が変化をするのか、

その辺も見きわめながら、繰り返しになるかもし

れませんが、今年度改めて公共交通の計画を策定

をするということでございますので、これは全体

的な見直しということになりますから、公共交通

機関の空白地帯も含めた見直しということになる

というふうに思いますので、今言われた路線バス

までにどうやって結ぶのか、あるいは便数が少な

い場合の解決策なども含めて協議をすることにな

るかというふうに思いますので、御理解をいただ

きたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 公共交通活性化協議会

のほうでの議論の中では、恐らく交通の空白地帯

を含めてどれぐらいの需要があるのかというよう

なところからのスタートだと思っております。協

議会自体は、バス会社の方、タクシー会社の方、

市民の方含めていろんな方で構成されております。

それぞれ知見を持っている方もいらっしゃいます

ので、どういう形が一番いいのか、いろいろと御

提言いただきました十文字にしたらどうか、ある

いは交通空白地域、特に郊外地域どうしたらいい

のかというような観点も非常に大切な観点だと思

っております。この話進める中では、デマンドと

いうことがありますので、需要がどれぐらいある

のか、それが一番大切だと。それと、もう一方、

供給過剰です、逆に言うと。言葉は悪いですけれ

ども、バスが空気を積んで走っているという状況

がこれは誰から見てもうまくないだろうというこ

ともありますので、そのあたりも含めて十分議論

重ねてまいりたいと思います。ただ、中村部長答

弁いたしましたように、路線バスの中には過去の

経緯があるものもございますので、若干難しい側

面もあるかと思います。ただ、すぐはできないか

もしれませんが、何年かかけてある程度の構想を

つくりながら空白地出ないような形で進めていき

たいと思います。よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 中村部長と、それか

ら副市長のほうからお答えいただきました。名寄

市総合計画の第２次の中で見ますと、２５項目の

市民満足度評価で交通機関の便利さは下から６番

目ということに数えられるわけであります。それ

で、今後議論を深めていただけるということであ

りますから、特に市内のハイヤー事業者の声なん

かもぜひその協議会の中ででも、あるいは別建て

でも聞いていただいて、持続可能性を模索しなが

ら前に進めていただきたいというふうに思ってい

ます。先ほど橋本副市長が言われました需要がど

れぐらいあるかどうかということのクリア方法と
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しては、予約制を取り入れて、そこに必要な車を

走らせるということであればクリアできるかなと

いうふうに思いますから、御検討いただければと

思っています。

最後になりますが、最後の項目、外国人労働力

の活用、受け入れ拡大について先ほどお答えいた

だきました。東川町の独自制度なんかも御紹介い

ただいて、今後やっぱり少し単純労働のほうにも

開いていくのかなというふうに思うのですが、私

実は先ほど名寄の住民登録者はわかりました、数。

公共職業安定所の外国人雇用事業所数及び外国人

労働者数ということで、これは厚生労働省の北海

道労働局調べで見ましたら、名寄のハローワーク

管内、これは１市６町１村にまたがるのですけれ

ども、ここで外国人労働者が３７５人働いている

ということで、１０７事業所にまたがるのです。

それで、内訳をどのような内訳になっているのか

といったら、ハローワークまで行きましてもなか

なか教えてくれなかったのですが、私法務省調べ

の在留外国人数、これ平成２９年６月末在留外国

人数ですが、調べますと、これは名寄市は１２９

名なのです。枝幸町は１４２人、浜頓別１０７、

下川３６、美深１５、音威子府５、中川２、中頓

別２ということで、名寄のハローワーク管内、法

務省調べのものでいうと４３８人の在留外国人、

これは３カ月以上の在留資格を持って活動してい

る人がいるということで、かなりやはり国際色豊

かになっている。それだけ要するに人手不足だと

いうことです。現在の名寄、ハローワークの管内

の有効求人倍率ですが、 １８ということですか

ら１００人に対して１１８の仕事があるという、

そういう解釈です。だから、かなり企業が求めて

もなかなか来てくれないということもありますの

で、ぜひ国籍、民族などの異なる人々が互いの文

化的違いを認め合って対等な関係を築こうとしな

がら地域社会の構成員としてともに生きていくと

いう多文化共生社会の考え方に立つべきではない

かと。

それで、震災の復興事業だとか２０２０年の東

京オリンピックなどでの地方の労働力が都市部に

やっぱり吸い上げられる、流出しているというこ

とです。だから、吸い上げられる側の地方という

のがいち早く産業構成上の必要な手だてをこれは

講じなければならないのではないかということで

考えています。それで、受け入れのルート確立に

ついてなのですが、これって管理団体通すと思う

のですけれども、名寄にはないと思うのです。ち

ょっと調べたところ、実はこの管内で見たら近く

では結構あるのですけれども、名寄が載っていな

いので、後でこの管理団体、平成３０年５月３１

日調べでいうと、近くでは結構あるのです。オホ

ーツク、紋別のほうだとか、雄武だとか、佐呂間

だとか、いろいろあるのですけれども、ここら辺

で管理団体がやっぱり受け入れとすると窓口にな

ろうかと思います。それで、その管理団体につい

て、これ制約があるのですけれども、どこでもこ

こでも管理団体になれるということではないので

すが、商工会だとか農協だとかいろいろできます

から、ここら辺の御検討を今後考えていく必要性

というのは現状どうかということでお尋ねしたい

と思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 外国人の受け入れに

当たっては、それを管理する方というか、管理と

いうか、保護も含めての管理という意味ですけれ

ども、そこの組織が必要だというふうになってい

ます。先ほど言われたように、名寄市の中では管

理団体はないということでありましたけれども、

ＪＡ道北なよろは特定管理団体ということで、範

囲は狭いのですけれども、この特定管理団体事業

者として中国人の受け入れをしているということ

であります。今後そういった管理団体の育成が必

要ではないかという御指摘でありましたけれども、

まずは名寄市において外国人労働者が制度の内容

も含めてなじむのかどうか、あるいは事業者のニ

ーズがさまざまな条件をクリアした上で必要なの
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か、そこの把握が必要だと思っていますし、その

上でニーズがあるということであれば、それは行

政として管理団体の認定を受けようとする団体に

対する、これはどういう形の支援なのかわかりま

せんけれども、情報提供という部分もあると思い

ますので、それは必要な支援についてはその段階

で検討していかなければいけないのではないかと、

そのように考えてございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） ニーズがあるかどう

か、人手は不足しておりますから、ぜひ把握して

いただいて、問題は心配事が幾つかあると思うの

です。例えば治安はどうなるのかとか、果たして

仕事にマッチングするのかだとか、ちゃんと働く

かだとか、細かなことを言えばいろいろ心配され

ている方もいるのです、実際のところ。ただ、き

ちんと国内法に違反のない形でやっぱり受け入れ

る。ちゃんと最低賃金制を守ると。何かいわゆる

外国人というと低廉で、安く使うみたいな形が悪

いイメージとしてあるものですから、きちんとそ

ういう受け入れ企業だとか事業所の外国人労働者

に対する処遇が国内法に適しているかどうかチェ

ックをする。監視をするということなどもやっぱ

り必要でないかというふうに思うのです。それと、

あとは先ほど言われたこととも関連するのですけ

れども、ぜひ自前の管理団体をそろえてこれから

の先々の人口減少に対応していくということが必

要でないかということでお願いしたいと思います。

それと、最後になりますけれども、まとめです。

外国人にとって暮らしやすい社会の形成が不可欠

でありまして、そのためには教育、社会保障など

生活、経済面での外国人差別の解消、それから子

供の日本国籍取得に関する出生地主義の運用、永

住権取得に要する居住年数の短縮など受け入れ環

境の整備が求められております。地方でやれるこ

とと国に求めることと、あるいは道に求めていく

ことなどあろうと思いますが、今後とも努力をお

願いしまして、３分残しましたが、以上で私の質

問を締めます。ありがとうございました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で佐久間誠議員の

質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

お疲れさまでした。

散会 午後 ２時５９分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 野 田 三樹也

署名議員 高 橋 伸 典
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開議 平成３０年６月２０日（水曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１７名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 川 口 京 二 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 奥 村 英 俊 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 東 川 孝 義 議員

１０番 塩 田 昌 彦 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（１名）

１番 浜 田 康 子 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 渡 辺 敏 史

書 記 開 発 恵 美

書 記 長 正 路 慶

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 中 村 勝 己 君

参 事 監 松 岡 将 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 小 川 勇 人 君

経 済 部 長 臼 田 進 君

建設水道部長 天 野 信 二 君

教 育 部 長 河 合 信 二 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 局 長

こども・高齢者
廣 嶋 淳 一 君

支 援 室 長

上下水道室長 粕 谷 茂 君

会 計 室 長 常 本 史 之 君

監 査 委 員 鹿 野 裕 二 君
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〇議長（黒井 徹議員） 本日の会議に１番、浜

田康子議員から欠席の届け出がありました。また、

６番、奥村英俊議員からおくれる旨の届け出があ

りました。

ただいまの出席議員数は１６名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

４番 川 口 京 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

経済部所管事業について外１件を、塩田昌彦議

員。

〇１０番（塩田昌彦議員） おはようございます。

議長より御指名をいただきましたので、通告順に

従い順次質問をしてまいります。

大項目の１、経済部所管事業について３点お聞

きをいたします。小項目の１、国際交流における

台湾交流推進の方向性についてお伺いします。平

成２５年度に始まった台湾との交流から５年が経

過し、本年度において台湾交流の推進の一本化や

事業の見直しについて検討がなされ、市政執行方

針において交流の推進体制を名寄日台親善協会に

一本化を図るとしておりますが、今後の台湾交流

の展望と方向性についてお知らせください。

小項目の２、ことしで４０回目を迎える産業ま

つりについてお聞きをいたします。ことしで４０

回を迎える産業まつりについて、行政や農協、そ

して農業、商業等の関係機関、団体で組織する産

業まつり実行委員会での協議が進められていると

思いますが、催しの内容や目玉事業など協議経過

について、また産業まつりも４０回目と節目を迎

えましたが、今後のあり方、方向性についてお知

らせください。

小項目の３、食育推進と地産地消の取り組みに

ついて。本年食育推進計画が見直され、平成３４

年まで５年間の第３次食育推進計画が示されまし

た。計画では、第１次を周知、第２次は実践へ、

そして第３次計画のテーマを拡大と位置づけてお

りますが、どのように周知がなされ、実践につな

がり、その検証を踏まえ拡大を図ろうとしている

のかお知らせください。また、地産地消の取り組

みが食育推進にどのように結びついているのか、

地産地消の推進状況についてもお知らせください。

次に、大項目の２、ふるさと納税について、小

項目の１、平成２９年度実績について。平成２９

年度実績と直近の実績比較についてお知らせくだ

さい。

小項目の２、ふるさと納税の取り組み状況につ

いて。全国的にふるさと納税に対する関心が高ま

っておりますが、名寄市が進めてきた取り組みの

変化についてお知らせください。

小項目の３、ふるさと納税の効果について。ふ

るさと納税は、地方創生の観点から名寄市がまち

づくりのための原資を募る寄附と理解しておりま

すが、寄附がどのように生かされているのか、名

寄市を応援してくれる方々への周知と工夫につい

てお知らせください。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） おはようございます。塩

田議員から大項目で２点にわたっての御質問をい

ただきました。大項目１の小項目１を私から、大

項目１の小項目２、３については経済部長、大項

目２については総務部長からの答弁となります。

大項目１、経済部所管事業について、小項目１、

国際交流における台湾交流推進の方向性について
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申し上げます。台湾との交流も５年を経過をし、

交流の裾野を広げつつ一層の交流推進を図るため

には、交流の本来の担い手と言ってもいい名寄日

台親善協会や市民が交流に積極的に関与すること

が必要であると考えております。このことから、

昨年度設置をいたしました台湾交流推進協議会の

検討結果も踏まえ、台湾との交流事業は名寄日台

親善協会が主体となり、人的交流を今後とも継続

することとその人的交流から台湾との人的ネット

ワークを構築することで経済交流に発展するよう

交流の推進体制を一本化し、実施をしてまいりま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 続きまして、小項目

の２、ことしで４０回目を迎える産業まつりにつ

いて申し上げます。

なよろ産業まつりにつきましては、基幹産業で

ある農業を中心に地産地消の推進と名寄の産業を

広く市内外に情報発信し、ＰＲすることを目的に

開催をするもので、さきの第１回の実行委員会に

おきまして８月２６日、なよろ健康の森での開催

と本年はイベントのサブタイトルでもあります

「もち米日本一」をテーマに発信することを確認

をしたところでございます。主な取り組みについ

てでございますが、現在まだ検討段階のもありま

すけれども、まず恒例のイベントにつきましては

餅まきで、日本一にちなみその量をふやし、新婚

カップルにも参加をいただくなど福を分ける取り

組みとして予定をしているほか、なよろもちつき

チャンピオン決定戦、子供餅つきなどに取り組ん

でまいります。ステージイベントでは、旭川西高

書道部の皆さんによる書道パフォーマンスや餅つ

き芸でおなじみのお笑い芸人クールポコに出演依

頼をしているところでございます。また、会場内

には当市のモチ米を使った加工品コーナーやＳＮ

Ｓコーナーを設置をし、顔出しパネルやかぶり物、

はんてんなどを用意して来場者の皆さんに楽しみ

ながら「もち米日本一」を情報発信していただき

たいと考えてございます。このほかにも赤福など

の販売コーナーや牛の丸焼き、トントンコーナー、

ミニ列車や農協青年部によるゲーム、トラクター

馬車など子供から大人まで一日楽しめるイベント

となるよう実行委員会で準備を進めているところ

でございます。

次に、小項目の３、食育推進と地産地消の取り

組みについて申し上げます。本市における食育推

進計画につきましては、平成２０年３月に第１次

計画を策定し、以降第２次計画を経て現在の第３

次計画に至っているところでございます。第１次

計画におきましては、「豊かな食材、家族いっし

ょに楽しい食事」をテーマに７つの推進目標を定

めておりますが、中でも子供の朝御飯の欠食や個

食を初め、食生活の乱れが大きな課題であったこ

とから、食に対する正しい知識や選択する力を習

得し、健全な食生活の実践に向けて家庭や学校に

加え、行政、消費者、生産者、経済団体など地域

の取り組みを意識しました。この１次計画の取り

組みにより、食育や地産地消という言葉が市民に

浸透し、食育の意義や重要性について一定の理解

を得ることができました。しかし、一方で多忙な

現代の暮らしにおきましては調理の時間短縮や利

便性が求められ、栄養のバランスや過度の摂取、

欠食など食生活の乱れが生じてきました。このた

め、第２次計画では気づいて学び行動するという

視点に立ち、体験的な学習の場をより多く設け、

実践に結びつけることをテーマとして各団体や関

係機関などが食育セミナー、親子料理教室の開催

や農業体験の実施のほか、食品安全などの食に関

する情報提供を行ってきたところであります。

平成２８年度に実施をした市民アンケート結果

では、平成２４年度に比べて食に対する意識や健

康意識、農業体験への参加者数、朝御飯の欠食者

数で改善が見られたほか、名寄産農畜産物の使用

に関しましても心がけている方が米と肉で半数以

上、野菜では約８割となっており、意識の高まり、

取り組みの成果がうかがえます。しかし、名寄産
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農畜産物の購入については、野菜で約３割、米と

肉では約半数の方が購入しやすい環境にないとし

ており、今後の課題となっているところでありま

す。

また、学校給食においても名寄産農畜産物を積

極的に取り入れており、なよろ給食の日ではメニ

ュー全てに名寄産食材を使用するなど地産地消の

推進や生産者への感謝と理解の向上に努めている

ところであります。

第３次計画では、これまでの１０年間の取り組

みを踏まえ、第１次、第２次の推進目標を継承し

ながら食育の意義を知る人や実践する人と体験の

場などを拡大し、「豊かで恵まれた自然と農 そ

こから生まれる食に感謝し 健やかな体と豊かな

心を育む 北のまち名寄」を基本理念とし、家庭

を初め各関係者が共通認識のもと、協働しながら

食育推進に取り組んでまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 私からは、大項目２、

ふるさと納税について、小項目で３点にわたって

御質問いただきました。初めに、小項目１、平成

２９年度の実績についてお答えいたします。

ふるさと納税は、平成２０年度に制度化され、

名寄市におきましては平成２６年度からふるさと

応援寄附記念品贈呈事業を開始し、おおむね順調

に寄附額が増加してきているところであります。

ここ３年間の寄附件数と寄附額の実績を申し上げ

ますと、平成２７年度が９８６件で ２０８万

２１５円、平成２８年度が６８２件で ００１万

０００円、平成２９年度は ５７５件で ６２

３万 ０３４円となり、対前年で約 ６倍に増加

いたしました。これは、２９年度から新たに始め

ましたふるさと納税専用サイトへの掲載が要因と

しては大きいと考えております。

次に、小項目２、ふるさと納税の取り組み状況

についてお答えいたします。記念品の発送業務に

つきましては、本市が記念品贈呈事業をスタート

させた平成２６年度からなよろ観光まちづくり協

会に委託をしており、返礼品の選定についても協

議、連携しながら行っているところです。先ほど

申し上げました２９年度の寄附額の増加は、専用

サイトへ掲載したことによる効果が大きいと考え

ておりますが、そのほかにも観光協会と検討を加

えながら記念品の入れかえや追加などのリニュー

アルを行ったこと、また特産品の簡単レシピや生

産者の声を掲載した記念品カタログを新たに作成

し、ふるさと会や各種イベントで配布するなどの

ＰＲを行ったことも寄附額がふえた要因の一つで

あると考えております。寄附者からは、ふるさと

納税の返礼品がよかったので、直接取り寄せるよ

うになったなどの意見も寄せられており、今年度

においてはさらに返礼品の種類を２７品目から商

品構成の変更を含めて３７品目に増加させ、リニ

ューアルを行ったところであります。平成２９年

度からは、専用サイトからの直接の申し込みと支

払い手続ができるようになり、インターネットを

活用し、多くの方々に新たな情報発信ができたも

のと考えておりますので、今後も新商品の掘り起

こしを初め大学、同窓会などを通して名寄市にゆ

かりのある方々にＰＲをするなど、観光協会や関

係部署とも連携を密にしながら継続的に寄附をい

ただける取り組みとなるよう努めてまいります。

次に、小項目３、ふるさと納税の効果等につい

てお答えいたします。ふるさと納税の返礼品が市

町村に及ぼす経済波及効果は、事業構想大学院大

学がまとめた分析結果によりますと自治体が地元

業者に支払う金額の ４から ２倍に達するとの

ことであります。平成２９年度のふるさと納税寄

附額は、対前年で約 ６倍となりましたことから、

名寄市の特産品を全国の多くの方々にＰＲできた

ことはもとより、名寄市への経済効果にもつなが

ったものと考えております。

また、寄附金を活用した事業への反映ですが、

昨年第２次総合計画等との整合性を図りながら、

寄附者がよりわかりやすく事業を選択できるよう
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使途指定事業を農業、子育て、冬季スポーツなど

本市が特徴的に取り組んでいる７事業に見直しを

行いましたので、いただきました寄附金は各事業

で有効に活用させていただきたいと考えておりま

す。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） それぞれ御答弁あり

がとうございました。時間の許す限り再質問をし

てまいりたいというふうに思います。

それではまず先に、国際交流の関係についてお

聞きをします。ただいま一本化にかかわる考え方、

今後の方向性等々について御答弁をいただきまし

た。そこで、答弁の中で人的交流を含めてこれか

ら中心的な事業を展開をしていくのだというよう

にお話をいただいたのかなというふうに思ってい

ますけれども、昨年設置をした台湾交流推進協議

会、この中で要するに検討してきたと。その結果、

事業を再構築することになってきたのだなという

ふうに思いますが、この再構築に至った事業等々

についてお知らせをいただきたいというふうに思

います。

それから、名寄市が台湾交流が始まってから名

寄市・台湾交流実行委員会を組織をして、５年い

ろんな事業を進めてきました。もともと行政主導

で行ってきたことも含めて、この一本化に伴う部

分として課題の検証等々についていろいろ御議論

されているのだと思いますが、どのように反映を

されてきているのか、それについてお知らせいた

だきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 事業構築の具体的な

内容ということでありますので、私のほうからお

答えをさせていただきたいというふうに思います。

先ほどの市長の答弁でもありましたように、台

湾との交流事業、平成２５年度からスタートをさ

せていただいたということであります。２５年度

からのこの間の取り組みということでありますけ

れども、中学生の野球交流、あるいは教育旅行の

受け入れ、台北国際旅行博への出展、台湾映画の

無料上映会、あるいは道北サイクリングツアーの

誘致活動などさまざまな取り組みを進めてきたと

いうことでありますが、５年という時間がたった

ということもありましたので、現状に合わせて事

業の絞り込みを含めて検討させていただいたとい

うことであります。その検討の結果、事業を進め

る主体としては、先ほどの答弁もありましたよう

に名寄日台親善協会、いわゆる民間主導の組織の

ほうに移行して今後事業を進めたいということで

ありました。

具体的な検討内容でありますけれども、中学生

の野球交流について、大きな事業の一つとしてあ

りました。ここは、市内の中学生が台湾や杉並区

の中学生と交流を通じて国際理解を深めたり、あ

るいはふるさとを愛する心を育む契機等になった

ということで、成果があったと私ども考えており

ますが、一方でいきますと派遣先が隔年で台湾、

杉並となっているとか、あるいは派遣の対象が野

球部に所属する中学生に限定されているところが

ありましたので、より中学生を含めての満足度が

高くなるような形で、参加者対象を限定しない派

遣の形が求められているということでありました。

このため、今後につきましては参加対象を野球と

いうことで特に限定することはなく、台湾の文化、

歴史に理解を深める事業として実施をしてまいり

たい、そのように考えてございます。

また、教育旅行の受け入れについても議論をい

ただきましたけれども、これにつきましてはこれ

までに台湾の高校生３００人余りが本市にお越し

いただきまして、高校生と交流を深めるなど成果

があったというふうに考えておりますので、これ

については引き続き実施をしてまいりたいという

ふうに考えているところであります。

また、この検討の中で提言をいただいた一つと

しますと、カウンターパートナーを定めて進めて

いってはどうかという提言をいただいたところで
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あります。都市間交流を視野に、この間民間にお

いて施設園芸が盛んな台湾の太保市という市があ

りますけれども、こことの交流の経緯、実績等も

ありますので、今ＪＡ等も含めて農業青年を太保

市に派遣する事業、これについても進めていくと

いうことで確認をしているところでありますので、

今後こういった事業も含めて台湾での交流を一層

深めてまいりたいと考えておりますので、御理解

をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） ありがとうございま

した。今まで行政が主導して５年間の中で取り組

んできたことというのは、多岐にわたって進めて

きたなというふうに私も理解をしていますし、よ

かったなというふうに思っています。

台湾交流が始まったきっかけは、私の記憶する

限りでは名寄市から杉並に研修生といいますか、

研修のために職員を派遣していたことも含めて、

杉並の田中区長さん、杉並はもともと台湾と交流

をしていたというふうなことでありましたし、そ

ういうふうなつながりというふうなことで、杉並

が台湾に中学生の野球交流というのでしょうか、

していたというふうなことで、名寄もどうでしょ

うかというふうなことで始まったのかなというふ

うに、私ちょっと間違いかもしれませんが、その

ように理解しているのです。そして、２５年６月

ですか、この実行委員会が組織されて、その中で

いろんな今後どういうふうに取り組んでいくのか

というのを検討なされていったと思うのですけれ

ども、その中でこの４年間名寄の中学生、これを

要するに台湾の歴史、文化、そして国際感覚を養

うというふうなことの意味を含めて派遣をしてき

たというふうなことで始まってきて、それからそ

の後台湾との教育旅行の受け入れというふうな形

で、向こうの教育者なり実際に高校生も名寄に来

て名寄の自然を楽しむだとかというようなふうに

つながっていったのかなというふうなこともあっ

て、裾野はどんどん、どんどん広がっていったの

だなというふうに理解をしているのです。その中

で今お話をいただいた部分では、中学生の野球に

限定をしていたけれども、そうではなくて中学生

対象ではあるけれども、限定を外して、同じよう

に台湾の歴史、文化を勉強してもらうということ

と、それから国際感覚を醸成する一つの礎になる

というようなことを含めてこの事業の見直しにつ

なげているのかなというふうに勝手に理解をして

いるのですけれども、それから教育旅行の受け入

れに関してはどんどん、どんどん拡大していって

いるなという感じはします。昨年も名寄の産業高

校のバドミントンでたしか交流がなされていたと

いうふうに、私も見に行きましたけれども、台湾

レベルが高いのですけれども、そんな中交流がで

きたということは名寄の子供たちにとって非常に

プラスになっていたなというふうに私は思ってい

ます。それと、２年後ぐらいに、２７年７月だっ

たですか、名寄日台親善協会、今の民間、一本化

にするというところの団体ですけれども、そこが

台湾の太保市との連携を農業に、先ほどお話の中

でも台湾は農業大国ということで、施設園芸をす

ごく盛んにされているところでありますから、そ

ういうところと交流をするというふうな形で、今

までもいろんな向こうの方々も名寄に来訪してい

ただいたりして進めてきたなというふうに思って

います。

そういうこの中で私が一番危惧するところとい

うのは、一本化しました。もともと行政主導で始

まって、そして民間レベルの交流を進めている日

台親善協会に一本化するというふうな形で、大丈

夫なのかなというのが１つ懸念としてありますけ

れども、そこら辺これまで協議をしてきた中でど

のように意見とかあったりしたのか、その辺につ

いてまずはちょっとお知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 今経過等については、

塩田議員のほうから詳しくいただきましたので、

そこのところについては省かせていただきたいと



－133－

平成３０年６月２０日（水曜日）第２回６月定例会・第４号

思いますが、今回台湾との交流の主体については

民間サイドの親善協会のほうにお願いするという

ふうになりました。その事業の中には、この間市

が進めてきた事業も含めてそこが主体となりなが

ら取り進めていただくということでありますので、

事業主体がかわったからといって行政の役割が変

わったという認識はしておりません。将来的には、

民間が自主的に取り組める、それはある意味では

側面支援という形が望ましいのかもしれませんけ

れども、当面については市としての支援も必要だ

というふうに思っておりますので、１つはこれも

今回の補正予算の中で提案をさせていただいてお

りますけれども、日台親善協会に対する補助金、

いわゆる財政的支援について、ここについては必

要な経費について市としても支援をしてまいりた

いというふうに考えておりますし、財政面だけで

はなくて市には台湾出身の職員もおりますので、

ここの語学あるいはネットワークも含めてさまざ

まなものがありますので、ここについてはそうい

った人的な支援も連携をしながら協力をさせてい

ただきたいと、そんなふうに思っているところで

あります。

また、このほかにも先ほど言ったように、これ

は先ほど杉並との縁で始まった事業でありますけ

れども、独自に農業青年の派遣なんかも含めて、

これはある意味名寄市が、あるいは日台親善協会

が独自に考えてきた事業ということで、そういっ

た自立した活動も今後広めてまいりたいと、その

ように考えているところであります。

また、交流を深化させる方法ということで議論

の中にあったのは、先ほどの中でもちょっと触れ

ましたけれども、カウンターパートナーを定めて

進めるべきではないかという御意見もありました

ので、ここについてでありますけれども、今申し

上げました農業青年の交流については太保市を相

手先として進めたいということでありますので、

そこのことについては日台親善協会の定期総会の

中でも確認された分でありますので、親善協会の

活動を支援するという意味でそういった方向につ

いても今後市としても検討させていただきたいと

考えておりますので、御理解いただければと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） 今のお答えで私の懸

念をしている部分について、全部とは言わず、自

分のほうで理解をできる状況にあります。

その中で今最後のほうでお話あった深化をする

というふうなことで、太保市とのカウンターパー

トナーというところにもつながるのでしょうけれ

ども、都市間交流というふうなことについても触

れられて、都市間交流という言葉が妥当なのかど

うかわかりませんけれども、そういうふうな形で

これから進めようと言及していたと思うのです、

方針の中でも。そのことでこれからカウンターパ

ートナーというふうな形でいろいろ相手との協議

も進めていく中で、農業を主体とした形で進めて

いくというのが新しい事業として出てきているの

かなというふうに思いますけれども、これからや

はり名寄市も基幹産業農業ですから、相手とも一

致する部分があると思いますから、そこら辺も民

間に交流の場といいましょうか、代表的なものは

民間に移るというふうなことになりますけれども、

しっかり行政として支援も含めたサポートという

のが必要なのかなというふうに思いますけれども、

その辺もう一度御答弁いただければというふうに

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 活動の主体が民間主

体の親善協会に移るということでありますので、

市としても市としての役割を果たせるような形で

今後も進めていきたいと思っています。これは、

移行してことしが初年度となりますので、特に最

初の部分、入り口のところについては十分配意を

していきたいと思います。具体的には、先ほど申

し上げましたように財政的な支援もありますし、

人的な支援、あるいは私どもが持っているノウハ
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ウ、ネットワークも含めての支援もあると思いま

すし、日台親善協会の今後の動きの中では先ほど

言ったカウンターパートナーについて親善協会の

意向も踏まえた中でそういった部分も含めて検討

させていただきたいと考えておりますので、御理

解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） お願いします。日台

親善協会そのものの組織というのは、個人会員と

団体会員、そしてそこにサポートされる企業、協

賛企業ですか、が組織してつくった団体ですから、

なかなか行政主導でしてきた部分としてはちょっ

と違う部分はあると思うので、しっかり行政のサ

ポートが必要だと思いますので、その辺よろしく

お願いしたいと思います。

それでは、２つ目の４０回を迎える産業まつり

について。これについては、今お話をいただきま

した。ことしのサブタイトルというふうなことで

「もち米日本一」というのを掲げて、名実ともに

作付面積、そして収量ともに名寄モチ米は日本一

ですから、これを訴えていくというのは、やはり

こういうイベントの中でしっかり捉えていくとい

うのは大切なことだと私は思っておりますので、

そういうことを今回４０回目ということで節目と

いうふうなことも含めて捉えてこの祭りが開かれ

るというふうなことですから、私自身も本当に楽

しみにしておりますし、市民も楽しみにしている

と思いますので、すばらしい祭りにしていってい

ただきたいというふうに思います。

その中でこれまでも産業まつりの開催会場とい

うふうなことでは、議会でも議論をいただいてき

ましたし、いろいろな意見を市民も含めてお持ち

だというふうに思っていますけれども、これらに

ついての選定についてちょっとお聞きをしたいと

思います。この部分については、いずれにしても

いろんな角度から実行委員会が組織されています

から、実行委員会でしっかり話し合われて実際に

進められることなのかなというふうに思いますけ

れども、私も自分途中からかかわってきたことも

あって、浅江島から今の日進地区に移転をした経

過というのは、農業者の、農業青年部というので

すけれども、青年部の思いというのをやはり重視

をしたというところが背景にあったなというふう

に思っています。町中でやることではなくて、農

業者は新しくトラクター馬車というのもそのとき

に初めて実際に取り入れた部分ではありますけれ

ども、何回も何回も言いますけれども、名寄の基

幹産業農業だし、田んぼが見えるという景観とい

うのもやはり大事にしていくべきなのかなと。こ

の産業まつりというのは、実際どうかわかりませ

んけれども、私の中の考えとしては収穫祭的な役

割というか、そういうのがあるのかなというふう

に思っていまして、その年に収穫されたものが市

民に購入をしていただけるような大きな場所であ

るし、そして収穫したものを加工するという立場

からすれば商業者等々がその加工をして、そして

食べていただくと。したがって、この産業まつり

の場所は市民とともに食して、そして祝い、集う

祭りなのかなというふうに思っていまして、やは

りそれは農業青年部の人たちの思いというのをし

っかり受けとめていくべきなのかなというふうに

思っています。景観という大自然の中で農業、産

業まつりといいますか、農業まつりみたいなもの

ですから、そういうふうなものが開かれるという

のは、やはり開催場所が大事なのかなというふう

に思っておりますが、それらについて実行委員会

等々でこれまで議論をしてきた経過があればお知

らせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 開催場所についてと

いうことでありますが、ことしについては先ほど

申し上げたように第１回目の実行委員会の中で健

康の森での開催について確認をさせていただいた

ということであります。ただ、この場所について

は、次年度以降の開催に向けてについては今塩田

議員からいただいたような視点に、あるいは市民
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の利便性というところも含めて今後検討してまい

りたいと、そのように考えているところでありま

すが、この間の経緯、経過等についてということ

でありましたので、そこについて少しお知らせを

させていただきたいといいますか、まず１つは平

成２８年に実行委員会の中で開催場所について議

論をした経過があります。この中では、買い物の

利便性ですとかという御意見もありましたけれど

も、多くはイベントのコンセプトですとか、ロケ

ーション、あるいは会場の規模などの意見が多く、

健康の森で開催をするということが確認され、現

在に至っているという経過が１つございます。

また、産業まつり会場でのアンケートを実施し

た結果もありまして、ここで何を重視するのかと

いう質問をさせていただいたところ、回答の中で

は販売物の充実ですとか会場内での飲食がともに

２８％で一番多かったということであります。次

いで多かったのがゲームですとかイベントの充実

というのが２３％でありました。次いで多いのが

ロケーションで８％、その次に徒歩や自転車で行

ける場所での開催という利便性を求めるのが ４

％の順になっていたということでありました。

また、近年の状況について申し上げますと、出

店希望者がかなりふえてきたというのがありまし

て、現状全ての要望に応え切れていないという状

況があるということですとか来場者についても増

加してきていること、イベント規模も拡大してき

ているということがあります。それらに伴って市

内来場者に対する対応などについても含めて考慮

の必要があるというふうに考えているところであ

りますけれども、いずれにしましても全ての要件

を満たす会場というのはなかなか確保するのが難

しいのかなというふうに思っているところであり

まして、産業まつりの現状を踏まえ、その目的で

すとか、あるいは内容に照らしますと今塩田議員

が言われましたようになよろ健康の森というのは

適地の一つであるというふうには考えているとこ

ろでありますけれども、改めて幅広い視点から次

年度に向けてまた検討させていただきたい、その

ように考えているところであります。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） 今るる御説明いただ

きました。思いとしてはありますけれども、実際

にはやはり大勢の方が意見、議論をして、そして

次回以降どうするのかというのを決めるのが大事

な部分だというふうに思いますから、それも早い

段階で結論を出すべきだなというふうに思ってい

ますので、しっかり実行委員会の中でも提案をし

て、議論をしていただいて、そして方向を決定を

していただきたいというふうに思いますので、よ

ろしくお願いします。

それでは次に、食育推進と地産地消の取り組み

というふうなことで、この部分については今年度

から第３次の食育推進計画が示されました。先ほ

ども私も質問の中でも触れさせていただきました

けれども、第１次は周知、そして第２次は実践、

そして今回拡大というふうなことで、この中で拡

大をしていくというふうな部分で、いろんな細か

いところの部分はわかるのですけれども、何か漠

然としていて、具体的にどのような拡大が図られ

ていくのかなというふうな部分がちょっと何か見

えないのかなという気が実はしています。そして、

拡大というふうな部分でいうと、この食育って食

に関する部分でいうとそれに携わる人、関係する

人、これをふやしていく、拡大していくのだと。

食育については、地域で行うことなり、やはり地

域から、そして家庭から広がっていくものという

ふうに思っていますから、その中で具体的に拡大

していくのですよという部分でいうと、例えばこ

んなふうにしていくのだというふうな部分があれ

ばちょっとお知らせいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 今回の食育推進計画

のテーマとして、塩田議員から言われるように実

践から拡大にということをテーマとして掲げさせ

ていただいたということであります。これの意味
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するところというのは、取り組みを広げていくと

いうことも当然あるのですけれども、そこにかか

わる人もふやしていくと。言いかえると食育の輪

を広げていくことが必要なのだということで、今

回テーマとして掲げさせていただいたということ

であります。

食育推進計画の特徴の一つでありますけれども、

これは計画の策定段階から民間の方にも参加をい

ただいて御意見をいただいたということもありま

すし、食育の進め方、具体的な取り組みについて

も行政の取り組みだけということではなくて、民

間の取り組みも含めて計画の中にのせさせていた

だいたということでありますので、民間の取り組

みを含めて拡大を図っていきたいというのが１つ

でございます。

それと、今回行政内においてもこれまで関係す

る部局での確認、あるいは策定作業で進めてきた

というのがあるのですけれども、塩田議員から言

われるように拡大するには市役所全体で共通の認

識を持つ必要があるだろうというふうに考えたと

ころでありまして、実は今回の策定に当たっても

各部局が集まります部・次長会議の中で検討段階

から計画策定も含めて確認をさせていただいて、

次年度以降についても進捗状況等については部・

次長会議の中で報告をし、確認をしていきたいと、

そんなことも思っておりまして、こういったとこ

ろも含めて拡大をしていきたいというふうに思っ

ています。これは、地味に映るのかもしれません

けれども、食育を進めるのはやはりしっかりと継

続していくということが何よりも広がりにつなが

るというふうに思っておりますので、この計画に

基づいてしっかりと継続していく、取り組んでい

くということで広めてまいりたいと思っておりま

すので、ぜひ御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） 今すごく大事なこと

を言われたと思うのですけれども、役所の中で共

通認識を持つという、そういうふうなこと、実際

に持たなければいけなかった部分でありますけれ

ども、なかなかそういうふうに至っていなかった

というのはこれまでの経過としてあったのではな

いかなというふうに私自身は思っているのです。

やはり寄せ集めと言ったらおかしいですけれども、

保健、福祉で健康を主体とした形の中の健康指導

を含めた食の改善だとか、地産地消でいえば経済

部の所管であったり、学校給食でいえば実際には

教育委員会というようなことになると思いますの

で、いろんな大きな範囲で関連があるというふう

なことだと思いますから、それがどのように実際

に進んでいるのかというのもしっかり部・次長会

議の中で検証を進めていくのだというのは非常に

大事なことだと思います。それから生まれること

を今度市民みんなにどのようにそれを実践してい

ってもらうために何をするのかというふうなこと

をやはり考えていくというふうなことで、非常に

大切なことだと思っているので、よろしくお願い

をしたいと思います。

それで、１次、２次では７つの推進目標を掲げ

たのですけれども、その中で今回第３次の中で同

じ７つの推進目標でありますけれども、１次、２

次の推進目標とは若干取り組み表現に違いがあり

ます。そういうふうなことで、何を議論されてそ

のように変わっていったのかというのが１つ。

それと、やはり子供の生活習慣ということを考

えると、冬カレンダーですか、ことしの６月の部

分で豊田さんが監修している中にもあるのですけ

れども、文部科学省の調査で子供の体力、運動能

力に関する部分とすると、これのできばえという

か、睡眠時間、それから朝食というのが非常に重

要な役割を占めているのだと。大事なのですよと

いうふうなことを実際に文科省の調査でははっき

りしているということを触れておりました。その

ことも含めて、当初早寝早起き朝御飯という、こ

の基本目標というか、それを徹底をしていきまし

ょうと。小さいうちからやはりそういうふうに生

活習慣の中で取り入れてなれさせましょうという
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ふうなことを考えた中で進めてきた部分だという

ふうに思いますけれども、今回の第３次でこの文

言が消えています。その部分でそれがどうなのか

なと。先ほどのお答えの中ではその話はしており

ましたが、計画の中でそれが盛り込まれていなか

ったように感ずるのですけれども、その辺につい

てお知らせいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 今回第３次で家庭で

取り組む７つのポイントの中の早寝早起き朝御飯

の部分が抜けているということなのですけれども、

教育部といたしましては引き続き各学校に指導い

たしまして、この取り組みを継続してやっていく

ということには考え方は変わっておりません。た

だ、今おっしゃられたとおり毎年小学校６年生と

中学校３年生の調査によりまして、だんだんとら

ないでいる子供たちの数は減ってきているという

状況にはございます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） 教育委員会の中の学

校指導の中でそれは消えていませんよというとい

うことなので、よろしくお願いしたいと思います

し、実際にアンケート調査といいましょうか、今

教育部長からもお答えいただいた中でもその成果

といいましょうか、効果というのは出てきている

ということですので、効果に結びついたからとい

うわけではなく、やはり基本となるものはしっか

り続けていっていただきたいというふうに思いま

す。

それと、全戸配布されているダイジェスト版、

非常にわかりやすく読みやすいものだというふう

に思っていますし、こういうふうな形でやはり市

民に周知をするということは大事なことだなとい

うふうには思います。

そこで、離れるわけではないのですけれども、

取り組み、拡大ということではなく食育推進の取

り組みというふうなことで１つ自分でちょっと思

ったのですけれども、やはり食べ残しということ

が今社会問題に、実際にこれまでもずっとなって

いたのです。そんな中、やはりもったいないとい

う考え方の中でしっかり出されたものは食べなけ

ればだめだというふうなことで、この食べ残しの

ゼロ週間とか、１年の間で１週間だけみんなで一

生懸命頑張ってちゃんと食べることを目的にやり

ましょうというようなことで、例えばそういうふ

うなことを推進していただくというようなことが

できないものなのかなというふうに思っていまし

て、ちょっと思いつきで非常に失礼なのですけれ

ども、そんなこと。それから、あとはちょっと地

元の飲食店さんでも地元食材使っているのだけれ

ども、それを表示の中できちっとされていないと

いう、訴える分がないのです。ですから、名寄に

来られる方たちにもやはりそういうものをしっか

りメニューの中で今が旬、名寄産の何々を使用と

いうふうな形で料飲店組合さんとかに協力しても

らうことによって、非常にそういうふうな部分で

自然と高まりが出てくる部分もあるのかなという

ふうに思いますから、そんなことも検討を願いた

いというふう思っているし、もう一つは、モチ米、

モチ米というふうなことですので、餅文化の継承

という立場から、昔家を建てるときに棟上げ式と

いうか、のときに餅まきしたのです。そんなこと

も含めて、新築住宅に補助金を出して餅まきして

よというふうなことで餅に触れる機会を常日ごろ

から持つというような取り組みができないものか

と。補助金というか、お金のかかることだから、

これはどうなのかというふうなことは議論になる

部分かもしれませんが、ちょっと思いつきとして

あるのですが、もし意見があればお答えいただき

たいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） それぞれ提言をいた

だきました。ありがとうございます。食べ残しの

関係については、私のほうも今回の計画策定に当

たって一つの当面する課題だなというふうに思っ
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ているところがありまして、実は７つ推進項目の

一つの中には食べ残しのところについての取り組

みについても考えていこうということも入れさせ

ていただいておりますので、何らかの機会を活用

しながら啓発ができないかということも思ってい

ますし、あるいは学校のほうでは学校給食を通じ

ての食べ残しの関係だとか家庭への指導なんかも

いただいておりますので、それ以外の部分を含め

て周知する機会が一般の市民を含めてないのかに

ついては検討させていただければと思います。

上棟式の餅まき、私も子供のころよく目にしま

したけれども、最近は目にする機会がとんとなく

なってきて、建築方法の違いなのか、時代の流れ

なのかについてはわかりませんけれども、なかな

か個人の取り組みに対する支援については難しい

部分が多いかというふうに思いますけれども、た

だモチ米産地として餅の文化を大切にするという

のは非常に大切だと思っておりまして、私どもも

餅つきの臼ときね、私は臼田ですけれども、臼と

きねなんかの貸し出しもしながら、餅つき文化の

継承みたいなところも広げていますし、各種事業

について、餅の文化については創造するところも

ありますし、保存するところもありますし、拡大、

浸透するところも含めてしっかりと取り組んでい

きたいなと思っています。

地産地消の表示の関係について、ここについて

は確かにそういうのが市内の人はもとより市外の

方も地元のものを使っているのだという表示は非

常に大切なことかと思います。私が出かけても地

元の使っていますよというのを見かけることがあ

りますので、これについては私どもだけの力では

ちょっと及ばないところですけれども、もし民間

のほうの御協力もいただけるのであれば、そんな

ところについてはぜひ少しトライをしてみたいと

いうか、心がけてみたいというふうに思っており

ますので、御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） 余裕しゃくしゃくの

答弁でありがとうございました。

それで、ただ時間が７分しかないのですが、最

後のふるさと納税について何点か御質問をしたい

と思います。２９年度で先ほど ６倍ということ

で、 ６２３万 ０００円ですか。大きいなとい

うふうに、今まで余り、 ０００万円台くらいで

終わっていたので、先ほどの取り組み効果につい

てお聞きをしようかなと思ったのですけれども、

実際専用サイトを活用したというふうなことも効

果の一つとしてあるのかなというお話でしたし、

それから返礼品の関係についても御苦労されて品

目も随分多くなってきているなと。そういうふう

な部分がある意味この効果につながっているのか

なというふうに思いますけれども、この辺先ほど

委託事業先としてまちづくり観光協会に委託をし

ていると。記念品の選定なり発送なり、そっちの

ほうだと思うのですけれども、その辺の部分につ

いて再度意見交換の場といいましょうか、こうい

う成果として出てきているというところも含めて、

やはりもっともっと拡大をしていただければとい

うふうなことも思っていますので、その辺の部分

についてどのように、これからいろいろ協議をし

ていくという部分はあろうかと思いますけれども、

その辺について何かあったらちょっとお知らせい

ただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今ふるさと納税の関

係で、地方発送等を含めて観光協会にお願いをし

ておりますし、あわせて発送する返礼品の関係に

ついても市のほうとも十分協議をしながら、特に

特産品等の漏れがないかどうかも含めて観光協会

のほうとは協議をさせていただいているというこ

とで、議員のほうからすればまだその辺の協議が

不十分ではないかというような御意見かなという

ふうには思いましたけれども、必ず年度で契約を

するものですから、年度当初には当然打ち合わせ

もしますし、一定程度ふるさと納税自体はやっぱ

り件数として集中するのが４、５、６月とか、時
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期によって、あるいは１２月近辺、贈答品とか含

めてそういった時期になるということですので、

その時期少し見きわめながら、改めてその辺は綿

密に観光協会とも協議をさせていただきたいとい

うふうに思っておりますので、よろしくお願いい

たします。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） 私たちもふるさと納

税の関係については、きのう大石議員のほうから

も質問もありましたけれども、先進的というか、

道内でも先進的な上士幌町にお伺いをして、そし

て研修をしてきたのですけれども、やはりあそこ

は、私は思うけれども、このふるさと納税の勝ち

組なのです。先に取り組んで、それはいろんな取

り組み効果というものが出ているのだなというふ

うには思いますけれども、やはりだからといって、

だからといってって、そうではなくて、要するに

今１４億円、１５億円という大きな寄附をいただ

いている。だから、できることというのもあるし、

それがまた相乗効果として次の寄附につながって

いくというような、そんな部分なのかもしれませ

んけれども、そことは肩を並べることは難しいな

と私は思う。こういう諦めのことを言ったら怒ら

れるのですけれども、難しいなと。ただし、名寄

をしっかりＰＲするということは大事なことです

し、特産品を使ってＰＲができる唯一の機会だと

いうふうにやっぱり捉えるべきだなというふうに

思っているのですけれども、その中で実際に寄附

をいただいて、受領書というのですか、を出しま

すよね。実際に寄附をしていただいた方に受領書

って出すのですけれども、受領書だけ出すのか、

それともそのときに名寄の今取り組んでいること

なり、いろんな名寄の情報をそこに入れて、そし

て受領書を発送しているのか、その辺の取り組み

についてちょっとお知らせあればお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 済みません。確実な

ことかどうかちょっとあれですけれども、たしか

担当のほうでは領収証の発送の際に名寄市の取り

組み状況等についての文書も一緒に発送させてい

ただいているなというふうに記憶しています。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） ありがとうございま

す。いろいろ知恵を使って工夫をして、そして名

寄を応援して、きのうの大石議員の話ではないで

すけれども、そうやって寄附をしてくれるという

ことは名寄を応援しようと思うから寄附をしてく

れるわけですから、その人たちを逃さないという、

そういう取り組みというのは大事なのだなという

ふうに思いますので、そういうふうなことも１つ

視野に入れて取り組みを展開をしていただければ

なというふうに思います。

最後に、ふるさと納税の怖いところというのは、

今寄附してもらうことばかり考えているのですけ

れども、逆に名寄市民が他の自治体に同じように

ふるさと納税という形をとって寄附をされている

と思うのです。その辺の実態というか、状況はど

うなっているのか、もし資料があればお知らせ願

いたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 税務課のほうに調べ

ていただきまして、名寄市民が他の自治体に平成

２９年度中に寄附をした金額、これ日赤ですとか

ほかの寄附の関係も入っているので、案分ですと

か、実は正確な数字ではないのですが、 ５４８

万 ５００円ということで、この寄附によりまし

て平成３０年度の市民税で控除される金額が １

０３万 １４３円ということで聞いております。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で塩田昌彦議員の

質問を終わります。

ＰＦＩについて外３件を、佐々木寿議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） 議長より御指名を

いただきましたので、さきの通告に従いまして、

大項目４点について質問してまいります。

１点目は、ＰＦＩについて、本市のＰＦＩ導入

に対する考え方について伺います。今後多くの公
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共施設等が老朽化による更新時期を迎える中、公

的負担の抑制、また良好な公共サービスの実現、

新たなビジネス機会の創出も期待できるため、国

及び地方は一体となってＰＰＰ、ＰＦＩを推進し

ていくことが必要だとしております。また、人口

減少が進む中、効果的にインフラを整備し、行政

サービスを確保する上でも意義があり、特に上下

水道では料金収入や職員数の減少などの課題に直

面している自治体もあるといいますが、本市のＰ

ＦＩの導入に対して基本的な考えを伺います。

２点目は、高齢者事業の推進について伺います。

本市では、高齢者事業については名寄市第７期高

齢者保健医療福祉計画・介護保険事業計画等で進

めているところでございますが、次の３項目につ

いて見解を伺います。

１項目めは、高齢者事業センターへの支援につ

いて。名寄、風連の両地区に高齢者事業があり、

豊富な経験や知識、技能を社会に生かして市の委

託事業や民間企業、一般家庭からの依頼を受け、

軽作業を中心とした庭木の剪定、冬囲い、除雪作

業などのさまざまな業務を請け負っていただいて

いるところでございます。近年は、会員不足が、

あるいは受注が課題となっているということで、

高齢化対策に必要な事業の一つと考えますが、行

政として職種に対しての支援施策の考えについて

見解を伺います。

２項目めは、公営住宅入居者の高齢者に対応し

た施設の再生について。国土交通省は、低廉な家

賃で住める公的賃貸住宅の空き家を高齢者や子育

て世代の支援施設として活用するための補助制度

を開始いたしました。ある自治体では、高度成長

期に整備された公営住宅は多くの若い夫婦が入居

しておりましたが、その子供が成長して独立した

後に残った入居者は高齢者となっているというこ

とでございます。高齢者の入居者をどう支えるか、

団地に活気を取り戻すために何が必要か、こうし

た課題に直面していると聞いております。空き室、

空き家を利用して支援施設としての活用をするな

ど、本市での将来構想としてどう考えるのか見解

を伺います。

３項目めは、高齢者の運転免許証返納に対する

さらなる施策について伺います。本市も免許返納

に対する施策を重視しておりますが、高齢者の生

活の足を確保するため、身障者を対象に行ってい

る運賃割引制度に準じた事業を推進すべきと考え

ます。全タクシーの運賃を１割引きとしていると

ころもあるといいますが、高齢者が運転免許証を

返納しやすい環境改善について見解を伺います。

大項目３点目は、空き地の活用について、空き

地の有効活用の考えについて伺います。空き地や

空き家がふえる要因として、親元を離れて暮らす

子供世帯が親から相続した家や土地を放置するケ

ースが考えられます。団塊世代からの相続がふえ

ていけば、空き地はさらに広がっていきます。治

安や景観の悪化を防ぐためにも早目に対応が望ま

れるところでございます。そこで、市町村が調整

役となって空き地の解消を進めるための改正都市

再生特別措置法が成立いたしました。散在してい

る空き地を集約して商業施設や交流広場などを整

備し、にぎわいを取り戻すのが狙いとしておりま

す。コンパクトシティーを目指す上でどのような

構想をお持ちなのか見解を伺います。

大項目４点目は、アスリートの育成、支援につ

いて伺います。アスリート育成のための女性コー

チの導入について伺います。今のスポーツ界にお

いては、女性アスリートの参加や活躍は当たり前

の時代となっております。本市においても女性ア

スリートが潜在していると思われますが、その方

たちが引退後にもスポーツにかかわっていただく

機会を捉え、指導者として子供に教えていただき

たいものと考えております。アスリートの輩出を

する上で欠かせない存在と考えますが、導入に対

する見解を伺います。

以上で壇上からの質問といたします。よろしく

お願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。
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〇市長（加藤剛士君） 佐々木議員から大項目で

４点にわたっての御質問をいただきました。大項

目１を私から、大項目２の小項目１が健康福祉部

長、小項目２及び大項目３は建設水道部長から、

大項目２の小項目３について市民部長、大項目４

については教育部長からそれぞれ答弁となります。

大項目１のＰＦＩについて、小項目１、本市の

ＰＦＩ導入に対する考え方について答弁をいたし

ます。近年導入事例が見られるＰＦＩは、公共施

設の建設や維持管理及び運営に民間の資金や技術

力を活用し、効率的な事業運営を目的としており、

事業費の削減やより質の高い公共サービスの提供

が期待されるものであります。現在名寄市の上下

水道施設について大規模な施設整備事業の予定は

なく、日々の業務においては運転、維持管理の技

術職員及び臨時職員をそれぞれ配置をし、直営で

の効率的な事業運営に努めております。このため、

現在において改築更新を含めた建設事業と施設運

営について複数年にわたる包括的委託あるいはＰ

ＦＩの導入についての喫緊な検討には迫られてお

りませんが、上下水道事業においては人口減少に

よる事業収入の減少、施設の老朽化、職員数の減

少などさまざまな課題と直面していることから、

将来的にも安定した事業運営や充実した公共サー

ビスを持続するためにも、ＰＦＩを含めＰＰＰな

ど民間活力の導入による事業実施も選択肢の一つ

であるということを踏まえ、これまでと同様情報

収集に努めてまいりたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 私からは、大項

目２、高齢者事業の推進について、小項目１の高

齢者事業センター等への支援についてお答えをい

たします。

市内では、高齢者が就労を通じて地域活動に積

極的に参加することを目的として、名寄地区に名

寄市高齢者事業センター、風連地区に名寄市風連

町高齢者事業団があり、除雪や冬囲い、畑作業な

どを初めさまざまな業務を受注されているところ

であります。平成２９年度の実績では、受注活動

の成果などから名寄市高齢者事業センターが年間

受注件数 １５４件、前年比 １％増、名寄市風

連町高齢者事業団が７５９件、前年比３ １％増

で、会員数では名寄が５４名、前年比９名減、風

連が４３名、前年比３名減との報告を受けており

ます。名寄地区、風連地区のどちらにおいても会

員の高齢化及び会員数の減少が課題であり、地元

新聞の広告やチラシの折り込み、役員や事務局職

員による勧誘活動を行うなど会員の確保に努めて

いるものの、年々会員の確保が厳しくなっている

とお聞きしているところであります。この間それ

ぞれの団体に市から理事として職員を派遣し、運

営などについて連携を図ってきております。その

中で法人格を持って各種事業の取り組みにより受

注機会の拡大や国からの補助を受けることができ

るシルバー人材センターへの移行も検討課題とな

っているものの、原則自治体に１カ所設置という

ことや両団体の事業形態の違いなどから、具体的

な方向性は出せていない状況になっております。

市では、従前から両団体に対し事務職員の人件費

の一部を補助しており、名寄市第７期高齢者保健

医療福祉計画・介護保険事業計画においても高齢

者の積極的な社会参加、生きがい対策、就労機会

確保を目指しており、引き続き高齢者事業センタ

ーと高齢者事業団の自主的運営を支援してまいり

ます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） それでは、私か

ら大項目２の小項目２、公営住宅入居者の高齢化

に対応した施設の再生について、大項目３の小項

目１、空き地の有効活用の考えについてを答弁さ

せていただきます。

公営住宅の入居者の対応についてでございます

けれども、平成３０年５月末現在の名寄市営住宅

の入居者数は １２７人ですが、うち６５歳以上

の方は４７５人、６５歳未満の方は６５２人の内
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訳となり、４２％が高齢者でございます。そのう

ち３０％の世帯は、２０年以上にわたり入居をい

ただいております。公営住宅は、御存じのように

高齢者、障がい者、低所得者などの住宅困窮者へ

低廉な家賃での的確な供給を図るために整備をさ

れているため、高齢者が増加するのも長く入居い

ただいている方はもとより住宅困窮者や住宅セー

フティネットでの住宅確保要配慮者への供給とし

て機能しているものと分析をしております。また、

名寄市では、入居に際し年４回定期公募を行って

いますが、募集住宅の入居資格や規格によって申

し込みに制限はありますが、ほとんどの募集住宅

の申込者が複数となり、抽せんによる入居決定に

なっているため、いまだに住宅に困窮されている

方々は実際に申し込みいただいている方を含め潜

在的に数多いと推察をしています。現状を鑑みま

すと、名寄市においての市営住宅の役割は空き住

宅を修繕の上、公募住宅提供を継続し、入居いた

だくという公営住宅本来の目的を果たすことが前

提と捉えております。

一方で、社会福祉法や公営住宅法により名寄市

営住宅管理条例第４２条では、市営住宅を使用し

て福祉団体が事業を行うことが必要であると認め

られた場合には、管理に支障のない範囲内で使用

させることができると定めていますが、さきに申

し上げましたとおり市営住宅入居の希望ニーズが

高いことに加えまして、民間福祉事業者からの要

望などは現在なく、現段階では高齢者に向けて、

子育てなどの支援施設としての活用は難しいと考

えております。今後も名寄市公営住宅等長寿命化

計画に基づき、市営住宅の効率的な整備と修繕に

よる適正管理に努めてまいりたいと考えています

ので、御理解を願います。

次に、大項目の３、空き地の活用について、小

項目１、空き地の有効活用の考え方についてを申

し上げます。人口減少を迎えた多くの都市におい

て、空き地、空き家などの発生が進行しており、

加えて所有者がわからないまま放置されている、

いわゆる所有者不明土地も増加傾向にあり、有識

者の試算では全国で九州の面積を上回る約４１０

万ヘクタールが所有者不明となっているとのこと

でございます。都市の所有者不明土地は、いずれ

も生活利便性の低下や治安、景観の悪化、地域の

魅力が失われるなど悪影響を及ぼすことが懸念を

されております。このような状況から、本年２月

には都市の対策として都市再生特別措置法等の一

部を改正する法律案が閣議決定され、同じく本年

６月６日には所有者不明土地を有効活用するため

の特別措置法が成立いたしました。これらの法律

は、空き地の地権者と利用希望者を行政がコーデ

ィネートすることによる土地の集約化促進や所有

者不明土地の円滑利用、所有者探索を合理化する

仕組みであります。

現在名寄市内においては、固定資産税課税保留

で調査中の土地が１０件ほどございますが、ほか

に問題となるような所有者不明土地はございませ

ん。今後持続可能なコンパクトなまちづくりのた

めには、計画的な空き地対策や管理の推進も考え

ていく必要があるものと認識をしております。ま

た、全国的には所有者不明土地が災害復旧の支障

となる事例が相次いでおり、今後名寄市において

も円滑な公共事業推進を図るために国の進める空

き地、空き家対策制度や先進的に取り組んでいる

自治体の情報収集に努めてまいりたいと考えてい

るところでございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 私からは、小項目の

３、高齢者の運転免許証返納に対するさらなる施

策について申し上げます。

名寄市におきましては、昨年８月より名寄市交

通安全運動推進委員会と連携をし、運転免許証返

納高齢者事故防止啓発事業要綱に基づき、６５歳

以上の免許証を返納された方を対象に交通事故防

止グッズを、またこの４月からは ０００円分の

商品券を申請により交付をしてございます。これ
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は、免許証を返納した後、任意で交付申請ができ

る運転経歴証明書の発行手数料の助成の位置づけ

としてございます。この施策は、高齢者の運転に

よる事故を抑制することを目的としておりまして、

自動車の運転に不安を感じ始めた高齢者の方が免

許証を返納することで自主的に運転を自粛してい

ただく誘導策の一つとして実施をしているもので

ございます。現在運転免許証の返納証明と身分証

明書を兼ねる運転経歴証明書の交付申請者は、運

転免許証返納者の３割程度と言われております。

運転免許証の返納を促進をするための誘導策は、

行政のみならず民間や各種団体においても検討が

なされ、それらとあわせこの施策が運転経歴証明

書の交付申請の一助となり、証明書の提示により

免許証返納履歴等身分を証することができれば、

今後もふえると考えられる民間や各種団体で実施

するさまざまなサービスを受けることが可能とな

ります。

御質問いただきました運転免許証返納を促進す

るための環境整備の考え方ですが、行政サービス

として行う高齢者への交通機関等への助成や割引

制度は今後のまちづくりも含め高齢者全体にかか

わる施策となりますので、免許証の返納とは切り

離した議論が必要と考えておりまして、今後も引

き続き関係部署で協議をしてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 私からは、大項目４、

アスリートの育成、支援について、小項目１のア

スリート育成のための女性コーチの導入について

お答えします。

平成２９年度には、本市の冬季スポーツのジュ

ニア選手２５人が全国、世界を舞台に活躍してい

ますが、その活躍を支えているのは地域の指導者

であり、指導者の皆さんにはスポーツ少年団や部

活動の現場で日々御尽力をいただいているところ

です。市民のスポーツ活動のニーズが高度化、多

様化する中、スポーツ指導者に対する需要は高ま

っている一方で、指導者不足は大きな課題となっ

ています。女性コーチの導入については、国も第

２期スポーツ基本計画においてスポーツを通じた

共生社会等の実現を目指しており、女性指導者を

ふやしていく取り組みを進めていることから、本

市におきましても体育協会や競技団体などと連携

を図りながら指導者のレベルアップが図られる機

会を提供していくとともに、指導者間のネットワ

ークを構築しながら、指導者の確保に努めていき

たいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） ただいま御答弁を

いただきましたので、何点か質問してまいりたい

と思います。

初めに、ＰＦＩのことでございますけれども、

先ほど市長より答弁をいただきましたが、現段階

ではＰＦＩについては考えていないと。将来的に

は、それも含めて選択の一つかというふうな御答

弁をいただきましたけれども、私は今名寄市とし

ても経営戦略を立てて水道事業を進めているわけ

なのですけれども、将来的にも経営戦略は１０年

ぐらいのスパンで計画を立てているみたいですけ

れども、これはやっぱりそれをやりながら、さら

にはＰＦＩ、ＰＦＩというよりもコンセッション

事業のほうがいいのかなというふうに考えており

ます。いわゆる施設の所有権を公共主体が有した

ままで施設の運営権を民営業者がやるというよう

な設定なのですけれども、これのほうが将来的に

名寄市としては合っているのかなというふうに考

えておりますけれども、将来考えるべき方向性と

して、再度またちょっとお伺いしたいと思います。

そのまま３つのうちのＰＦＩあるいはＰＰＰある

いはコンセッションの型として、どういう形を目

指していったほうがいいのかなというその大まか

な部分で、今現段階で考えられるという部分をお

答えいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 粕谷上下水道室長。
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〇上下水道室長（粕谷 茂君） 今議員のほうか

ら御質問がありましたが、下水道、上水道ともに

経営戦略を策定いたしまして、今後１０年間の安

定的な経営を図るものとして進めさせていただい

ております。特にまた下水道につきましては、経

営の見える化ということで、公営企業化へ向けて

平成３２年に向けて今準備を進めているところで

ございます。今議員の御指摘がありましたが、本

年度総務省の財政制度等審議会のほうで一つの考

え方が出されたところでございます。今後社会整

備保障を使った事業に対しては、１点は公営企業

化に着手しているのが補助の事業というふうにな

っております。もう一方で、ＰＰＰ、ＰＦＩを１

つ、民間活力を取り入れる事業に交付金の重点を

置くというような方針として出されているところ

でございます。ただ、こちらの部分につきまして

は、特に下水道につきましては全国老朽化施設等

の改修にこの交付金を活用していることから、総

務省の出したこの方針についてはいろんなところ

で要望書を上げているところでもありますが、今

後の見通しとしましては全体的にそういう流れが

危惧されるところもあるかと思っております。

先ほど市長の答弁の中にもありましたように、

今大きな改修をする計画は持っておりませんが、

５年、１０年後、今の老朽化機器を見直す中にお

いては、議員もおっしゃるようにＰＰＰ、ＰＦＩ、

これらをコンセッションも含めた事業を検討する

ときが来るものというふうに思っております。そ

れについては、今後他の自治体を見据えながらも

当市としての研究を進めていくものというふうに

考えているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） コンセッション事

業に対しても、私の資料によりますといわゆる準

備手続だけでも一、二年、そしてこれは法に基づ

くもの、あるいは法に基づかないものがいっぱい

あって、その過程を踏んでいかないとだめだとい

うことで、最終的には早くて三、四年かかるので

はないかということです。これは、工程は事業の

内容にもよるのだと思いますけれども、したがい

まして今の先ほど言いました経営戦略、この間の

始まって三、四年ぐらいたってからでないと、や

っぱりそういうような方向性を見つけておかない

とだめなのでないのかなというふうに私は考えて

いるので、それで今の経営戦略の中でちょっとお

尋ねしたいと思いますけれども、計画としては安

定的に施設や管路、あるいは維持管理や投資事業

を行う現段階で事業計画に基づいて、そして投資

等を積算して、それに見合う収入を得るのだとい

うことになっていますけれども、ある程度料金改

定も含めた収入源が予定されると思っているので

すが、もちろん審議委員会でも慎重に議論をして

いると思うのですけれども、これは何年もたって

料金改定あるいはそういうものの時期になってし

まっても余り効果がないのではないかと。かえっ

て収支の均衡が崩れるのではないかというふうに

思いますけれども、今の段階でこれはやっぱりど

の辺ぐらいをめどに率とか、あるいは時期をある

程度目標にしているのか。余りにも先送りで全部

１０年終わった後に料金改定しても全然意味がな

いと思うのですけれども、その辺ちょっと伺いた

いと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 粕谷上下水道室長。

〇上下水道室長（粕谷 茂君） 料金改定の関係

につきましては、平成２７年の経営審議会のほう

で諮問させていただいて、答申をいただいている

ところでございます。下水道につきましては、一

定程度ここについての改定ではなく、水道料金に

ついては早期の改定というのが一つの答申として

入っているものと思っております。料金改定の関

係につきましては、昨年経営戦略を策定させてい

ただいた中でも現状の事業、今後１０年の事業を

推移を見る中では、改定をしなければ経営的には

成り立たないという、そういうことを踏まえて、

一定程度料金を改定をすることをめどに経営戦略

のほうは策定させていただきました。今御質問が
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あったように、改定の時期が遅ければということ

で、経営的には早期に改定というのは答申のほう

もいただいておりますし、担当する課としても早

期の改定を図っていきたいと思っております。改

定の時期、また改定すべき率等については、経営

審議会のほうに意見を求めながら協議をさせてい

ただきながら、一定程度一、二年の間には改定を

していかなければ経営的には成り立たないという

ことになっておりますので、早期の改定に向けて

議論をこれから進めていきたいと思っております

ので、御理解していただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） 確かに収入源とい

うのはやっぱり非常に大事だと思いますので、で

きればもちろん市民の理解も得なければいかぬと

いうことも十分にあると思います。これは、慎重

になるのも結構でございますけれども、ある程度

やっぱり市民にこういう事情ですよという事情も

しっかりと説明した上で御理解をいただくべきだ

というふうに思っています。

それと、そのためには今有収率もやっぱり上げ

なければいかぬということで、自衛隊も３４年に

なるというふうに聞いていますけれども、有収率

は今大体８０％台ぐらいだと思うのですけれども、

これは将来的に何％ぐらいを目指してやっている

のですか。いろいろと漏水もあったりしているの

ですけれども、この辺のパーセンテージというの

はどのぐらいを目標にされているのか。

〇議長（黒井 徹議員） 粕谷上下水道室長。

〇上下水道室長（粕谷 茂君） どの数字がとい

うのは１００が一番いいのだろうと思っておりま

すが、現状ではことし決算のほうを今まとめさせ

ていただいておりますが、２９年度においては８

０％というのが今の現状でございます。会計事業

を行う側とすれば、基本的には一つの目標は９０

％と言われておりますので、９０％へ向けて努力

をしていきたいと思っておりますが、老朽管につ

いては年々ふえていっております。現状的には有

収率は下がってきているのが実態でございますの

で、これからの事業を取り組みながら９０％へ上

げるように努力をしていきたいと思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） これから必然的に

今人口減少にもあって、もちろん有収率が下がっ

てまいります。やっぱりその辺も含めると財源が

だんだん、だんだん足りなくなってくるのではな

いかと。

では、ちょっと借金のこと聞きますけれども、

総務省で今まで借金の企業債、これは名寄あたり

だと建設改良費は大体３億円から４億円ぐらいと

ずっと続いているのですけれども、これを３０年

度返済から４０年度返済、こういうふうに改正が

あったのですが、これはいつぐらいから。もう始

まっておられるのですか。いつぐらいからこれを

借りられるようになるのか。

〇議長（黒井 徹議員） 粕谷上下水道室長。

〇上下水道室長（粕谷 茂君） 企業債の償還の

関係につきましては、現行３０年になっておりま

すので、それを４０年ということで、新年度から

企業債の返還を長期にわたって負担は残しますが、

財政的な関係からいきますと有利な取り組みとい

うことで、新年度より４０年に変えていく考えで

いるところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） いろいろと水道の

ことについて若干質問させていただきましたけれ

ども、いずれにしても名寄市は水道事業、これに

ついては市民の安全な生活の本当の根本でありま

すので、しっかりと進めていただきたいというふ

うに思っています。自衛隊の関係もあれば有収率

が上がるのかなというふうには思いますけれども、

それも本当に一時的なものかなというふうに考え

ておりますので、慎重に進めて、市民に理解をい

ただける水道事業になってもらいたいなというふ

うに思っておりますので、よろしくお願いします。

次に、高齢者事業について若干質問をしたいと
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思いますが、御答弁をいただきました。高齢者事

業センターについては、会員の方が要介護とか要

支援に至らないで、そして本当に自立した日常生

活の一部になっているのではないかなというふう

に思っております。したがいまして、実績に対し

て支援をしていくというふうな御答弁でございま

したので、ぜひ今後ともやっていただきたいなと

いうふうに。ある自治体では、後で言います空き

家管理とか、あるいは空き地の管理、これも事業

団に頼んでやっているところもあるみたいで、探

せばいろんな事業の項目があるのかなというふう

に思いますので、その辺も含めて将来的には人材

開発センターに行くのかどうかという部分も含め

て御検討してもらいたいなというふうに求めてお

きたいと思います。

２つ目の公住に関しては、ハードの部分という

のはちょっと審議中でございますので、踏み込み

ませんけれども、私も以前に北斗団地にお世話に

なったのですけれども、これはほとんどお互いの

交流というものがほかの町内会と違いまして余り

ないような状況になっていますので、やっぱりそ

ういうためにも今回の国のものは有効的なのかな

というふうには思っています。しかしながら、こ

れはあくまでも札幌とか、やっぱり大都市のとこ

ろでの空き地、空き部屋の改修だと思いますので、

これについては将来的には名寄もそういうふうな

感じでなれればいいのかなというふうに考えてお

りますけれども、何か見解があればお伺いいたし

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 今議員のほうか

ら、現状公営住宅の状況につきましては先ほどお

話をさせていただきました。私ども建設水道部、

恐らくこれからの将来かなり福祉の分野の事業も

多岐にわたって裾野も広く、そしてさまざまな福

祉団体といいますか、民間も含めて展開される時

代というのはもう目の前に来ているのだろうとい

うふうに思っています。当然私どもの団地にお住

まいの方も先ほど申し上げましたように高齢化も

進んでいますし、団地を含めたその地域というか、

相当の広いエリアも含めて同じように高齢でさま

ざまな福祉のサポートというのは必要になる方が

ふえてくるのは現実だというふうに思っています。

そういった中で国の今回の方策の一つとして、仮

に公営住宅であきのスペースが余裕がある中で、

例えば事業者がそこを拠点として何らかの事業を

行いながら、その団地の高齢者のケアだとか、そ

の地域の全体的なケアを進めるなど、そういった

ことに活用いただけるのは、当然私どももそうい

った条件があれば十分話し合いながらというもの

になるのだろうというふうに、これからの課題と

してしっかりと議員御心配いただいていますよう

に受けとめまして、恐らくそう遠くないうちに先

進的な、先ほどお話しのとおり都市部ではそうい

った事業展開をされるための公営住宅の活用方法

も具体的な例も数多く出てくるのではないかと思

っていますので、そういったところはしっかり学

びながら、いつ名寄でもあってもいいように備え

るような勉強というか、準備はやっぱり考えてお

きたいなというふうに思っていますので、御理解

を賜ればなというふうに思っております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） ありがとうござい

ました。私の意図のとおりでございますので、よ

ろしくお願いいたします。

それから、進みまして高齢者の運転免許証返納

に対しましては、本当にまず先ほども部長のほう

から御答弁をいただきましたけれども、最初にや

っぱり高齢者の事故防止に向けた環境整備という

のが一番ネックになるのかなというふうに思って

います。そして、それができる段階において、そ

ういう中でやっぱり家族あるいは本人もしっかり

と納得しないと、本当の意味での返納にならない

のかなというふうに考えております。先ほどの施

策については、まちづくりや高齢者事業のそうい
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うような部分で別な問題だというふうにお答えを

いただきましたけれども、それも本当にあわせて

しっかりやっていただきたいなというふうに思い

ますけれども、まず事故防止、あるいは高齢者に

対する教育といいますか、そういう場といいます

か、そういうものの対策というか、そういう部分

に関して何か対応されていることがあればお伺い

いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 今議員のほうからは、

高齢者に対する事故防止のための取り組みという

ことで質問をいただきました。実際問題として高

齢者の方が免許を返納するという場面になると、

簡単にはいかない。一部報道等でもあるのですけ

れども、それが実態なのかなと思います。我々と

しましては、高齢の方は気をつけてくださいとい

うことで、今回交通安全グッズを交付をしている

のは、高齢の方が免許、運転中の事故も多いので

すけれども、逆に言うと歩行中の事故も実はかな

り高い比率があるというふうなデータが出ている

ものですから、車の免許を返納した後も交通事故

には気をつけてくださいという意味合いでこの事

業を開始させていただいたということになってご

ざいます。

議員今おっしゃられたのですけれども、高齢者

の方が免許を返納してもいいというか、そういう

足の確保というか、生活の足の確保というのが大

事なのかなというふうに我々も考えておりますけ

れども、例えば免許の返納者の方、実績でいえば

昨年は６０名程度という実態なのです。ただ、例

えば６５歳以上の方の人口でいえば ０００人近

く、それで後期高齢者の方でいえば ０００人近

くというようなことで、対象者がふえるというこ

とでは別な部分の議論が必要なのかということで

先ほども答弁させていただきましたけれども、高

齢者の交通安全含めて我々は周知に努力をしたい

なというふうに考えておりますし、免許制度その

ものも実は変わってきておりまして、全国的には

返納される方はかなりふえているという状況もご

ざいますので、その辺別に切り離した議論が必要

だと感じておりますので、よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） ありがとうござい

ます。やっぱり先ほど部長が言われましたように、

本当に高齢者の事故というのは全体に私の資料に

よりますと７５歳以上の免許持っている人が４７

７万人ぐらいいるということで、２０１５年の集

計なのですけれども、１４年で事故を起こした全

体の１３％ぐらいは７５歳、その中の４割ぐらい

は認知症だと言われているのです。それで、やっ

ぱりこれはこれからも認知症とか、あるいは高齢

者のそういう病といいますか、そういうようなも

のも含めた上でのことを進めていかなければいか

ぬなというふうに思っていますけれども、ぜひい

ろんなところと連携しながら進めていってもらい

たいなというふうには。例えばタクシーだけでは

なくてバスとか結構あるのですけれども、高齢者

にどれだけ今までやって、１割程度でどのぐらい

の積算になるのかちょっと計算してはおりません

けれども、ある程度これは予算的にできるのでは

ないのかなというふうに思っていますが、今後そ

の辺を含めて、バスの割引券等も含めて足を確保

する段階でしっかり進めていただきたいというふ

うに求めておきたいと思います。

それではあと次に、空き地の活用についてです

けれども、先ほど御答弁をいただきました。名寄

市には、所有不明土地が１０件ほどあって、今は

特に問題とはなっていないというふうな御答弁で

ございましたけれども、今後情報収集して努めて

いくということなのですけれども、これはやっぱ

りいろいろとそういう空き地は例えば空き地だけ

ではなくて農地や山林などのそういう部分も不明

な部分があるのではないのかなというふうに思っ

ているのですけれども、農地や山林の部分でも所

有不明というのはあるのですか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。
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〇経済部長（臼田 進君） 農地、山林において

も不在地主という方がおられます。特にこの間意

見交換等もあったのですけれども、山林において

はネットを介する部分の中で随分小区画での売買

などがされていたというのもありまして、地元に

いない方、あるいは当時はわかったのですけれど

も、代がかわるにつれて地主の方がなかなか連絡

とれないという方については一定数いるというこ

とでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） これは、さっき報

告いただいた１０件の中にも入っていないという

ことですね。わかりました。いずれにしても、こ

の管理というのはやっぱり大変なのではないかな

というふうに、まず。名寄あたりは１０件ぐらい

で、空き地とか店舗が抜けたところとかいうふう

にはあるみたいですけれども、これやっぱりごみ

とか景観にも悪い、あるいはそういうようなもの

で今度はたばこ吸ったものが火災とか、あるいは

防犯、防災とか、いろんなものが出てくるのでは

ないかというふうに考えますので、これは１０件

とはいえどもしっかりと管理をするような形で今

後対策を何かどのようにか考えていただきたいな

というふうに思っていますけれども、現段階でそ

ういうようなものに対する指導とか対策とかとい

うのはどういうふうになされているのか伺いたい

と思います。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 空き地というよりも

空き家の対策ということで答弁をさせていただき

たいなと思うのですけれども、従前は市内におけ

る空き家、空き地の実態、これは把握しておりま

せんでしたけれども、昨年住宅メーカーの空き家

データを活用しながら、名寄市内における実態調

査を行ってございます。その中で町内会等からも

問い合わせや何かがあったりしまして、具体的に

言うと我々のほうから問いかけをして、例えば更

地になるですとか、あるいは使えるような住宅に

おきましては改修して人が住んでいるですとか、

データ的には全体では７００件ということなので

すけれども、名寄地区においては３３０件、その

中で空き家として認識されたものが１７３件、今

申し上げました我々の問いかけもあるのですけれ

ども、除却、解体になったものについては６２件

で、リフォームして住まわれているところが６２

件、その空き家１７３件の内訳なのですけれども、

ちょっと住めないなという状況のものが９４件ご

ざいました。これらにつきましては、先ほども申

し上げましたけれども、町内会等から情報提供ご

ざいまして、個別に特別措置法に基づきまして調

査をして、所有者の方に連絡をとって対処してい

ただいているという実態がございますので、御理

解をいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） わかりました。で

も、やっぱり空き家のほうはそれなりの条例とか

何かである程度管理はできているのだろうけれど

も、空き地のほうは何かうまくいっていないなと

いうふうに思いますけれども、いずれにしても今

度所有者がわかっていてもそのまま放置している

ところもあるのでないかと。そういうところとい

うのは、どうしても指導なんていうのは、これは

どういう。個人的な問題なので、指導ができない

部分がありますけれども、これはある程度町内会

に頼むとか、何かこういう方法はないものかと思

っていますけれども、やっぱりその辺のあれも今

後考えていくべきなのではないかなというふうに

思っていますけれども、見解があれば伺いたいと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） いずれにしましても、

粘り強く対応してまいりたいと考えておりますの

で、よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） 粘り強く頑張って

いただきたいなと。私も借りているところはちゃ
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んと自分でも整備しておきたいなというふうには

思っていますけれども、その辺も含めて、本当に

余り見ばえがしない、あるいは虫が入ったとか、

出てきたとかというお互いの障害事故にもなった

ら困ると思いますので、町内会とか何かの機会に

言っていただければなというふうに思いますので、

よろしくお願いします。

最後に、アスリート、女性のコーチについて御

答弁をいただきました。やはり今までも相撲あた

りは女性に届かないところなのですけれども、将

来的に相撲も女性の指導者が出たら本当に盛り上

がるのではないかというふうに私は思っているの

ですけれども、先ほど部長のほうからも女性のあ

れはこれから前向きに団体と継続しながらやって

いきたいということで、女性のリーダーのポジシ

ョンがやっぱり向上するということは、これは公

平性の問題だけではないと思うのです。これは、

女性というのは、やっぱり女性のポジションとい

うのは組織にとって能力を発揮する範囲がもう少

し広がるというふうに私は考えておりますので、

ぜひ優秀な女性のアスリートが名寄にもいっぱい

おられると思いますので、これからもぜひ活躍の

場があるように教育委員会のほうでも進めていた

だきたいなというふうに思います。何か見解があ

れば。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 名寄市におきまして

は、特に女性に指導者やアスリートに特化した取

り組みというのはしていませんけれども、先日の

一般質問でもお答えさせていただいたとおり、昨

年度からジュニア育成コーチ養成プログラム事業

ということで指導者の育成を図ってきております。

この中では、当然男性、女性門戸なく指導という

か、育成をしていきたいというふうに考えており

ますので、競技団体等とも関係はしていきますの

で、その辺も含めて、特に女性だからという、メ

ンタルケアの部分とかというところでまた違う視

点からの検討も必要だとは思いますけれども、と

りあえず昨年から行っていますこのプログラム事

業を継続して進めていきたいと考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で佐々木寿議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時５７分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

名寄市経済の現状と課題について外３件を、佐

藤靖議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 議長の御指名をいた

だきましたので、通告順に従い順次質問をさせて

いただきます。

まず、１点目は、名寄市経済の現状と課題につ

いてであります。北海道は、道内各総合振興局内

の地域ごとに地域経済カルテをまとめ、公表して

います。上川北部では、和寒町以北中川町に幌加

内町を加えた地域を対象に平成２６年１１月１２

日、同１２月２５日に実施した意見交換会の概要

を公表するとともに、人手不足、地域商業の活性

化、地域の魅力を生かした活性化のテーマを設定

して行った検討結果も掲載しています。その中で

地域の現状課題については、名寄市に限ったもの

ではありませんが、例えば消費税の納税額が ６

倍になり、納税資金を蓄える必要があるが、運転

資金に回しがちになる。また、飲食店や理容店は

消費税の転嫁ができていない。農業後継者は３

６％、６５％が離農せざるを得ない。商工業者は、

高齢化、今後５、１０年たつと廃業するなど厳し

い指摘があるとともに、福祉関係では名寄市立大

学福祉学科の卒業生は入学後に福祉の実態を知り、

福祉業界へ行かない人も多いなどの声が掲載され

ています。先ほども述べたように、この地域経済

カルテは、平成２６年次のものであり、その後約

３年半が経過した現在同カルテに指摘されている
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事項はどのように変化してきたのか、現状の分析

を踏まえお答えをいただきたいと思います。

地方財政に大きな影響を与える政府の財政運営

指針、骨太方針の全体像が明らかになってきまし

た。その中で過去２回延期されていた消費税増税

について、２０１９年１０月に消費税を８％から

１０％に引き上げるとの記述が盛り込まれました。

基礎的財政収支の黒字化は、２０２０年度から２

０２５年度に先送りされましたが、さきの地域経

済カルテにあるように消費税増税時の市内経済や

市民生活への影響についてどう推察されているの

か、消費税増税時の市の対応についてお考えをお

伺いします。

さらに、確立した財政規律については、市内の

経済動向に左右されることなく堅持される姿勢な

のか、柔軟に対応する姿勢なのかをお伺いします。

次に、名寄市立大学の将来像についてお伺いし

ます。設置者である市長は、この春の市長選挙時

の後援会会報の中で、大学の進化として最初に独

立行政法人化の検討を掲げられました。名寄市立

大学の経営形態について、４年間の任期の中で独

立行政法人化に向けて前向きに検討する姿勢が示

されたと解釈してよろしいのか、また進化を掲げ

られる市長自身、学内で検討される地域枠や入学

金軽減策など地域優遇策についての見解もお伺い

します。

加えて執行方針に盛り込まれた計画的な施設整

備などを進める、認証評価受審時に取り組む際の

教育研究や学生支援、社会連携、社会貢献など、

さまざまな分野における改善、向上は新たな施設

整備の必要性があるという認識にあるのか、また

改善、向上とは何を意図されているのかをお伺い

します。

次に、名寄市の各種ボランティア団体の現状と

課題についてお伺いします。これまで名寄市には、

さまざまなボランティア団体が市民生活向上のた

めに尽力してきましたが、ことし３月末現在の名

寄市の高齢化率が３２％台に突入する３ １０％

となり、後期高齢化率も１７％台に間近の１ ９

６％になっていることに象徴されるように、会員

の減少及び高齢化は年々深刻度を増しております。

現状で推移すれば、ここ１０年内には活動継続は

困難になる団体が複数出ることが懸念されますが、

各団体の会員の現状をどう把握され、今後にどう

いう見通しを持っているのか、また各団体の活動

が市民生活とどうかかわってきたという認識をお

持ちなのか、加えて過去も大きな議論となったこ

ともある有償ボランティアの必要性への見解につ

いてもお伺いします。

最後に、名寄の冬を楽しく暮らす条例について、

市政執行方針にも地域における利雪・親雪の取り

組み推進と盛り込まれましたが、改めて同条例制

定後の具体的取り組み、条例の理念及び目指すべ

き姿、さらには発言の意図をお伺いし、この場か

らの質問とします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 佐藤議員から大項目で４

点にわたりましての御質問いただきました。大項

目２の小項目１については私から、大項目２、小

項目２及び小項目３は大学事務局長、大項目１の

小項目１及び小項目２については経済部長、大項

目１、小項目３及び小項目４、大項目３、大項目

４については総務部長からそれぞれ答弁となりま

す。

大項目２、小項目１、経営形態及び地域優遇策

の基本的な考え方についてお答えをいたします。

名寄市立大学については、旧短期大学の開学以来

５８年、４大開学後１２年が経過をし、この間

５００名余りの卒業生を輩出をし、保健、医療、

福祉、保育、教育など多くの分野で活躍をしてお

ります。この間開学当初の食物、被服の家政系学

科から出発をし、児童専攻課程及び看護学科の設

置、栄養、看護、社会福祉学科から成る保健福祉

学部の設置、児童学科の廃止と社会保育学科の設

置などまさに時代のニーズに合わせて大学自身が

進化をしてきております。公立大学の設置、経営
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形態につきましては、平成３０年度の公立大学９

２のうち法人化大学は８０でございまして、法人

化の比率は年々増加しており、このような状況を

鑑み、法人化等経営形態のあり方については今後

検討していかなければならない課題と認識をして

おります。

次に、地域枠、入学金軽減などの地域優遇策に

ついての基本的な考え方について申し上げます。

現在市立大学では、平成３３年度入試から導入を

される大学入学共通テストを含めた大学入学者選

抜改革の検討を学内にワーキンググループを設置

をして進めておりますが、地域指定枠については

上川北部圏域の意欲的な学生の入学機会を確保し、

圏域の要望に応えていくとした大学開学時の理念

を継承する所存でございます。また、入学金につ

いては、平成２８年度の社会保育学科設置による

保健福祉学部再編の際に名寄市立大学の授業料等

徴収条例の一部改正の際に議論をいただきました

道北地域内のメリットを確保するという考え方を

維持してまいりたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 私からは、

大項目２の名寄市立大学の将来像についてのうち、

小項目２の執行方針に盛り込んだ計画的な施設整

備などを進めるの意図について申し上げます。

大学の施設整備につきましては、図書館や新棟、

５号館の整備及び今年度の学生会館の改修など既

存施設の改修により大型工事は終了するという認

識を持っております。お尋ねの計画的な施設整備

を進めるの意図につきましては、新たな施設整備

を進めるというものではなく、校舎などそれぞれ

の施設で適切な維持管理を行う中で延命化を図る

とともに、計画的に空調環境の整備やトイレの洋

式化を行い、学生の教育環境の向上を図るという

趣旨でありますので、御理解をお願いいたします。

次に、小項目３の認証評価時に取り組む教育研

究や学生支援、社会連携、社会貢献などさまざま

な分野における改善、向上の意図について申し上

げます。市立大学では、今年度大学基準協会の認

証評価を受審することとして、先般点検評価報告

書などの評価資料を提出をいたしました。この点

検評価報告書は、内部質保証、教育研究、学生支

援、社会連携、大学運営財務など１０章にわたり

それぞれ章ごとに現況説明、長所、特色、問題点、

全体のまとめなどにより構成され、現状の総括と

すぐれた点、さらには問題点を整理し、将来に向

けた方策を見定める内容となっており、大学にお

いて教授会等で全学的に協議検討し、作成したも

のであります。

お尋ねのさまざまな分野における改善、向上の

意図は、この認証評価受審時の取り組みを一過性

のものに終わらせず、今年度設置した内部質保証

推進委員会及び当該委員会の具体的な活動を担う

教育質保証部会、学生支援部会、研究促進部会、

社会連携部会における協議検討、加えて将来構想

の着実な推進などにより大学運営全般において今

後も継続して改善、向上に取り組んでいくという

趣旨でありますので、御理解をお願いいたします。

以上、答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 続きまして、大項目

の１、名寄市経済の現状と課題について、初めに

小項目の１、北海道が公表する地域経済カルテと

現状の分析について申し上げます。

地域経済カルテにつきましては、平成２６年４

月に消費税が８％に引き上げられたことを受け、

北海道が各振興局内の地域ごとに開催をした地域

プラットフォーム会議での議論を踏まえてまとめ

たもので、地域で共有するとともに、道において

はその後の政策立案や国への提案に反映すること

とされております。このカルテが取りまとめられ

てから３年ほど経過をいたしましたが、ハローワ

ークなよろ管内における有効求人倍率については

依然高水準で推移をしており、人手不足があらわ

されております。また、商工会議所が四半期ごと

に実施をしております景気景況調査におきまして
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も人手不足はいまだ続いているほか、好転の回答

企業と悪化の回答企業の差でありますＤＩにつき

ましては、全業種平均で全国では改善傾向にある

ものの、名寄市では次期への見通しを含め悪化傾

向を示してございます。この間本市におきまして

は、国の交付金などを活用した消費喚起施策のほ

か、中小企業振興条例を改正し、創業支援や人材

育成に資する支援などを新たに創設し、堅調に活

用されているほか、平成２８年１０月からは名寄

市住宅改修等推進事業を実施し、市民の住宅改修

需要を喚起しているほか、市内建設関係業者から

も高い評価をいただくなど、市内経済の活性化に

資する取り組みを進めております。また、農業に

おきましても第２次農業・農村振興計画を策定し、

ＪＡとの協調により新規就農や農業後継者などに

係る施策を拡充して担い手の確保に努めていると

ころであります。

次に、小項目の２、消費税増税となった場合の

市内経済、市民生活への影響について申し上げま

す。平成２６年４月に消費税が８％に引き上げら

れた際に、日本商工会議所が各地商工会議所管内

の中小企業を対象に実施した実態調査によります

と、消費税引き上げ分を全てあるいは一部転嫁で

きていると回答した事業者は約９割で、平成９年

の５％への消費税引き上げ時に比べますと約３割

増加しており、前回の消費税引き上げ時に比べよ

り円滑に転嫁が実現しておりました。一方、製造

業や建設業、卸売業など企業が企業に対して物を

売るビー・ツー・ビーの業種が転嫁できていると

の回答が多く、小売業や飲食業、宿泊サービス業

など企業が個人に物を売るビー・ツー・シーの業

種については転嫁できていないとの回答が多いこ

と、また売上高が小さい事業者ほど転嫁できてい

ない回答が多いことなどの課題が見られたところ

であります。

地方都市であります本市の経済状況がさきにお

答えした厳しい状況が続いた場合、消費税が１０

％に引き上げられますと、市内経済や市民生活の

影響は少なくないものと推察いたしますが、国の

施策などの動向を注視するとともに、名寄市中小

企業振興条例に基づく支援施策の活用拡大や住宅

改修施策の継続、生産性向上特別措置法に基づく

特例措置法などの積極的な活用促進など市内経済

の活性化を図るとともに、市民生活の影響を抑制

するよう努めてまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 私からは、大項目１

の小項目３と４及び大項目３、４についてお答え

いたします。

初めに、大項目１の小項目３、消費税増税とな

った場合の対応についてでございますが、消費税

増税時における市の対応として、公の施設の使用

料及び利用料への消費税転嫁が考えられますが、

平成２５年に総務省から消費税率の引き上げに伴

い、消費税が円滑かつ適正に転嫁されるよう使用

料改正に関する条例改正等の措置を講じるよう通

知がなされており、現在の本市の各施設の使用料

については消費税を含んだものとして設定してお

ります。来年１０月に予定される消費税増税に際

しても国による取り扱いの変更は現在のところ想

定されていないことから、各施設の使用料につい

ては適正に消費税を転嫁する形で改正が必要とな

ると考えております。

次に、小項目４、市内経済動向と財政規律につ

いてお答えいたします。財政規律については、地

方交付税の動向、公共施設の老朽化への対応、公

債費や基金残高の推移などから今後の名寄市の財

政状況は決して楽観視できる状況ではないことか

ら、名寄市が将来にわたって持続的な財政運営が

できるよう各種の指標等について目標値を設定し、

健全な財政運営の維持に努めていくためのガイド

ラインであります。

お尋ねの市内経済の動向による財政規律の対応

の考え方ですが、現在においても地域経済の活性

化を目的としてさまざまな施策を展開しており、
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引き続きその時々に必要とされる施策に対し財政

出動も必要であるものと考えております。また、

それら施策の財源には市債や基金の活用も検討し

なければなりません。市内経済の動向のみならず、

多様化する市民ニーズに応えていくためにも基金

など限られた財源を重点的かつ効果的に活用する

よう努めていかなければなりません。また、将来

を見据えた健全な財政運営を維持していくために

も、まずは現状の財政規律をしっかりと遵守して

いくべきものと考えております。

次に、大項目３、各種ボランティア団体等の現

状と課題についてお答えいたします。初めに、小

項目１、会員状況の現状把握と今後の見通しにつ

いてでございます。ボランティア団体の現状につ

きましては、介護、福祉を初めスポーツ、各種イ

ベント運営など幅広い分野で自主的な活動がされ

ており、関係する担当部署において全体の把握は

困難なところでございます。町内会を取り巻く状

況を鑑みましても、会員の減少、役員の高齢化や

担い手不足問題など各種団体における組織的な課

題は共通するものと思われ、今後の高齢化や人口

減少などの社会現象が団体、組織運営に少なから

ず影響すると推察されます。

次に、小項目２、各団体の活動と市民生活のか

かわりについてお答えいたします。町内会を初め

ボランティア団体などさまざまな団体の自主的な

活動が地域の活性化やまちづくりに欠かせないも

のとなっております。企業、町内会などの地域の

ごみ拾いや花の植えつけ、スポーツや地域イベン

トは多くの市民や企業、団体の協力により支えら

れており、ほかにも市民や学生による本の読み聞

かせや小中学生の学習支援、ＥＮ―ＲＡＹホール

ボランティアや社会福祉協議会でのボランティア

センター、多分野、多世代地域交流拠点ここほっ

とでの幅広い地域活動など、団体から個人の活動

まで多様な社会奉仕活動が市民生活に大きくかか

わってきていると考えております。

次に、小項目３、有償ボランティアの必要性の

見解についてお答えいたします。有償ボランティ

アにつきましては、ボランティアはそもそも金銭

的な対価を求めないなど見解が分かれるところで

あります。自主的に行われるボランティア団体の

運営や活動の全容把握は困難ですが、ボランティ

アスタッフへの食事の提供や交通費程度の謝礼な

どの対応をしている場合もあれば、全くの自己負

担で参加するケースも想定されるところです。各

ボランティア団体の自主性を尊重し、有償、無償

という観点よりは地域の社会に貢献する活動が今

後とも継続されるよう支援をしていきたいと考え

ております。

次に、大項目４、名寄の冬を楽しく暮らす条例

の現状と課題についてお答えいたします。初めに、

小項目１、制定後の具体的取り組みについてでご

ざいますが、利雪・親雪の取り組みにつきまして

は市民と行政との協働により雪や寒さを生かして

冬の生活をより暮らしやすく、楽しいものにする

ため、多くの取り組みがなされてきました。具体

的には、冬の生活空間確保として融雪溝の整備や

排雪ダンプ助成事業、除雪ボランティアなど除雪

に関する取り組みがされ、冬に強く快適な住環境

づくりとして北方型住宅モデルとなる公営住宅の

建築や外断熱工法を取り入れた小学校建設、民間

住宅においては高気密、高断熱住宅などの普及が

進んだところであります。冬のスポーツ活動やイ

ベント、レクリエーションなど冬を楽しむための

取り組みとして、冬季スポーツの環境整備普及に

努めてきており、現在は本市の自然や施設環境、

専門的な人材の強みを生かして冬季スポーツの拠

点化を目指しております。また、スノーランタン

や雪フェスなど冬を楽しむイベントもさまざまな

地域、団体で取り組まれ、名寄の冬に欠かせない

生活文化として定着しており、ホワイトマスター

や利雪親雪推進事業補助金制度についても継続さ

れております。

次に、小項目２、条例の理念、目指すべき姿に

ついてお答えいたします。平成元年に制定された
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名寄の冬を楽しく暮らす条例は、積雪寒冷の気候

風土を有する名寄市の生活文化として、市と市民

が協力し、一体となって冬に強いまちづくりを進

めております。快適な市民生活と雪や寒さを生か

して冬の生活をより暮らしやすく楽しいものにす

ることを目的とされ、除雪、イベントなど多くの

施策や取り組みがされているところです。具体的

な取り組みを行うことはもちろん、市民と行政が

利雪・親雪の意識を共有しながら、お互いの連携、

協力を通じ冬を楽しく暮らす環境づくりに心がけ、

日々の暮らしや文化、スポーツなど市民一人一人

がさまざまな場面で実践していけるよう行政とし

ても支援していきたいと考えております。

次に、小項目３、市政執行方針に盛り込んだ地

域における利雪・親雪の取り組み推進の意図につ

いてお答えいたします。平成３０年度の市政執行

方針の中では、名寄の冬を楽しく暮らす条例の理

念をまちづくりに反映させていくため、市民委員

会と連携し、利雪・親雪の取り組みとあわせ意識

啓発、情報発信をするとしており、昨年も同様に

方針に盛り込んでいるところです。最近では、冬

季オリンピック等で北海道出身選手の活躍もあり、

スキー、スケート、カーリングなど冬のスポーツ

に間接的にも親しむ機会がふえています。一方で

は、降雪の多さによる市内の移動や除雪作業など

マイナスイメージが強まる中でも、例えば冬の風

物詩である北の天文字焼や地域のスノーランタン

のイベントを通して冬の楽しさが感じられます。

これらを冬カレンダーなどで市内外に情報発信す

ることで、少しでも楽しく冬を過ごすことを感じ

ていただくことはとても有意義であり、重要な要

素であると考えております。今後も市民委員会や

市民等から寄せられる意見を参考にさせていただ

くとともに、支援を継続し、条例の推進に努めて

まいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） それぞれ御答弁をい

ただきましたので、順次再質問していきたいと思

いますけれども、まず名寄市の経済の現状と課題

ということで、北海道が公表する地域経済カルテ

について臼田部長からるる御説明をいただきまし

たけれども、やはり説明にもあったように２６年

４月に８％に引き上げられたときの状況というの

は、まさに全国的な状況がそういう状況であった

のかもしれませんけれども、この経済カルテで言

っているのは消費税の納税額が ６倍になり、納

税資金を蓄える必要があるが、運転資金に回しが

ちになると。これがまさに地方の実態だというふ

うに思います。消費税は、どうしても一時的に企

業のほうが預かって国のほうにお支払いするとい

うことですけれども、市内経済が相当よくない状

況だと運転資金に回してしまって、結局は支払う

ときに一回で払えなくて複数回数にするとかとい

う状況があるので、正直市内でもやはり消費税は

ちょっと無理ではないかという、もう少し先に送

ったほうがいいのでは、過去も送っていただいて

いますので、そういう声があるので、この際松岡

参事監に少しお伺いをしたいというふうに思いま

すけれども、今申し上げたように消費税は１９８

８年１２月に成立をして翌年４月から３％でスタ

ート、その後９４年４月から５％、そして２０１

４年４月からは８％というふうに引き上げてきて

いますが、翌１５年１０月から１０％に上げると

いう方針でありましたけれども、御案内のとおり

１７年４月に延期、さらに１９年１０月に延期と

いうふうになっております。ところが、５月２８

日の経済財政諮問会議において麻生財務大臣が提

出した新たな財政健全化計画等に関する建議の概

要という中では、財政健全化には約束どおり消費

税引き上げが大前提となるというふうにうたって

おりますけれども、消費税増税は待ったなしの大

前提というふうに解釈してよろしいのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 松岡参事監。

〇参事監（松岡 将君） まず、前段経済部長か

らも答弁ありました北海道の地域経済カルテとい
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うものでもいろいろ指摘があるということでした

けれども、まさに消費税というものへの課題では

ありまして、納税資金を蓄えるのを運転資金に回

しがちになるというのはもう前から言われていた

課題でありまして、私も実際に国税局の出向時に

徴収部門併任がかかったときにそういう零細の業

者はどうしてもそうなりがちなのですけれども、

しかしそれもしっかり納めてもらう必要があると

いうことで徴収のほうもやらせてもらったことも

あります。しっかりこれは国税庁のほうで対応し

ていることでありますし、また転嫁対策というこ

とで、今回たしか転嫁Ｇメンとか、そういう言葉

があったと思いますけれども、経済産業省のほう

で転嫁について取り組んでいたと思いますけれど

も、引き続きしっかり事業者だけが負うことにな

らないように対策はしていくことだと思います。

その上で今回の基準、プライマリーバランスの

目標の先送りになりますけれども、ただ２５年度

までに黒字化を目指すということが掲げられたこ

とにつきましては、まさにいわゆる団塊の世代が

全て７５歳以上となる２０２５年度までに財政健

全化の道筋を確かにするということでありまして、

そのためには会議の中で財務大臣が述べておりま

すとおり消費税率の引き上げが大前提ということ

になりますし、ただ歳入面だけでなくて歳出面、

各分野にわたって歳出改革が行われるということ、

そうした財政の健全化の取り組みにあわせて景気

が腰折れしないように、経済が良好な状況で推移

するようにということも踏まえて、そちらが車の

両輪として、両方両立させることでプライマリー

バランスの黒字化を目指すということにされてい

るということであります。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） プライマリーバラン

スの黒字化については、２０２０年度にやるとい

うのが当初の方針で、それをやるために消費税は

増税しなければいけないという、社会保障との一

体改革もありましたけれども、でもそれはなぜ延

ばしてきたかというと、１つは一般的に言われて

いるのは各種選挙への影響、さらには景気回復の

期待という、この２つが要因があって２回延ばし

てきているのではないかというふうに思いますけ

れども、来年は御案内のとおり統一地方選挙があ

って、参議院議員選挙があるけれども、それでも

やっぱり国は今の景気動向からいってやると。そ

れは、２０２５年のプライマリーバランスの黒字

化というのが至上命題だというふうに参事監は認

識されているということでよろしいでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 松岡参事監。

〇参事監（松岡 将君） 繰り返しになりますけ

れども、２０２５年度までにということで申し上

げたとおり、それには消費税率の引き上げも大前

提になっているというふうに認識をしております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） もう一つ、麻生財務

大臣の建議の概要の中で地方財政についても少し

語っている部分があって、１つは国、地方の財政

状況の違いも考慮しつつ、地方歳出を不断に見直

し、歳出歳入ギャップを縮小していくことが重要

であるというふうに言われていますし、また地方

の歳出額は計画は決算を継続的に１兆円前後上回

っていると。財政保障の適正規模については、よ

り一層の精査が必要、あるいは計画と比較可能な

決算の公表検討、歳出規模を効率的な団体の規模

に合わせていくべきだというふうに述べておりま

す。これは、どういう意味というふうに捉えたら

よろしいでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 松岡参事監。

〇参事監（松岡 将君） 先ほど述べましたとお

り、消費税率の引き上げもそうですし、歳入面で

もそうですし、歳出面でも各分野に当たって不断

の見直しをしていくということが財政健全化の前

提となっていまして、それは地方財政ないし交付

税等も例外ではないということで、今述べられた

ところは財政制度等審議会の建議からとっている

ものでして、主に項目としてはマクロにかかわる
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ところが多いと思いますけれども、地方歳出全般

の見直しを通して歳出歳入のギャップを縮小して

いくですとか、あるいは決算額の分析を通じて財

政の適正規模というものは精査していかなければ

いけないとか、あるいは決算の今自治体ごとの決

算がなかなか比較しづらいとか、そういったこと

が委員から常々言われていて、それを見える化を

進めていって、良好な運営をしているところの例

を横展開を進めていくことで地方全体の財政をよ

くしていこうといったところを主に述べているも

のかというふうに認識しております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 参事監のお話では、

やっぱり来年の消費税２％アップというのは既定

の事実というか、そこに向かうという方向で行く

ということでありますけれども、参事監はまた来

月からお戻りになりますけれども、２年間名寄市

で勤務されて、地域の経済というもの、地方経済

というものを相当熟知、お勉強されてきたのだと

いうふうに思いますけれども、消費税が増税にな

った場合、２年間生活してみた名寄市を初めとし

た地方経済というのはどういう影響与えかねない

というふうに認識をお持ちですか。

〇議長（黒井 徹議員） 松岡参事監。

〇参事監（松岡 将君） よく言われております

ように、さきの５％から８％への引き上げ時にお

いては、これが過去の例で見ると消費税は引き上

げるけれども、例えば所得税を引き下げるとか、

そういうネットではプラス・マイナスになるとい

うところもあったものに対して、今回初めて純増

税という形でやったということ、そしてそれに伴

って駆け込み需要が発生して、その後景気の落ち

込みがあったということですとか、そういった大

きな地域あるいは日本全体の経済について影響を

与えていたということは間違いないことかと思い

ます。そして、それを踏まえて、ただ今回８％か

ら１０％に上げるということに当たっては、各対

策を講じて引き上げに当たってのそういう経験を

腰折れを生じさせない対策を打つということです

とか、あるいは増税幅が２％であり、３％から２

％になったことに加えて、軽減税率というもので

食料品ですとか、そういったものについてはそれ

を適用するとか、全体を通してとにかく財政健全

化と景気の回復というのは車の両輪でありますか

ら、しっかりと進めていくということで、そうい

う方針になっているというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 改めて松岡参事監に

は、この２年間いろんなことで財政議論をさせて

もらいましたけれども、ぜひ地方の経験を財務省

のほうで生かしていただきたいというふうに思い

ますし、来週月曜日総務文教常任委員会で御講演

いただきますけれども、きょう資料が来まして、

岡本全勝さんというのですか、元復興庁事務次官

の方の資料が少し添付されて、多分これ松岡さん

が自身で添付されたものだと思いますけれども、

国家公務員は全体の観点からある政策を見ていま

す。しかし、これからは現場で事例を見てきて研

究の現場を持っている地方公務員こそ勉強し、そ

れを世に問う条件が整ってきています。国家公務

員と地方公務員の役割が変化してきているという

ふうに、この両方を経験されてきたわけでありま

すので、改めてこの間のお礼を言いながら、今後

も名寄市のためにぜひお力添えをいただければと

思いますので、２年間本当にお疲れさまでした。

ありがとうございました。

次、ここで天野建設水道部長にお伺いしたいと

思いますけれども、この麻生大臣が示した建議の

概要では、地方財政にかかわり、１つ、これまで

上下水道のあり方については民間委託を含めてと

いうところがずっと通説でありましたけれども、

今回は人口減少社会に突入する中で行政サービス

を安定的、持続的に提供していくため、上下水道

を含め広域連携を一層進めるべきというふうに強

調されておりますけれども、名寄市の現状あるい

は近隣の現状を含め、担当部長としてはこういう
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建議の内容についてどういう見解をお持ちですか。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 今水道を中心と

いたしました広域連携ということで、水道事業で

例に挙げて申し上げますと、広域連携イコール例

えば経営事業、施設のハード面、これをもう一体

化していくというところまでには一足飛びにはい

かないというのは御理解いただけるのではないか

なというふうに思います。今水道事業の広域連携

というのは、例えば事務部門だとか技術的な部門

だとかで一部事務組合的な組織をつくり、複数の

水道事業者が集まって力を出し合って、人材や技

術者の確保なども含めてそこをカバーしていくと

いった形が全国的には多いというふうに承知して

います。ただ、北海道の場合、これは札幌圏を除

きまして、こう言うと語弊あるかもしれませんけ

れども、大変薄く広いエリアで、水道事業の規模

ももう大なり小なりさまざまでございまして、ハ

ード面での合体というのは当然難しい条件もいっ

ぱいありまして、逆に言えば地方に行きますと水

道技術者のいないようなところもいっぱいござい

まして、ある面そういったところを補う面でも事

務的なものだとか、先ほど申し上げておりますよ

うに技術部門だとか、そこはお互い力を協力し合

うと言ったらおかしいのですけれども、そういっ

た共同作業というのはこれから求められる時代に

入ってくるというふうに思っています。北海道が

この音頭取りをして何とか広域連携を進めるよう

にという、いろいろ北海道を幾つかのブロックに

分けましたブロック別の会議だとか、そういった

機会を設けていくよというので、現実的にはなか

なか道も頭を痛めているというような状況なので

すけれども、そう遠からず近いうちにはそういう

事務的な作業はどこかで一括化するだとか、技術

者、例えば当市の水道の技術者が水道技術者のい

ないところへ入って技術指導をするだとか、そう

いったことは当然求められる時代に入るのだろう

というふうに思っていますので、十分この点には

着目しながら、いざというときには対応できる形

を考えていかなければならぬなというふうに思っ

ています。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 消費税増税について

ここで議論するよりも、国の制度ですので、議論

することではないのですけれども、正直愕然とし

たのは、さっき臼田部長説明されましたけれども、

名寄商工会議所が発表した第９回の景気景況調査

報告というのがあります。あれを見て本当にこれ

大丈夫かよというのは、これから消費税が２％増

税になったときに市内の企業というか、経済もつ

のかと。例えば先ほど説明もありましたように、

これは会議所の会員企業７０社を対象に調査され

ているそうでありますけれども、ことし１から３

月期の全業種の平均業務ＤＩ、好転回答企業と悪

化回答企業の差であります。これはマイナス１

２ポイント、これからの４から６月の見込みでも

さらに悪化して、今度はマイナス１ １ポイント

と。景況について同会議所では、全国は先ほど部

長おっしゃっていました。全国は改善傾向にある

が、名寄市は当初より悪化傾向にあるという分析

をされています。では、本当にそれぞれどうかと

いうと、業種別ＤＩを見ても例えば製造業も１か

ら３月期はマイナス１ ７、４から６月期はマイ

ナス１ ７と同じ。今期好転がなくなって不変が

増加して見通しも同様と。建設業においては、マ

イナス１５のマイナス２０と。悪化が増加して見

通しも好転ゼロと。先行きに不安感。卸売業につ

いてもマイナス２ ３、マイナス２ ７で、今期

好転回答ゼロと。市内全体の人口減少を不安視し

ている。サービス業は、マイナス ０、今後につ

いてはマイナス１５でありますけれども、今期は

好転が ５％増加したけれども、見通しは好転は

ゼロと。新店舗が出てきて顧客の分散による影響

があるということになっているのは、これはもう

既に御承知のとおりだと思いますけれども、橋本
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副市長はこのような情勢下であっても先ほど中村

総務部長から御説明ありましたけれども、財政健

全化の財政規律については堅持するような姿勢で

あるということでありますけれども、また一昨日

の代表質問では普通建設事業２０億円についてで

こぼこが出るというふうに答弁されておりますけ

れども、そのでこは何を意味をされておりますか。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） まず、普通建設事業の

でこの部分でありますけれども、財政規律で大き

く３点です、正しくは２点なのですけれども、プ

ラス１点どうしても避けられませんので。１つは、

臨時財政対策債を除いて返す以上に借りないとい

うところ、そしてもう一つは、基金をどう使うか

という、基金は一定数字を確保すると。その基金

あるいは公債費においては、当然財政指標のほう、

実質公債費比率、将来負担比率と、ここの部分に

影響があるということで、合わせて３点を見なけ

ればならないということであります。普通建設事

業２０億円なのですが、ただしここを細かく分析

していきますと、これは歳出側ですので、例えば

ここに補助金あるいは交付金が入ることによって

２０億円が３０億円、ふえるケースもあると。そ

れを考えますと、これは時間軸の問題あるいは国

の政策の問題によりますが、例えば地方創生交付

金におきますと最初は主にソフト事業だったので

すが、後ほどハード事業もいいよという転換があ

りました。こういう契機といいますか、それを捉

えるときにひょっとしたらでこの部分が出るかも

しれない。ただ、そうなると公債費の部分は大丈

夫なのだけれども、トータルをするとそこに基金

どうしたらいいのかというのが出ます。ですので、

そのタイミングを逃さないという意味での一時的

に普通建設事業が出てくる場合も想定されるとい

うのが答弁の真意でございます。

それと、財政規律と経済情勢のお話であります

が、基本的には財政規律を今言ったような形で進

めていきますけれども、当然経済情勢が悪くなる

と何らかの形で政策は打つ必要があるだろうと考

えております。国の施策はマクロベースでありま

すので、なかなか名寄市のような地方のところに

的確にヒットするものはないかもしれません。そ

うなると、私どものほうで行政側のほうで施策を

打たなければならないことになりますが、お話し

したとおり細かな事業発注のスケジュール感です

とか、事業量のこともありますし、もう一つはや

はり何か政策を打つとなるといろんな部分に好影

響を与えるような、一石二鳥、一石三鳥ぐらいま

で見越した上の政策が必要になると。それも十分

これからは考慮しなければならないというふうに

思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 今副市長がおっしゃ

るように、財政規律はやっぱりこれから名寄市の

財政の課題を考えると堅持する必要があるけれど

も、一方では述べているように消費税来年上げら

れたときの市内経済、市内企業への影響度を考え

ると、本当に行政サイドだけでの切りつけという

形がいいのかどうなのかというのは私も判断が揺

らぐところだというふうに思いますけれども、そ

のためにもこの際名寄市内の経済を支えている企

業、あるいはいろんなサービス、いろんな業種が

あると思います。会議所の会員である７０社、あ

るかもしれません。その実態とこれからの見通し

というのは、行政的にもしっかり押さえておいて、

適時適応した施策の展開、施策の打ち方というの

をしていかないと、このままだと本当に気がつい

たころにはこれから人口減少もどんどん進んでい

く、６０歳以上の人も年間１５０人名寄を出てい

くという状況からいうと、やはり人がいなくなる

と売り上げが伸びないと。あるいは、大型店がさ

らに進出してくる。あるいは、コンビニや何かを

含めていろいろな意味で商業界がとられていくと

いうことを含めると、もういいやというようなこ

とにならないような施策を展開しなければいけな

い。そういう意味では、庁内で一回やっぱり横断
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的にしっかり経済を議論できる、あるいは実態を

把握できるようなセクションが必要だ、協議の場

が必要だと思いますけれども、副市長はどういう

見解をお持ちですか。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 総合戦略の中におきま

しては、経済元気化プロジェクトということで先

行して進めさせていただいておりますが、その中

でＫＰＩあるいはデータ分析ということも進んで

おります。ただ、総合戦略の重点プロジェクトは

やはり横串というのが１つありますので、御指摘

のとおり市内の経済状況についてはまちづくり懇

談会、あるいは進めております総計の意見の交換

会におきましても人手不足ですとか、そのような

切り口からたくさんのお話伺っております。先ほ

ども申しましたとおり、一つの施策については一

つの目的だけではなく、複合した政策目標、政策

効果は必要だというふうに認識しております。そ

うなると、当然庁内におきましても横展開をしな

がらというセクションが必要であるという認識を

しております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 転ばぬ先のつえ、あ

るいは物事が起きてから対応しようとしてもなか

なか企業というのはそれだけの体力がなくなって

きていると。難しい状況もありますので、実態把

握とやっぱり的確な判断をされるような取り組み

をぜひ御期待をしておきたいと思います。

それと、市内団体についても午前中の佐々木議

員と高齢者事業センターのお話がありましたけれ

ども、本当に市内の各種団体というのは高齢化が

進んでいると。私も心配するのは、５年、１０年

したら各団体が本当に活動ができなくなるような

状況があるのではないかと。既に中村部長の答弁

の中でも高齢化、人口減少の影響があるというこ

とも推察しているというお話がありましたけれど

も、それぞれのセクションでやはりそれぞれが抱

える団体の実態あるいは見通し、要するにお金を

補助しろということではなくて、実態をしっかり

把握してお互いにそれぞれの団体が存続していく

ような道を探るような取り組みが必要と思います

けれども、これは全部署にわたりますので、改め

てまた橋本副市長にお伺いしておきたいと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 実際それぞれの各団体

で高齢化が進んでいる。代表的なものは、ずっと

お話のあるとおり町内会の役員さんのところも当

然ですけれども、私の所属している団体でも高齢

化、人材不足、人がいないというのは進んでおり

ます。これは、補助金、負担金の見直しのときに

も多少表に、内実として少しずつわかってはきて

いたのですけれども、やはり人がいなくてなかな

かその事業が進まない。そして、行政側としては

団体サイドと協調しながらいろんな広域的な事業

も行っているということでありますので、行政サ

ービスの面からも非常にかかわりの深い問題であ

ります。改めて情報収集、それから対応策につい

て練り上げていきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 本当にこれは、私は

喫緊の課題だというふうに思うのです。私が所属

する団体あるいは同じように活動する団体を見て

も、多分この５年、１０年で全道的にも半分ぐら

いになるのではないかというぐらいの状況で推移

している。平均年齢は、もう７０歳を超えてしま

っていると。５０代でいる会員の皆さんのほうが

少ないという実態がやっぱりあるのです。これは、

地方に行けば行くほどその状況が強くなっている

ので、それは一番はやっぱり市民生活への影響と

いう、あるいは市民活動への影響というのは否め

ませんので、ぜひそのことについて御留意をいた

だいて、早急に取り組まれることをお願いをして

おきたいと思います。

次、名寄の冬を楽しく暮らす条例についても中

村部長からるる説明がありましたけれども、名寄
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の冬を楽しく暮らす条例については平成元年に制

定されて、行動しておりますけれども、一方庁内

には検討委員会という組織があります。委員長は

副市長と、副委員長で総務部長と建設水道部長と

いうふうになっておりますが、天野建設水道部長、

ここに行ってどういう提言をされましたか。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 私今現在建設水

道部長のポジションにつきまして、昨年の春から

１年３カ月の期間でございまして、検討会なる会

議、今私の手元に全く材料なくて申しわけないの

ですけれども、会議等々あって発言したかという

のは記憶、記録等持ち合わせていませんので、何

とも申し上げられませんけれども、機会があれば

当然私どもの建設、除排雪の立場で何か意見など

を申し上げねばならぬ機会であろうというふうに

は理解していますけれども、ちょっと間違いない

記録等々手元にございませんので、そのぐらいで

御理解いただければと思っています。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 要するにやっていな

いのです。結局こういういい全国的にも珍しい名

寄の冬を楽しく暮らす条例を制定をして、それを

推進するために庁内でもこういう委員会をつくっ

た。なぜ副市長、開かなかったのですか。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 開いていなかったこと

については、改めておわび申し上げなければなら

ないと思っております。私の記憶ですと、平成２

７年度の後半か２８年度の前半に一回開いたとい

うふうふうに記憶しておりますが、そのときは改

めて冬の暮らしを含めて利雪・親雪というキーワ

ードでどういうことができるのだろうということ

で、それぞれまず検討、そして調査、それで今度

どういうふうに展開するのだと、一回整理をしよ

うということで集まったのがそのときであります。

それから、冬というキーワードが重要になってま

いりまして、それは認識しておったのですけれど

も、現実には開いていないのが実態でありまして、

本当に冬というキーワードから、利雪・親雪とい

うキーワードから、今名寄市のまちづくりに対し

て非常に大きな観点を占めております。早急にこ

こは対応させていただきたいと思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） なぜそれを言うのか

というと、実は名寄市は安全、安心の都市宣言を

しております。加えて名寄市犯罪のない安全で安

心な地域づくり条例をつくっております。もう一

つは、これに付随する委員会もつくっております。

名寄市犯罪のない安全で安心な地域づくり条例に

基づく協議会であります。先日協議会が開かれま

した。いつになく担当職員の方が熱心で、ぜひ出

席してほしいということで各団体に連絡して、だ

めだったら代理を出してくださいということで、

これは三島部長がよく御存じだと思いますけれど

も、ほとんどの団体の方が代表参加されていまし

た。委嘱状の交付がありました。ところが、その

説明に市長はきょう議会対応で答弁調整のために

来られませんと。なぜこういう２年間の委嘱をし

て、これから安心、安全なまちをつくろうという

ために協議をしようとする場にわずか５分か１０

分その庁議を休んででも来て、辞令交付をして挨

拶をするということができないのか。会議の中で

も委員の中から、２時間近く議論をしましたので、

何でこういうときに長がいないのだという話がや

っぱり出ていましたけれども、私はせっかく条例

をつくって、それを生かさない、利雪・親雪もそ

うでありますけれども、何でそういうことになる

のかというのが本当にわからないのです。一生懸

命皆さん本当に忙しい中、町連協の会長を初め警

察署も事件があったみたいですけれども、署長来

られないので、副署長が来てすぐお帰りになりま

したけれども、やっぱりそうやって皆さん出てき

たのです。それを市長は議会対応で出られません

と。どこかの会議へ行って御挨拶というのならい

いですけれども、答弁調整をしているから出られ
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ないというのは、それは私は説明としては余りに

もやっぱりお粗末と言わざるを得ないですけれど

も、改めて市長はその辺どういうふうにお感じに

なっていますか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 安全安心地域づくり推進

協議会、非常に大切な会議でございまして、この

会議にどんな用事があったにせよ、出席できず、

委嘱状が直接交付できなかったことはおわび申し

上げたいと思います。加えて今利雪・親雪の条例

に鑑みてのさまざまな委員会の運営だとか、その

時々で設置をした条例が時代の変化とともにそれ

がどんなふうに検証されていき、また運用されて

いくのかということをいま一度それぞれの特に横

串を刺すように組織にまたがるような委員会ある

いはそうした条例については見直さなければなら

ないのかなというふうに改めて考えているところ

でございます。当然地域づくり、安心、安全の会

議に関してもいろんなそれこそ安心、安全をつか

さどる地域の会議等もあろうかと思いますので、

改めてそうしたこと全体を見据えた中でいま一度

そうした会議のあり方についてもしっかりと検証

してまいりたいというふうに思います。申しわけ

ございませんでした。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） これは、別に本当に

市長が悪いわけではないのかもしれません。事務

方を含めてしっかりそこを把握していないと、私

は来ている市民の皆さんにやはり違和感を与える

だろうと。特に今さら言う必要もないですけれど

も、その会議は先ほど２時間ぐらいやったと言い

ましたが、１時間過ぎた後、市長のランプはつい

ていました。ということは、市長は戻っていたの

です。だけれども、それでも来られないというの

で、帰るときは皆さんやっぱりそれを見ていくわ

けですので、いるだろうという話になったら余計

不信感を仰いでも困りますので、ぜひそういうこ

とは細心の注意を払っていただきたい。特にこの

種条例については、せっかくつくって、生かすこ

とのための条例ですので、つくることは、これは

議会側もそうでありますが、ベストではなくて、

生かすことがベストですので、その辺は誤解のな

いようにお願いしたいと思います。

それと、大学のことも独立行政法人化について

はまた議論する機会があると思いますけれども、

今回は特に市長選が無投票だということもあって、

ある意味で市長のパンフレットも見ましたけれど

も、あの会報が一つの市長のマニフェストになる

のかなという思いをすると、２期８年間実績を持

った市長がさらに３期目４年間やるときにこれは

やるのだという意気込み、それは新人がやる公約

とは違って、やはり実績を持った市長がやるとい

うことには相当の決意があるのだなと。特にあそ

こは、名寄市立大学の進化というところの次に独

立行政法人の検討というと、独立法人化なくして

進化なしというふうに捉えられても不思議ではな

いという、私はそういうふうに捉えてしまったの

で、市長は検討していくということでありますの

で、これは合意が絶対必要でありますので、ぜひ

そういうふうに慎重にお進めいただいて、いずれ

にしてもいい名寄市づくりのためにさらに３期目

４年間御健闘されることをお祈りして、終わりた

いと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で佐藤靖議員の質

問を終わります。

住宅セーフティネット制度について外３件を、

高橋伸典議員。

〇１５番（高橋伸典議員） 議長の御指名をいた

だきましたので、通告順に従いまして、４点御質

問をさせていただきます。

大きい項目１点目、住宅セーフティネットの制

度について御質問いたします。市民生活の安全の

観点から、現在市では名寄市空家等対策計画に基

づき、市内全域の空き家の実態を調査し、把握に

努め、随時更新、削減等を行いながら、データベ

ース化を進めていることと思われます。その中で
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も管理状態が良好な物件は貴重な住宅資源であり、

利活用の促進が望まれるところでございます。所

有者が販売や賃貸等の意向がある場合、物件の利

活用を促進するため、名寄市空家バンクも制度化、

運用されていますが、空き家の実態とその状況の

理事者の御見解をお願いをいたします。

昨年９月定例会で御提案いたしました空き家等

住宅セーフティネット制度についての促進につい

て御質問させていただきました。空き家等を住宅

確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として賃

貸人が都道府県に登録する、自治体が指定するＮ

ＰＯ法人などが居住支援法人として入居希望者を

サポートしてまいるという制度であります。居住

支援協議会には地方公共団体が入り、不動産団体、

居住支援団体が協力し、都道府県に登録、住宅確

保要配慮者の支援を行うとしております。名寄も

北海道に登録をし、北海道との協議の状況につい

てお答えをいただきたいというふうに思います。

市民が住みやすい家やまちをつくっていくため、

将来どんな家に住み、どんなまちに暮らすのかと

いう目標のみんなが安心して愛着を持って住み続

けられる名寄らしい住まい、居住環境の基本理念

のもと名寄市住宅マスタープランにおける官民連

携による住宅セーフティネットの強化についての

お考えをお聞かせいただきたいと思います。

大きい項目２点目、町内会の加入促進について

お伺いをいたします。町内会加入率は年々減少傾

向にあり、大都市への人口流出や一人世帯の増加、

少子高齢化の影響で町内会加入者は年々減少をし

ておりますが、しかし町内会の地域コミュニティ

ーは、近年大変に重要なコミュニケーションと考

えております。行政として町内会の役割と加入の

現状についての理事者の御見解をお願いいたしま

す。

近年４大化や大型ショッピングセンターの建設

に伴い北部地域や南部地域では共同住宅の建設が

進められております。しかし、町内会では経営者

との協議も進まず、町内会に入らず、広報を配ら

なくてはならない状況が続いております。共同住

宅の加入率、そして名寄市の対策についてをお聞

かせいただきたいと思います。

札幌市では、住民の町内会加入率向上を願い、

町内会加入促進条例を議会提案を設ける方針であ

ります。行政だけでなく、独居高齢者の見守りや

生活道路の除排雪、公園管理、電灯管理、ごみス

テーションの管理などに伴う町内会を人口減少時

代に貴重な地域自治組織と位置づけ、住民から入

りたいと思わせる町内会づくりが大切で、市民に

自治意識が芽生えれば住みよいまちを育てること

につながるため、町内会加入の促進条例の制定を

進めようという考えであります。本市としての考

えをお聞かせいただきたいというふうに思います。

大きい項目３点目、通学路の交通安全対策につ

いてお聞かせをいただきたいと思います。毎日の

ように通学中の小学生、中学生が高齢者等々の交

通事故に遭い、痛ましい事故がふえ続けておりま

す。本市の各学校の交通安全対策の現状について

お聞かせをいただきたいというふうに思います。

名寄中学校の手押し信号、国道４０号新名寄橋

手信号、西１０条南１１丁目手押し信号の青の作

動中、子供が渡っていても車両が進入するし、車

が大変多く、父兄から交通事故がいつ起きてもお

かしくないということをお聞きし、今回質問させ

ていただいております。今まで横断歩道の要望や

横断歩道は車道が曲がっているため横断歩道は設

置できない等々ありました。今回手押し信号機が

設置されているために、その手押し信号が作動中

は歩車分離方式として信号機の設置ができないか

という父兄からのお願いがありましたので、その

部分をお聞かせをいただきたいと思います。

また、国道４０号新名寄橋で冬期間豊栄川歩道

通路に進入する際、道路がつるつるで車道を一度

出て歩道の通学路に入らなければいけない。小学

生には大変危険である。新名寄橋の欄干を短くし、

歩道を直接つけられないかという、開発に要請で

きないかというお話がありました。次世代を担う
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子供のかけがえのない命を社会全体で交通事故か

ら守ることが重要なことと思います。この対策に

ついて理事者の御見解をお願いをいたします。

大きい項目４点目、名寄市営球場の現状につい

てお聞きをしたいと思います。名寄市営球場は、

昭和４７年に開設され、昭和５５年、平成７年と

大規模改修を終え、今に至っていると思います。

いろんな方が質問をし、予算の工面もあり、また

いろんな部分で改修ができないというお話があり

ました。少年野球で試合観戦している子供のユニ

ホームに緑の塗料がついてしまう、観客席の整備

はどうなっているのかというお聞きをしておりま

す。また、大会期間中駐車場が狭く、駐車場対策

は何とかならないのかというお話があります。こ

の件について理事者の御見解をお願い申し上げ、

壇上での質問を終わらせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 高橋議員からは、大項目

で４点にわたって質問をいただきました。大項目

２の小項目１、町内会の役割と加入率の現状につ

いてのうち、町内会の役割と現状については私か

ら、加入率の詳細について及び小項目２、３につ

いては総務部長、大項目１及び大項目３の小項目

２、３については建設水道部長、大項目３の小項

目１及び大項目４については教育部長からそれぞ

れ答弁となります。

大項目の２、町内会の加入促進について、小項

目１、町内会の役割と加入率の現状についてのう

ち、町内会の役割と現状についてお答えをいたし

ます。町内会につきましては、住みよい地域社会

を築き、地域の防災、防犯、環境美化など協働の

まちづくりを進めていくための重要な基盤となる

組織であると認識をしており、町内会により主体

的な活動が活発に行われていることから、それを

促進するための支援を行っているところです。し

かし、一方では少子高齢化や生活様式と価値観の

多様化により地域連帯感が希薄化となり、町内会

の加入率の低下など課題があることも認識をする

ところでございます。

町内会の加入率につきましては、風連地区が住

民自治組織を行政区から町内会へ移行した平成２

２年度より、名寄市全体の町内会加入率を算出し

ておりますが、加入世帯数、加入率ともに減少傾

向が続いているところであり、自治コミュニティ

ーの基礎となる町内会の運営に厳しさが増してい

る状況と認識をしているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 私からは、初めに大

項目の２、町内会の加入促進について、小項目１

の加入率の詳細についてお答えいたします。

町内会加入率につきましては、平成２２年度よ

り名寄市全体の町内会加入率を算出しており、平

成２２年度では１万 ００２世帯のうち加入世帯

１万７６７で加入率８ ８１％、平成２８年度で

は１万 ８５２世帯のうち加入世帯が１万４３で

加入率７ １４％、平成２９年度では１万 ６９

４世帯のうち加入世帯が ８９８で加入率７ ９

７％となっているところです。

次に、小項目２、共同住宅の加入率と対策につ

いてお答えいたします。町内会の加入状況につき

ましては、共同住宅や戸建てなどを区分した加入

状況の把握は困難なため、全体的な加入状況の把

握までとなっています。共同住宅の建設後に居住

されている世帯の町内会加入が進まない点につき

ましては、それぞれの町内会の工夫による加入促

進策として加入案内チラシの配布や町内会報によ

る活動案内、行事の周知をするなど、未加入者へ

呼びかけや町内会からの情報発信が実施されてい

るところです。このほかでは、共同住宅に限らず

加入促進の対応として、転入者に対して市役所窓

口での加入案内を実施しております。さらに、市

の広報紙、ホームページのほか町内会連合会で発

行しております連合会だよりにおいて加入案内と

あわせて町内会活動の必要など周知を行い、地域

づくりへの参加についてもお願いしているところ

でございます。
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次に、小項目３、町内会加入促進条例の考え方

についてお答えいたします。札幌市を初め全国で

も幾つかの自治体で住民参加のまちづくりを推進

することを目的とした条例制定や制定に向けた取

り組みがあるところと認識しております。防犯、

防災や環境美化など町内会の自主的な活動を通じ

て住民の地域自治意識が地域に根づいており、行

政としてもその活動を支援しているところであり

ますが、人口減少や生活様式の多様化による町内

会活動の参加者の固定化、減少などの声も聞かれ

るところです。地域自治につきましては、本市の

まちづくりを進める原則的な考え方として名寄市

自治基本条例を定めており、自治コミュニティー

の基礎的な組織である町内会活動への参加につい

ても促しているところです。新たな条例を設置し、

さらなる住民参加の気風をつくり上げる必要性も

認識しているところですが、現段階では自治基本

条例の基本原則に沿って行政としても町内会と連

携しながら広報活動などを通し、住民意識啓発を

継続していきたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） それでは、私か

らは大項目１、住宅セーフティネット制度につい

て及び大項目３、通学路の交通安全対策について

の小項目２、手押し式信号機設置箇所の歩車分離

について、同じく小項目３、冬期間における新名

寄橋の周辺等通学路の安全対策について答弁させ

ていただきます。

大項目１の住宅セーフティネットについては、

小項目１から３と一括してお答えをさせていただ

きます。初めに、小項目１、空き家、空き室の状

況と対策についてお答えいたします。空き家の状

況については、この間も地域の協力を得ながら実

態把握に取り組んでまいりましたが、より詳細な

実態把握を行うため、大手地図メーカーのデータ

を基礎資料とし、平成２９年度において名寄地区

市街地の空き家と思われる戸建て家屋データ３３

０件の概況や破損状況、敷地内の立木、ごみなど

の実態について目視調査を実施しております。内

訳としましては、空き家と確認できた物件につい

ては１７３件、市民等が居住し、空き家ではなく

なった物件については６２件、解体されていたも

の６２件という状況となっております。また、公

務員住宅等は居住していませんが、国や北海道が

管理をしている物件が３３件含まれておりました。

今年度においては、名寄地区農村部や智恵文地区、

風連地区の１００件程度の家屋について調査を実

施し、市内全域の実態把握を行いたいと考えてお

ります。また、基礎データにおける集合住宅等の

空き家等について目視調査を行っておりませんが、

件数には約３００件程度が示されております。

名寄市空家等対策計画に基づいた空き家の利活

用促進に向けた名寄市空家バンクについては、開

設以降いまだ登録がない現状であります。現在の

名寄市においては、住宅に対する需要と供給が集

合住宅も含め市場に流通している物件の中で需要

を満たしていると考えており、空家バンクを介し

た利活用までは広がりを見せておりませんが、今

後も制度としての運用は協定を結んでおります宅

地建物取引事業者にも協力をいただきながら継続

してまいります。

次に、小項目２、北海道との協議状況について

お答えいたします。北海道では、平成２９年１０

月に住宅セーフティネット法の一部改正に伴い、

新たな住宅セーフティネット制度として北海道居

住支援協議会を立ち上げており、各自治体には協

議会への参加意向を打診があり、名寄市において

も参加することを決定してきたものです。現在参

加自治体数は１４７市町村ということであります。

北海道居住支援協議会は、今後年１回開催される

予定であり、内容としては民間賃貸住宅に関する

情報の共有、居住支援方策の検討、構成員が実施

する施策等について協議を行い、豊かで住みやす

い地域づくりと福祉の増進に寄与することを目的

としています。今後は、道内の居住支援に関する
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情報を協議会の関係者間で共有、協議を進めるこ

とができるようになるため、名寄市内の住宅確保

要配慮者や民間賃貸住宅の賃貸人に対して民間賃

貸住宅への円滑な入居促進など新たな住宅セーフ

ティネット制度の情報提供などを進めてまいりた

いと考えております。

次に、小項目３、名寄市住宅マスタープランに

おける官民連携による住宅セーフティネットの強

化についてお答えいたします。名寄市住宅マスタ

ープランの策定において、少子高齢化や人口減少

など住生活をめぐる課題を踏まえて、住宅施策の

方向性をわかりやすくするため、暮らしの持続、

安心できる暮らしなどの目標とともに、重点的に

取り組むべき施策として民間事業者が整備する賃

貸住宅の活用も含めた住宅セーフティネットの役

割について示しております。名寄市の住宅支援は、

公営住宅による居住の確保を中心に展開していま

すが、少子化や高齢化とともに今後は住宅確保要

配慮者の増加により居住支援のニーズが高まるこ

とが予想されます。民間事業者の中では、既にサ

ービスつき高齢者向け住宅などの整備が進められ、

公営住宅以外でのセーフティネットとしての多様

性も進展していると認識していますが、市内には

民間の賃貸住宅が多く存在し、真に住宅が困窮さ

れる方や居住支援ニーズがどこにあるかなど現時

点では実態が明らかではない部分もあります。将

来の住生活や居住の安定確保が図られるよう庁内

福祉関係部署等との情報共有のみならず、民間不

動産業者や事業者との連携によって市民の多様な

住生活に対応していけるよう住宅マスタープラン

の立ち上げに努めてまいりたいと考えております。

続いて、大項目３、通学路の安全対策について

の小項目２、手押し式信号機設置箇所の歩車分離

についてですが、当該地点の信号機の設置につい

てはこれまでも地域、ＰＴＡ等からも要望もあり、

市内１９カ所の信号機や横断歩道、標識の設置等

について本年１月２４日付で名寄警察署を通じ市

として要望を上げているところです。ほかの要望

も含め引き続き解決策を求め、通学路の安全対策

としての位置づけにおいて今後も関係機関と協議

をしてまいります。また、学校を通じても児童生

徒に対し登下校時の当該地点を横断する際の注意

喚起を行ってまいります。

次に、小項目３の冬期間における新名寄橋周辺

通学路の安全対策についてお答えいたします。名

寄南小学校の通学路である市道南１３丁目通、通

称１６線でございますが、名寄南小学校玄関や市

営南プールを結ぶ豊栄川に架設されたみなみっこ

橋が接続している河川沿いの舗装道路には、北海

道管理河川であります豊栄川の管理用道路として

整備されてまいりました。また、国道４０号新名

寄橋は、廃線となったＪＲ深名線と交差していた

国道４０号深名跨線橋が解体された後に豊栄川を

渡る橋梁として新しく整備されました。この管理

用道路と新名寄橋の歩道部については、約３０メ

ートルの間接続がされておらず、管理用道路を新

名寄橋に向かってきた場合、道路が切れた箇所か

らは車道を通るか、または南側の歩道へと車道を

横断することになり、議員からの御質問と同様の

内容で小学校関係者やＰＴＡからも要望をいただ

いている案件でもあります。豊栄川の管理用道路

造成時に北海道に対し新名寄橋の歩道への接続を

協議しましたが、接続先である新名寄橋の歩道と

は高低差があり、接続した場合、河川側に土盛り

分ののり面が生じ、河川断面を確保することがで

きなくなることから、歩道への接続は構造的に無

理となり、現在の施行に至った経緯がございます。

これまでも注意喚起の看板の設置などを行ってお

りますが、今後の対策といたしましても歩道への

接続や横断歩道の設置は現状ではすぐには難しい

ため、積雪により道路が狭くなる冬期間において

は特に危険なことであることから、通学路の除排

雪や児童が車道を横断する場合の箇所の砂まきの

回数をふやすなど対応を徹底してまいりたいと考

えておりますので、御理解願います。

以上、私の答弁とさせていただきます。
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〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 私からは、大項目３、

通学路の交通安全対策について、小項目１、通学

路の交通安全対策の現状について、あわせて大項

目４、名寄市営球場の現状についてお答えします。

まず、大項目３、小項目１の通学路の交通安全

対策ですけれども、本市での通学路における交通

安全対策について、信号機や横断歩道などの設備

整備につきましては毎年度各学校からＰＴＡ連合

会を通じ市に要望が出され、担当部署から関係機

関への働きかけがなされているところです。しか

し、関係機関も厳しい財政事情の中にあり、なか

なか要望どおりの整備は進んでいませんが、引き

続き通学路の安全確保のための取り組みを進めて

いきたいと考えています。

また、各学校での交通安全指導や見守りなどの

取り組みにつきましては、各学校と家庭、地域、

関係機関が協力した交通安全教室や教職員による

街頭指導が行われたり、保護者や安全安心会議、

地域の方々の通学路上での見守りなどが実施され

ているところです。市としましても女性交通安全

教育指導員を複数校に配置するなど、通学時の安

全対策に努めております。今後教育委員会としま

しては、名寄警察署、道路管理者、校長会やＰＴ

Ａ等の関係機関をメンバーとした（仮称）名寄市

通学路安全推進会議を設置し、継続的な通学路の

安全を確保するため、合同点検を行うなど効果的

な対策を実施するとともに、対策実施後の検証も

行いながら対策の改善、充実を進めることができ

る体制づくりに努めていきたいと考えております。

続いて、大項目４、名寄市営球場の現状につい

てお答えします。まず、小項目１の観客席の整備

についてですが、名寄市営球場については年間約

０００人を超える利用があり、昨年は少年野球

の全道大会が行われるなど毎年２０以上の大会が

開催され、子供から大人まで幅広く利用されてお

ります。市営球場の観客席の整備につきましては、

平成２５年にスコアボードの大規模改修にあわせ

て観客席の塗装を行ってきたところです。

議員から指摘のあった観戦中の観客の衣服や選

手のユニホームに塗装が剥がれて付着している事

案については、現地を確認したところ、何らかの

手だてを講じる必要がある状況と考えております

ので、指定管理者である体育協会とも対応を検討

していきたいと考えております。

次に、小項目２の市営球場の駐車場対策につい

てお答えをします。市営球場を御利用される皆さ

んには、名寄公園の共用駐車場を利用していただ

いており、専用の駐車場はございません。特に少

年野球の大会においては、子供たちの応援に多く

の保護者の皆さんが球場に駆けつけていただいて

いることから、球場近くの駐車場は大会関係者、

選手、応援者の車両並びに公園利用者の車両で満

車になることが多く、御不便をおかけしていると

ころです。市営球場のあり方については、これま

でに議会においても駐車場整備以外にも本球場や

サブ球場の改修など御要望をいただいているとこ

ろですが、財政上の理由等により市民ニーズに合

った整備ができていない状況にございます。今後

につきましても改修に係る財源確保と市全体の公

共施設の整備計画とのバランスを図りながら、ス

ポーツ施設の整備を検討するとともに、野球大会

を運営する野球連盟とも協議しながら、何らかの

駐車場対策を講じていきたいと考えておりますの

で、御理解をお願いいたします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） 大変ありがとうござ

います。再質問をさせていただきます。

今住宅セーフティネット制度については、あし

た審議がありますので、ちょっと言って終わりた

いなというふうに思っています。空き家自体が名

寄市は結果３３０あって、空き家１７３、そして

使用中が６２、除去６２、そして公営住宅が入っ

ていないですけれども、３３あるということで、

それでも約１００件ぐらいは空き家としてあると



－167－

平成３０年６月２０日（水曜日）第２回６月定例会・第４号

いうことだと思うのです。この現状は、使えるの

か、使えないのか押さえていると思うのですけれ

ども、その状況というのはどうなのか、ちょっと

教えていただきたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） １７３件のうちの使

用できそうな家ということなのですが、これは９

４件居住ができそうだということで報告を受けて

います。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） ありがとうございま

す。先ほどの話では、なかなか住宅メーカーと地

域、居住支援協議会とのお話し合いで、解体され

ているので、大丈夫ですよという状況だったので

すけれども、やはりこのセーフティネット、住宅

確保困難者が低所得者の方の高齢者、障がい者、

そして子育てやっている母子家庭だとか父子家庭

の方々ですので、協議会、北海道入られたので、

ぜひ北海道の協議会に参加して進められていただ

きたいなということをお願いして、セーフティネ

ットは終わらせていただきたいと思います。

次に、町内会の加入促進についてということで

質問をさせていただきます。まず、加入率が２２

年が８ ８１、７ １４、７ ９７という、だん

だん、だんだんやっぱり下がってきている状況に

あります。中村総務部長は、この７ ９７という

のは多いのか少ないのか、自分としてはどう考え

ておられるのか、ちょっとお聞かせをいただきた

いと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 加入率について多い

のか少ないのかということですけれども、なかな

か難しい、言ってしまえば皆さん、地域の方が町

内会に加入をされて、町内会活動はもちろんです

けれども、いろんな行事にも参加をいただくとい

うことでいえば、当然１００％ということで町内

会のほうも目標にされているでしょうし、私ども

もそうあってほしいなというふうには思っていま

す。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） 総務部長が言うとお

り、１００％を目指して、１９４３年ですか、こ

れはほとんど加入が皆さん入らなければならない

ので、１００％だったのですけれども、今の従来

から地域コミュニティーづくりに大きく寄与して

きた町内会、そしてこの機能が本当に必要だとな

ったのは、東日本大震災が起きて、地域住民がこ

の自治組織が防災、そしていろんな観点から高齢

者の見守りだとか部分で、必要を再認識されてこ

られたというのが現状なのです。そして、その一

方で都会には先ほど言ったように人口が入り込ん

で、一人世帯の方がふえ、サラリーマン世帯の方

がふえ、そして自治会に入る方がなかなかいなく

なってきたという部分だと思うのです。ほとんど

共同住宅に入っている若者世帯だとか、一人世帯

の方が入れないというのが現状みたいなのですけ

れども、名寄市もやはり職員の方々も独身の方お

られますし、消防署も独身の方大分おられますし、

病院等も独身の方々が相当おられると思うのです。

ばらばらでもいいですし、一緒にまとめてでもい

いので、職員としてこの町内会の加入状況という

のは７ ９７％と比べたらどんなものなのか、ち

ょっとわかれば教えていただきたいなというふう

に。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） データとしては、少

し古い２５年のデータですけれども、全体として

は市役所、大学、消防、病院、この区分で調査さ

せていただいたら、２５年で８ ８％という数字

となっております。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） わかりました。８

８ということで、安心はしました。安心したので

すけれども、ぜひ役員に、町内会入って活動して

いただきたいというふうに思っております。
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先ほど札幌では自治加入条例を議員提案で出し

ていくという部分なのですけれども、一番最初の

先駆けというのは高森町の町民参加条例が一番最

初なのです、その制定に至った経緯というのは。

自治組織に加入して、自主的かつ主体的に自治活

動をしていく、参加することが住民参加であると

いう認識のもとやられている。先ほど中村部長は、

名寄は自治基本条例の中に町内会に参加するとい

うふうにうたっているので、必要ありませんとい

う、そんな怒らないで聞いてください。やっぱり

行政と協働の主体性を持って町内会という活動を

していかなければならないですし、住民集合体と

言える町内会が必要が強く意識されている状況だ

というふうに私は認識はしているのですけれども、

東日本大震災が起きて自治が重要になってきてい

るという認識は町内会活動している人はわかって

はきているのです。でも、なかなかわからない人

がいます。先ほど札幌の自治加入条例をつくると

いったときに町内会に入りたいとなるような組織

ではなかったらだめだよというふうに言われたの

です。そして、先ほど中村総務部長が名寄に住民

が来たときに加入しましょうという通知を出され

ているということで、１枚もらいました。これで

すよね。こっちですか。

（何事か呼ぶ者あり）

〇１５番（高橋伸典議員） 窓口に渡したときは

こっちですよね。やっぱりこれではちょっと町内

会に入りたいなという雰囲気にならないかなとい

う部分があるものですから、もうちょっと工夫を

していただいて、名寄に来たときにこんなすばら

しい町内会だったら私も加入したいわというよう

な部分というのは何とかできないのかどうかお聞

かせをいただきたいなという。インターネットに

も何か町内会加入の用紙があったのですけれども、

持ってきたかったのですけれども、名寄がこうな

ので、余り変なものを見せると悪いかなと思いま

して、これを何とかいい状況にできないのかなと

いう。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今言われているのは、

市役所の転入の際の窓口のときにということです

ね。それについては、改めて何かいい、町内会に

加入をいただけるような方策がないか内部では話

をしていきたいというふうに思っています。あわ

て御承知かというふうに思いますけれども、名寄

市の広報のほうでも町内会加入というのを出させ

ていただいていますし、これがいいかどうかは別

にして、これではまたなかなか加入促進にならな

いと言われるかもしれませんけれども、こういう

広報でも出させていただいていますし、本当に小

さいのですけれども、実は相当毎月のように出し

てはいます、町内会の案内について。市役所の中

で何ができるかということでいえば、転入者に対

する窓口での御案内ですとかということでありま

すし、広報を通じてということなのですけれども、

たまたま今回５月末に御承知のとおり鈴石会があ

りまして、その中で私のほうから特にことし転入

をされた各企業職場の皆さんについて、このチラ

シと加入用紙をもって説明をさせていただいてい

るところでございます。実績としては、まだなか

なか鈍いわけですけれども、そういったお願いも

させていただいていることについてぜひ御理解を

いただきたいと思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） 御理解はいたします。

理解するのですけれども、なかなか進んでこない

というのが現状かなという部分がありますので、

私たちも努力をします。行政でもやっぱりしっか

りこの加入の部分は努力していただきたいのと先

月うちの町内会でも共同住宅の方々に何十件とチ

ラシを配って案内の会合をやりました。一人も来

なかったです。すごく寂しいものですね、ああい

うのは。うちらの努力も足りないのかなという部

分がありますけれども、行政としてもしっかりこ

の町内会加入できる体制を整えていただきたいと
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思うのです。

そして、加入促進の条例をつくるという部分で

は、共同住宅、最初言ったところもそうですし、

大都市でも加入促進条例をつくっているところと

いうのは共同住宅を入らせるためにつくっている

ところが多いのです。目的としては、加入促進と

自治の活動の活性化を図るためなのだけれども、

それが主な目的なのですけれども、もう一つは集

合住宅の建設に際して事前協議、手続等の条例を

定めているのです。部長わかっているように、私

の友人もそうですけれども、札幌のマンションや

何かは家賃と一緒に別個に町内会費取られるので

す。こういう状況が名寄でもこの条例をつくれば

できるのかなという、自治基本条例があるからあ

れなのですけれども、これはどうなのでしょうか

というか、こういうところをやっているというと

ころあるのです。名寄としてはどうなのかという

考えがあれば、ちょっとお聞かせをいただきたい

なというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 確かに私の息子も札

幌にいたときに、きっと家賃の中ではなくて管理

費の一部みたいなことで、少し名目上があってと

いうことだというふうには理解しています。ただ、

いずれにしてももともと町内会が任意団体ですし、

町内会費についてもこれは実は最終的に納める、

納めないというのはやっぱり個人の判断になるの

かなというふうに考えていまして、果たして業者

の皆さんと契約をして、例えばそれが入居の条件

になっている、当然契約するわけですけれども、

契約したとしても実際に住む方が払うかどうかっ

てこれはまた別問題なのかなというふうに理解を

していまして、議員のほうからそういう条例の関

係あるいは町内会費に関して、特に集合住宅につ

いて目的意識を持って少しやってほしいというこ

とだと思いますので、その辺は改めて連合町内会

含めて考えさせていただきたいというふうに思っ

ていますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） よろしくお願いしま

す。やはり各町内会もすごく御苦労されているの

が現状です。そういう部分で行政も汗を流してい

ただいて、町内会の気持ちにちょこっとでも入れ

るような体制を整えていただきたいことをお願い

します。

次、通学路の交通安全対策についてお伺いいた

します。平成３０年春の全国交通安全運動推進要

綱が中央交通安全対策会議交通対策本部決定で出

されました。そして、この中の目的は交通安全に

対してです。でも、５項目の運動重点の４つのう

ち、１番目に書かれているのが次代を担う子供の

かけがえのない命を社会全体で交通事故から守る

ことが重要であるにもかかわらず、依然として道

路において子供が危険にさらされていること、特

に新年度になり、入学や進級を迎える４月以降に

小学生の歩行中または自転車乗用中の交通事故が

増加傾向にあるというふうに、そしてこれを安全

対策をしていこうと４点あるのですけれども、そ

れに書かれております。私は、現地も何回も見て

いますし、本当に危険なのはすごく危険なのです。

でも、毎回この質問が出るときには道路が曲がっ

ているから横断歩道つけられないよ、あれだから

信号つけられないよ、あとはもう安全対策しかな

いのだよという部分はわかるのですけれども、ど

うすれば、父兄の方々は手信号青なのに、子供渡

っているのにこうやって曲がって横断歩道に入っ

ていっているという状況を見て、やはり安全では

ないなというのは皆さん思うと思うのです。それ

を少し行政と町内会も心配されていますし、父兄

も心配されているので、しっかりそこらの対策を

やっぱり進めていったほうがいいのかな。学校で

道路の安全対策の指導をするのは当然です。それ

は当然なのです。でも、その前に我々の行政と議

会、そして関係者がそこの危険箇所を改善してい

くというのが一番最初かなと私は思っている。安

全対策をやるのは当然だから、それを変えていか
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なければいけないというのが我々行政との動きか

なというふうに思っているのですけれども、どの

ようなものでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） まさに議員今おっし

ゃられたとおりだと思っていまして、先ほど答弁

の中で交通安全に関する要望というのはかなりい

っぱい出てくるのです。年間に１０件とか２０件

とか出てまいりまして、それは実はまとめてペー

パーにして警察のほうに要望を出すという形態を

とっているのです。ただ、これだと今おっしゃら

れた地域の要望とか、生の声とか、そういうもの

は伝わらないのではないのかなという、そういう

思いもありまして、実は今回豊西小学校の通学路

の関係、当然横断歩道ですとか、そういう関係、

それとＥＮ―ＲＡＹホールの関係もありました。

こういう一覧表でまとめて要望を出すというので

はなくて、ある程度地域の方含めて、要望する方

を含めて生の声を警察署のほうに届けるような形

態とれないかということで考えておりますので、

機会があれば後ほど相談させていただきたいなと

思っておりますので、よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） よろしくお願いしま

す。やはり生の声にするのか、あそこはもう１０

年来ずっと父兄から安全対策をしてほしいと出て

いる場所なのです。私の息子が中学校時代からず

っともう出ている部分のところですから、それが

やっぱりいまだにできない。何かあって交通事故

でも起きればすぐ警察は対応するのですけれども、

公安は対応するのですけれども、その前にやっぱ

り起きない体制をつくるのが大切かなというふう

に思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。

最後に、名寄市営球場について、緑の部分は改

善をさせていただくということで、早急に対応し

ていただきたいなというふうに思います。

先ほど部長言っていましたが、公共施設の整備

計画の中で、やはり名寄市営球場がおくれている

原因、名寄に２万 ５００ぐらいの人口で球場が

２つが必要なのか、風連がいいから風連にしっか

りやるのか、名寄は残しておくのかという、そこ

ら辺もかかわってくるのかなという部分があると

思うのですけれども、今現時点では両方使われる

という部分で考えているのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 先ほど答弁の中で申

しましたけれども、名寄球場、サブ球場含めて

０００人ほど年間利用者がございます。また、風

連の球場につきましても大体年間 ０００人程度

の利用がございます。全道大会規模の野球大会に

なりますと大体少なくても３球場が必要だという

こともございまして、その面では非常に２球場あ

るということは大会誘致の中でも有利に進んでお

ります。名寄球場につきましては、普通の大会の

ほかにも朝野球ということでチームが試合をやっ

ておりますので、名寄市内のチームですから、そ

のチームが風連に行ってやるというのはなかなか

現実的ではないということもございますから、当

面の間は利用状況もありますので、名寄球場、風

連球場は使っていきたいなというふうには今の段

階では考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） わかりました。ぜひ

予算の関係もありますけれども、観覧席や何かの

ときに服に塗料がつくというのもちょっと厳しい

のかなというふうに思いますし、予算余りかけず

に改善されることをお願い申し上げるとともに、

両方の球場を使うのであれば駐車場対策をしっか

り野球連盟と御相談いただいて、対応していただ

くことをお願い申し上げ、私の質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で高橋伸典議員の

質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。
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お疲れさまでした。

散会 午後 ２時５３分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 川 口 京 二

署名議員 熊 谷 吉 正
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開議 平成３０年６月２１日（木曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 議案第１号 名寄市住宅マスタープラ

ン（第２次）の策定について

日程第４ 議案第９号 平成３０年度名寄市一般

会計補正予算（第１号）

日程第５ 議案第１０号 平成３０年度名寄市介

護保険特別会計補正予算（第１号）

日程第６ 議案第１１号 平成３０年度名寄市立

大学特別会計補正予算（第１号）

日程第７ 議案第１３号 財産の取得について

日程第８ 議案第１４号 平成３０年度名寄市一

般会計補正予算（第２号）

日程第９ 意見書案第１号 北海道主要農作物種

子条例の制定に関する意見書

意見書案第２号 ２０１９年度地方財

政の充実・強化を求める意見書

意見書案第３号 「３０人以下学級」

の実現、義務教育費国庫負担制度堅持

・負担率１／２への復元、「子どもの

貧困」解消など教育予算確保・拡充と

就学保障に向けた意見書

意見書案第４号 平成３０年度北海道

最低賃金改正等に関する意見書

意見書案第５号 教職員の長時間労働

解消に向け、「公立の義務教育諸学校

等の教育職員の給与等に関する特別措

置法（給特法）」の廃止を含めた見直

しを求める意見書

意見書案第６号 旧優生保護法下にお

ける優生手術の被害者に対する補償及

び救済等の早期解決を求める意見書

意見書案第７号 ケアプラン点検によ

る利用制限、ケアプラン有料化を実施

しないよう求める意見書

意見書案第８号 非婚ひとり親に寡婦

控除のみなし適用をする所得税法改正

を求める意見書

意見書案第９号 地域材の利用拡大推

進を求める意見書

日程第10 報告第９号 例月現金出納検査報告に

について

日程第11 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

日程第12 委員の派遣について

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 議案第１号 名寄市住宅マスタープラ

ン（第２次）の策定について

日程第４ 議案第９号 平成３０年度名寄市一般

会計補正予算（第１号）

日程第５ 議案第１０号 平成３０年度名寄市介

護保険特別会計補正予算（第１号）

日程第６ 議案第１１号 平成３０年度名寄市立

大学特別会計補正予算（第１号）

日程第７ 議案第１３号 財産の取得について

日程第８ 議案第１４号 平成３０年度名寄市一

般会計補正予算（第２号）

日程第９ 意見書案第１号 北海道主要農作物種

子条例の制定に関する意見書

意見書案第２号 ２０１９年度地方財

政の充実・強化を求める意見書

意見書案第３号 「３０人以下学級」

平成３０年６月２１日（木曜日）第２回６月定例会・第５号
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の実現、義務教育費国庫負担制度堅持

・負担率１／２への復元、「子どもの

貧困」解消など教育予算確保・拡充と

就学保障に向けた意見書

意見書案第４号 平成３０年度北海道

最低賃金改正等に関する意見書

意見書案第５号 教職員の長時間労働

解消に向け、「公立の義務教育諸学校

等の教育職員の給与等に関する特別措

置法（給特法）」の廃止を含めた見直

しを求める意見書

意見書案第６号 旧優生保護法下にお

ける優生手術の被害者に対する補償及

び救済等の早期解決を求める意見書

意見書案第７号 ケアプラン点検によ

る利用制限、ケアプラン有料化を実施

しないよう求める意見書

意見書案第８号 非婚ひとり親に寡婦

控除のみなし適用をする所得税法改正

を求める意見書

意見書案第９号 地域材の利用拡大推

進を求める意見書

日程第10 報告第９号 例月現金出納検査報告に

について

日程第11 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

日程第12 委員の派遣について

１．出席議員（１６名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 川 口 京 二 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 東 川 孝 義 議員

１０番 塩 田 昌 彦 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（２名）

１番 浜 田 康 子 議員

６番 奥 村 英 俊 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 渡 辺 敏 史

書 記 開 発 恵 美

書 記 長 正 路 慶

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 中 村 勝 己 君

参 事 監 松 岡 将 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 小 川 勇 人 君

経 済 部 長 臼 田 進 君

建設水道部長 天 野 信 二 君

教 育 部 長 河 合 信 二 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 局 長

こども・高齢者
廣 嶋 淳 一 君

支 援 室 長

上下水道室長 粕 谷 茂 君

会 計 室 長 常 本 史 之 君

監 査 委 員 鹿 野 裕 二 君
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〇議長（黒井 徹議員） 本日の会議に１番、浜

田康子議員、６番、奥村英俊議員から欠席の届け

出がありました。

ただいまの出席議員数は１６名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

５番 川 村 幸 栄 議員

１２番 大 石 健 二 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

名寄市の農業振興施策について外２件を、山田

典幸議員。

〇１１番（山田典幸議員） おはようございます。

議長より御指名をいただきましたので、通告に従

い順次質問をしてまいりますので、よろしくお願

いいたします。

初めに、大項目１点目、名寄市の農業振興施策

についてお伺いをいたします。本年も既に本格的

な農作業シーズンが始まり、地域の農家の方々は

豊穣の秋を願いつつ日々、また時として昼夜を問

わず生産活動に励んでいるところであります。大

変雪の多い今冬でありましたが、ほぼ平年並みの

融雪期を迎え、順調に春作業も開始され、水稲、

畑作、野菜、各作物の播種、移植作業もおおむね

順調に進んできておりましたが、今月中旬の低温

と日照不足の影響により、各作物の生育に若干の

おくれが見られている現状です。今後の天候の安

定と肥培管理等生産者の努力による生育の回復を

期待するとともに、ことしも生産者の皆さんの日

ごろの努力が報われる年となることを願うばかり

です。

昨年度より名寄市総合計画第２次とあわせて第

２次名寄市農業・農村振興計画がスタートし、地

域農業が抱えるさまざまな課題の解決と地域農業

の持続的な発展に向けてさまざまな施策が展開さ

れているところでありますが、今年度加藤市政３

期目のスタートの年に当たって改めて名寄市の基

幹産業である農業の振興に向けての取り組みにつ

いてお伺いをいたします。

小項目１点目、担い手の育成と確保についてで

すが、地域農業の活性化と発展のためには、意欲

にあふれ、能力豊かな担い手の育成と確保が何よ

り重要であります。当市においては、新規参入、

Ｕターン、新規学卒を含めた新規就農者は毎年一

定数が確保されておりますが、より一層の確保対

策並びに支援策とあわせて後継者の育成施策の充

実が求められております。今後の新規就農者及び

後継者の育成、確保に向け、関係機関等との連携

を含めた具体的な取り組みについてお伺いをいた

します。

小項目２点目、多様で持続可能な農業経営の促

進について伺います。農家戸数の減少による１戸

当たりの経営規模の拡大や経営形態の変化などの

要因により、労働力不足が顕在化し、労働力の確

保対策が大きな課題となっています。また、農地

の受け手となる担い手の規模拡大も限界に近づい

てきており、今後農地集積の受け手が減少し、特

に条件不利地などが集積されなくなることが懸念

されております。多様で持続可能な農業経営の促

進のために、とりわけ重要な課題である労働力確

保や農地集積等の課題解決に向けての具体的な取

り組みについてお伺いをいたします。

小項目３点目、農業、農村環境の保全について

ですが、前段の質問と同様に農家戸数の減少等の

影響により地域における農地周辺の維持管理、具

体的には草刈りや河川の雑木処理、排水等の床ざ

らいなどが十分に行き届かない状況が散見される

ようになってきており、今後このような状況が進
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行していくと農村環境のみならず、生産活動にも

直接的な影響を与えかねない事態となることが予

測されます。今後行政と地域の役割の明確化や新

たな支援のあり方も含めて対策を検討すべき時期

に来ていると思いますが、考え方をお伺いいたし

ます。

次に、大項目２点目、名寄市の教育行政につい

て、小項目１、名寄市立小中学校施設整備計画に

ついてお伺いいたします。今年度より９年間の計

画期間による名寄市立小中学校施設整備計画が示

されましたが、今後名寄市立小中学校適正配置計

画第２期と連動した中でどのように学校施設整備

を進めていくのか考え方をお伺いいたします。

小項目２点目、平成２９年度全国体力・運動能

力、運動習慣等調査の結果について伺います。平

成２９年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査

の結果が示されましたが、この結果を踏まえ、今

後当市の児童生徒の体力の向上や運動習慣の定着

にどのように結びつけていくのか、具体的な取り

組みについてお伺いをいたします。

大項目３点目、ピヤシリスキー場の運営につい

てお伺いいたします。雪質日本一をうたうピヤシ

リスキー場の２０１７、１８シーズンもたくさん

の良質な雪に恵まれ、多くのスキーヤー、スノー

ボーダーなどでにぎわいを見せ、シーズンが終了

しておりますが、成果と課題等を含めた昨シーズ

ンの検証についてお伺いをいたします。

あわせて昨シーズンの検証を踏まえ、来シーズ

ンの営業に向けてどのように取り組んでいくのか

考え方をお伺いいたしまして、壇上からの質問と

いたします。よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） おはようございます。山

田議員から大項目３点にわたっての御質問をいた

だきました。大項目１の小項目１を私から、大項

目１、小項目２、３、大項目３については経済部

長から、大項目２については教育部長からの答弁

となります。

大項目１、名寄市の農業振興施策について、小

項目１、担い手の育成と確保について申し上げま

す。農家戸数の減少と農業従事者の高齢化による

担い手不足は、年々深刻となっている状況です。

現状離農後の農地は、農業者の規模拡大等により

荒廃は免れているものの、地域コミュニティー機

能の低下も含めて限界が懸念をされております。

そのため、農外からの新規参入者とともに後継者

となる農家子弟が一人でも多く農業を継承できる

よう関係機関、団体との連携のもと環境整備や支

援が重要となってまいります。このことから、昨

年度ＪＡとの協調による支援事業の見直しを行い

ました。主な内容といたしましては、農家子弟の

育成支援策として就農から３年までの就農初期と

就農後５年から１０年未満の経営継承準備期に分

け、それぞれ規模拡大や栽培技術、すぐれた経営

感覚を習得するための研修や収益性向上に向けた

取り組みへの支援、就農から５年以内の大型特殊

免許取得等への助成を新たに設けました。また、

新規就農者への支援策として、農業用機械や施設

導入のほか、種苗や肥料など生産資材等への助成

制度を新設しております。

担い手の確保といたしましては、地域おこし協

力隊農業支援員の募集に当たり今年度からＪＡ職

員や新規就農者にも御同行いただき、相談体制の

充実を図っていくほか、第三者経営継承と就農に

対する負担や不安の軽減に向けて受け入れ態勢の

整備も検討しております。さらには、新規就農者

の早期定着を図るため、関係機関で構成をする新

規就農者支援チームによる巡回を昨年度から実施

をしているほか、栽培や経営に加えて生活等に関

する相談を気軽にできる体制を構築するとともに、

女性農業者の活躍にあわせて昨年度より実施をし

ている視察や研修会等への支援制度についてさら

に周知を図ってまいります。今後とも担い手のニ

ーズの把握に努め、関係機関、団体と連携をしな

がら担い手育成と確保に向け地域ぐるみで支える

体制づくりを推進をしてまいります。
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〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 続きまして、小項目

の２、多様で持続可能な農業経営の促進について

申し上げます。

農業者の高齢化や担い手不足による自家労働力

と農家戸数の減少及びそれに伴う規模拡大が進む

ことにより収穫までに多くの労力を必要とするア

スパラガスなどの高収益作物の作付が減少し、作

業の機械化など省力化が進む土地利用型作物へと

作付体系の変化が見られます。この間農地につき

ましては、規模拡大等による担い手への集積が図

られてまいりましたが、今後の農地流動化を考え

ますと、さらなる受け手の確保が必要な状況とな

ってございます。

当市における農業の一つの特色であります多様

な農産物の生産を維持し、持続可能なものとして

いくためには、労働力を確保し、生産体制を維持

することが重要と考えてございます。雇用労働力

の確保に向けましては、今年度ＪＡ、生産者の協

力のもとに大学生による農作業従事について試験

的な取り組みを実施しているところであり、おお

むね良好に推移していることから、この取り組み

を検証し、農業者と労働者のマッチング支援等の

課題整理に取り組んでまいります。また、作業受

委託などによる作業の補完につきましては、現在

組織されている機械利用組合や作業受託組織にお

ける地域を超えた活動の可能性や農業者同士が相

互に不足する労働力を補い合う協業化の推進につ

いて、ＪＡや生産者との連携のもと今後調査検討

に取り組みたいと考えております。さらに、作業

の効率化や省力化を図るため、ＩＣＴなどを活用

した新たな技術の導入やその普及に向けても研究

を進めてまいります。

農地集積につきましては、労働力の確保におけ

る受け手農業者への支援を図るとともに、人・農

地プランを活用するなど農業委員会とも情報を共

有し、連携のもとに計画的かつ効率的な集積が図

られるよう地域への必要な情報提供と連携を進め

てまいります。

次に、小項目の３、農業、農村環境の保全につ

いて申し上げます。農家戸数が減少し、後継者問

題や高齢化などにより農地周辺の維持管理に従事

できる人材が不足していることについては承知を

しているところでございます。農業、農村につき

ましては、農産物を生産する空間のほか、国土保

全を初め水源の涵養や景観の形成など多面的な機

能を有していますことから、将来にわたり保全の

必要があると考えてございます。このことから、

農地の保全については地域ごとに集落組織を設け

ていただき、国の中山間地域等直接支払交付金や

多面的機能支払交付金を活用して草刈りや用排水

路の泥上げなどの活動に自主的に取り組んでいた

だいているところであり、その成果は農地の荒廃

を防ぎ、多面的機能の維持向上にあらわれている

ものと受けとめてございます。

また、集落における道路や河川につきましては、

従来より主に自分たちが利用する地域の道路、河

川の愛護活動として草刈りや小木の伐採、ごみ拾

いなどを行っていただいており、現在も継続して

多くの地域にて実施をいただいているところであ

ります。これまでも手作業で行える軽微なものに

つきましては地域で行っていただき、重機を伴う

ようなものについては行政として行っております

が、全てを行政で賄うことは難しいものと考えて

いるところであります。このことから、今後は個

々の地域と行政の役割を明確にさせることが必要

となることやこれまでの愛護活動による草刈りや

雑木処理などのやり方、運営方法など情報共有を

して協働作業を進めるため、地域との協議を改め

て重ねるよう努めてまいりたいと考えております。

続きまして、大項目の３、ピヤシリスキー場の

運営について、初めに小項目の１、昨シーズンの

運営の検証について申し上げます。名寄ピヤシリ

スキー場は、本市の雪質を生かした冬季スポーツ

の主要施設として市内外から多くの方々に御利用

いただいてございます。昨シーズンの運営につき
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ましては、平成２８年度シーズンに比べ５日遅い

１２月９日のオープンとなり、リフト輸送人員は

４３万 ３１６人、平成２８年度対比で９ ４６

％となりました。また、第４ロマンスリフトを運

休することとなり、利用者の皆様には御迷惑をお

かけすることとなりました。

営業につきましては、子供たちにスキー場に足

を運んでもらい、スキー人口の裾野を広げること

を目的に例年好評いただいております幼児のリフ

ト無料化、スキーこどもの日を開催いたしました。

また、第２ゲレンデにスロープスタイルコースを

整備したことにより、新たに開催された全日本ス

ノーボード選手権北海道地区大会、白い恋人ＰＡ

ＲＫ ＡＩＲの２つの大会には地元を含めた全道

各地のスノーボード選手に参加をいただき、間近

に見るトップ選手の活躍は今後のジュニア育成、

スノーボード人口の拡大に影響を与えたと考えて

ございます。第２リフトのナイター営業におきま

しては、従来の金曜日、土曜日の週末運行から１

２月２２日から３月４日までの間毎日運行とし、

大会前におけるスノーボーダーの練習などを中心

に多くの御利用をいただきました。イースタンコ

ースにおいては、未圧雪コースとして開放し、イ

ンバウンドも含め雪質を求めて訪れたお客様から

好評をいただきました。また、情報発信にも力を

入れ、ＳＮＳによるリフトの運行状況やコースの

魅力を伝える動画などタイムリーな情報発信にも

努めたところであります。スキー場エリアでは、

ピヤシリ山を活用した早朝スノーシュー散策での

サンピラー鑑賞ツアー、雪遊びを体験できるプロ

グラムを実施し、スキー、スノーボード以外の魅

力づくりにも努めてまいりました。スキーロッジ

においては、昨年１２月からワイファイを完備す

るなど指定管理者である名寄振興公社が中心とな

り、利用者や関係団体の御意見をもとに満足いた

だける集客対策に努めてきたところであります。

次に、小項目の２、来シーズンに向けての取り

組みについて申し上げます。来シーズンへ向けま

しては、引き続き利用者が安心、安全に御利用い

ただける体制づくりに振興公社とともに努めてま

いります。まず、リフト整備におきましては、昨

シーズンの運休を教訓にこれまでの整備開始時期

を見直すほか、振興公社担当者のリフト整備に係

る研修事項、リフトメーカーや索道協会など専門

家によるアドバイスを活用し、整備方法を検討し

てまいります。

営業におきましては、引き続き幼児のリフト無

料化、スキーこどもの日、市民スキーの日を開催

し、市民の皆さんの満足度向上と足を運んでいた

だける企画を実施してまいります。また、昨シー

ズン全道規模のスノーボード大会が開催されたこ

とにより、全道、全国的にも注目度が高まってい

ますことから、引き続き大会の開催と誘致に努め

てまいります。アルペン競技におきましても地元

少年団から全国大会で活躍する選手が輩出されて

おり、他のスキー場に比べ優位性が高いとの評価

があることから、練習環境に合わせたゲレンデコ

ース整備を進めてまいります。ゲレンデ以外の冬

の楽しみといたしましては、昨シーズンから本格

的に開始をしましたスノーシューや雪遊び体験な

ど新たなプログラムを企画、開発し、観光協会な

どとも連携をしながら周知と利用促進に努めてま

いります。さらに、年々増加傾向にある外国人ス

キーヤーの受け入れ環境を整備し、ＳＮＳなどを

通じてスキー場の魅力を発信してまいります。

以上、主な取り組みについて申し上げましたが、

これまでの取り組みを検証、継続しながら、時代

のニーズや利用者の声に耳を傾け、市民を初め市

外から訪れる方々に満足いただけるよう指定管理

者である振興公社とともに心がけてまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 私からは、大項目２、

名寄市の教育行政について、初めに小項目１、名

寄市立小中学校施設整備計画についてお答えしま

す。
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学校は、子供たちにとって一日の大半を過ごす

学習と生活の場であり、安心して学習ができ、多

様性と機能性を持ち、学ぶ意欲を育てるために重

要な教育施設です。本市の学校施設の状況につき

ましては、昭和５６年以前の旧耐震基準により建

築された建物は４校に７棟あり、市内全体で１２

校３１棟の２３％を占めております。このことか

ら、施設の耐震化に向けた改築、改修、耐震補強

等を計画的に進めるとともに、新耐震基準で建築

された施設においても計画的な修繕、補修、改修

等による長寿命化を図る必要があるため、本年５

月に新たな名寄市立小中学校施設整備計画を策定

しました。名寄市立小中学校適正配置計画第２期

と連動した学校施設整備の考え方につきましては、

適正配置計画で示している名寄市街地区では適正

配置の検討を行い、その方向性を決定する、風連

地区では適正配置の方向性により適正規模の確保

を図る、郊外農村地区では適正配置の方向性によ

り再編を実施するを考慮し、学校施設整備の基本

的な考え方を示しております。

名寄市街地区では、小学校は耐震化が完了しま

したが、名寄中学校と名寄東中学校については旧

耐震構造に加え老朽化も激しいことから、早急な

施設整備が求められており、将来の生徒数の推移

を踏まえ、施設の適正規模や財政状況も考慮し、

検討を進めてまいります。風連地区では、風連中

央小学校が今年１１月に新校舎が完成し、平成３

１年度から風連下多寄小学校が統合、また風連中

学校には耐震性のある旧道立風連高等学校に移転

しており、耐震化が完了しております。郊外農村

地区では、中名寄小学校は今後も特認校として特

色ある学校運営を進めていくこととなります。ま

た、智恵文小学校につきましては校舎が未耐震と

なっているため、小中一貫校への対応を含め施設

整備の面での検討を進めてまいります。

以上、３地区の基本的な考え方をもとに市の財

政状況を十分に考慮し、後年に過大な負担を残さ

ないという視点からの検討もあわせて行いながら、

計画的で効率的な学校施設の整備となるよう取り

組んでいきたいと考えております。

次に、小項目２、平成２９年度全国体力・運動

能力、運動習慣等調査の結果についてお答えしま

す。御承知のとおり、平成２９年度全国体力・運

動能力、運動習慣等調査では、本道の子供たちの

体力、運動能力は全国平均を下回る状況が続いて

おります。しかしながら、各種目の得点を合計し

た体力合計点が小中男女いずれも上昇するととも

に、多くの種目で全国との差が縮まるなど改善傾

向が続いております。また、運動習慣等において

は、全国平均に比べて本道は体育授業以外におけ

る１週間の総運動時間が６０分未満との回答割合

が高いこと、またテレビ等の視聴時間が長いなど、

日常の運動を含めた生活習慣に課題が見られてお

ります。

本市におきましては、小学校５年生、中学校２

年生の男女とも体力合計点が全国平均を上回るこ

とができました。種目別では、筋力、柔軟性、跳

躍力にすぐれておりましたが、全体として走力に

課題があるところであります。また、運動習慣で

は、テレビ等の視聴時間が長いこと、運動をする

子としない子の二極化といった傾向も見られてお

ります。

このような課題を克服するには、課題と改善策

を学校全体で共有し、全教職員で組織的な取り組

みを推進することが大切です。そのために教育委

員会といたしましては、年度当初に食習慣やスポ

ーツ以外の運動習慣、メディアに触れる時間など

家庭で取り組む７つのポイントを配付し、学校と

家庭や地域が一丸となって子供たちを健やかに育

むことをお願いしております。また、名寄市教育

改善プロジェクト委員会を中心として、全ての学

校で日常の体育の授業での指導を工夫改善するた

めに、新体力テストに係る研修会を毎年実施して

おります。今年度は、特にスポーツ・合宿推進課

の阿部雅司特別参与、豊田太郎主査を講師に課題

となっている短距離走力向上への効果的な指導法
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の理論や実技研修を中心に５月に研修会を行った

ところです。さらに、昨年度から小学校に両名を

派遣し、学校体育授業支援プログラムを行い、先

生方と連携して子供たちの体力、運動能力の向上

を図るだけでなく、できる喜びや運動の楽しさを

実感するなどの成果を上げております。日常の授

業改善では、学習の見通しを立てる活動や学習し

たことを振り返る活動を取り入れたり、児童生徒

同士で教え合う活動や自分で工夫して練習する活

動を効果的に取り入れたりしております。これら

の結果、授業で学習している内容が将来役に立つ、

授業以外でも自主的に運動やスポーツをする時間

を持ちたいと思うという設問に対し、肯定的な回

答が全国平均よりも高くあらわれ、子供たちの運

動やスポーツに対する関心は高まっている状態で

あります。今後教育委員会といたしましてもこれ

までの取り組みのさらなる充実を図るとともに、

マラソンや縄跳びといった各学校の創意工夫によ

る一校一実践やチャレンジデーの取り組み、スキ

ーやカーリングなどの地域の教育資源を生かした

活動を保護者や地域住民の皆様の御理解と御協力

をいただきながら推進し、子供たちが生涯にわた

って運動に親しむ資質、能力を育んでまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） それぞれ御答弁をい

ただきましたので、再質問させていただきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。

それでは、順番にまずは農業振興施策のほうか

ら再質問に入らせていただきたいというふうに思

います。今回担い手の育成、また多様で持続可能

な農業経営の促進等中心に御質問申し上げました

が、加藤市長３期目のスタートに当たりまして、

あらゆる分野における人材確保においては高校、

大学、人材開発センター、各関係機関との連携を

強化し、高齢者、障がい者、外国人の雇用拡大を

図り、ＪＡ、民間企業と連携し、担い手支援、畜

産クラスター支援などを目的とした農業生産法人

の設立を目指しますということで、所信表明の中

でも市長のほうからこういったお言葉をいただい

ておりますので、そのことを中心に少し今後の農

業施策について質問させていただきたいというふ

うに思います。

まずは、先般私の手元にもいただきましたダイ

ジェスト版のほう、こちら完成したようで、拝見

させていただきました。すごくわかりやすくて、

完結にまとめられていて見やすいものをつくって

いただきました。感謝申し上げたいというふうに

思います。先般の経営所得安定対策の交付の手続

の際に３０年度の農業施策の概要と一緒に配られ

ておりましたので、ほぼ全ての農業者の方に配付

されているのだというふうに思います。目を通し

ていただければ、今後名寄市の農業がどういう形

で進むのかわかりやすくていいなと思いますし、

今後目指すべき農業、農村の姿ということで、こ

ういったイラストも交えながらまとめておられま

すので、すごくいいものができたなと思っていま

すので、この内容が一人でも多くの方にまたしっ

かりと定着、そして意識していけるようなものに

なるのだというふうに思いますので、本当につく

っていただいて、すごくいいものができたので、

よかったなというふうに思います。

それで、担い手の育成と確保についてというこ

とでありますけれども、これ当地域に限らず全道、

全国どこの地域でも課題となっている部分である

かなというふうには思っていますが、当市におき

ましては特に道内他市町村、他の地域に比べまし

て非常にやはり若い担い手は多い地域だというふ

うに実際私も感じておりますし、青年部員数も現

在１３５名ほどいるということで聞いていますし、

過去最高を更新しているほどふえていっているの

です。私が十数年前青年部部長をやらせていただ

いたときは１２０名台だったのが十何年たっても

ふえ続けているというのは、本当にすごいことだ

なというふうに思います。それだけこの地域の農

業にも可能性を感じているのだというふうに思い
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ますし、若い方がたくさんいるということで、ま

た相乗効果で若い方も一緒に頑張ってみようとい

うような形になってきているのだというふうに思

います。そんなこれからが期待される若い方に今

後一層の支援策等も充実させていただきたいとい

うふうに思いますが、まず昨年度から新規就農支

援事業、お答えの中にもありましたけれども、あ

わせて農業後継者支援事業が新たな形で施策とし

て打ち出されまして展開されておりますけれども、

今年度特に農業後継者支援事業に関して、３０年

度 １５０万円の予算計上なされていましたけれ

ども、昨年度の実績、２９年度の実績について数

字的なもの少しわかれば教えていただきたいと思

います。ふえているのかどうか、ほぼ昨年度の数

字をもとに今回３０年度の予算計上をされたのか

とか、そのあたりの確認だけさせていただきたい

というふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） まず、農業・農村振

興計画のパンフレットについては、なかなか発行

ができずおくれてしまったことにおわびを申し上

げますが、晴れてできて、内容についてもお褒め

をいただきまして、大変ありがとうございます。

経営所得安定対策の受け付けに来ない農家さんに

ついても個別に送らせていただきたいと思ってお

りますので、ぜひ御理解いただければと思います。

今御質問いただきました農業後継者に対する支

援事業の２９年度の実績ということであります。

先ほど加藤市長のほうからも就農初期の担い手に

対する分と、それと５年から１０年の継承に向け

ての大きく２つの制度があるというふうにお話を

させていただきました。まず、就農初期の方に対

しては、今回は６名の方を対象に補助金ベースで

３００万円の補助金を交付させていただきました。

また、５年から１０年の継承に向けてのところの

支援については、７件で６７８万３００円の補助

金を交付させていただいたところであります。こ

れ以外にも免許取得等に対する支援制度もござい

まして、こちらのほうは合わせて６名の方に御利

用いただいておりまして、補助金ベースで２２万

０００円でございます。この３つの制度を合わ

せますと ０００万 ３００円の補助金の支出と

なっておりまして、うちＪＡとの協調という部分

がありまして、ＪＡのほうからは４８９万円ほど

の財源の御協力をいただいたということで御理解

いただければと思います。

なお、２８年度、制度については見直しました

ので、同じということにはなりませんけれども、

これら農業後継者に対する支援額が７５０万円ほ

どでございましたので、２５０万円ほどオンをし

て２９年度については支援させていただいたとい

うことで御理解いただければと思います。よろし

くお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） 数字的なもの確認さ

せていただきまして、そういうことであれば３０

年度は予算少しまたふやしているということにな

りますよね。たくさんの方に使っていただきたい

と思いますし、使っていただくことで効果もどん

どん上がっていくのだというふうに思います。す

ごく年ごとにこれはふえていくことを私も期待し

たいと思いますし、たくさんの担い手の方に使っ

ていただいて、本当に自分の、それぞれの担い手

の方のスキルアップにつなげていただければとい

うふうに思います。こういった制度は、継続する

こと、また都度、都度見直し、改善がやはり必要

で、それがさらに多くの若い担い手が名寄の地に

定着するということにつながるのだと思いますけ

れども、まだ１年で検証等具体的な部分、もしか

したらなかなかない部分もあるかもしれませんけ

れども、１年経過した中では課題のようなもの、

部長として何か感じた部分ですとか、もしありま

したら教えていただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 議員が言われますよ

うに、見直しをして初年度の取り組みということ
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でありましたので、申請件数などを見ましても対

象者が就農からの年数で決まっていますので、そ

ういった面から見てもおおむね順調にこの制度を

活用されているのではないかというふうに思って

います。ただ、農業振興対策協議会あるいは農業

・農村振興審議会などもありますし、実際に農協

あるいは生産者の皆さんとも触れ合い、話し合う

機会たくさんありますので、そういった機会で情

報を集めながら、必要な見直しについては適宜行

っていきたいと思いますので、御理解いただけれ

ばと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） １年経過して、特に

利用した農業者の方に利用してどうだったかとい

う部分も含めて、そういった機会捉えて検証も行

っていただきたいなというふうに思います。当然

こういった支援策と財源等も限られた中で効果的

にというのが基本だというふうに思いますけれど

も、私はそういった限られた財源、予算であれば、

これは農業の分野にかかわらず、やはりこれから

の若い人ですとか、特にまた子供たちの世代に自

分たちが少し我慢しても使ってあげていいと思う

のです。こういった支援策の拡大、また充実とい

うのは改めて求めたいというふうに思いますので、

引き続きこのあたり制度の充実に努めていただき

たいというふうに思います。

担い手の関係と労働力の関係ですとか、農地集

積、関連がありますので、小項目の２番の関係も

含めて少し実例も紹介させていただきながらやり

とりさせていただきたいと思いますが、今回当地

域で農業法人が立ち上がりまして、春です。酪農

家さん２軒が法人にされたということであります。

そこにもともと地域にゆかりというか、縁のあっ

た方でありましたけれども、その法人に春からす

ぐに就職をしたということであります。当然御本

人の方、奥様、子供が２人ということで、家族連

れて智恵文に在住していただいて、今そこの法人

で働いていただいています。ちょっと何となく何

げなく話していますけれども、地域にとってすご

く大きいことでありまして、これ若い方も肌で実

際にそういった感覚を察知していまして、やっぱ

りこれからこういう地域の農業のあり方という、

こういうのもありだなということで、若い人たち

がそういうふうに感じています。当然そういった

法人化に対して、法人化した組織に対しての農業

という職業に就職するという形ですよね。また、

御家族を連れてきたということで、小学生が２人

ふえたのです。２７名の予定だった当初の小学校

の児童数のスタートが２９名になったということ

で、二十数名の中での２名ですから大きいことで

ありますし、学校も本当に男の子２人ですごく活

気があるということで聞いています。また、当然

町内会活動等にも御夫婦で御参加いただいて、す

ごく地域にとっては大きな出来事があったという

ふうに思います。私も従前からそういった法人化

も含めた生産組織、今後検討していくべきだとい

うことでいろんな場面で申し上げさせていただき

ましたけれども、私自身も実際そういったことが

地域の中であって、初めてこういう形になるのか

な、模索していくのはこういう形なのかなという

ふうに肌で感じましたし、今後農業の労働力です

とか、そういった農業の形だけではなくて、地域

コミュニティーを維持していくという部分もやは

り大きな影響があるのだなというふうに感じまし

た。そういった実例も御紹介させていただきまし

たけれども、今後お答えの中でもありましたけれ

ども、法人化ですとか、生産組織、行政としても

情報提供も含めて支援をしていくということでお

答えをいただきましたけれども、さらなる、これ

は地域でやっぱりそういった機運が高まるという

部分も当然必要だと思います。行政側としての捉

え方、今お話しさせていただいて、部長のお考え

も含めてお伺いをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） ただいま非常にうれ

しい事例の報告をいただいたというふうに思って
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います。今後の農業、農村のあり方の一つには、

今言われたような形があるのだろうなと思います。

今はどうしても個別完結型の農家さんが多いので

すけれども、今後は農地の集積も含めて法人化等

による対応、そこには必ずしもそこで生まれ育っ

た人ばかりではなくて、外からも人が来て就業す

るような形で農業や農村が守られていくというの

が目指すべき一つなのかなというふうに思ってい

るところでありますので、非常にうれしい事例報

告だったというふうに思っています。

実を言うと、私どもも総合計画の関係で各団体

の人との市長とか座長なりが意見交換をしており

ます。その第４回目のテーマが農業、林業、移住

分野ということで開催をさせていただきました。

私も所管の職員ということでそこに参加をさせて

いただいたのですけれども、その中の若い農業の

後継者というのですか、実際経営主なのですが、

その方が言われたのは、自分は２０代で就農した

のだけれども、私の一番近い世代の先輩がもう５

０を超えているのですというお話だったのです。

私も頑張っていくのだけれども、でも１０年、２

０年先どうなるのでしょうかねというような話に

なったのです。その中で出てきたのが法人化とい

うのが一つの方策ではないかということで話が進

んだのですけれども、具体的に私どもでやってい

る農業個人セミナーなんかの事例なんかも踏まえ

て紹介はしたのですけれども、そこに集まった農

家さんの声から、やっぱり具体的に見えないなと

いうか、自分のものになかなか身近な問題として

というか、結びつかないなという話があったので

すけれども、今山田議員から言われた地域内でそ

ういうモデル的な取り組みが出たということであ

りますので、これはそういった方たちにも肌をも

って感じられる事例として非常にいい事例になる

と思いますので、私どももそこについては情報を

いただいて、そういった機会を通じながら他の農

業者の皆さんにも伝えていきたいと思いますので、

議員からもぜひまた情報提供いただければありが

たいと思いますので、御協力よろしくよろしくお

願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） もともと地域にも縁

があったという部分もありまして、ストレートに

何の問題もなく地域に溶け込んでいただいていま

すけれども、これからまたやっぱりそういった選

択、外から来る方、全くこの地域にも縁のない方

もこの地でそういった仕事をやってみたい、本当

に農業という職業に就職したいということもそう

いう体制が整えば可能になるのだなというふうに

思いますし、部長も改めておっしゃっていただき

ましたけれども、私自身も肌で感じましたし、こ

れからの地域の農業のあり方ってこういう形なの

かなというふうに思っておりますので、まずは地

域でそういった機運も含めてどういう形が望まし

いのか、若い方々中心に意見交換なんかも含めて

地域で少し盛り上げて、逆にそうなった形であれ

ばしっかり行政としても支援をしていただきたい

というふうに思いますので、そのあたりは改めて

お願いを申し上げておきたいというふうに思いま

す。そんな形でこれからの労働力の確保ですとか、

農地の集積の課題の解決に必ずやつながっていく

のだというふうに信じております。

取り組みとして少しお答えの中でありました、

今名寄大学の学生さんを対象として農作業に従事

していただいている取り組みを進めておられると

いうことであります。今の現状、学生さんの様子

ですとか、受け入れられている農家さんの状況等

わかる範囲で結構でございますので、今の状況に

ついて少し教えていただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 今年度からＪＡ、さ

らには生産部会の御協力いただきながら、今大学

生の労働力確保ということで試験的な取り組みを

行わさせていただいております。現在は、アスパ

ラの収穫のところに、その作業に限ってというこ

とで取り進めをさせていただきまして、受け入れ
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農家数については１１戸の農家の方に御協力いた

だいております。また、学生さんについては３６

人の方が希望されまして、実を言うとこれよりも

人数多かったのですけれども、受け入れ農家の関

係がありましたので、３６名に限らせていただい

て、今実際に農家さんのところへ行っていただい

ているところでございます。１戸当たり２名なり

３名を割り当てをして、その中で本人の都合が悪

くて休んでも誰かがカバーできると、そんな体制

もあわせてとらせていただいているということで

あります。

この間の取り組みということでありますけれど

も、大学の協力もいただきまして、学生さんの感

想等については随時いただいているところであり

まして、作業については楽しいですかという質問

についてはおおむねそう思うというような回答を

いただいているところであります。やりがいにつ

いてもそう思うという回答を多くいただいており

ますので、おおむね学生さんのほうにも好評いた

だいているというふうに思いますし、農家さんの

ほうもそういう意味では労力の助けになりますの

で、好評だというふうに思っております。

ただ、６月１８日の日に実際に大学の先生と農

協の職員と私どもの職員のほうで、それと各農家

さんに張りついている学生さん代表１１名の方に

集まっていただいて、意見交換もさせていただい

た経過があります。その中では、先ほど申し上げ

ていましたように非常に好意的な御意見もありま

した。特に農業を知る機会なかったのですけれど

も、今回改めて農業を知ることができてとても楽

しかったという前向きな御意見を多くいただいた

のですけれども、中には受け入れ農家さんのほう

で労働の密度に差があるというのでしょうか、多

少温度差があって、その辺がやっぱり課題だなと

いう部分がありましたし、今回はアスパラに限っ

てということだったのですけれども、先ほど山田

議員のほうから天候等についても触れられており

ましたけれども、少雨と気温の関係でアスパラの

収穫が予定よりも早く切り上げた農家さんもいて、

学生さんとするとちょっと予定よりも期間が短か

ったなというところがあるようでありますけれど

も、これについては今後も実際に受け入れた農家

さんからも声を拾い集めたいと思いますので、そ

れをあわせて検証させていただきたいと思います。

ことしについては、まだ夏にはスイートコーン、

秋にはカボチャなんかもありますので、こういっ

たところでの活用もできないかについては引き続

き検討させていただきたいと思っておりますので、

御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） おおむね学生さんも

好意的に捉えていただいているということで安心

をいたしましたし、今後引き続きこれ農家の方の

協力も含めてですけれども、少しでもそういった

農作業を本当に楽しいというのも変なのかもしれ

ませんけれども、やりがいを感じていただいて、

やっぱりそれがたくさんの学生さんの口コミで広

がって、たくさんの学生さんがまた次年度以降、

またその次ということで、たくさんの学生さんに

農作業行ったらいいよとか、おもしろいよという

ようなことが広まればまた大きな力にもなるとい

うふうに思いますし、お互いにとっていいことに

なればいいなというふうに思いますので、そのあ

たり学生さんのそういった話を聞く機会を持って

いただいたということですから、ケアも含めて今

後も引き続きよろしくお願いしたいというふうに

思います。

そういう意味で前回私少し取り上げましたし、

農福連携の関係、先般山崎議員も一般質問で取り

上げられていましたので、今回そこに深くはかか

わりませんけれども、農福連携の関係も今実際私

自身も実践しておりますので、５月の中ぐらいか

ら１名の方をずっと継続的に雇用をさせていただ

いています。すごく私自身も学ぶ部分が多いです

し、単純な労働力として見てはやっぱりだめです。

私自身も感じること多いし、難しい部分は難しい
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ですけれども、お互い気持ちが合致さえすれば本

当に私たちにとってもプラスですし、相手方にと

ってもすごくプラスになるのではないかなという

ふうに思いますので、今シーズンそんな経験しな

がら、農福連携の関係、実践例としてまた御報告

等させていただきたいというふうに思いますので、

実際にやらないとわからない部分もありますので、

今ちょっと取り組んでおりますので、またその関

係は新たな機会でやらせていただきたいというふ

うに思います。

時間の関係もありますので、次へ進みたいと思

いますが、農村環境の保全のことでありますけれ

ども、人口減少、本当に地域の人口が減っていく

中で、特に草刈りもそうですけれども、排水の河

川等の床ざらいですとか、河川の雑木が非常に生

い茂って、河川が増水した際の水の関係ですとか、

場合によってはヒグマの通り道、隠れ道になって

しまっているというような現状もやっぱりあるよ

うであります。私もいろいろ地域の方からの声を

行政サイドにお伝えして、これは市だけではなく

て国、道に対しての要望もたくさんあって、要望

している側ではあるのですけれども、逆に今後地

域としても実際人が減って、それぞれの集落等に

あった河川愛護の組織ですとかがやっぱり形骸化

しているのです。実際に機能していないという部

分がやっぱり大きいと思います。改めて地域集落

単位でやっぱり新たな形での地域の農村環境の保

全ということを考えていかなければならない時期

に来ているのかなというふうに思っておりまして、

そのきっかけは何かというと、当地域町内会が春

に一本化になりました。それをきっかけにそれぞ

れの町内会にあったそういった組織もやっぱり見

直さなければならないのではないかという中で、

ちょっと若い人の中からもそういった声が一部今

出てきております。今後の本当に地域のそういっ

た農村環境も含めて生産活動の基盤を守るという

意味でも、これは単に要望するだけではなくて、

組織として、地域としてやるべきこと、そしてこ

こまでは行政がやるべきこと、きちんと役割を明

確にすべきだと思いますし、やっぱりその際には

例えば機械力、お答えの中にもありましたけれど

も、機械等を使う中ではそういった機械購入の助

成ですとか、そういった部分も新たな形での支援

策も行政側としても検討していただく時期に来て

いるのだというふうに思います。これは、今経済

部長とのやりとりで経済部長からお答えいただき

ましたけれども、河川の関係ですとか、排水の関

係は建設水道部長も関係があるのかなというふう

に思いながらお話しさせていただいていますけれ

ども、天野部長からもそのあたりの考え方につい

てお答えを少しいただければというふうに思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 今議員のほうか

らお話ございましたとおり、郊外地域、河川、道

路、御承知のとおり私どもでいえば市道、そして

普通河川、国、道ですと道道、国道、そして河川

の関係というふうにそれぞれ守備範囲を持ちなが

ら、管理者責任としてもこれ果たしていくのがも

ちろんでございまして、それにまずは行政として

しっかりやるというのが基本ですし、道、国とも

やっぱり連携をとりながら環境整備に努めるとい

うのは当然といっては当然で、よくお話に出まし

た智恵文地域の皆さん、大変大きな課題として智

恵文の前の排水の関係で本当にこれが代表的な例

だと思うのですけれども、私どもの守備範囲と道

と、私どもも手をかければすぐ連続してというよ

うな形になれば地域の皆さんも御安心なのですけ

れども、どうしてもそれぞれの役所の事情がござ

いまして、ちょっとタイムラグができたりして地

域の皆さんやきもきさせるというか、御心配をか

けるようなケースも多々あるかなというふうに思

っています。私ども先ほど申し上げました責任持

って郊外地区の市道なり河川についてはもちろん

取り組んでいるのですけれども、どうしても私ど

もの機械力や何かも含めてやっぱり一定程度の限



－186－

平成３０年６月２１日（木曜日）第２回６月定例会・第５号

界などもございまして、鋭意努めていっても例え

ば年数のかかるものだとか、すぐできるものとい

ろいろなケースがございます。そういったときに

お話にございましたとおり、郊外地域、たしか私

の記憶では２０から３０の愛護団体として草刈り

だとか、ごみ拾いだとか、いわば私どもの手の届

かないところにしっかりと取り組んでいただいて、

本当に感謝をしているところでございます。そう

いった愛護活動については、きのうの各種ボラン

ティアの議論の中でもあったと思いますけれども、

それぞれやはり地域において高齢化だとか、担い

手だとか、なかなかちょっとこういう言い方失礼

なのですが、どうしても担っていただける人材が

不足してくるなどいろんな事情が、高齢化だとか

もあるのだろうというふうに思っています。そう

いう意味では、少し今までやっていただけるのが

当たり前だという私どもの認識ではなくて、改め

て今の時点でお互いの協働作業といいますか、一

緒に考えながらやれていくものをもう一回お互い

確認し合う機会というのはやっぱり必要なのかな

というふうに思っていまして、私どもの所管で申

し上げますと都市整備課ということになるかと思

うのですが、ぜひもし地域の皆さんと市とちょっ

と相談してみたいなという情報等々お持ちでした

ら、御遠慮なく申しつけていただいて、担当者足

を運ばさせまして膝を突き合わせていろいろお互

いの知恵だとか、お互いに力をかし合えることな

ども含めて話し合いながら進められればいいなと

いうふうに実は思っています。そういう機械への

補助とか云々というのは、ちょっとなかなかそこ

まではすぐにはいかないかもしれませんけれども、

これからの課題だとか、どういったことをこれか

らお互い効率よくやっていったらいいのかという

ことについては、まず話し合うことから進めてい

きたいなと思ってございますので、またその点で

の御指導いただければと思っています。よろしく

お願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） 部長お答えの中で、

行政側にしても地域がやってもらうのがみたいな

お話もありましたけれども、地域としてはどうも

私自身も感じて、行政に本当に任せきりでいいの

かというのは、これは私ではなくてやっぱり若い

方が何か今そんな話をされているのです。地域で

できることはしっかり地域でやって、ただやっぱ

りできないこともありますので、行政に支援して

もらわなければならない。そうでないと、地域守

っていけないだろうということなのです。ですか

ら、部長おっしゃっていただいたように協議の場、

地域でそんな形少し整理しつつ、つくっていかな

ければならないと思っていますので、そういった

場がやっぱり今後必要とされますので、そういっ

た際にはぜひ御協力はいただきたいと思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。

時間がありませんので、学校の関係をちょっと

お伺いしておきたいと思います。お答えいただい

た中で耐震化に、旧耐震基準ということで４校７

棟ということでありました。中身も確認しますと、

実際お答えの中でもありましたが、智恵文地区の

智恵文小学校と市内の２つの中学校がやっぱり大

きな課題だということであります。改めて確認で

すが、優先度としてこの智恵文小学校、そして市

内の２つの中学校がそういった協議をしていく優

先度が高いということでここは認識してよろしい

のかどうかだけ確認させてください。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 今お話をいただきま

したけれども、私たちとしてもやはり智恵文小学

校の校舎が一番古いということもございます。あ

と、当然名中、東中、この３校についてはぜひこ

の９年間の中で具体的な検討に入りたいというふ

うな気持ちではいます。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） 地域のことはきょう

はちょっとおいておきますけれども、市内の２つ

の中学校、２つあるのを例えば１つにするのか、
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やっぱり２つを維持しつつ、これは適正配置計画

とも連動しますので、そのあたりは今後地域です

とか保護者との協議が必要になってくるかという

ふうに思いますけれども、そのあたり具体的な考

え方について今の段階であればお答えをいただき

たいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 具体的に名寄市街地

の中学校の今後のあり方ということですけれども、

将来的な生徒数の減少等を見ますと今の２校を１

校にという議論も確かにございますが、ただ建築

する土地の部分、用地をどこに求めるかという議

論も非常に大きな問題になると思います。その一

方として、将来の生徒数の減少に見合ったような

コンパクトな校舎を今の名中、東中の中で建てて

いくという２通りが考えられるのかなと思います

けれども、いろんなパターンを想定しながら検討

しなければならないとは考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） わかりました。そう

いった部分、当然財源の関係等もあるかと思いま

すけれども、いずれにしても冒頭申し上げたよう

にやっぱり子供たちのことですから、これ市の単

費だけで、なかなか学校施設ですから難しいのか

というふうに思います。財源等の確保も含めて、

市長部局中心に、ぜひここはしっかりと松岡参事

監いなくなりますけれども、財源確保の方策も含

めて、これは市長に頑張っていただかなければな

らないのかなというふうに思いますけれども、特

に学校施設の財源大変ですから、そこはしっかり

とやって整備に向けて取り組んでいただきたいと

思います。

時間が来ましたので、終わりたいと思います。

ありがとうございました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で山田典幸議員の

質問を終わります。

第２次名寄市男女共同参画推進計画の推進につ

いて外２件を、川村幸栄議員。

〇５番（川村幸栄議員） 通告順に従いまして、

大項目３点にわたって質問をさせていただきます。

１番目に、第２次名寄市男女共同参画推進計画

の推進について、小項目、計画の推進について伺

います。国政、地方の選挙で男女の候補者数をで

きる限り均等にすることを目指す政治分野におけ

る男女共同参画推進法が先日、５月１６日、参議

院本会議において全会一致で可決成立いたしまし

た。また、世界中では女性への性的嫌がらせ、セ

クシュアルハラスメントに対する怒りの声が大き

く広がっています。こうした中で計画を推進する

に当たって、よりスピード感が求められるのでは

ないでしょうか、お考えをお聞かせください。

大項目２点目、子供たちの安定した生活環境の

整備について伺います。子供たちの安定した生活

環境、子供たちが健やかに成長できる環境を整え

るには、実態がどのようになっているのか把握す

ることが重要と考えます。

そこで、１つ目、子供たちの生活環境の実態調

査についてお聞きします。平成２８年度に北海道

と北海道大学が北海道子どもの生活実態調査を実

施しました。平成２９年度、昨年度には旭川市が

旭川市子どもの生活実態調査を実施しています。

旭川市の目的は、子供の生活環境や家庭の実態を

把握することにより、本市の課題や特性を踏まえ

た子供の貧困に係る施策展開の基礎資料とする、

このように言っています。社会福祉科のある名寄

大学の協力のもと実施すべきと考えますが、名寄

市として実態把握に対する考えをお聞かせいただ

きたいと思います。

２つ目に、子供の医療費無料化の年齢拡大につ

いて伺います。国の施策として取り組んでもらう

ことが強く求められますし、また全国市長会にお

いても国に要望が出されています。旭川市の調査

結果からは、年収が低くなるにつれ健康状態がよ

くない割合が保護者、子供ともに高くなっていま

す。子供を受診させられなかった理由でお金がな

かったと答えた割合は、年収は５００万円未満で
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６０％にも上っています。健康寿命の延伸と健康

格差の縮小を目指すと執行方針で述べられていま

す。健康格差を生み出すのではないでしょうか。

地域間の格差も生じているところであります。子

供の医療費無料化の年齢拡大の考えをお聞かせく

ださい。

３つに、国民健康保険税の均等割の軽減につい

てお聞きします。医療費の負担軽減とあわせて医

療を受けるために必要な国民健康保険税の軽減措

置が求められます。特に多子世帯、子供の多い世

帯に負担が重くのしかかる均等割に対するお考え

をお聞きします。第３子から全額免除、埼玉県ふ

じみ野市、所得制限ありで全額免除、埼玉県富士

見市など自治体独自で軽減策を講じ始めています。

名寄市のお考えをお聞かせください。

４つ目、学校給食費の無料化について伺います。

旭川市の調査結果から、年収の低い世帯ほど家族

が必要とする食料を買えなかったなどの経済的理

由による困難事例の割合が高くなっています。健

康と食の保障の中で新冠町では、今年度から小中

学校全ての給食費を無料にしました。名寄市議会

からも昨年度意見書として学校給食費の無料化及

び給食費負担の軽減を求める意見書を提出してい

るところであります。学校給食費の無料化につい

てのお考えをお聞かせください。

大項目３点目、日本一のモチ米のまちの発信に

ついて伺います。市政執行方針で日本一のモチ米

のまちとして発信すると述べられています。私は、

先月、５月２８日、岩手県一関市にて餅御膳など

餅食について視察をさせていただいてきたところ

であります。一関市では、伊達藩の武家社会の儀

礼から生まれた餅本膳など歴史があります。私た

ちは、歴史は浅いけれども、独自に積み上げてき

たものと、さらに市民の皆さんと力を合わせて日

本一のモチ米のまちになるよう知恵を出し合いた

いと思います。

そこでまず、１つ目、名寄のモチ米について改

めてお伺いします。作付量や収量、食味ランクな

どお聞かせをいただきたいと思います。

２つ目に、市民の意識向上について、取り組み

などをお聞かせいただきたいと思います。もちプ

ロジェクトの取り組みによるもち大使、またなよ

ろもち米サポーター養成塾、誕生餅や行事ごとの

餅まきなど、関係団体の皆さんとの連携が進めら

れていますけれども、これからの取り組みについ

てお知らせください。また、学校給食での提供も

されていますけれども、新しい大学食堂での提供

についてはどのようにお考えでしょうか、お聞か

せをいただきたいと思います。

３つに、全国への発信について伺います。他市

町村からの来訪者へのＰＲについてお聞きしたい

と思います。日本一のモチ米のまちの看板やのぼ

り旗などの活用についてお伺いをしたいと思いま

す。一関市では、観光振興計画に餅食文化を生か

したルートづくりを盛り込んでいます。名寄市の

観光地と食と農を結びつけたルートづくりなどに

ついてお聞かせください。また、友好都市への発

信なども必要と思います。お考えをお聞かせいた

だきたいと思います。

以上でこの場からの質問とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 川村議員から大項目で３

点にわたって御質問をいただきました。大項目１

については私から、大項目２、小項目１及び２に

ついては健康福祉部長、大項目２、小項目３につ

いては市民部長、大項目２、小項目４については

教育部長から、大項目３については経済部長から

それぞれ答弁となります。

大項目１、第２次名寄市男女共同参画推進計画

の推進について、計画の推進についてお答えをい

たします。我が国においては、国連が昭和５０年

に提唱をいたしました国際婦人年を契機といたし

まして、昭和５２年に国内行動計画が策定をされ、

女性の地位向上に関する総合的な取り組みが始ま

りました。この間男女雇用機会均等法などさまざ

まな法律が施行され、男女共同参画社会の実現に
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向けての取り組みが進められてきております。本

市におきましては、平成２０年３月に名寄市男女

共同参画推進計画を策定をし、平成２８年４月か

らは名寄市男女共同参画推進条例が施行されてお

ります。議員御指摘のとおり、いまだに世界や国

内においてセクシュアルハラスメントに関するニ

ュースを目にすることがございますが、地方自治

体も国の取り組みと連携をし、支えていくことが

必要と考えており、男女がお互いの人権を尊重し、

当たり前にお互いが思いやる対等な関係になるこ

とができるよう本市も意識の醸成を図る取り組み

を継続をし、推進をしてまいりたいと考えており

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 私からは、大項

目２、子供たちの生活環境の整備について、初め

に小項目１の子供たちの生活環境の実態調査につ

いてお答えいたします。

名寄市における子供たちの生活環境の実態調査

につきましては、これまで生活環境に関する調査

の実施はなく、子育てに関する意識調査として平

成２５年に北海道大学による調査が行われたほか、

平成２９年度には子供の学習支援の充実のために

子供と家庭の状況を把握することを目的とした実

態調査を名寄市立大学社会福祉学科と元名寄市立

大学講師の松岡先生の協力のもと、小中学校全児

童生徒を対象として実施してきております。これ

までも名寄市立大学と連携し、調査を実施してき

ていることから、引き続き生活環境の実態把握に

つきまして名寄市立大学と協議し、検討してまい

りたいというふうに思いますので、御理解をお願

いいたします。

次に、小項目２の子供の医療費無料化の年齢拡

大についてですが、子供の医療費の無償拡大につ

いては対象となる子供の年齢や医療費の範囲、所

得制限や一部負担の有無など自治体間においてさ

まざまな制度となっていることなどからも、地方

自治体のみが負担すべき制度でなく、国において

全国一律に統一した制度として実施するように市

長会などを通じ国や北海道に要望してきていると

ころであります。乳幼児医療費の独自助成拡大に

ついては、これまでも定例会において質問をいた

だいているところですが、本市では重篤化になり

やすい就学前児童の入院及び通院と医療費負担が

大きい小学生の入院に係る医療費を助成してきて

いるところであります。

子供の生活実態については、北海道が実施した

調査結果においても議員からありましたように年

収が低い階層ほど子供を受診させられなかったと

いう理由でお金がなかったとする割合が高いなど、

旭川市と同様の傾向にあることから、名寄市にお

いても同じような傾向があると考えております。

このことから、生活実態などの状況把握と並行し、

第２次総合計画中期計画の策定などにおいて出さ

れるさまざまな要望、政策に対し取捨選択しなが

ら、限られた予算を有効に効果的な子育て支援に

充てていかなければならないと考えておりますの

で、御理解をお願いいたします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 続きまして、大項目

２の小項目３、国民健康保険税の均等割の軽減に

ついて申し上げます。

国民健康保険税は、所得などのほかに子供の数

を含めた被保険者の数に応じて御負担をいただい

ております。子供の数が１人ふえるたびに負担増

となる現状につきましては、国が推進をする少子

化対策、子育て支援に逆行するという考えから、

全国知事会などでも子供の均等割保険料の軽減措

置の導入、定率国庫負担の引き上げなどの財政支

援を国に対して要望しておりまして、名寄市とし

ましても引き続き北海道市長会などと足並みをそ

ろえて国に対して要望を続けてまいりたいと考え

ております。

また、名寄市が独自に軽減措置を設けることに

つきましては、今年度から国民健康保険の都道府
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県単位化が始まりまして、北海道に納付金を納め

ていくことになりますが、今年度は交付金を支払

うために基金を繰り入れて対応するなどしており

まして、厳しい財政運営となっている中ではさら

なる独自軽減の導入は困難と考えております。今

後におきましては、国の動向を注視しつつ、加入

者の負担軽減につながるよう医療費の適正化など

に努めてまいりたいと考えておりますので、御理

解をいただきたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 続きまして、小項目

４、学校給食費の無料化についてお答えします。

学校給食の無料化についてでありますが、学校

給食法第１１条の規定により学校給食の実施に必

要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の

運営に要する経費は学校の設置者、いわゆる市の

負担となっており、食材に係る経費は保護者負担

と定められております。学校給食費の状況であり

ますが、平成２９年度の給食費調定額は約１億

０００円で、１人当たりの年間給食費は小学生で

平均４万 ０００円、中学生では平均５万 ００

０円となっています。本市においては、経済的理

由により就学困難な世帯に対して就学援助費によ

る給食費の全額助成など援助を必要とする世帯へ

の配慮を行っております。給食費の無料化、一部

助成については、国の支援制度もなく、財源の確

保が難しいことから、現在の財政状況では極めて

困難と考えておりますので、御理解をお願いしま

す。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 続きまして、大項目

の３、日本一のモチ米のまちの発信について、初

めに小項目の１、名寄のモチ米について申し上げ

ます。

本市のモチ米生産につきましては、昭和４５年、

冷害に強い作物として栽培が始まり、先人の知恵

と努力を初め生産者、関係機関、団体の御尽力に

より現在は作付面積、生産量ともに日本一を誇る

生産団地、モチ米のまちとして発展してございま

す。昨年度、平成２９年度には道内の約３割を超

える ２７２ヘクタール、札幌ドームでいきます

と約６００個分の面積に４種類のモチ品種が作付

をされておりまして、１万 １４５トンの生産が

行われております。その中でもはくちょうもちは

白度が高く、食味もよい上、やわらかく硬化しづ

らい特性から、実需企業の評価も高く、伊勢の赤

福や岡山県のきびだんごなど名高い商品に使用さ

れているほか、風の子もちは有名アイスで使用さ

れるなど名寄産モチ米については多くの商品に加

工され、全国に流通をしております。

次に、小項目の２、市民の意識向上について申

し上げます。平成２５年度市内で生産される農産

物や食品の消費拡大、地産地消、食文化の向上を

目的に名寄市食のモデル地域実行協議会を設置し、

もっともち米プロジェクト事業を開始いたしまし

た。市民の誇り、餅の食文化、新たなマーケット、

ファンの４つをつくることを柱といたしまして、

モチ米を用いた商品開発、もちグルメマップの作

成や新春もちつき大会などさまざまな事業を展開

してまいりました。その一つ、もち米サポーター

養成塾では実際の農作業や餅つき体験などを通じ

てモチ米への理解を深め、３年間で３９名の方を

もち米サポーターとして認定をし、ファンづくり

を進めてまいりました。また、産業まつりのもち

つきチャンピオン決定戦で称号を与えられますも

ち大使につきましては、名誉もち大使２名を含む

１０名を数え、市内外での活躍はもとより海外の

テレビ番組にも出演するなど、餅文化を広め、モ

チ米のまち名寄の大きな発信力となっております。

このほかにも産業まつりを初めとする各イベント

や保育所、幼稚園、児童クラブなどの催しとして

行われる餅つき、満１歳の誕生日を祝い送らせて

いただく誕生餅のほか、学校給食でのモチ米メニ

ュー、特に赤飯が人気メニューとなるなど、大人
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から子供までモチ米に触れる機会をさまざま設け

て市民意識の向上に取り組んでいるところでござ

います。

なお、大学では現在モチ米メニューの提供はな

いようでありますけれども、道外からの学生も多

くいますことから、大学と協議してまいりたいと

考えております。

次に、小項目の３、全国への発信について申し

上げます。全国への発信といたしましては、まず

市外からの来訪者への対応として、もち米の里☆

なよろと名称がついている道の駅がございます。

こちらでは、モチ米を使った人気の特産品のほか、

レストランでもモチ米を使用したメニューを提供

するなど、国内外の多くの観光客にお立ち寄りい

ただいております。国道４０号１９線には、御寄

贈いただきましたようこそ！もち米の里なよろへ

と表示された電光掲示板により歓迎とともにモチ

米のまちを発信させていただいております。また、

各種歓迎セレモニーなどにおきましても餅つきを

披露し、つきたてのお餅を楽しんでもらうなどの

機会を設けておりまして、観光客などへの対応と

いたしましてはもちグルメマップを使った案内な

どを行っているところであります。

交流都市等を通じた情報発信といたしましては、

鶴岡市や杉並区でのイベントにおいてモチ米商品

の販売やＰＲを行っているほか、杉並区職員に対

しましては年末に餅のあっせんなどに取り組ませ

ていただいているところであります。このほかに

もホームページやふるさと納税などの活用、マス

コミ等における市紹介等を通じまして情報発信に

努めているところであります。

今後の取り組みについてでありますが、現在も

っともち米プロジェクトにおきまして情報発信の

強化を検討しており、ＦＭラジオを活用した毎月

１０日はもちの日のスポットＣＭやロゴマークの

作成など耳や視覚から日常的に触れる機会を設け、

モチ米日本一のまちを周知し、情報発信をしてま

いります。また、平成２９年には国の制度を活用

したモチ米商品によるふるさと名物応援宣言を行

っており、モチ米を活用した事業への優先採択や

国の情報媒体を活用した発信も行われるなど、新

たな商品開発にも期待がされるところであります。

さらに、水田の美しい風景のもと、餅をつき、つ

きたてを食すなどの体験が雪やひまわり、星など

名寄を代表する観光資源とマッチングするよう生

産者を初め関係機関や団体の皆さんと協議すると

ともに、市民の誇り、宝であるとの意識を醸成し

てまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 先ほどの答弁に誤りが

ありましたので、発言を許します。

河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 申しわけございませ

ん。先ほど答弁の中で平成２９年度の給食費調定

額を約１億 ０００円と申し上げましたけれども、

約１億 ０００万円の間違いでございましたので、

訂正させていただきます。申しわけございません。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） それぞれ御答弁をいた

だきましたので、再質問等をさせていただきたい

と思います。

まず最初に、第２次名寄市男女共同参画推進計

画の推進に当たってですけれども、６つの基本理

念のもとでこれを実効性のあるものとするために

各関係機関との連携を強めながら取り組みを進め

ていただきたいというふうに思っています。また、

人権の問題でありますから、女性のみに対応する

ことなく、全ての市民を対象に進めてほしいと、

このことを強く求めて、この点についてはまた違

ったところで違う機会に取り上げをさせていただ

きたいというふうに思っています。

それでは、２番目の子供たちの安定した生活環

境の整備についてお伺いをしたいと思います。や

はり旭川が目的と掲げていますように、子供たち

の生活環境、家庭の実態、これをしっかり把握す

ることで市としての課題や特性を踏まえ、そして
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施策展開の基礎資料としたいと、こういうふうに

述べられています。ですから、この実態を把握す

ることこそがやはり重要なのだというふうに思い

ます。今本当に貧困が見えにくいと言われていま

す。ですから、そういった中でやっぱり本当に実

態、今皆さんスマホも持っていらっしゃるので、

何か貧困とは縁がないようなことが言われること

もありますけれども、隠れたそうではないという

秘められた思い等々実態をしっかりとつかんでも

らうことが必要なのだというふうに思っています。

検討したいという御答弁がありました。積極的に

検討していただく、このことを強く求めたいと思

いますが、いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 議員からもあり

ましたように、生活実態の把握というのは重要な

ことだというふうに考えております。これまでも

先ほど申し上げましたとおり、名寄市立大学のほ

うでも研究という位置づけも含めて実態調査して

きている実績ありますので、また名寄市がいろん

な施策を展開するに当たっては、やっぱり将来的

な長期的な状況も踏まえて政策を打っていかなけ

ればならない状況でありますので、そういった面

ではきちんとした調査分析が必要だというふうに

思っています。そういった意味では、先ほど申し

上げましたように名寄市立大学との連携を図りな

がら、そういった調査を進めていくよう、そうい

う時期については大学との関係もありますから明

言はできませんけれども、実施をする方向で進め

ていきたいというふうに考えておりますので、御

理解をお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 名寄大学には、全国に

もやはり名の知れたような本当に貧困問題に取り

組んでいる専門的な先生がたくさんおいででいら

っしゃいます。ですから、こうした中でいろいろ

実態調査をするにはプライベートの部分もという

懸念もあるかもしれませんけれども、しかし専門

的なこういった先生がいる中ですから、その点は

十分に配慮をしながら調査をしていただけるとい

うふうに私は思っていますので、ぜひ積極的に検

討していただく、このことを重ねてお願いをした

いなというふうに思います。

それで、次の医療費無料化の年齢拡大について

であります。部長からお話があったように、受診

させられなかった理由の中でお金がなかったと答

えた割合の旭川の紹介しました。名寄市も同じよ

うな傾向があるということで、まだ実態がつかめ

ていないのだというふうに思うのですが、平成２

６年８月から先ほど紹介があったように入学前ま

では通院、入院が無料、そして小学生は入院のみ

の無料というふうになったわけですが、この間の

検証されたでしょうか、お伺いします。

（何事か呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 検証というのは、例え

ば無料化が年齢が幅がふえたことによって重症化

が少なくなった、これは全国で専門家が、研究者

が調査した中では重症化がすごく少なくなってい

る。また、受診する回数も少なくなっているとい

うことが調査の中で出されています。そういった

ことを名寄市としては検証されたのかどうか、そ

のことをお聞きしたいと思いますが。

〇議長（黒井 徹議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 医療費の無償化

実施をしてから、平成２６年からですか、年数が

経過して、そのときの毎年の数字的には押さえて

きていると思います。また、その年によって医療

の流行も含めていろんな動向の増減がありますか

ら、数字だけでは重度化が軽減されたとか、それ

によって受診率が高くなったというふうには一概

には言えないかというふうに思っていますので、

ただそういった中身の検証については正確な部分

で検証できていません。ただ、数字的な部分では

押さえている部分はありますけれども、今後ほか

のそういった検証結果の状況なども見きわめなが
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ら、うちの数値的な部分がどのような傾向にある

かというのは今後の実績もとりながら検証してい

きたいというふうに考えているところであります。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 受診日、額、そういっ

た分での数字は出てきます。しかし、数字が出て

くる中でどのように変化がされていくのか、それ

を押さえていって、先ほど御紹介したように旭川

の調査を行った目的ではありませんけれども、そ

のようにそれを次に施策として生かしていくとい

うことが重要だというふうに私は思っているとこ

ろです。この間私も何度も医療費の無料化の年齢

拡大を求めてきました。そのときにもそのように

してお話をさせていただいてきたかなというふう

に思います。先ほども言ったように全国の研究者

の皆さん方、やはりじっくりと取り組んで調査を

されている中では重篤化するのが減ったというよ

うなことだとか、受診日数が少なくなってきて医

療費が少なくなっただとか、そういった実例もお

示ししながら質問をさせていただいた経緯もあり

ますので、ぜひともここのところをしっかりと生

活実態調査も含めて調査をしていただくことを強

く求めたいというふうに思います。

１つ、ちょっと御紹介をさせていただきたいな

と思うのですけれども、先日全国保険医団体連合

会の全国の小中学校などに通う子供の口腔状態、

口の中の状態です。受診状況に関する調査結果、

マスコミ発表されました。６月の頭だったと思い

ます。学校の歯科検診で治療が必要とされながら、

歯科、歯医者さんを受診していない子供、学年が

上がるほど割合が増加しています。せっかくの検

診が十分に生かされていないという実態が調査で

わかったところであります。治療が必要とされて

未受診だった子供、生徒の割合ですが、小学校で

５２％、中学校で６７％、高校で８４％もの生徒

の皆さんが要治療とされていながら受診できなか

ったということです。その理由が保護者の関心の

低さと家庭環境、そして経済的理由というふうに

なっています。この点についてお考えは。お聞か

せください。

〇議長（黒井 徹議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 口腔歯科の部分

で今話ありましたけれども、いろんな病気も含め

てそうだと思いますけれども、保護者の関心とい

うか、どんな軽い病気だって重篤化につながる要

素があるということでは、家庭内でもやっぱり病

院にかかる、歯医者にかかる、そういったことを

優先的にやるのが手だというふうに思っています。

そういった面では、市としてもそういった軽いも

のであっても重篤化になる可能性がある、特に口

のケアというのは大切なことでありますし、将来

的に歯の健康というのも重要なことでありますの

で、そういった啓発活動も進めながら対応してま

いりたいというふうに考えておりますし、先ほど

調査の部分でもありますけれども、今後調査実施

に当たってできれば大学の先生方も連携をとりた

いという話をさせていただきましたけれども、そ

ういった病院にお金なくてかかれないという、そ

の要因というのは経済的なということもあります

けれども、もっと深く突っ込んだ中でどういった

要因があるのかどうかも含めて検証をしながら、

やっぱり市としてどういった有効な施策を打てる

かということも含めて検討材料にしていかなけれ

ばならないというふうに考えているところであり

ます。そういった面では、いろんな情報、状況を

お聞かせいただきながら、市としても今後将来的

に持続可能な施策に反映をしていきたいというふ

うに考えていますので、御理解をお願い申し上げ

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 今歯科に対して、虫歯

等に対して非常に意識が高まってきて、割と虫歯

のある子供の割合少なくなってきてはいるのです。

これ厚労省の学校保健統計からすると、昔約８３

％だったのが今では３７％に減少していると言わ

れています。しかし、よくなっている反面、口腔
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崩壊というふうに専門家の方々はおっしゃってい

ます。虫歯が１０本以上あって、歯の根っこしか

残っていない未処置歯が何本もある、そしてそし

ゃくが困難な状態になっている、こういう口腔崩

壊と言われる子供たちも非常にふえていて、その

子供の口腔状態のいいのと悪いのと両極端になっ

ているという傾向が、二極化というふうに専門家

の方々おっしゃっていますけれども、こういった

ことが起きているのです。そういったときに、経

済的な理由もそうです。やはり無料化で窓口で負

担がないときには、先ほど紹介した検診で治療が

必要と言われた子が歯医者さんに行っている割合

は負担がある子たちよりか多く受診されているの

です。ということも出されています。さらに、先

ほどの保護者の関心の低さ、ここに実は旭川の調

査の中で子供の発達やしつけについて悩みを抱え

る割合が２ ４％。親御さんというか、保護者の

方々の割合、２割の方々が子供の発達やしつけに

ついて悩みを抱えているというふうに答えていま

す。受診させなかった理由が乳歯は生えかわるの

で、放っておいてもよいと思っていたと、こんな

ようなことが知識の中にあるということで、どう

していいかわからない部分もあったのかなという

ふうに推察するところです。こういうことも含め

て、やはり実態を見ていくこと、今部長もおっし

ゃったようにいろいろな調査結果総合しながら次

につなげていっていただきたいなというふうに思

っています。これは、極端な話をしているわけで

なくて、全国の調査ですので、どこでも起こり得

るということですので、御紹介をしておきたいと

思います。

時間の関係もありますから、次、国民健康保険

税の均等割の軽減について御質問したいと思いま

す。確かにもうずっと国で求めているのはそのと

おりであって、国がきちっとするのがそのとおり

だというふうに思っています。先ほど御紹介あり

ましたように、国保の運営が道に移管されてきた。

今年度は、上がったところ、下がったところ、道

内でも随分あったようですけれども、名寄市は据

え置きということでされましたけれども、今後ど

うなるのか不安な状態だということで、国保加入

者の方々からはそんな声を聞いているところです。

そして、均等割、子供が多い、３人、４人という

子供を持っていらっしゃる方々が本当に大変な思

いしています。これだけでも何とかしてもらえな

いかというふうに私は言われています。均等割分

２万 ０００円、これに加入者数を掛けていくわ

けですから、非常に大変な負担になるかというふ

うに思うのですが、この部分について改めてお考

えをお聞かせいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 国保税の均等割の関

係で改めて質問をいただきました。先ほど第３子

からの全額の免除、それと埼玉県の事例なのでし

ょうか、所得割の所得制限を伴う全額の免除とい

うことで、具体的な取り組みの事例を含めて質問

をいただきました。ただ、そのような取り組みは

全体を見れば余りないような状況でございまして、

質問の中にもありました。先ほどもお答えしたの

ですけれども、この均等割については一人一人に

均等にかかわるものということでありまして、子

供がふえると負担がふえるという仕組みについて

は、今日の子育て支援、これと相入れない状況が

ある。確かにこれもありますし、もう一つ、均等

割、同じ医療保険の中である、例えば組合管掌の

健康保険など被用者保険には存在しない負担とい

うことなのです。そういう部分を含めて制度の見

直し、要望が出されているという状況にございま

す。先ほど申し上げておりますけれども、国保の

制度の中で制度として取り入れていただきたいと

いうことで、国に対する要望を継続してまいりた

いと考えておりますので、御理解をいただければ

と考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 国民健康保険税の負担

増は、本当に大変であります。制度がつくられた
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当初は、個人商店の皆さん方だとかということで、

それからあと国の補助も非常に多かったというよ

うなことで、全ての国民が医療保険を持って、そ

して医療にかかれるようにということでつくられ

た制度でありますけれども、今はもうほとんどが

年金者であったり、そして非正規で働く方々が加

入されている。年金も毎年のように少なくなって

きていますから、国保の負担を払う、今切符来て

も本当に金額見て息が詰まりそうになるぐらいび

っくりするということが皆さんから言われている

ところであります。そういった部分でも子供を今

部長がおっしゃるように子育てを応援するという

立場からも、ここは本当に逆行しています。全国

的に確かに少ないです。徐々に徐々にこういうふ

うにしてふえてくるのだろうなというふうに思う

のです。子供の医療費無料化もそうでした。とい

うことで、やっぱり国を動かしていかなければな

りませんけれども、それまで待っていられないと

いう状況もあるのかなというふうに私は思ってい

ます。ぜひとも第３子から免除という、そういっ

た方法も、次の給食費の無料化もそうなのですけ

れども、やはりそういったところから少しでも手

がつけられるところがあるのではないかというと

ころら辺を探っていただきたい。そのことを強く

求めておきたいというふうに思います。

ちょっと時間の関係もありまして、次に行かせ

ていただきます。学校給食費の無料化であります

けれども、これも何回も取り上げさせていただい

たところであります。先ほど紹介した新冠町、今

年度から無料にしています。児童生徒が安心して

充実した学校生活を送るためには、教育環境の整

備は必要不可欠であって、栄養バランスのとれた

食事は豊かな心や望ましい人間関係を育成する上

で重要であることから、子育て世帯への支援も視

点に学校給食費の無料化を平成３０年度から実施

することとしたというふうに述べられています。

ちなみに、子供の医療費無料化助成は２６年４月

から満１５歳、中学卒業、義務教育が終わるまで

医療費助成も行われているところです。この新冠

町が無料にした考え方について、部長はどのよう

に受けとめていらっしゃるでしょうか、お聞きを

したいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） ただいま新冠町さん

の事例を御紹介をいただきました。大変取り組み

的にはすばらしいものだというふうには考えてお

りますけれども、先ほども申し上げましたとおり

やはり学校給食の基本というのは市の負担、運営

費について市が負担する、また給食費については

保護者に負担をいただくというのを基本として考

えております。今後もそのような考え方には変わ

りはないと思っています。低所得者につきまして

は、給食費につきましては、先ほどの歯科の治療

費につきましても就学援助費の中で支給すること

としております。実際２９年度の学校給食費につ

きましても就学援助費対象者に対しての援助比率

が１ ７％ということになってございますので、

引き続きこのような対応をしながら、設置者とし

ての負担、保護者としての負担については今の形

を基本として考えていきたいと思っております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 就学援助で補っている

ということで、この間もそのように御答弁いただ

いていたところでありますけれども、就学援助と

いう中身でいうと医療費の扶助も含めて、医療費

のお話もされたのでなのですが、ここら辺でいう

と現金給付ということになるのかなというふうに

思いながら受けとめているのですが、給食費の無

料化というのは子供への現物給付というふうに私

は思うのです。やっぱり現物で給付するという大

きな意義があるというふうに思っています。これ

は、跡見学園女子大学教授の鳫先生がおっしゃっ

ているのですけれども、全ての子供が学校で無料

で給食を食べられるということは、どんな家庭、

どんな親の子供であってもひとしく利益を得るこ
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とができる点で、すぐれた制度なのですというこ

となのです。このように述べられていて、確かに

就学援助で補助もしていただくのだけれども、そ

れが直ということになるのかどうかというところ

ら辺も若干あるのかなというふうに思いながら、

私は就学援助の周知徹底のところでは随分お願い

をしてきたところでありますけれども、やはり現

物給付といったところで給食費の無料化を大きく

捉えていただきたい、そういうふうに思っている

ところです。全ての子供たちにひとしく学校給食

を実施するということ、やっぱりこれは自治体と

しての責任でもあり、そのために国もきちっと財

政支援していただくことが義務教育の中でいえば

義務教育は無償とするというふうにうたっている

わけですから、そういうふうにしていただくのが

必要なのですけれども、ただ、今そうなっていな

い中で厳しい財政状況の中で給食費の全額補助を

行っている自治体は、これしんぶん赤旗が調査し

たのですが、全国で８３市町村に上っていると言

われています。この数についてどのようにお感じ

になりますか。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 教育部、給食を運営

している立場としては、無償化に対して言えるこ

とではないとは思っていますけれども、８３の市

町村、自治体の考え方としてはやはり子育て支援

という面からの考え方だと。過疎化だとか、いろ

んな少子化の関係もあっての考え方だと思います

けれども、教育部としては今の形を維持していけ

ればと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 子育て支援ばかりでは

なくて、給食を教育の一環として捉える食育推進、

ここのところにも大きな重きを置いて、今支援す

る自治体等がふえているというふうに思われます

ので、この間いろんな形で御紹介もさせていただ

きました。第３子から、それから小学校から、い

ろんな取り組みがあると思います。先ほどの国保

のこともそうなのですけれども、できるところを

探っていただきたい、そのことを強く求めたいと

思います。

次に、日本一のモチ米のまち発信についてお伺

いをしたいと思います。先ほども御紹介したよう

に、私は５月に岩手県一関市に餅御膳ということ

があるということで、これはもうモチ作付日本一

の名寄市としてぜひとも行って、どういう状況で、

私たち名寄市で参考になるものはないかと思って

視察をさせていただきたいと思っていたのですが、

震災があったり、いろんなお互いの日程の調整も

つかないで、今回ようやく行けたということで、

非常に有効なといいますか、大変にいい視察をさ

せていただいたなというふうに思っているところ

であります。もう一関の担当していただいた皆さ

んには、本当にお礼を言いたいというふうに思っ

ています。

それで、１つは今回日本一のモチ米のまちの発

信について、４０回を迎えるなよろ産業まつり記

念事業として行って、市内外へ広く情報発信を行

うというふうにありました。昨日の質問の中でも

産業まつりの事業内容の紹介ありましたけれども、

特に日本一のモチ米のまちを発信させる取り組み

について、改めてお聞かせをいただきたいなとい

うふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 今回の産業まつりは

４０回目の節目もあるということでありまして、

サブタイトルが「もち米日本一フェスタ」ですの

で、この日本一のモチ米を発信する機会にしたい

ということで、今回はさまざまな企画を今検討さ

せていただいているところであります。まだ検討

段階もあるということですので、当日までちょっ

と確定しているものでないということでお断りを

最初にさせていただきたいと思いますけれども、

まずステージイベントの関係でいきますと旭川西

に書道部があります。この方たちにモチ米に関す

るテーマを与えて、ステージというか、会場の中
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で実際に書道パフォーマンスをやっていただこう

と思っています。もしその書いたものを張ること

が可能であれば会場にも掲示をして、皆さんにも

見ていただければ、そんな思いをしています。ま

た、昨日の中でもお話ししましたけれども、餅つ

き芸人のクールポコさんおられますので、その人

にステージに立っていただいて、少し笑いも含め

てになるかもしれませんけれども、モチ米のやわ

らかな形での文化を広めさせていただければと、

そんな思いもさせていただいているところであり

ます。それ以外にも来場された皆さんに御協力を

いただいて、情報発信をさせていただければとい

うことで、顔出しの穴があいて、あれにちょっと

餅の形のものを用意させていただいて、今ＳＮＳ

や何かで皆さん情報発信いただきますので、イン

スタ映えだかというのですか、そんなところでも

参加者の皆さんにも通じて情報発信をさせていた

だければという、そんなところの企画を考えてい

ます。

また、それ以外にも販売ブース、これまでは特

に皆さん自由にということだったのですけれども、

一部の方には餅にこだわった販売物についてもぜ

ひ御協力いただけないかということで、そんな呼

びかけもさせていただきたいというふうに思いま

すし、昨日もお話ししましたけれども、餅まきの

機会にこの餅の量もふやさせていただきたいと思

いますし、これまでは関係機関の皆さんで餅を配

っていたのですけれども、ここについては餅まき

というのは福をまくという意味もありますので、

結婚された方というのでしょうか、新婚さんなん

かも招いて、その方たちから福をまいてもらうよ

うな、そんなようなイベントも含めて取り組みを

させていただきたいというふうに思っています。

そんな形でできるだけ餅にこだわったイベントを

たくさん用意することによって、情報発信をして

いきたい、そのように考えてございます。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 非常に楽しみにしたい

なというふうに思っています。今餅まき、福をま

くというお話がありました。実は、私一関市に行

った日が大安吉日でした。それで、全然そんなの

なかったのですけれども、老舗のお菓子屋さんの

前にのぼり旗があって、本日大安吉日で大福の日

ですというふうに書かれてありました。大福です

から、大きい福ですよね。それで、もう店に入っ

た途端に店員さんがきょうは大安吉日で大福の日

ですから、ぜひ大福をというふうにお勧めいただ

いて、これは行政だけがしたりとかではなくてＪ

Ａや商工会議所、商店街の皆さんとの連携が本当

に必要なのだろうというふうに思うのですが、そ

ういったことがあってちょっと感動して帰ってき

たのですけれども、今餅まきの餅をたくさんふや

すということでしたので、期待をしたいなと。私

餅まきの餅拾い得意ではないものですから、たく

さんふえたらちょっと期待をしたいなというふう

に思っているところですので、よろしくお願いし

たいなと思います。

こういったいろんなことを進めるに当たって体

制の強化も必要ではないかというふうに、私が心

配することでないかもしれませんが、体制強化に

ついての必要性についてちょっとお聞きをしたい

なというふうに思いますが、いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 情報発信をしていく

ということは、行政だけではできないことですの

で、川村議員が言われるように体制の強化という

のが非常に必要だと思います。市民こぞってＰＲ

していただくことが最大の効果を生むのだという

ふうに思っています。

現状でいきますと、先ほども紹介させていただ

きましたけれども、名寄市の食のモデル地域実行

協議会というのをつくらせていただいております。

ここの構成メンバーには、生産者はもとよりです

けれども、関係機関としてはＪＡですとか、高校

あるいは大学、消費者協会、経済団体、観光協会、

幅広い団体の皆さんに構成員として参加をいただ
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いているということでありますので、まずはここ

の中でしっかり議論をして、どんな形で情報発信

できるものか引き続き検討させていただきたいと

思いますし、先ほど御紹介したように名寄のモチ

米のファンとして三十数名今認定していますもち

米サポーターの方がおられたり、もうこれは一つ

の大きな戦力になるかと思っていますが、もち大

使の皆さんもおられますし、さらには市民の皆さ

んにも協力いただいて、幅広い形でぜひ情報発信

に努めたいと思いますし、体制強化に向けて努力

してまいりたいと思っていますので、御理解いた

だければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） もち米サポーターでい

えば、私も高野議員ももち米サポーター養成塾の

卒業生でありますので、ちょっと御紹介をさせて。

毎月１０日がもちの日ということで御紹介があり

ました。定着が望まれるところですが、学校給食

での餅の提供、一関市では餅本膳、本当に本膳で

す。角膳に載った餅本膳があって、それを持って

出前授業にされているのです。これは、歴史があ

るところだからできるのだなというふうに思って

いるのですが、私たちのところでも食育推進計画

第３次のこの中にも和食、行事食の魅力を再認識

して、各イベントで餅つきを行うなど楽しみなが

ら和食、行事食を推進していきます。学校給食の

中でもモチ米を使ったメニューを使っていきたい

ということでしたので、ここに期待をしたいなと

いうふうに思っています。

先ほど大学食堂での提供、これも１０日にあわ

せて行っていただけたらいいのになと思いながら

お聞きをしていました。全国から本当に集まって

くる学生の皆さんにぜひ名寄のおいしいお餅を食

べてもらいたいと。ぜひとも業者の方々との相談

もあるのだというふうに思いますが、いかがでし

ょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 大学の学

生食堂は、御存じのように市内の事業者のほうと

委託をしておりまして、議員の要望につきまして

は年に２回ほど大学側と事業者側とで協議する機

会がございますので、一つの案として提案してい

きたいなと思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で川村幸栄議員の

質問を終わります。

これをもちまして一般質問を終結いたします。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午後 ０時０１分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

日程第３ 議案第１号 名寄市住宅マスタープ

ラン（第２次）の策定についてを議題といたしま

す。

６月４日の議事を継続します。

これより、質疑に入ります。御発言ございませ

んか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第４ 議案第９号

平成３０年度名寄市一般会計補正予算（第１

号）を議題といたします。

６月４日の議事を継続します。
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これより、質疑に入ります。御発言ございませ

んか。

高野美枝子議員。

〇７番（高野美枝子議員） ４款衛生費、保健衛

生費、３目保健活動推進費、産婦健康診査・産後

ケア事業について質問いたします。

産後の初期段階における母子に対する支援でご

ざいますけれども、このことについて今年度新し

く新規で計上されているわけでございますけれど

も、この内容についてもう少し細かくお聞かせい

ただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 御質問いただき

ました産婦健康診査並びに産後ケア事業について、

詳細について説明をさせていただきます。

まず、産婦健康診査につきましては、産婦健康

診査２回分に係る費用について助成をするもので

あります。対象者は、平成３０年１０月１日以降

に出産し、健康診査受診日において市内に住所を

有する産後２週間、産後１カ月など産後間もない

時期の産婦を対象としております。産婦健康診査

において母体の身体的機能の回復や授乳状況及び

精神状態の把握などを行いながら、支援が必要と

判断される産婦に対しては速やかに市へ結果の連

絡をもらい、産後ケア事業など必要な支援へ結び

つけていきたいと考えております。助成対象者は

１人につき２回以内として、助成額は産婦健康診

査１回当たり ０００円としております。

次に、産後ケア事業ですけれども、退院直後の

母子に対して助産師が対象者の自宅を訪問し、心

身のケアや育児のサポートなどのきめ細やかな支

援を実施し、その費用を助成するものであります。

対象は、平成３０年１０月１日以降の利用日に市

内に住所を有する産後４カ月未満の産婦及び乳児

であって、家族などから十分な家事や育児などの

援助が受けられず、産後に心身の不調または育児

不安などがある方を対象としております。助成に

つきましては、対象者１人につき最大５回以内と

して、１回２時間以内、助成額は産後ケア事業委

託料１件当たり ０００円のうち生活保護世帯、

市民税非課税世帯については全額を助成し、その

ほかにつきましては自己負担 ０００円を徴収し、

０００円を助成する制度としております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） この制度は、まず病

院に行って診察を受けて、助産師さんにつなげて

いただいて家庭訪問をしていただくという形で、

やはり皆様の声を聞いていると生まれて１カ月以

内とか非常に不安な状況で、心身ともに助けを必

要としている方がたくさんいらっしゃるというふ

うなお話も聞いているところなのですけれども、

このことによって病院と家庭訪問というのですか、

助産師さんの距離が近くなって、悩みを先生にお

話ししたときに助産師さんが家庭訪問に来ていた

だくことにつながるということの見識でよろしい

のでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 名寄市において

は、特に転勤者が多い状況もあって、そういった

面では母子手帳交付の転勤者の割合は５割を占め

ている状況があって、育児が孤立しやすい状態に

あるというのも一つの要因であるというふうに考

えています。今議員からありましたように、これ

までも任意で病院の健康診査を受けておりますけ

れども、これからは全員を対象として行いながら

病院との連携を密にして、そういった育児なり心

身の不安がある方についてはすぐ情報をいただき

ながら、保健師の家庭訪問もしながら、最終的に

は必要であれば産後ケアにつなげていくというこ

とで、安心して子育てができる、そういった環境

をさらに充実させていきたいというふうに考えて

おります。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 今部長おっしゃった

ように、家族の支援が受けられないとか、家族の
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方に来ていただいても短時間、短期間で、１週間

なりで帰ってしまって、その後やはり誰に相談し

たらいいかわからない中で小さい子供を抱えて困

っている方がたくさんいるというふうにお聞きし

ておりますので、この制度本当にすばらしい制度

であると思いますけれども、２０１６年ぐらいか

ら計画としては出ていたというふうに思うのです

けれども、名寄市では今回の制度１０月からとい

うことでございますけれども、この経緯と、あと

１９７万 ０００円の金額の根拠についてお聞き

したいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） この制度につき

ましては、国の補助金を活用して実施をしていき

たいというふうに考えております。国においては、

平成２９年度から実施をしておりますけれども、

これは医療機関との連携が必要ということで、医

療機関の受け入れ態勢、産後ケアにつきましては

それを受託していただける助産師の受け入れ態勢

等が必要ということがあります。北海道におきま

しては、本年４月から道内の医療機関であったり、

助産所とも協定を締結しているところであります。

そういった面では、締結した名寄市の該当者の方

に受診券を渡して、道内どこでも受けられる。た

だ、病院によってはまだ準備が整っていない病院

もあるということでありますから、今後充実され

ていくというふうに考えております。名寄市立総

合病院におきましても体制を整えてもらいながら、

１０月から速やかに実施できるような形で今準備

を進めておりますし、助産師につきましても委託

先が決まりまして、可決後は具体的な協議も行い

ながら速やかな実施に向けて準備を進めてまいり

たいというふうに考えているところであります。

それで、予算額の中身ですけれども、１０月か

ら実施ということで産婦健康診査につきましては

１２０名を予定をしております。委託料につきま

しては、病院の１１５名につきましては２回受診

で ０００円受診ということで１１５万円、生活

保護、非課税世帯があるということで、この方に

つきましては５名程度、２回 ０００円で合わせ

て１２０万円の助成を予定しております。

産後ケアにつきましては、一般世帯につきまし

てはこれまでの訪問した実績からで約２割程度と

いうふうに考えていますので、２５人、５回とい

うことで ０００円で６２万 ０００円、生活保

護市民税非課税世帯につきましては、５名、５回

掛ける ０００円ということで１５万円で、合計

３８万 ０００円の予算を計上しているところで

あります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川村幸栄議員。

〇５番（川村幸栄議員） ３点ほどお伺いをした

いと思っています。

ただいまの産婦健康診査にかかわってなのです

けれども、ちょっと確認をさせていただきたいと

思います。産後ケアは助産師さんが担当というこ

となのですが、現在行われているこんにちは赤ち

ゃん事業、保健師さんが訪問されていますけれど

も、こことは一緒にしないということに、今まで

どおり別、こんにちは赤ちゃん事業はあって、そ

のほかに産後ケアが行われるのかどうかというと

ころを確認をさせていただきたいと思います。

それと、もう一つは、８款４項１目、無電柱化

を推進する市区町村長の会の負担金 ０００円で

ありますけれども、ここ説明を見ると無電柱化の

実現に向けた要望活動などに要する経費と説明資

料に書かれているのですが、先日の一般質問の御

答弁と、ちょっとこの説明資料を見るともう積極

的に推進するかのように見えてしまうのですが、

ここのところももう一度御説明をいただければと

いうふうに思います。

それから、もう一点は、１０款２項１目の小学

校管理費なのですが、小学校維持管理事業費の中

で寄附金を財源とした整備の中で、部活動のとこ

ろはわかるのですが、小学校の屋外備品というふ

うになっています。この屋外備品とは何なのかを



－201－

平成３０年６月２１日（木曜日）第２回６月定例会・第５号

お知らせいただきたいと思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 議員から質問あ

りました関係につきまして、こんにちは赤ちゃん

につきましてはこれまで同様の形で継続してまい

りたいと考えております。今申しました産婦健康

診査につきましては、２週目、１カ月程度という

ことで、そういった中で病院のほうから何か育児

の問題だったり、心身に影響ある場合には連絡を

受けて、保健師が対応しながら、必要に応じては

産後ケアにつないでいくということで対応してい

きたいというふうに思っています。産後のケアに

つきましては、基本的には４カ月未満というふう

にしていますので、こんにちは赤ちゃんも４カ月

までということで前後するかもしれませんけれど

も、いずれにしても産婦健康診査の結果に基づき

ながら支援をしていきたいというふうに考えてお

ります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 私からは、無電

柱化に関する会の関係で申し上げさせていただき

ます。

今回 ０００円の補正をさせていただきました

のは、御承知のとおり全国の市町村の首長の会の

中で、私の記憶では、おおむね３００自治体だっ

たと思うのですが、首長さんを中心にして無電柱

化に関する情報交換というか、私の承知している

のでは国からの情報提供をいただくだとか、そし

て先般の市長への質問の中で仮に事業を実施する

にしても大変莫大な費用、経費がかかるという中

で、この会の中ではそういったときに対する例え

ば国の補助だとか、当然それは手厚くという、そ

の国のを求めるための活動も１つもちろんあるの

ですけれども、基本的には幅広くそういった形で

の情報交換の場だというふうに私どもは理解をし

ておりまして、北海道内でも１５前後だったと思

うのですけれども、首長さんが会をつくってござ

いますので、ここからの情報提供で今後の無電柱

化に対する考えというのも十分慎重に見きわめな

がら、情報を得ながらというふうに考えてござい

ますので、決して前のめりということではないと

いうことで御理解いただければなと思ってござい

ます。よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 小学校の屋外備品の

種類ということですけれども、まず鉄棒がさびて

腐食がひどい学校があるということで、鉄棒につ

きましては小学校の教育課程にも鉄棒運動という

のがございますので、これについては劣化の激し

い市内小学校４校について鉄棒を更新をさせてい

ただきたいということと、学校につきましては中

名寄小学校、西小、東小、智恵文小の４校です。

もう一カ所、ブランコについても劣化が激しいと

いうことで、中名寄小学校で１校を整備をさせて

いただきたいと思っています。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 産後ケアは、了解した

ところであります。

また、無電柱化の市区町村長の会の負担金、こ

の説明だと要望活動に積極的にというふうに読み

取ったものですから、ちょっと確認をさせていた

だきました。情報収集というか、情報交換の場と

して参加をしていきたいということで理解をした

いと思います。

それからあと、小学校の屋外備品なのですが、

今御説明がありました鉄棒というのは、これは教

育費として予算、別になるのでしょうか。寄附金

を使っての事業ということになっているのですが、

これは鉄棒は寄附金で賄わなければならないのか

どうかのところがちょっと理解しがたいところな

のですが、御説明をいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） この財源につきまし

ては、寄附金を充当しておりますけれども、昨年
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に寄附金 ０００万円をいただいたときに目的と

しましては小学校の屋外備品の整備と中学校の部

活動のためにということで目的を指定した寄附を

いただいておりましたので、寄附者の御厚意に沿

うような形でその寄附金を財源といたしまして、

なかなか特定財源がなくて整備ができなかったの

ですけれども、今回このような形で寄附をいただ

いたということで整備をしようということで予算

を計上させていただきました。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 御寄附をしていただい

た方の御意向を受けてというふうにして理解して

いいということですね。了解しました。ありがと

うございます。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第９号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第９号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第５ 議案第１０

号 平成３０年度名寄市介護保険特別会計補正予

算（第１号）を議題といたします。

６月４日の議事を継続いたします。

これより、質疑に入ります。御発言ございませ

んか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１０号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１０号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第６ 議案第１１

号 平成３０年度名寄市立大学特別会計補正予算

（第１号）を議題といたします。

６月４日の議事を継続します。

これより、質疑に入ります。御発言ございませ

んか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１１号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第７ 議案第１３

号 財産の取得についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１３号 財産の取
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得について、提案の理由を申し上げます。

本件は、平成６年に取得をした除雪グレーダー

が新車登録後２４年を経過し、老朽化をしたこと

から更新をしようとするものであり、３社を指名

し、５月２９日に指名競争入札を執行した結果、

コマツカスタマーサポート株式会社北海道カンパ

ニー旭川支店が ２００万円で落札をし、これに

消費税及び地方消費税２５６万円を加え ４５６

万円で契約を締結しようとするものでございます。

名寄市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき議

会の議決を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１３号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１３号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第８ 議案第１４

号 平成３０年度名寄市一般会計補正予算（第２

号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１４号 平成３０

年度名寄市一般会計補正予算について、提案の理

由を申し上げます。

今回の補正は、経営体育成支援事業及び畜産・

酪農収益力強化整備等特別対策事業の採択に伴い

必要な経費を補正しようとするものでございまし

て、歳入歳出それぞれ６億 ０５０万 ０００円

を追加をし、予算総額を２１９億 ３２２万 ０

００円にしようとするものでございます。

まず、歳出について申し上げます。６款農林業

費におきまして経営体育成支援事業費２０２万円

の追加は、大雪による被害を受けた農業用機械の

更新に対し補助しようとするものでございます。

また、畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事

業費６億 ８４８万 ０００円の追加は、３戸の

農業経営者が実施をする農業用施設設備の整備に

対し補助をしようとするものでございます。

次に、歳入につきましては、１６款道支出金に

おいて経営体育成支援事業補助金（大雪被害対

策）で２０２万円、畜産・酪農収益力強化整備等

特別対策事業補助金で６億 ８４８万 ０００円

を計上しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１４号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１４号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第９ 意見書案第
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１号 北海道主要農作物種子条例の制定に関する

意見書、意見書案第２号 ２０１９年度地方財政

の充実・強化を求める意見書、意見書案第３号

「３０人以下学級」の実現、義務教育費国庫負担

制度堅持・負担率１／２への復元、「子どもの貧

困」解消など教育予算確保・拡充と就学保障に向

けた意見書、意見書案第４号 平成３０年度北海

道最低賃金改正等に関する意見書、意見書案第５

号 教職員の長時間労働解消に向け、「公立の義

務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別

措置法（給特法）」の廃止を含めた見直しを求め

る意見書、意見書案第６号 旧優生保護法下にお

ける優生手術の被害者に対する補償及び救済等の

早期解決を求める意見書、意見書案第７号 ケア

プラン点検による利用制限、ケアプラン有料化を

実施しないよう求める意見書、意見書案第８号

非婚ひとり親に寡婦控除のみなし適用をする所得

税法改正を求める意見書、意見書案第９号 地域

材の利用拡大推進を求める意見書、以上９件を一

括議題といたします。

お諮りいたします。意見書案第１号外８件は、

質疑、委員会付託を省略し、直ちに採決すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

意見書案第１号外８件を原案のとおり決定する

ことに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、意見書案第１号外８件は原案のとおり

可決されました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１０ 報告第９

号 例月現金出納検査報告についてを議題といた

します。

本件については、報告書がお手元に配付されて

おりますので、これをもって御了承をお願いいた

します。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１１ 閉会中継

続審査（調査）の申し出についてを議題といたし

ます。

お諮りいたします。お手元に配付いたしました

各委員長からの申し出のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、申し出のとおり決定をいたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１２ 委員の派

遣についてを議題といたします。

お諮りいたします。お手元に配付のとおり、委

員を派遣することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、委員の派遣が決定いたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で今期定例会に付

議されました案件は全て議了いたしました。

これをもちまして、平成３０年第２回定例会を

閉会いたします。

大変お疲れさまでした。

閉会 午後 １時２６分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹
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署名議員 川 村 幸 栄

署名議員 大 石 健 二
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質 問 文 書 表 （代表質問）

平成３０年第２回定例会

発 言
氏 名 発 言 要 旨

順 序

１ 熊 谷 吉 正 １ 平和で安心なまちづくりについて

（Ｐ ３６） (1) 加藤市長の憲法観と今の政治状況について

(2) 平和行政と名寄駐屯地創立６５周年武装市中パレードについて

２ 名寄市総合計画（第２次）中期計画策定について

(1) 前期計画を踏まえた中期計画と財政展望について

(2) 市民アンケートの分析と今後の市民参画のあり方について

(3) 今後の市役所体制のあり方について

３ 今後の市民負担増等の行政課題について

(1) 水道事業の動向と市民との関わりについて

(2) 国民健康保険の動向と市民との関わりについて

４ コミュニティ活動の推進について

(1) 今後の市政における町内会活動の位置づけと関わりについて

５ 安心して健康で住み続けられる名寄市について

(1) 新年度の除排雪事業の改善と道路改良について

(2) 子どもの医療費無料化について

(3) 空き家対策の促進について

(4) （仮称）受動喫煙防止条例制定に向けて

６ 公共交通等の維持改善と住民の移動手段確保について

(1) ＪＲ宗谷線存続の取り組みと今後の動きについて

(2) 利用しやすく効率的な公共交通確保について

７ 地域経済の活性化と農業振興について

(1) 市民と事業者のニーズに応える住宅改修事業について

(2) 農業振興について

① 農業情勢の変化による農村・農業者への影響と対策について

② 繁忙期における労働力確保の現状と対策について

③ 日本最北のワイナリーへの期待について

８ 教育行政執行方針について

(1) 教職員の多忙化と改善の方法について

(2) 教員住宅の確保について
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(3) 高等学校のあり方について

９ 名寄市立総合病院と名寄東病院等について

(1) 名寄市立総合病院の経営課題等について

(2) 名寄東病院の役割と今後の施設整備について

２ 東 千 春 １ 冬季スポーツ拠点化の推進について

（Ｐ ５９） (1) 名寄市における冬季スポーツ拠点化のロードマップについて

(2) ナショナルトレーニングセンターの見通しについて

２ 名寄市立大学の運営と社会貢献について

(1) 名寄市が望む大学の社会貢献について

(2) 組織・運営のあり方について

(3) 学生寮や教員住宅の整備について

３ 保育所、放課後児童クラブのあり方について

(1) 各保育所施設の将来像について

(2) 放課後児童クラブの利用料について

４ 名寄版地域包括ケアシステムと健康寿命延伸について

(1) 名寄版地域包括ケアシステムの進め方について

(2) 高齢者の運動機能向上と社会参画について

５ 生活空間の維持と物流拠点化の推進について

６ 中小企業の振興と商工会議所との連携について

(1) 名寄市内で経済を循環させる仕組みについて

(2) 市内大型店を含む中心市街地の維持と将来像について

(3) 商工会議所との人事交流について

７ 公平・公正の原則の基本的な考え方について

８ 幼・小・中・高・大が連携した教育力向上について
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質 問 文 書 表 （一般質問）

平成３０年第２回定例会

発 言
氏 名 発 言 要 旨

順 序

１ 山 崎 真由美 １ 市民の満足度向上につながる市政運営について

（Ｐ ８２） (1) 副市長１名体制による組織機構の変容について

(2) 名寄市総合計画（第２次）の具現化にむけた対応について

(3) 一層の行政サービス向上にむけた取り組みについて

２ コミュニティスクールと小・中一貫教育推進について

(1) コミュニティスクールの取り組み状況について

(2) 地域性を重視した小・中一貫教育について

(3) スポーツ分野における小・中連携について

(4) 学校・家庭・地域・行政の連携強化による、さらなる教育環境形

成について

３ 農福連携の推進について

(1) 農福連携の現状と将来像について

(2) 関係機関の連携強化と行政の果たすべき役割について

２ 東 川 孝 義 １ 開業医誘致の推進について

（Ｐ ９３） (1) 条例制定後の具体的な取り組みについて

(2) 具体的な推進に向けた課題について

(3) 今後の誘致推進に向けて

２ 障がい者福祉施策の事業推進について

(1) 第３次名寄市障がい者福祉計画の推進に向けて

(2) 第５期名寄市障がい福祉実施計画の推進に向けて

(3) 名寄市みんなと結ぶ手話条例の推進について

３ 交流人口の拡大に向けて

(1) 過去５年間の主な事業の入り込み数と評価について

(2) 観光誘致宣伝活動について

(3) 広域観光連携事業について

(4) 営業戦略室業務の推進について
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３ 大 石 健 二 １ 加藤市政３期目の所信表明に関して

（Ｐ１０５） (1) 市政執行の所信表明から

① １期目～２期目の取り組みについて

② ３期目の展望と取り組みについて

２ 平成３０年度市政執行方針に関して

(1) 「名寄市まち・ひと・しごと創生総合戦略」から

① 最終年度の平成３１年度を目前に控えて

② 基本目標の進捗度と深化度等について

３ 行政施策から

(1) １０年の節目を超えたふるさと納税の再点検と再考について

４ 市民の声から

(1) 町内会が抱える懸案の諸課題と対応策について

① 町内会が直面する会員減と役員等の担い手対策等について

② 市職員の地域担当制の導入について

４ 佐久間 誠 １ 市政執行の所信表明に関して

（Ｐ１１６） (1) 無電柱化におけるコストと効果について

(2) ＪＲ「名寄高校前」駅について

(3) 子どものパスポート取得助成と公平性の観点について

２ 地域公共交通体系の今後のあり方について

(1) 乗り合いタクシーの考え方について

(2) 郊外地区における利便性の高い交通体系整備について

３ 外国人労働力の活用、受け入れ拡大について

(1) 労働力受け入れのルート確立に関して

(2) 受け入れ環境等の整備・サポートについて

５ 塩 田 昌 彦 １ 経済部所管事業について

（Ｐ１２８） (1) 国際交流における台湾交流推進の方向性について

(2) 今年で４０回目を迎える産業まつりについて

(3) 食育推進と地産地消の取り組みについて

２ ふるさと納税について

(1) 平成２９年度の実績について

(2) ふるさと納税の取り組み状況について

(3) ふるさと納税の効果等について
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６ 佐々木 寿 １ ＰＦＩについて

（Ｐ１３９） (1) 本市のＰＦＩ導入に対する考え方について

２ 高齢者事業の推進について

(1) 高齢者事業センター等への支援について

(2) 公営住宅入居者の高齢化に対応した施設の再生について

(3) 高齢者の運転免許証返納に対する更なる施策について

３ 空き地の活用について

(1) 空き地の有効活用の考え方について

４ アスリートの育成・支援について

(1) アスリート育成のための女性コーチの導入について

７ 佐 藤 靖 １ 名寄市経済の現状と課題について

（Ｐ１４９） (1) 北海道が公表する「地域経済カルテ」と現状の分析について

(2) 消費税増税となった場合の市内経済、市民生活への影響について

(3) 消費税増税となった場合の対応について

(4) 市内経済動向と財政規律について

２ 名寄市立大学の将来像について

(1) 経営形態（独立行政法人化）及び地域優遇策（地域枠、入学金軽

減）の基本的考え方について

(2) 執行方針に盛り込んだ「計画的な施設整備などを進める」の意図

について

(3) 認証評価受審時に取り組む「教育研究や学生支援、社会連携、社

会貢献など、様々な分野における改善、向上」の意図について

３ 各種ボランティア団体等の現状と課題について

(1) 会員状況の現状把握と今後の見通しについて

(2) 各団体の活動と市民生活のかかわりについて

(3) 有償ボランティアの必要性の見解について

４ 名寄の冬を楽しく暮らす条例の現状と課題について

(1) 制定後の具体的取り組みについて

(2) 条例の理念、目指すべき姿について

(3) 市政執行方針に盛り込んだ「地域における利雪・親雪の取り組み

推進」の意図について

８ 高 橋 伸 典 １ 住宅セーフティネット制度について

（Ｐ１６１） (1) 空き家、空き室の状況と対策について

(2) 北海道との協議状況について
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(3) 名寄市住宅マスタープランにおける官民連携による住宅セーフテ

ィネットの強化について

２ 町内会の加入促進について

(1) 町内会の役割と加入率の現状について

(2) 共同住宅の加入率と対策について

(3) 町内会加入促進条例の考え方について

３ 通学路の交通安全対策について

(1) 通学路の交通安全対策の現状について

(2) 手押し式信号機設置箇所の歩車分離について

(3) 冬期間における新名寄橋周辺通学路の安全対策について

４ 名寄市営球場の現状について

(1) 観客席の整備について

(2) 駐車場対策について

９ 山 田 典 幸 １ 名寄市の農業振興施策について

（Ｐ１７５） (1) 担い手の育成と確保について

(2) 多様で持続可能な農業経営の促進について

(3) 農業・農村環境の保全について

２ 名寄市の教育行政について

(1) 名寄市立小中学校施設整備計画について

(2) 平成２９年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果につい

て

３ ピヤシリスキー場の運営について

(1) 昨シーズンの運営の検証について

(2) 来シーズンに向けての取り組みについて

１０ 川 村 幸 栄 １ 「第２次名寄市男女共同参画推進計画」の推進について

（Ｐ１８７） (1) 計画の推進について

２ 子どもたちの生活環境の整備について

(1) 子どもたちの生活環境の実態調査について

(2) 子どもの医療費無料化の年齢拡大について

(3) 国民健康保険税の均等割の軽減について

(4) 学校給食費の無料化について

３ 「日本一のもち米のまち」の発信について

(1) 名寄のもち米について

(2) 市民の意識向上について
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(3) 全国への発信について
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平成３０年第２回名寄市議会定例会議決結果表

平成３０年６月４日～平成３０年６月２１日 １８日間

本会議時間数 １６時間２４分

委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

名寄市住宅マスタープラン（第２次）の策定 ― ― 30. 6.21
第 １ 号

について ― ― 原 案 可 決

名寄地区衛生施設事務組合規約の変更につい ― ― 30. 6. 4
第 ２ 号

て ― ― 原 案 可 決

― ― 30. 6. 4
第 ３ 号 名寄市農業委員会委員の任命について

― ― 原 案 同 意

― ― 30. 6. 4
第 ４ 号 専決処分した事件の承認について

― ― 承 認

― ― 30. 6. 4
第 ５ 号 専決処分した事件の承認について

― ― 承 認

― ― 30. 6. 4
第 ６ 号 専決処分した事件の承認について

― ― 承 認

― ― 30. 6. 4
第 ７ 号 専決処分した事件の承認について

― ― 承 認

― ― 30. 6. 4
第 ８ 号 専決処分した事件の承認について

― ― 承 認

平成３０年度名寄市一般会計補正予算（第１ ― ― 30. 6.21
第 ９ 号

号） ― ― 原 案 可 決

平成３０年度名寄市介護保険特別会計補正予 ― ― 30. 6.21
第 １ ０ 号

算（第１号） ― ― 原 案 可 決

平成３０年度名寄市立大学特別会計補正予算 ― ― 30. 6.21
第 １ １ 号

（第１号） ― ― 原 案 可 決

― ― 30. 6. 4
第 １ ２ 号 名寄市税条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

― ― 30. 6.21
第 １ ３ 号 財産の取得について

― ― 原 案 可 決

平成３０年度名寄市一般会計補正予算（第２ ― ― 30. 6.21
第 １ ４ 号

号） ― ― 原 案 可 決

報 告 平成２９年度名寄市一般会計予算繰越明許費 ― ― 30. 6. 4

第 １ 号 繰越計算書の報告について ― ― 報 告 済
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

報 告 平成２９年度名寄市食肉センター事業特別会 ― ― 30. 6. 4

第 ２ 号 計繰越明許費繰越計算書の報告について ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 30. 6. 4
公害の現況に関する報告について

第 ３ 号 ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 30. 6. 4
株式会社名寄振興公社の経営状況について

第 ４ 号 ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 30. 6. 4
専決処分した事件の報告について

第 ５ 号 ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 30. 6. 4
専決処分した事件の報告について

第 ６ 号 ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 30. 6. 4
専決処分した事件の報告について

第 ７ 号 ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 30. 6. 4
専決処分した事件の報告について

第 ８ 号 ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 30. 6.21
例月現金出納検査報告について

第 ９ 号 ― ― 報 告 済

― ― 30. 6. 4
諮問第１号 人権擁護委員の候補者の推薦について

― ― 適 任 と 認 め る

意 見 書 案 北海道主要農作物種子条例の制定に関する意 ― ― 30. 6.21

第 １ 号 見書 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 ２０１９年度地方財政の充実・強化を求める ― ― 30. 6.21

第 ２ 号 意見書 ― ― 原 案 可 決

「３０人以下学級」の実現、義務教育費国庫 ― ― 30. 6.21

意 見 書 案 負担制度堅持・負担率１／２への復元、「子 ― ― 原 案 可 決

第 ３ 号 どもの貧困」解消など教育予算確保・拡充と

就学保障に向けた意見書

意 見 書 案 平成３０年度北海道最低賃金改正等に関する ― ― 30. 6.21

第 ４ 号 意見書 ― ― 原 案 可 決

教職員の長時間労働解消に向け、「公立の義 ― ― 30. 6.21

意 見 書 案 務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する ― ― 原 案 可 決

第 ５ 号 特別措置法（給特法）」の廃止を含めた見直

しを求める意見書
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

旧優生保護法下における優生手術の被害者に ― ― 30. 6.21
意 見 書 案

対する補償及び救済等の早期解決を求める意 ― ― 原 案 可 決
第 ６ 号

見書

意 見 書 案 ケアプラン点検による利用制限、ケアプラン ― ― 30. 6.21

第 ７ 号 有料化を実施しないよう求める意見書 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 非婚ひとり親に寡婦控除のみなし適用をする ― ― 30. 6.21

第 ８ 号 所得税法改正を求める意見書 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 ― ― 30. 6.21
地域材の利用拡大推進を求める意見書

第 ９ 号 ― ― 原 案 可 決

― ― 30. 6.21
閉会中継続審査（調査）の申し出について

― ― 決 定

― ― 30. 6.21
委員の派遣について

― ― 決 定
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